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事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 1

事 務 事 業 名 農業委員会の現況等 部 会 名 － 

 

各  自  治  体  の  現  況 

農業委員会に関する基準等 

市町村名 区域面積（ha） 農地面積（ha） 農家数（戸） 選挙委員の定数の基準 選挙委員の条例定数 

岩 国 市 ２２，１１６ ５９９ １，５８０ ２０人以下 ２０ 

由 宇 町 ２，９１８ １９８ ４６０ ２０人以下 １０ 

本 郷 村 ４，０３５ ８７ ２４９ ２０人以下 １０ 

周 東 町 １４，４０２ ８８４ １，６５９ ２０人以下 １３ 

錦     町 ２１，０３２ １９９ ４９５ ２０人以下 １１ 

美 川 町 ７，５８５ ２８ １０６ ２０人以下 １０ 

美 和 町 １２，７５３ ３６２ ８４４ ２０人以下 １０ 

玖 珂 町 ２，３２０ ２１３ ４７９ ２０人以下 １０ 

合   計 ８７，１６１ ２，５７０ ５，８７２ (＊1) ３０人以下     ９４ 

※農地面積及び農家数は、「2000 年世界農林業センサス結果報告書」による数値。 

※（＊1）は、１つの農業委員会とした場合の当地域における選挙委員の定数の基準。 

 

農業委員会委員の委員数及び任期                                                             （平成１６年９月１日現在） 

選挙委員 選任委員 
市町村名 任  期 

定 数 実 数 実 数 うち 1 号委員 うち 2 号委員 

合  計 

（委員数） 

岩 国 市 Ｈ １７． ７．１９ ２０ ２０  ８  ３  ５  ２８ 

由 宇 町 Ｈ １７． ７．１９ １０ １０  ４  １  ３  １４ 

本 郷 村 Ｈ １７． ７．１９ １０ １０  ４  ２  ２  １４ 

周 東 町 Ｈ １８． ８． ４ １３ １３  ５  ２  ３  １８ 

錦     町 Ｈ １９． ３．３１ １１ １０  ５  ２  ３  １５ 

美 川 町 Ｈ １８．１２．１７ １０  ９  １  ０  １  １０ 

美 和 町 Ｈ １７． ７．２４ １０ １０  ４  ２  ２  １４ 

玖 珂 町 Ｈ １７． ７．１９ １０ １０  ５  １  ４  １５ 

合   計  ９４ ９２ ３６ １３ ２３ １２８ 

※選任委員のうち、１号委員は農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した委員。また、２号委員は当該市町村の議会が推薦した学識経験を有する者。 
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 2

事 務 事 業 名 農業委員会委員の取扱い 部 会 名 － 

 

各  自  治  体  の  現  況 

合併後の新市に１つの農業委員会を置く場合（在任特例）イメージ図 

 

                                     合   併                在任特例適用期間（１年間）               在任特例期限  

 

 

岩国市農業委員会 

農地面積：599ha 農家数：1,580 戸 

選挙委員：20 人 選任委員：8 人 

由宇町農業委員会 

農地面積：198ha 農家数：460 戸 

選挙委員：10 人 選任委員：4 人 

本郷村農業委員会 

農地面積：87ha 農家数：249 戸 

選挙委員：10 人 選任委員：4 人 

周東町農業委員会 

農地面積：884ha 農家数：1,659 戸 

選挙委員：13 人 選任委員：5 人 

錦町農業委員会 

農地面積：199ha 農家数：495 戸 

選挙委員：10 人 選任委員：5 人 

美川町農業委員会 

農地面積：28ha 農家数：106 戸 

選挙委員：9 人 選任委員：1 人 

美和町農業委員会 

農地面積：362ha 農家数：844 戸 

選挙委員：10 人 選任委員：4 人 

１つの農業委員会 
 

 

岩 国 市 

由 宇 町 

本 郷 村 

周 東 町 

錦     町 

美 川 町 

美 和 町 

            玖 珂 町 

 

 

農地面積 ： 2,570 ｈａ 

農 家 数 ： 5,872 戸 

選挙委員 ： 30 人 

選任委員 ： 8 人以内 

 

 

＊選挙区の設置 

  全ての選挙区につき、農地面積が 500ｈａ

以上となるか、又は農家数が 600 以上となる

ように設定（農委法施行令第５条） 

 

＊各選挙区の定数 

各選挙区の定数は、おおむね選挙人の数

に比例して設定（農委法第１０条の２第３項）

 

 

 

○選挙委員 

選  挙 

 

○選任委員 

新たに選任 

 

 

 

 

○選挙委員 

   80 人以内で在任 

 

○選任委員 

   新たに選任 

 

 

１つの農業委員会 
 

 

岩 国 市 

由 宇 町 

本 郷 村 

周 東 町 

錦     町 

美 川 町 

美 和 町 

            玖 珂 町 

 

 

        農地面積 ： 2,570 ｈａ 

        農 家 数 ： 5,872 戸 

        選挙委員 ： 80 人 

        選任委員 ： 8 人以内 

玖珂町農業委員会 

農地面積：213ha 農家数：479 戸 

選挙委員：10 人 選任委員：5 人 
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事 務 事 業 名 電算システムの統合 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

    【各市町村の電算システム導入状況】 

  

大分類 業務 

岩

国

市 

由

宇

町 

本

郷

村

周

東

町 

錦 

 

町 

美

川

町 

美

和

町 

玖

珂

町
大分類 業務 

岩 

国 

市 

由

宇

町

本

郷

村

周

東

町

錦 

 

町 

美

川

町 

美

和

町 

玖 

珂

町 

戸籍 戸籍 ○ × × × × × × × 日常生活用具給付・貸付管理 ○ × × × × × × × 

住民記録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 緊急通報対象者管理 ○ × × × × × × × 
住民記録 

印鑑登録 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 福祉電話対象者管理 ○ × × × × × × × 

住民登録外 住登外宛名 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 寝具乾燥対象者管理 ○ × × × × × × × 

市町村民税 ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○ おむつカバー給付対象者管理 ○ × × × × × × × 

固定資産税土地 ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○ 優待乗車証対象者管理 ○ × × × × × × × 

固定資産税家屋 ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○ 敬老行事対象者管理 ○ × × ○ × × × ○ 

固定資産税償却 ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○ 生きがい管理 ○ × × × × × × × 

法人市町村税 ○ ○ × ○ ○ × ○ × 老人クラブ ○ × × × × × × × 

軽自動車税 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 身体障害者施設入所管理 ○ × × ○ × × × × 

土地保有税 ○ ○ × × × × × × 知的障害者施設入所管理 ○ × × × × × × × 

家屋評価システム ○ × × × × × × ○ 身体障害者手帳保持者管理 ○ × × ○ ○ × × ○ 

税現年収納 ○ × × ○ ○ × ○ ○ 療育手帳所持者管理 ○ × × ○ ○ × × ○ 

税 

税滞納繰越 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 更生医療受給者管理 ○ × × × × × × × 

国民年金 国民年金 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 特別児童扶養手当受給者管理 ○ × × × × × × × 

賦課 ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ○ ○ 特別障害者手当受給者管理 ○ × × × × × × × 

給付 ○ ○ ○ ○ × × ○ × 同和福祉援護資金償還管理 × × × ○ × × × × 

現年収納 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 重度心身障害者医療 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

滞納繰越 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 保育所入所管理 ○ × × ○ × × × ○ 

国民健康保険 

国保実績・調整交付金 × ○ × × × × × ○ 児童手当 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

介護保険 介護保険 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当 ○ ○ × ○ × × × × 

生活保護 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 乳幼児医療 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

民生委員管理 ○ × × × × × × × 乳幼児検診 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 生活保護 

日赤社資管理 ○ × × ○ × × × × 母子医療 ○ ○ × ○ ○ × × ○ 

老人医療 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 健康管理システム × △ × × × ○ × ○ 

養護老人ホーム入所管理 ○ × × ○ × × × ○ 予防接種 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 

特別養護老人ホーム入所管理 ○ × ○ × × × × × 基本検診・がん検診 ○ ○ × ○ ○ ◇ ○ ○ 

ホームヘルプサービス対象者管理 ○ × × × × × × ○ 訪問指導 × ○ × × × × × × 

デイサービス対象者管理 ○ × × × × × × ○ 保健指導 × ○ × × × × × × 

ショートステイ対象者管理 ○ × × × × × × ○ 在宅医療 × ○ × × × × × × 

訪問入浴対象者管理 ○ × × × × × × × 救急医療情報 × ○ × × × × × × 

配食サービス対象者管理 ○ × × × × × × ×

医
療
・福
祉
・健
康
管
理 

家族健康づくり支援 × ○ × × × × × × 

医
療
・福
祉
・健
康
管
理 

補装具給付対象者管理 ○ × × × × × × × 総務 例規集 ○ × × × × × ○ × 

 

 

 

 

※基幹業務は以下の大分類の業務

が該当 

 

 ・戸籍 

 ・住民記録 

 ・住民登録外 

 ・税 

 ・国民年金 

 ・国民健康保険 

・介護保険 

 ・医療・福祉・健康管理 

 ・財務会計 

 ・人事給与 
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事 務 事 業 名 電算システムの統合 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

    【各市町村の電算システム導入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○は電算化されているもの

(◇は委託) 

△は開発中のもの 

×は電算化されていないもの 

大分類 小分類 

岩

国

市 

由

宇

町 

本

郷

村 

周

東

町 

錦 

 

町 

美

川

町 

美

和

町 

玖

珂

町 
大分類 小分類 

岩 

国 

市

由 

宇 

町

本

郷

村

周

東

町 

錦 

 

町 

美

川

町 

美

和

町 

玖 

珂 

町 

議会関連 議会議事録 ○ × × × × × × × 土地改良積算 × ○ × × × × × ○ 

議員選挙人名簿 ○ ○ × ○ × ◇ ○ ○ 総合計画 × × × ○ × × × × 

農委選挙人名簿 ○ ○ × ○ × × ○ ○

建築･土木

建築確認支援システム ○ ○ × ○ × × × ○ 選挙関連 

漁委選挙人名簿 ○ × × × × × × × 就学児童管理 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 

財務会計 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 図書館目録検索 ○ × × ○ × × ○ ○ 

業者管理 ○ × × ○ × × ○ × 図書館貸出管理 ○ × × ○ × × ○ ○ 

契約管理 ○ × × × × × ○ × 博物館収蔵管理 ○ × × × × × × × 

備品管理 ○ × × × × × × × 体育施設予約管理 △ × × × × × △ × 

用品管理 ○ × × × × × × × 公民館講座予約管理 △ × × × × × △ × 

公有財産管理 ○ × × × × × × ○

教育 

文化施設予約管理 △ × × × × × ○ × 

起債管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 農家台帳 × × × × × ○ ○ ○ 

資金管理 ○ × × ○ × × ○ × 道路台帳 × × × × × ○ × × 

基金管理 ○ × × ○ × × ○ ○ 普通河川占用管理 ○ × × × × × × × 

財務会計 

入札資格登録業者管理 ○ × × ○ × ○ ○ × 地理（地籍図管理） ○ × × ○ ○ × ○ ○ 

人事管理 ○ ○ × ○ × × ○ ○ 基地騒音データ ○ ○ × × × × × × 
人事給与 

給与管理 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 交通災害共済 ○ × × ○ × × × ○ 

水道料金 ○ ○ × × × × × ○ 公営住宅使用料 ○ ○ × ○ × × × ○ 

下水道料金 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 法定外公共物移譲システム × × × ○ × × × × 

簡易水道料金 ○ ○ × ○ ○ × ○ × 犬の登録 ○ × × × × × × ○ 

特定下水システム × × × ○ × × × ○

その他 

         

水道 

建築積算システム ○ × × × × × × ○

建築ＣＡＤ ○ × × × × × × ○
システム対応数   ○･◇ ９２ ４７ １６ ５８ ３４ １５ ４１ ６０ 

土木積算システム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○建築・土木 

土木ＣＡＤ ○ × × × × × ○ ○

全１０９ 

システム中
システム未対応数 ×・△ １７ ６２ ９３ ５１ ７５ ９４ ６８ ４９ 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

・市町村における電算業務は、業者や処理システムが異なる。 

・住民サービスに支障が生じないよう、データ及びシステムを短期間で統合する

必要がある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎ ）７ その他（右記のとおり） 

基幹業務のシステムは現行の岩国市のシステムに統合する。 

その他の業務については、統合の必要性の有無などについて関係専門部会

で検討し、業者選定などの具体的な作業に着手する。 
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事 務 事 業 名 電算システムの統合 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

８市町村人口割合

岩国市
由宇町

玖珂町

本郷村

周東町

美川町

美和町

錦町
岩国市

由宇町

本郷村

周東町

錦町

美川町

美和町

玖珂町

８市町村の電算システム対応状況

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町

未対応割合％

対応割合％

                                               

      

市町村名 人口(人) 人口割合 システム対応数 システム未対応数 対応割合％ 未対応割合％ 

岩国市 １０６，４１２ ７４．３％ ９２ １７ ８３．６ １６．４ 

由宇町 ９，３２４ ６．５％ ４７ ６２ ４２．７ ５７．３ 

本郷村 １，３７６ １．０％ １６ ９３ １４．５ ８５．５ 

周東町 １４，９３１ １０．４％ ５８ ５１ ５３．２ ４６．８ 

錦 町 ４，１０３ ２．９％ ３４ ７５ ３０．９ ６９．１ 

美川町 １，８０６ １．３％ １５ ９４ １３．８ ８６．２ 

美和町 ５，２１６ ３．６％ ４１ ６８ ３７．６ ６２．４ 

玖珂町 １１，１６４ ７．２％ ６０ ４９ ５５．０ ４５．０ 

 

既存システムを活用する場合の工数比較 

①データ移行の工数比較 

 岩国市システムに統合 他町村システムに統合 

データ移行件数 ４７，８９０件 １３９，１０１件

移行必要データ割合 ３１．１％ ９０．３％

工数倍率 ― 約２．９倍

②システム数比較 

必要開発システム数(未対応数) １７ ４９

工数倍率 ― ２．９倍

③職員負担の工数比較 

 

未経験職員数 ５９４人 １，１９２人

未経験職員割合 ４４．０％ ８８．３％

工数倍率 ― 約２．０倍
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事 務 事 業 名 人口定住事業 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

記載事項 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

世帯 － － ４０歳未満の夫婦及び家族

         ４０万円 

村内に永住の意志のある

者 

－ 家族       １０万円 

結婚転入     ５万円 

－ － － 転 入 奨 励

金 

単身者 － － ３０歳未満の独身者 

         ２０万円 

村内に永住の意志のある

者 

－ 単身        ５万円 － － － 

出産祝金 記念品 

（足型台紙等） 

第３子以降  １０万円 

町内に１年以上住所を有す

る者 

第１子・第２子 共に５万円 

第３子以降   １万円（月

額） 

村内に永住の意志のある

者で第３子以降が満１２歳

になるまで支給 

－ 第１子       ３万円 

第２子       ５万円 

第３子以降   １０万円 

町内に１年以上住所を有す

る者 

第１子・第２子 共に５万円 

第３子以降   １０万円 

町内に１年以上住所を有す

る者 

第１子      ３万円 

第２子      ５万円 

第３子以降  １０万円 

 

－ 

結婚祝金 － － ・１組あたり   １０万円 

（５５歳未満） 

・媒酌人     １０万円 

・婚約       １０万円 

村内に永住の意志のある

者 

－ ・１組あたり  １０万円 

・家族      １０万円 

・媒酌人      ３万円 

婚姻後２年以上定住する者

１組あたり   １０万円 

町内に定住の意志のある

者 

－ － 

就学奨励金 － － － － － 保護者      ５万円 

町内に居住し、小学校、中

学校及び高等学校等に３人

以上同時に児童・生徒を就

学させている保護者に対し

て支給 

－ － 

長寿祝金 － 満 100 歳   １０万円・記念

品 

町内に１０年以上住所を有

する者 

－ － 白寿       ３０万円 

町内に５年以上住所を有す

る者が満９９歳（白寿）で支

給 

－ － － 

就業奨励金 － － － － 新規学卒者   １０万円 

町内に住所を定め就業した

場合支給 

－ － － 

住宅新築祝金 － － － － 住宅新築    １０万円 

町内に木造の住宅を新築し

た場合支給 

－ － 二世帯住宅建築資金利子

補給制度 

町内に２世帯住宅の新築・

増改築を行う場合に、融資

残高の２％を利子補給(上

限１２万円)する。 

農村定住ミニ団地造成貸

付 

－ － 団地造成貸付 － － － － － 

平成１４年度実績 － ９００千円 １２０千円 － ４，１９０千円 ９６０千円 １，８７０千円 －千円 
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事 務 事 業 名 人口定住事業 部 会 名 総合政策 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 由宇町 ）の例により調整する。   ・・・出産祝金 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ◎ ）６ 廃止の方向で検討する。         ・・・その他祝金 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  人口定住対策として、転入奨励金、出産祝金等の各種制度を設けている自治体がある。 

２  少子化傾向に歯止めがかからない昨今において、新たな施策を考える必要がある。 

  

 

１  第３子以降の出産祝金については、由宇町の例による。 

  ただし、第１子及び第２子の出産祝金については、当分の間現行のとおりとする。なお、本郷村において実施している

第３子以降の出産祝金について、合併日の前日までに制度の適用を受けた者は、現行のとおりとする。 

２  転入奨励金、結婚祝金、就学奨励金、長寿祝金、就業奨励金、住宅新築祝金、二世帯住宅建築資金利子補給金及び

団地造成貸付については、廃止する。ただし、二世帯住宅建築資金利子補給金及び団地造成貸付について、合併日の

前日までに制度の適用を受けた者は、現行のとおりとする。 
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事 務 事 業 名 人材育成・青少年派遣事業 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 
 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 
事業の内容 青少年海外派遣事業 

 

【趣旨】 

 国際交流事業の一環として、次代を

担う青少年を海外に派遣することに

より、ホームステイ等を通じて青少年

に外国人と接する機会を与え、国際

感覚の醸成、国際理解の増進及び将

来の地域リーダーの育成を図る。 

【事業】 

 アメリカ ワシントン州エベレット市

へ派遣する。ただし、諸事情により困

難な場合は、国際情勢、訪問国の受

け入れ態勢等を考慮して決める。 

【対象】 

 岩国市に在住の市民で中学校又は

高等学校（高等専門学校の１年生か

ら３年生までを含む。）に在学中のも

ので、例年１５名程度 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 由宇町ふるさと創生（人材育成）事

業に係る補助金の交付 

【事業】 

 YOU・ゆう・フェスタ開催助成事業、

産業・福祉関係の研修等に要する経

費 

【対象】 

 YOU・ゆう・フェスタ実行委員会 

 研修等参加者 

 

（平成１５年度から廃止） 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 人材育成のための研修事業、伝統

芸能の保存、文化継承等を円滑に進

めるため。 

【事業】 

 国内外研修事業、指導者育成事業、

若者定住対策事業、産業・教育・文

化・スポーツ振興事業 

【対象】 

 村内に住所を有し、永住の意志の

ある者 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 町の未来を担う人材を育成するた

め。 

【事業】 

 産業振興、技術開発、国際交流、伝

統文化継承等に関する講習会、研修

会、視察研修等 

【対象】 

 町内に住民票を有するもの及び保

護者が町内に住民票を有する学生、

または町内に５年以上勤務している

者（概ね４０歳以下） 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 錦町の農林後継者等、まちづくりを

進める上で指導的役割を果たす人材

を育成 

【事業】 

 まちづくりに関する研修事業、人材

育成に関する事業、農林業振興に関

する研修事業、商工業振興に関する

事業 

【対象】 

 町内在住者で、まちづくりに意欲の

ある者 

 

地域活性化事業 
 

【趣旨】 

 地域活性化のための各種事業に要

する経費を補助するため。 

【事業】 

 コミュニティの活性化、地域・集落等

の活性化、先進地視察等の研修、ま

ちづくり、錦川清流線の活性化、町が

主催する行事の推進 

【対象】 

 錦町に住所を有する協業体・グル

ープ又は団体 

 

海外ホームステイ事業 
 

【趣旨】 

 錦町における国際交流活動を推進

し、国際人として資質を養うため外国

語研修を推進し、もって文化の向上を

図る。 

【事業】 

 カナダ バンクーバー市 ポートア

ルバーニ市へ派遣する。 

【対象】 

 広瀬高等学校に通う学生で１０名程

度とする。 

 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 人材の育成、国際交流の展開、伝

統芸能の保存・継承等を円滑に進め

るため。 

【事業】 

 国内外研修事業、産業・教育・学術・

文化・スポーツ振興事業 

【対象】 

 美川町内に住所を有する者 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 美和町を素敵なまちにするため、教

育・文化・産業など各分野でがんばっ

ている人、また「やる気のある人た

ち」を応援し伸ばす人材を育成 

【事業】 

 先進地研修、産業振興の経費助

成、講師派遣助成、ボランティア活動

助成 

【対象】 

 町内に居住し、現在活動中、あるい

は将来に向けて活動しようとしている

個人及び団体 

人材育成事業 
 

【趣旨】 

 海外の人との交流を通じて、国際感

覚に溢れた青少年を育成 

【事業】 

 国外研修事業（日韓友好少年少女

の船） 

※子ども会で実施している。 

（８９０千円を補助） 

【対象】 

 小学校４年生から中学校２年生まで

の子ども会会員 

 
K&M 夏休み体験交流事業 

 
【趣旨】 

 ２１世紀を担う玖珂町の少年少女

を、なかよし交流都市として提供して

いる宮城県村田町へ派遣し、ホーム

ステイをしながら、東北地方の風土

や文化を学び見聞を広めるとともに、

協調の精神を養うことにより、心の豊

かな少年少女を育成し、町政発展に

寄与することを目的とする。 

【事業】 

 なかよし交流都市を結んでいる宮

城県柴田郡村田町へ派遣する。 

【対象】 

 玖珂町内に在住している小学校５･

６年生を６名程度派遣 

 

フリントシャー交換ホームス
テイ事業 
 
【趣旨】 

 姉妹都市を結すんでいる英国フリン

トシャーへホームステイさせ、外国の

文化や習慣などに触れることにより、

国際的視野で物事を幅広く捉えること

ができる将来の地域リーダーの育成

を図る。 

【事業】 

 姉妹都市を結んでいる英国フリント

シャー・カウンティへ派遣する。 

【対象】 

 玖珂町内に１年以上在住の高校生

を２名派遣 

平成１４年度 
実績 

【件数】             １件 

【金額】     ６，３２１，６５４円 
【件数】             ０件 

【金額】             ０円 

【件数】             １件

【金額】       ６４０，５００円

【件数】             １件

【金額】       １６９，０４０円

【件数】             ２件

【金額】     ５，５５１，０８８円

【件数】             ３件 

【金額】     １，９３４，７３５円 
【件数】             ０件

【金額】             ０円

【件数】            ２ 件

【金額】     １，６５６，０００円

（人材育成事業を除く。） 

基金の有無 国際交流基金 基金無し 基金無し 人材育成基金 
人材育成基金 
国際交流基金 

人材育成基金 人材育成基金 人材育成基金 
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事 務 事 業 名 人材育成・青少年派遣事業 部 会 名 総合政策 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  人材育成事業については、各市町村において、一般財源や基金の活用により産業振興や文化・スポーツ振興など

様々な分野での研修事業等が実施されている。これに対する助成については､特定・同一事業へ継続補助されている

ものや、限定された個人・団体に対する補助など、各市町村によって取扱いが異なっている。 

   

２  青少年派遣事業は、各市町村それぞれの基金等で実施しており、対象人員、派遣先も様々である。 

 

１  人材育成事業については、新市の活性化にとって必要な施策の一つであり、農林業・商工業の振興やまちづくりの観

点から事業範囲を明確化し、視察研修、実習事業及び後継者の養成等も考慮して、合併時に制度を創設する。 

 

２  青少年派遣事業については､国際交流、人材育成の観点から、合併時に対象人員、派遣先等を調整して、制度を創

設する。 
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事 務 事 業 名 姉妹都市提携等 部 会 名 総 務 

 

各  自  治  体  の  現  況 

平成14 年度実績 

 岩 国 市 由 宇 町 本 郷 村 周 東 町 錦   町 美 川 町 美 和 町 玖 珂 町 

姉
妹
都
市
提
携 

①アメリカ ワシントン州  

 エベレット市 昭和 37 年

8 月提携 

②ブラジル サンパウロ州 

 ジュンジアイ市 平成 2

年4 月提携 

③日本 鳥取市 平成 7 年

10 月提携 

 と、姉妹都市提携してい

る。 

その他 

④中国太倉市とは｢友好協

力に関する意向書｣に両市

長が署名している。 

－ － － 熊本県錦町と姉妹都市

提携している。 

 

平成14 年度交流なし 

－ － 英国フリントシャー・カウン

ティー 

平成４年１０月提携 

そ
の
他
交
流 

 現在姉妹友好都市交流

は行っていないが、ハワイ

に由宇町出身者がつくる

｢ハワイ由宇町人会｣があ

り、町人会メンバーとの交

流を行っている。この度設

立100 周年を迎え、記念式

典を平成 15 年 3 月 9 日に

行い、由宇町内から 30 名

参加者を募り、交流会をか

ねて訪問した。 

以前、大畠町と交流をし

ていたが、現在はほとんど

交流していない。 

 

平成14 年度 交流なし 

  ①同名町村の美川サミット

（6 町村）②人口2,000 人程

度のスモールタウンフォー

ラム（6 町村）の交流を行っ

ているが、美川サミットは

平成 15 年度で解散、スモ

ールタウンフォーラムは平

成 16 年度解散予定であ

る。平成 14 年度はスモー

ルタウンフォーラムのみ実

施。 

 宮城県柴田郡村田町 

なかよし交流都市を、平成

１１年２月提携 

平
成
14
年
度

実
績 

1,889,541 円 

 

94,500 円 

 
   

150,000 円 

 

  

1,656,000 円

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

外国の都市と姉妹都市の提携をしているのは岩国市、玖珂町である。 

国内の他市町村と姉妹都市の提携をしているのは岩国市、錦町だけであるが、

由宇町、本郷村、美川町においても交流事業は実施している。 

各市町村とも独自に交流を行っており、それぞれの交流の歴史を尊重すると

ともに、合併後は交流の相手方の意思も確認したうえで、調整する必要がある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

姉妹都市提携等については、当面、現行のとおり新市に引き継ぐこととし、提

携・交流の相手方の意思も確認したうえで、新市移行後速やかに調整する。 
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事 務 事 業 名 広報紙の発行 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 
区分  

岩国市 
 

由宇町 
 

本郷村 
 

周東町 
 

錦町 
 

美川町 
 

美和町 
 

玖珂町 

内容 ○市報いわくに         

 

・前月 ５日（ 1 日号） 原稿 

締切り 

・前月２０日（１５日号）  〃 

・印刷・製本・仕分け・梱包（印刷

業者） 

・表紙、裏表紙カラー印刷 

・２色刷 

・平均１３ページ 

・４０，７００部 

・DTP 編集 

○広報ゆう 

       

・前月末日原稿締切り 

・印刷・製本・仕分け（印刷業者） 

 梱包（町） 

・表紙カラー印刷（年４回） 

・２色刷 

・平均１８ページ 

・３，７００部 

 

 

○お知らせ 

 

・発行日の１０日前原稿締切り 

・印刷（印刷業者） 

 仕分け・梱包（町） 

・平均５ページ 

・３，６００部 

○広報ほんごう 

 

・前月２０日原稿締切り 

・印刷・製本（印刷業者） 

仕分け・梱包（村） 

・表紙 １月号カラー印刷 

・単色刷 

・平均１４ページ 

・９００部 

・DTP 編集 

○広報しゅうとう         

 

・前月１０日原稿締切り 

・印刷・製本（印刷業者） 

仕分け・梱包（町） 

・表紙 １月号カラー表紙 

・２色刷 

・平均２０ページ 

・５，７００部 

 

 

○広報にしき 

 

・前月２５日原稿締切り 

・印刷・製本(印刷業者)  

仕分け・梱包（町） 

・表紙 カラー印刷 

・単色刷 

・平均１２ページ 

・２，７００部 

 

○広報みかわ 

 

・前月１５日原稿締切り 

・印刷・製本（印刷業者）     

仕分け・梱包（町） 

・表紙 単色印刷 

・単色刷 

・平均１０ページ 

・１，１００部 

○広報みわ 

 

・前月１５日原稿締切り 

・印刷・製本・仕分け（印刷業者）

梱包（町） 

・表紙 カラー印刷 

・２色刷り 

・平均１６ページ 

・２，６００部 

・DTP 編集 

○広報くが 

 

・前月末日原稿締切り 

・印刷・製本・仕分け・梱包（印刷

業者） 

・表紙 カラー印刷 

･２色刷り 

・平均２４ページ 

・４，３００部 

 

 

○今週のお知らせ(月１回) 

・発行週の月曜日原稿締切り 

・印刷･仕分け･梱包(町） 

・平均２２ページ 

・５１０部 

 

広報発行費用 

（平成１４年度 

実績） 

 

３３，１４８千円 

９，２２０千円 

（広報ゆう ７，１３８千円） 

（お知らせ ２，０８２千円） 

２，４８０千円 ２，２７４千円 ４，５１１千円

 

１，７７５千円 ５，１３０千円 ４，３７７千円

広報発行回数 

及び発行日 

月２回 （１日と１５日発行） 

 

月１回 （１５日発行） 

※ 1 月号は 1 日発行 

お知らせ（1 日と１５日発行） 

月１回 （１日発行） 月１回 （第２水曜日発行） 月1 回 （２０日発行） 月1 回 （最終木曜日発行） 月1 回 （１日発行） 月１回 （最終金曜日又は最初の

金曜日） 

各種文書発送

回数及び 

発送日 

月２回 （１日と１５日発送） 月２回 （１日と１５日発送） 月１回 （１日発送） 月２回 （第２、第４水曜日発送） 月２回 （５日、２０日発送） 月２回 （第２、最終木曜日発送） 月１回 （１日発送） 月１回 （１５日前後発送） 

配布方法 印刷業者→配送業者→自治会 印刷業者→町→配送業者→ 自

治会 

印刷業者→村→自治会 印刷業者→町→配送業者→ 自

治会 

印刷業者→町→自治会 印刷業者→町→自治会 印刷業者→町→シルバー人材

センター→自治会 

広報：印刷業者→町→自治会 

今週のお知らせ：町→自治会 

配布委託料 

（平成１４年度 

実績） 

 

１，４６８千円 

 

３１４千円 - ２４０千円 - 
 

- ３７２千円 － 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  広報紙の発行回数が、異なっている。 

 

２  広報紙の配布方法が、異なっている。 

・業者から自治会へ直接、配布している自治体・・・岩国市、由宇町、周東町、美和町 

・職員が自治会へ配布している自治体・・・玖珂町、本郷村、錦町、美川町 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。      ・・・広報紙の発行回数 

（   ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。      ・・・広報紙の配布方法 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他 

 

 

１  広報紙の発行回数については､月２回とし、地域の情報を十分に盛

り込むものとする。 

 

２  広報紙の配布方法については、他の文書配布等との関連があるこ

とから､新市において速やかに調整する。   
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事 務 事 業 名 自治会の組織等 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

区分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

世帯数 

 

４６，２３４ ３，４５６ ６８４ ６，１００ １，９２８ ８６８ ２，０７８ ４，５０８ 

自治会数 ４４６ ３３ ２０ ９３ ７９ ４６ ６３ ４０ 

班数 ２，８５０ ２０９ ７９ ５９４ ２６３ １０３ １９０ ４２３ 

連合会組織の

有無 

あり 無し 無し あり 無し 無し 無し 無し 

自治会長 

の身分 

 

任意団体の長 

 

非常勤の職員 

 

非常勤の職員 

 

非常勤の職員 

 

非常勤の職員 

 

非常勤の職員 

 

非常勤の職員 

 

任意団体の長 

自治会への 

依頼業務 

 

 

 

 

・市報及び市政連絡文書の

配布又は回覧 

・日赤社資の募集 

・緑の募金 

・広報等の配布 

・住民の要望進達（年１回） 

 （内容により随時） 

・各種調査並びに報告 

・広報等の配布 

・住民の要望進達 

（随時） 

・各種調査並びに報告 

・日赤社資の募集 

 

・広報等の配布 

・住民の要望進達（年１回）

（内容により随時） 

・各種調査並びに報告 

・日赤社資の募集 

・緑の募金 

・広報等の配布 

・地元要望進達 

（随時） 

・各種調査並びに報告 

・日赤社資の募集 

・緑の募金 

・広報等の配布 

・住民の要望進達 

 （随時） 

・各種調査並びに報告 

・自治会館等の管理運用 

 

・広報等の配布 

・住民の要望進達（年１回） 

 （内容により随時） 

・各種調査並びに報告 

・集会所等の管理運営 

 

・広報等の配布又は回覧 

・任意の要望進達(年2 回) 

 (内容により随時) 

・各種調査並びに報告 

・日赤社資の募金 

・交通災害共済加入者募集 

報酬等の年額 

（平成１４年度

実績） 

 

３５，９１７千円 

        （報償費） 

 

４，８８６千円 ２，２２０千円 １７，９８１千円 ５，７５１千円

 

３，９８２千円 ５，０６０千円 ６，６４４千円

（委託料）

算定根拠 岩国市自治会連合会 

３，６００千円 

各地区自治会連合会 

（２２地区） 

３，２５４千円 

単位自治会（４４３自治会） 

２９，０６３千円 

管区割   年 ４４，０００円 

戸数割   年  １，０００円 

報酬年額 

１０９，０００円×２０自治会 

世帯割数割  

７０円×５６５世帯 

基本報酬 

１００，８００円×９３自治会 

世帯割 

９３０円×５，４２４世帯 

通信手当  

８，５００円×９３自治会 

自治会長連絡協議会 

１，５０６千円 

その他    １，２６６千円 

戸数割      ２，０００円 

平等割     ３０，０００円 

均等割（月額）３，１５０円 

戸数割（月額）  ２３０円 

地区割 本庁・支所までの距

離、住居の集散状況により、

４地区に区別 

均等割     ３６，０００円 

世帯割      １，４００円 

運営費補助     ２６０円 

均等割     ５５，０００円 

戸数割      １，０００円 

通信費      ３，４００円 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  岩国市と周東町には、連合組織があるが、その他６町村はない。新市で自治会委

託業務等の調整を行う場合、連合組織がなければ自治会長等の意見調整に支障が

生じる可能性がある。 

 

２  自治会長の身分や報酬の算定根拠が異なり、自治会への依頼業務にも差があ

る。 

 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。           

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。  

（     ）６ 廃止の方向で検討する。 

（     ）７ その他 

 

１  自治会の連合会組織については、連合会組織のない町村にあって

は、合併時までに設立に努め、新市において速やかに統合できるよ

う調整する。 

 

２  自治会長の身分、自治会への依頼業務等については、新市におい

て各地域の実情を考慮して速やかに調整する。 
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事 務 事 業 名 防犯対策事業（防犯灯設置補助金） 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

区分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

設置内容
等 

岩国市内の自治会にお
いて防犯灯を設置する場
合に、その経費の一部を
岩国地区防犯対策協議会
から助成する。 

 由宇町内の自治会におい
て防犯灯を設置する場合
に、その経費の一部を助成
する。 

ただし、電気代、電球取り
替え等補修工事は対象外。
用地を含め維持管理は地
元。 

補助なし 
 

（自治会からの要望により、
本郷村内の防犯灯の移設に
対して村が直接行う。） 
 

 自治会の要望で防犯灯を設置
する場合、周東町が周東町安全
対策協議会に補助金を交付し、
協議会が設置する。 
電気料、消耗品の交換、日常の
維持管理は地元。 

 自治会からの要望等により、
補助金交付要綱により実施す
る。維持費等は地元。 

 自治会が行う各自治会内の
危険個所や重要通路に設置
する防犯灯の新設、改修。 
 
 平成１５年度までは、みかわ
元気いっぱいまちづくり支援
事業を活用。 

集落の防犯対策として、区長
からの要望等により防犯灯を
設置する場合に、補助金を交
付する。 

       補助なし 
 
 （原則自治会長等の要望に
より、玖珂町防犯灯設置管理
要綱に基づき、防犯灯設置費
は、自治会負担とし、電気代・
電球取替え等の維持管理は
町負担として対応。） 

補助対象  
岩国地区防犯対策協議会

→自治会 

 
自治会 

 
- 

 
周東町安全対策協議会 

 

 
自治会 

 
自治会 

 
自治会  

－ 

補助基準 ○水銀灯・ナトリウム灯 
20,000 円/1 灯 

○蛍光灯 15,000 円/1 灯 
○白熱灯 10,000 円/1 灯 

防犯灯設置等に要した経費 
新設工事  ９／１０ 
補修工事  ２／ ３ 

 
 

- 

新設、移設、器具取替、先方柱
設置及び廃止に係る経費 

（全額補助）

新設を対象とする（電柱工事
含む） 

新設工事    １/２ 

防犯灯補助金交付 
新設 １/２  改修 １/３ 

新設を対象とする（配電線路
延長に要する経費以外の経費
とし、限度額は予算の範囲内
で毎年定める）。          
（全額補助） 

－ 

補助件数 ・水銀灯・ナトリウム灯  
８件 

・蛍光灯      １３１件 

・新設工事        ２件 
・補修工事        ４件 

 
 

- 
 

・新設             ２０件
・移設              ４件
・器具取替          ３４件
・廃止              ７件

・新設            ８件 ・新設            ２件 
・改修            ４件 

・新設           １３件 

－ 

補助金の
額等（ 平
成 １ ４ 年
度実績） 

 
 

２，１２５千円 

 
 

１３７千円 

 
 

- 

周東町安全対策協議会に対する
補助金の内、防犯灯設置等の経
費            ８０４千円 

 

 
 

１４４千円

まちづくり支援事業で実施 
 

５０６千円 
 

 

３８３千円 － 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  防犯灯の設置や維持経費に対する自治体の補助基準等に差がある。 

 

２  由宇町が柳井警察署の管内になっており、新市で防犯対策の活動を円滑

に行うには、岩国警察署管内に区域替えがされることが望ましい。 

 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。        ・・・防犯対策の活動 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。         ・・・防犯灯設置補助金 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

 

１  警察署や関係団体と連携し、防犯対策の活動を推進する。 

 

２  由宇町は柳井警察署管内になっているが、新市で防犯対策の活動を円滑に

行うためには、岩国警察署管内の区域に編入されるよう要望する。 

 

３  防犯灯設置補助については、各自治体の制度を参考にして、新市において

制度を創設する。 
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事 務 事 業 名 交通安全対策協議会等 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 
区分  

岩国市 
 

由宇町 
 

本郷村 
 

周東町 
 

錦町 
 

美川町 
 

美和町 
 

玖珂町 

交通安全対策協

議会等の組織 

 

交通安全岩国市対策協議会 
 

- 
 

本郷村交通安全対策協議会
 

周東町安全対策協議会 
 

錦町安全会議交通対策部会
 

美川町交通安全対策協議会 
 

美和町交通安全対策協議会 交通安全玖珂町対策協議会

目的 市内における交通事故の防止に関

し、関係機関・団体等の緊密な連携を

確保し、総合的かつ効果的な交通安

全を推進することにより、広く市民運

動を展開し、もって市民の交通安全

の確保を図ることを目的とする。 

 

 

- 

 関係機関・団体等が緊密に連携し、

交通安全思想の普及、交通事故防止

を図る。 

 安全運転の推進及び交通事故、犯

罪、水火災、産業災害等の未然防止

が目的。 

交通安全啓蒙活動  町内における交通道徳の高揚と交

通安全の推進並びに交通環境の整

備、交通事故防止に必要な事項を調

査及び審議し、交通事故のない安全

なまちづくりに寄与すること。 

 美和町内における交通道徳の高揚

と交通安全運動の推進並びに交通の

環境整備及び交通事故防止に必要な

事項の調査及び審議をする。 

 交通安全思想の普及・浸透を図り、

交通ルールの遵守と正しい交通マナ

ーの実践を習慣づけ、交通安全対策

を推進する。 

事業 ○交通安全運動の推進に関するこ

と。 

○交通安全教育の推進に関するこ

と。 

○交通安全広報の推進に関するこ

と。 

○道路交通環境の整備に関するこ

と。 

○交通秩序の維持に関すること。 

○交通事故多発時における緊急対策

の推進に関すること 

○交通安全に功労のあった団体及び

個人の表彰に関すること。 

○前各号に掲げるもののほか、必要

な事項に関すること。 

 

 

 

 

 

 

- 

○交通安全保持に関すること。 

○交通安全運動の推進に関するこ

と。 

○本郷村交通安全対策協議会に関

すること。 

○交通安全、火災予防等を目的とし

た各種行事の実施及び広報活動。

○防犯灯、交通安全施設の設置。 

○新入学児童、園児に対する安全帽

の配付。 

○交通安全運動期間における街頭指

導。 

○交通安全キャンペーン実施 

○カーブミラー等清掃 

○交通危険箇所調査 

○交通安全運動の推進 

○交通安全教育の推進 

○道路等交通環境の整備及び改善 

○その他の目的達成 

 春・秋の全国交通安全運動及び夏・

年末年始の交通安全県民運動等にお

ける街頭指導、安全旗、横断幕の掲

揚の実施。 

○交通安全全般に関する事 

○交通安全運動期間における街頭指

導 

構成 ○行政機関等 

○教育機関 

○青少年関係 

○商工関係 

○運輸関係 

○事業所関係 

○各種団体 

 

 

 

 

- 

○警察署 

○小中学校長 

○社会福祉協議会等各種団体 

○企業 

○教育委員会 

○郵便局等 

  計 ３０名 

○町議会（議長、副議長） 

○町（町長、助役、教育長） 

○行政機関、○玖珂西警察署 

○教育機関（学校長） 

○商工会、○交通安全協会 

○自治会 

○その他各種団体代表者 

○小中学校長会長 

○連合婦人会長 

○交通安全協会会長 

○交通安全協会部会長 

○老人クラブ連合会会長 

○錦町PTA 連合会長 

町長、議長、教育長、小中学校長、保

育所長、郵便局長、JA 支所長、商工

会会長、社協会長、PTA 会長、子ども

会会長、老人クラブ長、婦人会会長、

ゲートボール協会会長、ライオンズク

ラブ代表、交通指導員、南桑駐在所、

河山駐在所 

町長、議長、教育長、建設課長、坂上

高等学校長、美和中学校長、美和東

小学校、美和西小学校長、岩国警察

署秋掛駐在所、岩国警察署生見駐在

所、岩国警察署坂上駐在所、岩国交

通安全協会美和分会長、岩国交通安

全協会美和分会副会長、婦人会会

長、PTA 連合会長、老人クラブ会長、

青年クラブ会長 

○町（町長、助役、教育長、課長） 

○町議会（議長） 

○玖珂西警察署 

○岩国地区消防組合 

○教育関係機関 

○行政機関 

○商工会 

○その他各種団体等 

組織等 会長：１名（市長） 

副会長：１名 

理事：若干名 

委員：構成機関等の代表者のすべて 

監事：２名、常勤２名（交通指導員） 

 

 

- 

会長：１名（村長） 

副会長：１名 

委員：３０名 

会長：１名（町長） 

副会長：２名 

理事： ２７名、監事：  ２名 

顧問：若干名(３名) 、委員：１１９名 

部会長：１名（民間） 

分会長：４名 

会長：１名（町長） 

委員：３０名以内 

会長：１名（町長） 

委員：２０名以内 

会  長：  １名（町長） 

副会長：  ２名 

顧  問：若干名（３名） 

委  員： ４０名 

交通指導員 １名 ４名 - ２名 １名 １名 ３名 ５名 

交通指導員の報

酬等（年額） 

６，０００円×１名×１２月 

＝７２，０００円 

１１，０００円×４名×１２月 

＝５２８，０００円 
- ４１，８００円×２名×１２月 

＝１，００３，２００円

７，０００円×１名×１２月 

＝８４，０００円

１１，５００円×１名×１２月 

＝１３８，０００円 

４，０００円×３名×１２月 

＝１４４，０００円

１８，３００円×５名×１２月 

        ＝１，０９８，０００円

協議会等への補

助金の額 

（平成１４年度 

実績） 

岩国交通安全協会     ８００千円 

交通安全岩国市対策協議会 

         ９，０６２千円（委託料） 

岩国地区安全運転管理者協議会  

－千円  

柳井交通安全協会     １００千円 

柳井地区安全運転管理者協議会 

                  ２８千円 

本郷交通安全協会      ３６４千円

本郷交通安全協会本郷分会  

 ３００千円

本郷地区安全運転管理者協議会 

１１千円   

玖珂西交通安全協会    ６９０千円

玖珂西安全運転管理者協議会 

 ５０千円

周東町安全対策協議会    

１，０６３千円 

本郷交通安全協会     ６４２千円

本郷地区安全運転管理者協議会 

                  １１千円

本郷交通安全協会     ４０８千円 

本郷地区安全運転管理者協議会 

                  １１千円 

岩国交通安全協会     １００千円

岩国交通安全協会美和分会 

 １３５千円

岩国地区安全運転管理者協議会 

－千円

玖珂西交通安全協会    ４８５千円

玖珂西安全運転管理者協議会  

  ５０千円
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事 務 事 業 名 交通安全対策協議会等 部 会 名 総合政策 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  交通安全対策協議会を統合し、新市で統一した交通安全の活動が必要であるが、現在、各市町村で取り組んでいる

地域に密着した活動も継続する必要がある。 

 

２  交通指導員の役割等を見直す必要がある。 

 

３  交通安全協会への支援（補助金等）を調整する必要がある。 

 

１  交通安全対策協議会については、新市において速やかに統合を図る。 

 

２  交通安全協会等関係団体への補助金等の調整を図る。 

 

３  交通指導員（非常勤で有償の者）について、地域の実情を考慮しながら、廃止を含め見直しを行う。 

 

４  由宇町が柳井警察署管内になっているが、交通安全運動は警察署と密接な関係があり、新市で交通安全運動をする

ため、岩国警察署へ管轄を変更してもらうよう、県警等に働きかける必要がある。 
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事 務 事 業 名 交通災害共済制度 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 会費及び見舞金の額 

 岩国市 由宇町・玖珂町・本郷村・周東町・錦町・美川町・美和町 

大人 ５００円 ５００円 

中学生 

以下 

５００円 

（保護者と共に加入する中学生以下は免除） 
３００円 

会 
 

 
 

費 

７０歳 

以上 
５００円 ３００円 

見舞金の額 

等級制による（１～１５等級） 

死亡       １，０００千円 

後遺障害      ５００千円 

障害   （最高）  ５００千円 

     （最低）   ２０千円 

等級制による（１～１５等級） 

死亡         １，０００千円 

後遺障害        － 

障害     （最高）  ２３０千円  

（最低）   ７千円 

 

 

加入率の推移 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

平成10年度 62.3％ 43.7％ 49.8％ 57.1％ 66.7％ 74.5％ 63.7％ 70.0％

平成11年度 61.6％ 41.9％ 50.8％ 55.2％ 63.9％ 76.3％ 63.1％ 69.2％

平成12年度 61.1％ 41.7％ 47.2％ 55.3％ 65.6％ 74.1％ 72.0％ 71.8％

平成13年度 60.1％ 41.1％ 44.4％ 52.9％ 62.5％ 72.6％ 71.0％ 72.1％

平成14年度 59.4％ 41.8％ 43.8％ 53.4％ 59.6％ 71.6％ 71.0％ 68.7％

 

 

加入者数 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

平成14年度 64,007 人 3,927 人 603 人 8,159 人 2,479 人 1,296 人 3,712 人 7,747 人
 

 

見舞金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級 傷 害 の 程 度 岩国市 傷 害 の 程 度 
由宇町・玖珂町・本郷村・周東町

錦町・美川町・美和町 

１ 死  亡 1,000 千円 死  亡 1,000 千円 

２ ３６５日以上の治療を要する傷害 500 ３６０日以上の治療を要する傷害 230 

３ ３００日以上  〃 250 ３００日以上３６０日未満 〃 180 

４ ２７０日以上  〃 200 ２４０日以上３００日未満 〃 140 

５ ２４０日以上  〃 160 １８０日以上２４０日未満 〃 105 

６ ２１０日以上  〃 120 １３０日以上１８０日未満 〃 80 

７ １８０日以上  〃 100 ９０日以上１３０日未満  〃 65 

８ １５０日以上  〃 85 ７５日以上９０日未満   〃 50 

９ １２０日以上  〃 75 ６０日以上７５日未満   〃 40 

１０ ９０日以上   〃 65 ４５日以上６０日未満   〃 32 

１１ ６０日以上   〃 55 ３０日以上４５日未満   〃 23 

１２ ３０日以上   〃 45 ２１日以上３０日未満   〃 16 

１３ １５日以上   〃 35 １４日以上２１日未満   〃 13 

１４ ５日以上    〃 25 ７日以上１４日未満    〃 10 

１５ ５日未満    〃 20 ７日未満          〃 7 

後遺障害 - 別に 500 - - 

普通障害 - 20～500 - 7～230 
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事 務 事 業 名 交通災害共済制度 部 会 名 総合政策 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ◎ ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  運営方法が異なる。 

岩国市   直営 

     ７町村   山口県町村会  

 

２  加入申込金額が異なる。 

    岩国市    大人500 円  中学生以下500 円（保護者と共に加入する人は免除）  70 歳以上500 円 

     ７町村    大人500 円  中学生以下300 円  70 歳以上300 円 

 

３  障害見舞金が異なる。 

    岩国市    2 等級～15 等級   20 千円～500 千円 

     ７町村    2 等級～15 等級    7 千円～230 千円 

 

４  岩国市が実施している現行制度では収支の均衡が取れていない。また、共済の加入手続きの事務処理において、整

理しなければならない問題がある。 

 

５  民間の保険が充実している今日において、行政が行う共済の必要性は薄くなっている。 

 

６  各自治体で加入率に差があり、廃止となれば加入率の高い自治体は行政サービスの低下と受け止められる可能性

がある。特に民間の保険に加入しにくい高齢者への影響が懸念される。 

 

 

 

 

※ 玖珂町交通災害共済事業加入会費の補助に関する条例 

この条例により、下記の者について、加入会費の額の２分の１を町が負担する。 

①中学生以下の子供（共済期間の５月１日現在とする） 

②満７０歳以上の老人（共済期間の４月１日現在とする） 

③都道府県知事より身体障害者手帳の交付を受けたもので、２級以上に該当する者（共済期間の４月１日現在とする） 

④生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による生活扶助を受けている者（共済期間の４月１日現在とする） 

⑤高等学校に在学する生徒 

 

 

 

民間の保険が充実している今日では、行政が交通災害共済を運営する必要性は薄らいでいるものと考えられることから、合併

時に廃止する。 
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事 務 事 業 名 防災行政無線（固定型及び移動型） 部 会 名 総 務 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 

目的 行政事務連絡の迅速化並びに

非常災害時の通信連絡を確保

するため開設 

非常災害時の緊急連絡をはじ

め、健康的で住みよい地域づく

りを目指す行政情報をより｢早

く・広く・的確に｣伝達するため

開設 

行政事務連絡の迅速化並びに

非常災害時の通信連絡を確保

するため開設 

行政事務連絡の迅速化並びに

非常災害時の通信連絡を確保

するため開設 

行政事務連絡の迅速化並びに

非常災害時の通信連絡を確保

するため開設 

行政事務連絡の迅速化並びに

非常災害時の通信連絡を確保

するため開設 

行政事務連絡の迅速化並びに

火災・非常災害時の通信連絡

を確保するため開設 

経緯 昭和５４年７月 開局 

平成３年２月 現設備に更新 

昭和６１年から個別受信方式に

よる防災行政無線施設整備開

始 

平成元年4 月 放送開始 

昭和54 年5 月開局 

平成10 年3 月現設備に更新 

 

昭和５０年３月開局 

 

平成７年６月開局 

 

平成元年４月開局 

 

昭和６１年６月開局 

設備 基地局１｢ぼうさいいわくに｣ 

 （４６６．８２５MＨｚ、10W） 

陸上移動局 

 ｢ぼうさいいわくに１｣ 

 （４６６．８２５MHz、１０W） 

  車載型 

陸上移動局 

 ｢ぼうさいいわくに 10１～１１

７｣ 

 （４６６．８２５MHz、１W） 

陸上移動局 

 ｢ぼうさいいわくに１１８｣ 

  広域通信用 

 （４６６．８２５MHz、４６６、７７

５MHz、１W） 

 

 計・・基地局１台 

    陸上移動局１８台 

基地局１ 

｢ぼうさいゆうちょう｣ 

固定局２ 

｢ぼうさいゆうちょう｣ 

｢こうほうゆうちょう｣ 

陸上移動局１５ 

｢ぼうさいゆう｣ 

 

携帯局７台、屋外拡声子局８台 

個別受信機 約３０００ 

 システム構成｢ぼうさいほん

ごうそん｣ 

同報系（６０MHz 帯） 役場基

地局→岩倉山中継局→屋

外拡声受信装置１６→戸

別受信機（全戸６５０） 

 移動系（４００MHz 帯） 役場

基地局→岩倉山中継局→

車載型４台・車可搬型１台 

   携帯無線機 １０台 

基地局１｢ぼうさいしゅうとう｣ 

 （１４９．６５MHz、１０W） 

陸上移動局９ 

｢しゅうとう１～９｣ 

（１４９．６５MHz、１０W） 

  車載型 

陸上移動局８ 

｢しゅうとう１０３～１１０｣ 

（１４９．６５MHz、 ５W）  

携帯型 

 

 計・・基地局１台 

    陸上移動局１７台 

移動系無線（４６６．３００MHz）

陸上移動局４３局 

（車載２１、携帯２２） 

 

固定系無線（６８．５６５MHz） 

中継局１ 屋外拡声器１１ 

固定局２｢ぼうさいみかわちょう

やくば｣・｢ぼうさいみかわち

ょうやけやま｣ 

基地局１｢ぼうさいみかわちょう

やけやま｣ 

陸上移動局｢ぼうさいみかわ１

～１３｣ 車載型 

陸上移動局｢ぼうさいみかわ 10

１～１１０｣ 広域通信用 

陸上移動局｢ぼうさいみかわ２

０１～２０９｣ 携帯型 

 

 計・・固定局２台 

    基地局１台 

    陸上移動局３２台 

基地局１ 

｢ぼうさいみわちょう｣ 

陸上移動局｢ぼうさいみわちょ

う１～２４｣ 

陸上移動局｢ぼうさいみわちょ

う１０１～１２４｣ 

 

 計・・基地局１台 

    陸上移動局４８台 

無線管理者等 ・無線管理者・・岩国市長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・管理係長 

・無線従事者・・４名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・由宇町長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・総務課主事 

・無線従事者・・6 名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・本郷村長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・消防係 

・無線従事者・・４名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・周東町長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・消防防災係長 

・無線従事者・・４名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・錦町長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・消防防災係長 

・無線従事者・・４名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・美川町長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・総務係長 

・無線従事者・・４名選任（無線

従事者免許を有する者） 

・無線管理者・・美和町長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・総務係長 

更新手続き等 ・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要（免許の有効期間 

平１８．５．３１まで） 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

・個別受信機の貸与等管理 

・定時放送の原稿の作成 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要（免許の有効期間 

平１９．５．３１（移動系）平１９．

１１．３０（同報系）まで） 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要（免許の有効期間 

平１８．５．３１まで） 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要（免許の有効期間 

平１８．５．３１まで） 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 

・5 年毎に無線局の再免許申請

が必要（免許の有効期間 

平１９．９．３０） 

・無線従事者の変更や設備の

変更、移動、廃止をする場合に

は手続きが必要 
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事 務 事 業 名 防災行政無線（固定型及び移動型） 部 会 名 総 務 

 

各自治体の現況 問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 玖珂町 

目的 行政事務連絡の迅速化並びに

非常時の通信連絡を確保する

ため開設 

経緯 ① 同報系（固定型）： 

平成１１年11 月開局式 

② 地域防災系（移動型）： 

平成１３年１０月開局式 

設備 ①同報系：６０ＭＨｚ帯、役場基

地局、屋外拡声子局17局、戸

別受信機（全世帯４，０００） 

②地域防災系：２７０ＭＨｚ帯ＴＤ

ＭＡ式、主統制台１、副統制

台２、携帯型無線機２０、車載

型無線機３０台、半固定型無

線機３５台 

無線管理者等 ・統括管理者・・町長 

・管理責任者・・総務課長 

・通信取扱責任者・・総務課長 

・通信担当者・・防災担当者 

・無線従事者・・６名選任（無線従

事者免許を有する者） 

更新手続き等 ･５年毎に無線局の再免許申請

が必要（①同報系：平成１９年１

１月３０日まで、②地域防災系：

平成１８年５月３１日まで 

・無線従事者の変更や設置の変

更、移動、廃止をする場合には

手続きが必要 

＊平成15 年度より、地域防災系保守業務委託料2,694 千円（新規）。 

多数の町村において、定時放送や緊急放送を行っているが、現岩国市内で当

該業務を実施することは、きわめて困難である。 

 

 新市においても現行の業務を継続して実施する。 

 ただし、新市移行後、基地局同士の連絡体制を構築することとする。 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 20

事 務 事 業 名 重度障害者福祉タクシー利用助成事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

事業目的 社会参加の促進 

「家に閉じこもりがちな障害

者に可能な限り外出を促

し、社会的精神的に自立し

てもらう。」 

岩国市と同じ 岩国市と同じ 岩国市と同じ 岩国市と同じ 利用を医療機関、施設へ

の交通手段に限定 

岩国市と同じ 利用を医療機関、福祉施設

への交通手段に限定 

身体障害者 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 身体障害者手帳1～3 級 

知的障害者 療育手帳Ａ 

 

療育手帳A・B 療育手帳A・B 療育手帳A・B 療育手帳A・B 療育手帳A・B 療育手帳A・B 療育手帳A・B 

対象者 

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳 

１級 

精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

対象外 精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

精神障害者保健福祉手帳 

1～3 級 

交付枚数 

 

年36 枚 年48 枚 

 

年24 枚 

(一部集落のみ 48 枚) 

年36 枚 

※人工透析患者に対して

は、年108 枚交付。 

年24 枚 

 

年24 枚 

 

年24 枚 

 

年36 枚 

※人工透析患者に対して

は、年108 枚交付。 

交付枚数及び 

使用枚数 

使用枚数 １回につき３枚まで １回につき１枚まで １回につき１枚 １回につき１枚 １回につき１枚 １回につき１枚 １回につき１枚 １回につき１枚 

助成額 １枚当たり 500 円 

※基本料金（560 円）の１割

（60 円：56 円の端数を切り

上げ）が障害者手帳を提示

することで割り引かれる。 

１枚当たり 490 円・500 円 

※基本料金（560 円もしくは

550 円）の１割（60 円：56 円

もしくは 55 円の端数を切り

上げ）が障害者手帳を提示

することで割り引かれる。 

１枚当たり 550 円 １枚当たり 550 円・560 円 1 枚当たり 550 円 １枚当たり 550 円・560 円 １枚当たり 550 円・560 円 １枚当たり 550 円・560 円

※3 割相当額の助成制度

あり。 

使用区域 特に制限無し 特に制限無し 村内に限る 

（通院等の場合を除く） 

特に制限無し 町内に限る 特に制限無し 特に制限無し 町内及び岩国市～周南市

で起点・終点が玖珂町 

使用区域及び 

使用タクシー 

使用タクシー 市内のタクシー会社及び隣

接2町（由宇町、和木町）の

タクシー会社 

町長が指定した町内のタク

シー会社（通津タクシー等

含む。） 

村長が指定した村内のタク

シー会社 

町長が指定したタクシー会

社（玖珂町等のタクシー会

社を含む。） 

町長が指定した町内のタク

シー会社 

町長が指定したタクシー会

社 

町長が指定した町内のタク

シー会社 

町長が指定した町内のタク

シー会社（3 割相当額助成

の場合は指定なし。） 

タクシー券の再交付 再交付しない 紛失の届出により再交付 紛失の届出により再交付 再交付しない 紛失の届出により再交付 再交付しない 紛失の届出により再交付 紛失の届出により再交付 

事業費（平成14 年度） 20,745 千円 1,352 千円 26 千円 2,870 千円 351 千円 60 千円 209 千円 1,533 千円

交付者数（平成14 年度） 2,215 人 93 人  6 人 202 人 84 人 12 人 36 人 144 人 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 21

事 務 事 業 名 重度障害者福祉タクシー利用助成事業 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具体的調整内容 

 

１．事業目的が、市町村によって異なる。 

 

２．対象者が、市町村によって異なる。 

  また、身体障害者については、視覚・肢体・内部の各種別に分けられるが、

「社会参加」の目的からすると、車を所持し、かつ運転が可能な障害者の取り

扱いが問題となる。 

 

３．年間の交付枚数が、市町村によって異なる。 

 

４．１回当たりの使用枚数が、市町村によって異なる。 

    

５．助成額が、市町村によって異なる。 

  玖珂町については、３割相当の助成制度がある。 

 

６．使用区域が、市町村によって異なる。 

 

７．使用タクシーの調整が、必要である。 

 

８．再交付の取扱いが、市町村によって異なる。 

 

９．市町村単独事業であり、財源の確保が求められる。 

 

１０．岩国市の場合、市営バスの無料優待乗車証との兼用が可能となっている。 

   他の交通機関の利用が著しく困難な障害者に限るかどうかの検討が必要で

ある。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

 

 

 合併時に下記の方針で新たな制度等を創設する。 

 

１．事業目的は、「医療機関への受診等」には、限定せず、「社会参加を促進す

る｡」こととする。 

 

２．対象者の範囲は、障害の種別にかかわりなく、身体障害者手帳１～３級、療

育手帳Ａ・Ｂ、精神障害者保健福祉手帳１～３級の保持者とする。 

 

３．交付枚数は、月２回程度、タクシーを往復利用した外出支援を行うことを目標

に、年４８枚とする。 

  人工透析患者に対する助成については、玖珂町・周東町の例を踏まえ、合併

時に制度を創設する。 

 

４．使用枚数は、１回につき、１枚とする。 

 

５．助成額は、岩国市及び由宇町の例により調整する。 

  玖珂町の３割助成制度については、合併時に廃止する。 

 

６．使用区域については、特に制限を設けない。 

 

７．使用可能なタクシー会社は、合併時点で契約を行なっている会社及び市長が

認めたものに限ることとする。 

 

８．タクシー券の再交付は、金券との考えから行わない。 

 

９．財源問題については、山口県に対して、新たな補助制度の創設を求めるはた

らきかけを行う。 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 22

事 務 事 業 名 高齢者等福祉タクシー利用助成事業 部 会 名 健康福祉 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

事業目的 ― 
 

社会参加の促進 交通が不便な地区にお

ける高齢者の福祉の増

進 

社会参加の促進 ― 
 

利用を医療機関、施設へ

の交通手段に限定 
― 
 

― 
 

対象者 ― 80 歳以上 70 歳以上 

ア）バス停から概ね１km

以上離れ、バス利

用に不便な地区 
イ）村営バスが毎日運行

していない地区でバ

ス運行日以外の日

に利用 

80 歳以上 
要介護1～5 の認定者 
(40 歳以上) 

― 70 歳以上 ― ― 
 

年24 枚 年24 枚 

（一部集落のみ 48 枚） 
年12 枚 年24 枚 ― 

 
交付枚数及び 

使用枚数 
― 

使用枚数 1 回につき１

枚 

使用枚数 １回につき１

枚 

使用枚数 １回につき１

枚 

― 

使用枚数 １回につき１

枚 

― 

 

助成額 ― 1 枚当たり 550 円・560

円 

（基本料金・初乗り料金） 

1 枚当たり 550 円 

（基本料金・初乗り料金）

1 枚当たり 550 円・560 円

（基本料金・初乗り料金） 
― 1 枚当たり 550 円・560 円 

（基本料金・初乗り料金） 
― ― 

 

使用区域 特に制限なし 使用区域 村内に限る 
（通院等の場合を除く） 

使用区域 特に制限なし 使用区域 特に制限なし ― 
 

使用区域及び 

使用タクシー 
― 

町長が指定した町内のタ

クシー会社（通津タクシ

ー等含む。） 

村長が指定した村内のタ

クシー会社 
町長が指定したタクシー

会社（玖珂町等のタクシ

ー会社を含む。） 

― 

町長が指定したタクシー

会社 

― 

 

タクシー券の再交付 ― 紛失の届出により再交

付 
同左 再交付しない ― 再交付しない ― ― 

 
事業費（平成14 年度） ― 

2,849 千円 98 千円 2,528 千円
― 

730千円 
― ― 

 
交付者数（平成14 年度） ― 

314 人 21 人 540人
― 

102人 
― ― 

  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．実施している町村と、実施していない市町がある。 

２．実施していない市町においても、実施町村と同様の実情にある地域が存在

する。 

３．対象者が、町村によって異なる。 

４．交付枚数が、町村によって異なる。 

５．過疎地域に対する各種事業と関連する事業であり、市町村運営バス、過疎

地域福祉バス運行事業等との総合的な調整が必要である。 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ (     )の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 合併時に下記の方針で新たな制度等を創設する。 

 

１．事業目的を、高齢者の社会参加及び交通が不便な地区における福祉の増進と

し、新市内において、地域を限定した事業継続を行う。 

２．対象者は、70 歳以上とする。 

  70 歳未満の介護保険の認定者は、要介護３～５までを対象者とする。 

  （ただし、重度障害者福祉タクシー利用助成の対象者は除く。） 

３．交付枚数については、事業目的及び実施地域を限定すること等を考慮し、年間

２４枚とする。 

４．タクシー券の再交付は、金券との考え方から行わない。 
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事 務 事 業 名 優待乗車証交付事業（高齢者分） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

  岩国市 本郷村 錦町 由宇町・周東町・ 

美川町・美和町・玖珂町 

名称 岩国市営バス福祉優待乗車

証 

岩国市高齢者等福祉優待乗

車証（防長バス）① 

岩国市高齢者等福祉優待乗

車証（錦川清流線）② 

高齢者乗車手帳 － 

（医療機関が受診証明書を発

行する） 

 

対象者 70 歳以上の者 市営バスの路線がない南・北

河内地区、藤河地区の一部

に住居を有する 70 歳以上の

者 

市営バスの路線がない南・北

河内地区、藤河地区の一部

に住居を有する 70 歳以上の

者 

75 歳以上の者 町営バス利用者で医療機関

受診の全住民及び介護者 

 

利用料金 １乗車ごとに 100 円負担。 

但し、130 円までの区間の利

用は無料。 

   

無料 無料 手帳を保有している者は、バ

ス料金が半額となる。 

医療機関を受診した場合、バ

ス料金が全額無料となる。 

 

事業費（平成 14 年

度） 

216,493 千円 

（市→交通局） 

4,060 千円 

（市→防長交通） 

1,520 千円

（市→錦川鉄道）

未算定 未算定  

優待乗車証発行者

数 

（平成14 年度） 

14,257 人 513 人 342 人 19 人 －  

備考  ①②のいずれかを選択 ①②のいずれかを選択    

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．岩国市・本郷村・錦町が実施している事業であるが、それぞれ制度が異な

る。 

 

２．由宇町を除く各町村には、町村営バス、由宇町にも民間バスが運行してい

る。 

  新市移行後、岩国市と同様な制度を導入するとなると、岩国市営バスの運

行区間だけでなく、町村営バスや民間バスの運行区間へも適用されることと

なる。 

   また、岩国市以外の町村から、中心市街地へのアクセスを考えると、錦川

清流線・岩国市営バス・民間バス・ＪＲ等の組み合わせも必要になり、多額な

経費が見込まれる。 

 

３．他事業との整合性を保つような対象年齢の設定が必要である。 

 

４．高齢者福祉タクシー利用助成事業等、関連する他の事業との調整が必要

である。 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ (     )の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。      

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。  

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。        

（    ）７ その他（                                ） 

 

１．介護予防、閉じこもり防止、外出支援の観点からも重要な事業と位置づけられ

ることから、バス福祉優待乗車証については、新市が運営する全てのバス（委託

運行を含む。）の利用が可能な優待乗車証を合併時に発行する。 

  なお、対象者、利用料金は、岩国市の例による。 

 

２． 岩国市高齢者等福祉優待乗車証（防長バス・錦川清流線）については、制度拡

充による必要な財源等も考慮し、合併時までに見直しを行う。 
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事 務 事 業 名 優待乗車証交付事業（障害者分） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

  

  岩国市 本郷村 周東町 錦町 由宇町・美川町・美和町・玖珂町 

名称 岩国市営バス福祉優待

乗車証 

岩国市高齢者等福祉優待

乗車証（防長バス）① 

岩国市高齢者等福祉優待

乗車証（錦川清流線）② 

－ 

（優待乗車証の発行なし）

－ 

（優待乗車証の発行なし）

－ 

（優待乗車証の発行なし） 

 

対象者 ①身体障害者 

   １～３級の手帳所

持者 

   ※一種－介護人付

き 

二種－単独 

    但し、車イスの場

合は、２人まで可 

②知的障害者 

療育手帳Ａの所持

者 

③精神障害者 

精神障害者保健手

帳１級の所持者及び

精神障害を支給事由

とする障害年金１級受

給者（介護人付き） 

市営バスの路線がない

南・北河内地区、藤河地

区の一部に住居を有する

左記の者 

市営バスの路線がない

南・北河内地区、藤河地

区の一部に住居を有する

左記の者 

身体障害者福祉法第 15

条第 4 項の規定に定めら

れた手帳を所持する者、 

療育手帳制度要綱に規定

する療育手帳の交付を受

けている者 

①身体障害者 

  手帳を所持するもの

及び第１種身体障害

者の介護人 

②知的障害者 

   療育手帳を所持する

もの及び第１種精神薄

弱者（療育手帳Ａ）の

介護人 

①身体障害者 

手帳を所持するもの

及び介護人（１種） 

②知的障害者 

   療育手帳Ａの所持者

及び介護人 

③精神障害者 

   精神障害者福祉手帳

の所持者及び介護人

（１級） 

①身体障害者 

手帳を所持するもの

及び介護人（１種） 

②知的障害者 

   療育手帳Ａの所持者

及び介護人 

 

 

利用料金 無料 無料 無料 バス料金が半額となる。 

（本人・介護人を含む。） 

バス料金が半額となる。 バス料金が半額となる。  

事業費（平成 14

年度） 

9,706 千円 

(市→交通局) 

（高齢者分に含む。） 

 

（高齢者分に含む。） 未算定 未算定 未算定  

優待乗車証発行

者数（平成 14 年

度） 

1,515 人 27 人 18 人 － － －  

備考  ①②のいずれかを選択 ①②のいずれかを選択      

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．岩国市・本郷村・周東町・錦町が実施している事業であるが、それぞれの制

度が異なる。 

 

２．他町は、重度障害者福祉タクシー利用助成事業で対応している。 

 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ (     )の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。      

（     ）４ 新市移行後、速やかに調整する。  

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（     ）６ 廃止の方向で検討する。        

（    ）７ その他（                                ） 

 

１．優待乗車証交付事業（高齢者分）と同様に、バス福祉優待乗車証については、

新市が運営する全てのバス（委託運行を含む。）の利用が可能な優待乗車証を

合併時に発行する。 

  なお、対象者、利用料金は、岩国市の例による。 

 

２． 岩国市高齢者等福祉優待乗車証（防長バス・錦川清流線）については、制度拡

充による必要な財源等も考慮し、合併時までに見直しを行う。 
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事 務 事 業 名 敬老行事 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

  岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

記念品 

 

その年に下記を迎える者 

 

77 歳     3,000 円相当 

88 歳     5,000 円相当 

100 歳（100 歳の誕生日） 

20,000 円相当 

※14 年度から、市内共通

商品券。 

その年度内に下記を迎え

る者 

77 歳     3,050 円相当 

88 歳     3,550 円相当 

最高年齢者に該当する者  

24,000 円相当 

 

その年に下記を迎える者

 

80 歳     1,500 円相当

88 歳     3,000 円相当

夫婦が喜寿以上になる者

1,200 円相当 

全員に 270 円相当の記念

品 

その年度内に下記を迎え

る者 

88 歳及び 100 歳になる者

      4,000円相当

夫婦共 80 歳以上結婚後

50 年以上（1 回のみ） 

5,000 円相当 

最高齢者   6,000 円相当

模範老人（民生委員の推

薦） 

3,500 円相当 

－ 

 

その年に下記を迎える者 

 

80 歳     3,500 円相当 

88 歳       〃 

90 歳以上    〃 

その年度内に下記を迎え

る者 

100歳以上 10,000円相当

金婚式を迎える者 

6,800 円相当 

 

その年に下記を迎えるも

の 

88 歳   

金杯（1,800 円程度） 

101 歳以上    

記念品（10,000 円程度）

祝金 ― 80 歳の到達月から、月当

たり 1,000 円分（年４回支

払い） 

－ 9 月 1 日現在、80 歳以上

で１年以上周東町に住所

を有する者 

         6,000 円 

その年の 9 月1 日に下記

を迎えるもの 

80 歳以上     3,000 円

90 歳以上     4,000 円

100 歳以上    5,000 円

その年の 9 月1 日に下記

を迎えるもの  

80 歳以上     5,000 円 

90 歳以上    10,000 円 

－ 75～84 歳     3,000 円 

85 歳以上     5,000 円 

88 歳        10,000 円 

100 歳       50,000 円 

敬老行事 市内各地域で開催される

敬老祝事業に対して助成 

≪対象は、75 歳以上≫ 

参加者１人当たり1,000円 

（市 400 円、社協 600

円） 

町主催の敬老会行事を開

催≪対象は、70歳以上≫ 

 

村主催の敬老会を開催

（式典及び祝宴） 

≪対象は、70 歳以上≫ 

 

高齢者を対象に、町主催

の敬老会を町内 11 ケ所

で開催 

≪対象は、70 歳以上≫ 

※15年度から5年間で75

歳以上に引き上げる。 

－ － 町主催の老人福祉大会を

開催 

≪対象は、70 歳以上≫ 

町主催の敬老会行事を開

催 

≪対象は 75 歳以上≫ 

事業費（平成 14

年度） 

5,909 千円 3,633 千円 1,091 千円 15,331 千円 1,609 千円 3,640 千円 1,920 千円 5,458 千円

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．事業内容が、記念品、祝金、敬老行事の相違がみられる。 

 

２．対象者の範囲（年齢）が、市町村によって異なる。 

 

３．一人あたりの記念品額、祝金額等が、市町村によって異なる。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎  ）２ ( 岩国市 )の例により調整する。 ⇒ 記念品 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。       

（ ◎  ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 ⇒ 祝金 

（ ◎  ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

                                          ⇒ 敬老行事 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。        

（     ）７ その他（                                ） 

①介護予防事業の充実、②介護保険施設や福祉施設等の整備、③在宅サー

ビスの充実 等へ、より有効な予算運用を図る必要があることから、将来的に

は、廃止の方向で調整する。 

しかしながら、さまざまな内容で事業を実施している現状から、ただちに廃止

することが困難と考えられるため、当面、下記の方針とする。 

 

１．記念品 

   岩国市の例による。 

２．祝金 

   新市に移行後、速やかに調整する。 

３．敬老行事 

   当分の間現行のとおりとし、地域の実情を考慮しながら随時調整する。 
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事 務 事 業 名 緊急通報システム事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

事業目的 地域で安心して末永く生活で

きるよう、急病、火災等の緊

急時に通報が迅速に行える

体制を確保する。 

緊急事態に備え、シルバー

ホンを設置する。 

緊急事態発生時における臨

機の処置を講じ、不安の解

消、日常生活の安全確保等、

各種の在宅支援を通じ、緊急

時のより早い対応によって日

常生活の便宜を図るととも

に、福祉の増進に資する。 

地域で安心して末永く生活で

きるよう、急病、災害等の緊

急時に通報が迅速に行える

体制を確保する。 

緊急時の早期対応による不

安の解消、日常生活での安

全確保、各種の在宅支援を

通じ、日常生活の便宜を図

り、福祉の増進に資する。 

地域で安心して末永く生活出

来るよう、急病、災害等の緊

急時に通報が迅速に行える

体制を確保する。 

地域で安心して末永く生活出

来るよう、急病、災害等の緊

急時に通報が迅速に行える

体制を確保する。 

緊急事態発生時における臨

機の処置を講じるとともに、

不安の解消・日常生活の安

全の確保・生活サポート等に

関する各種相談サービスを

行うことにより福祉の増進に

資する。 

対象者 おおむね 65 歳以上の一人暮

らし及び一人暮らしに準ずる

世帯 

一人暮らし重度障害者等 

おおむね65歳以上の一人暮

らし老人または、高齢者世帯

等 

一人暮らし重度障害者 

65 歳以上の一人暮らし高齢

者で疾病等により注意を要す

る者 

65 歳以上の高齢者で構成さ

れている 2 人世帯で、一人が

ねたきり等の状態にあり、もう

一人が疾病等により注意を要

する者 

おおむね 65 歳以上の一人暮

らし及び一人暮らしに準ずる

世帯 

65 歳以上の一人暮らしの高

齢者 

寝たきりの高齢者を抱える高

齢者のみの世帯 

一人暮らし重度障害者 

おおむね 65 歳以上の一人暮

らしの高齢者、障害者など、

虚弱な者 

おおむね 65 歳以上の一人暮

らし及び一人暮らしに準ずる

世帯 

65 歳以上の一人暮らし世帯

で慢性疾患等により注意を要

するもの。高齢者世帯で一人

が寝たきり、もしくは痴呆、も

う一人が疾病により注意を要

するもの 

基本料金 

（委託料）／ 

（平成 15 年

度） 

3,570 円／月 

（センター方式） 

 

4,725 円／月 

（同左） 

 

5,670 円／月 

（同左） 

5,460 円／月 

（同左） 

5,670 円／月 

（同左） 

5,670 円／月 

（同左） 

5,670 円／月 

（同左） 

4,725 円／月 

（同左） 

利用者 

負担金 

500 円／月 通話料金 通話料金 通話料金 通話料金 通話料金 通話料金 通話料金 

事業費（平

成14 年度） 

6,245 千円 2,552 千円 1,392 千円 6,285 千円 34 千円  918 千円  2,456 千円 898 千円

設置台数 

（平成 14 年

度末） 

転送方式     41 台 

センター方式  545 台 

（※平成15 年7 月時点） 

転送方式     39 台 

センター方式  50 台 

転送方式     0 台 

センター方式  16 台 

転送方式    18 台 

センター方式  92 台 

転送方式  160 台 

センター    7 台 

転送方式     7 台 

センター方式  24 台 

転送方式     40 台 

センター方式   37 台 

転送式     12 台 

センター方式 20 台 

備考 平成 15 年 7 月からセンタ

ー方式（安全センター）に移

行中。 

緊急時には、警備会社が

家庭を訪問。 

平成15年度から、順次セン

ター方式へ移行中。 

当初から、センター方式で実

施。 

平成 12 年度から、順次セ

ンター方式へ移行中。 

平成 15 年度から、順次セ

ンター方式へ移行中。 

同左 同左 平成12年度から、順次センタ

ー方式へ移行中。 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．対象者が、市町村によって異なる。 

  岩国市・由宇町・錦町は、一人暮らしの重度障害者等に対しても事業を実施

している。 

 

２．利用者負担金が、市町村によって異なる。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （       ）の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

１．対象者については、岩国市の例による。 

 

２．利用者負担金については、委託料の１割相当額とする。 

  ただし、低所得者層に対しては、軽減措置の導入を検討する。 
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事 務 事 業 名 ねたきり老人等介護見舞金支給事業等 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

事業目的 在宅のねたきり老人等の

介護者に対し、日常の労

苦を慰謝激励する。 

在宅のねたきり老人、重

度心身障害者に対し、日

常の労苦を慰謝激励す

る。 

在宅のねたきり老人（50歳

以上）に対し、見舞金を介

護者に対してして支給す

る。 

在宅のねたきり痴呆性

老人を介護する者に対

して、その労苦を慰謝激

励する。 

岩国市と同じ 岩国市と同じ 岩国市と同じ 岩国市と同じ 

対象者 在宅で 65 歳以上のねたき

り老人及び問題行動のあ

る痴呆性老人を介護して

いる者 

(基準日において、6ヶ月以

上ねたきり等の状態) 

岩国市と同じ 村内に引き続き１年以上

居住し、ねたきり期間が 6

ヶ月以上の者で介護保険

サービスを受けていない

者を在宅で介護している

者 

町内に１年以上住所を

有する 65 歳以上の在宅

のねたきり痴呆性老人と

常に同居し、6 ケ月以上

介護している者 

岩国市と同じ 岩国市と同じ 岩国市と同じ 在宅で 65 歳以上の寝た

きり老人を介護している

者（基準日において、6ヶ

月以上寝たきり等の状

態） 

基準日 10 月１日 10 月1 日 － 10 月1 日 12 月1 日 10 月1 日 10 月1 日 10 月１日 

支給額（年額） 25,000 円 24,000 円 非課税世帯20,000 円 

その他世帯12,000 円 

30,000 円 

 

30,000 円 20,000 円 50,000 円 30,000 円 

支給方法 民生委員を通じて 12 月に

支給 

岩国市と同じ 年4 回分割して支給。 

口座振込又は窓口払い。 

口座振替 岩国市と同じ 岩国市と同じ 口座振込又は窓口払い 民生委員を通じて 12 月

に支給 

事業費（平成 14

年度） 

6,825 千円 840 千円 0 千円 1,080 千円

 

390 千円 100 千円 1,350 千円 360 千円

支 給 対 象 者 数

（平成14 年度） 

   273 人 35 人   0 人 36 人

 

13 人 5 人 27 人 12 人

  ※周東町は、介護保険制度の特別対策事業である「家族介護慰労金」（１０万円：３／４国県負担、1／４町負担）に移行したため、平成１５年度から当該事業を廃止。 

 

 

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．実施している市町村と実施していない町がある。 

 

２．対象者が、市町村によって異なる。 

 

３．支給額が、市町村によって異なる。 

 

４．支給方法が、市町村によって異なる。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市・周東町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

ねたきり老人等介護見舞金支給事業については、岩国市の例により、また、家

族介護慰労金支給事業については、周東町の例によるものとし、いずれかの制度

を適用する。 
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事 務 事 業 名 配食サービス事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

事業目的 在宅の援護老人に対し、配食

サービスを提供することによ

り、これらの者の自立及び生

活の質の確保を図る。 

同左 

 

同左 

 

同左 在宅の要援護老人に対し配

食サービスを提供することに

より、利用者の生きがい対

策、自立生活の助長、社会的

孤立感の解消及び食生活の

質の向上を図る。 

同左 同左 在宅の援護高齢者等に対し、

配食サービスを提供すること

により、これらのものの自立

及び生活の質の確保を図る。

対象者 おおむね65歳以上の食事の

調理及び確保が困難な者

で、ひとり暮らし及びひとり暮

らしに準ずる世帯 

（障害者については、高齢者

を置き換えた内容で、配食サ

ービスを提供。） 

同左 おおむね65歳以上の食事の

調理及び確保が困難な者

で、ひとり暮らし及びひとり暮

らしに準ずる世帯 

おおむね 65 歳以上の単身世

帯、高齢者のみの世帯若しく

はこれに準ずる世帯であっ

て、老衰、心身の障害、疾病

等の理由により、食事の調理

が困難な者 

同左 おおむね65歳以上の食事の

調理及び確保が困難な者

で、ひとり暮らし及びひとり暮

らしに準ずる世帯 

同左 おおむね70歳以上の単身の

要援護高齢者世帯またはこ

れに準ずる世帯 

事業内容 食事の調理及び確保が困難

な者に対し、栄養のバランス

のとれた食事を調理し、訪問

の際に利用者の安否を確認

し、健康状態に異常等があっ

た場合、関係機関への連絡

等を行う。 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

配食限度数 

（平成14 年 

度） 

12 食／週 

 

 

1 食／週 

 

3 食／月 

 

2 食／週 

 

①1 食／週 

②2 食／月 

2 食／月 

 

5 食／週 

 

4 食/週 

利用者数 

（同上） 

≪高齢者≫       145 人 

≪障害者≫        2 人 

≪高齢者≫         66 人 

≪障害者≫        2 人  

               52 人               202 人              308 人                74 人                50 人 100人

配食数 

（同上） 

≪高齢者≫       33,907 食 

≪障害者≫      812 食 

≪ 高齢者・ 障害者と も ≫ 

2,453 食 

              1,895 食                6,064 食              5,008 食

 

              1,452 食               3,869 食 2,117 食

利用者 

負担金 

 

 

市民税課税世帯  

365 円／1 食 

〔65 円（委託料の１割）＋300

円（食材費）〕 

市民税非課税世帯 

 300 円／1 食 

200 円／1 食 200 円／1 食 

 

200 円／1 食 ①300 円／1 食 

②100 円／1 食 

200 円／1 食 

 

500 円／1 食 300 円／1 食 

事業費（平

成14 年度） 

27,495 千円（高齢者分） 

532 千円（障害者分） 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

598 千円 

（高齢者分・障害者分） 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

568 千円 

 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

3,942 千円 

 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,091千円（社協332千円／シ

ルバー759 千円） 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,169 千円 

 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,160 千円 

 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,605 千円 

 

食の自立支援事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

委託先 ・メディス 

・かがやき 

・ＮＳサービス 

・由宇町社会福祉協議会 ・本郷村社会福祉協議会 

・民生委員、給食ボランティア

・社会福祉法人高森福祉会 ・①シルバー人材センター 

・②錦町社会福祉協議会 

・美川町社会福祉協議会 ・社会福祉法人｢美和福祉会｣ ・玖珂町社会福祉協議会 
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事 務 事 業 名 配食サービス事業 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．対象者のうち、高齢者は、ほぼ同じとなっているが、岩国市・由宇町は、身

体障害者にも同様のサービスを提供している。 

  配食サービスの他に、利用者の安否確認等を、全市町村が実施している。 

 

２．提供可能な食数が、市町村によって異なる。 

 

３．利用者負担金が、市町村によって異なる。 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （     ）の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                                ） 

 

 合併時に下記の方針で新たな制度等を創設するよう努める。 

 

１．対象者について 

「食」の自立の観点に立って、次の要件を満たす者。 

①食事の調理及び確保が困難な、おおむね 65 歳以上の高齢者、または、身体

障害者で、ひとり暮らし及びひとり暮らしに準ずる世帯の者とする。 

②居宅介護サービス計画、または、介護予防プランの中で、食関連サービス（ホ

ームヘルプサービス、デイサービス、配食サービス等）の必要性が認められ

る者とする。 

 

２．配食数について 

   週に、１２食を限度として、実施する。 

 

３．利用者負担金について  

岩国市の例により、「委託料の１割＋食材費」の考え方とする。 

 

４．事業委託について 

   合併後、新市全域において、必要な食数が提供可能な体制づくりに努める。ま

た、委託業者も専門業者で統一する方向とする。 
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事 務 事 業 名 ふれあいデイサービス事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

目的 通所の方法により、在宅の日

常生活に援助が必要な高齢

者に対し、各種のサービスを

提供することにより、社会的

孤立感の解消や心身機能の

維持向上を図る。 

同左 同左 通所により各種のサービスを

提供し、生活の助長、社会的

孤立感の解消、心身機能の

維持向上、介護予防等を図

る。 

在宅の虚弱老人に対し、通所

のサービスを提供することに

より、利用者の生きがい対

策、自立生活の助長、社会的

孤立感の解消心身機能の維

持向上を図るとともに、その

家族の身体的、精神的負担

の軽減を図る。 

同左 通所の方法により、在宅の日

常生活に援助が必要な高齢

者に対し、各種のサービスを

提供することにより、社会的

孤立感の解消や心身機能の

維持向上を図る。 

同左 

対象者 おおむね 65 歳以上の高齢者

で、介護状態に陥らないため

の機能維持が必要な者及び

家に閉じこもりがちな者で、

送迎を必要とする者。 

同左 同左 町に居住する高齢者等（比較

的元気な 60 歳以上のひとり

暮らし等）。 

身体が虚弱又は家に閉じこも

りがちな、おおむね 65 歳以

上の者であって原則として、

介護保険の対象外の者 

同左 おおむね 65 歳以上の高齢者

で、介護状態に陥らないため

の機能維持が必要な者及び

家に閉じこもりがちな者で、

送迎を必要とする者。 

おおむね 60 歳以上の高齢者

等 

事業内容 介護保険の対象外で何らか

の障害等を有し、日常生活に

おいて何らかの援助が必要

な高齢者に対し、介護状態に

陥らないための機能維持及

び社会的孤立感の解消を目

的として、送迎による通所サ

ービスを提供する。 

１．生活指導 

２．日常動作訓練 

３．健康チェック 

４．送迎 

５．入浴サービス 

６．給食サービス 

同左 

 

 

 

 

 

 

①日常動作訓練 

②生活指導 

③健康チェック 

④趣味、生きがい活動 

⑤利用者の送迎 

 

 

(1)基本事業   

生活指導、日常動作訓練、

健康チェック、送迎 

(2)通所事業 

給食サービス 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

介護保険の対象外で何らか

の障害等を有し、日常生活に

おいて何らかの援助が必要

な高齢者に対し、介護状態に

陥らないための機能維持及

び社会的孤立感の解消を目

的として、送迎による通所サ

ービスを提供する。 

同左 

利用回数 

（平成14 年 

度） 

週1 回 週2 回 週1 回 週3 回以内 月3 回以内 週1 回 週1 回 週1～2 回 

利用者数 

（同上） 

122人 6 人 10 人 51 人 106人 37 人 9 人 37 人 

提供回数 

（同上） 

3,044 回 263回 273回 1,875 回 1,952 回 1,495 回 374回 1,052 回

利用者 

負担金 

市民税課税世帯 

300 円＋施設ごとに定める

原材料費 

市民税非課税世帯 

0 円＋施設ごとに定める原

材料費 

基本額360 円＋原材料費 委託料の 1 割（640 円） 

（食材費は松風荘に実費納

入） 

300円/1回及び材料費等400

円/１回の実費は、利用者が

負担し、直接事業実施者に支

払う。 

入浴希望者は、390 円/1 回を

事業実施施設に支払う。 

500 円／1 回 

但し、食事、入浴サービスを

受ける場合は、食事 300 円、

入浴  200 円の実費をそれ

ぞれ負担 

1,000 円 

（半分を町に、半分を施設に

納入） 

無料 

但し、入浴、食事サービスを

受けた場合は、1,000 円を負

担（施設側が徴収） 

600 円／回 

 

事業費（平

成14 年度） 

総事業費  11,449 千円 

・生きがい活動支援通所事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

5,995 千円 

・外出支援サービス事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

5,454千円 

1,155 千円 

・生きがい活動支援通所事業 

（生きがい対応型デイサービ

ス事業） 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,735 千円 

・生きがい活動支援通所事業

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

6,816 千円 

・生きがい活動支援通所事業

国（1/2）県（1/4）市（1/4）   

4,500 千円

・外出支援サービス事業 

  国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

2,316 千円 

8,784 千円 

・生きがい活動支援通所事業

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

7,801 千円 

・生きがい活動支援通所事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

           ,563 千円 

・外出支援サービス事業 

  国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

1,238 千円 

1,406 千円 

・生きがい活動支援通所事業

 国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

１,122 千円

・外出支援サービス事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

 284 千円 

4,281 千円 

・生きがい活動支援通所事業

国(1/2)県(1/4)市(1/4) 

                3,289 千円

・外出支援サービス事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4） 

             992 千円

委託先 市内の介護保険指定訪問介

護事業者 

緑風荘デイサービスセンター 本郷村社会福祉協議会 社会福祉法人高森福祉会 錦苑デイサービスセンター 

 

社会福祉法人美川福祉会 社会福祉法人｢美和福祉会｣ 玖珂町社会福祉協議会 
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事務事業名 ふれあいデイサービス事業 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．対象者の認定方法が市町村によって異なることから、利用者数に差異

がみられる。 

 

２．利用回数が、市町村によって異なる。 

 

３．利用者負担金が、市町村によって異なる。 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （     ）の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                                ） 

 

 合併時に下記の方針で新たな制度等を創設するよう努める。 

 

１．対象者について 

   年 1 回の要介護認定を受け、非該当となった者で、介護予防サービス計画にデイ

サービスの必要性が認められる者とする。 

   ただし、合併時における対象者は、当分の間現行のとおりとする。 

 

２．利用回数について 

   対象者をより必要とする者に限定する関係もあり、週２回を限度とした内容とする。

 

３．利用者負担金について 

   介護保険に準じ、委託料の 1 回当たり単価契約額の 1 割とする。 

 

４．委託料について 

   各市町村によって単価契約の金額や内容が異なるため、契約金額を統一する方

向で調整する。 
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事 務 事 業 名 ふれあいヘルパー派遣事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

目的 在宅の日常生活に援助が必

要な高齢者に対し、日常生活

の世話を行うふれあいヘルパ

ーを派遣することにより、高齢

者が健全で安らかな生活を営

むことができるよう援助する。 

自立した日常生活を送る上で

支援を必要とする等の高齢

者、重度の身体上の障害等

のため、日常生活を営むの

に支障のある身体障害者等

に対し、ホームヘルパーを派

遣して適切な家事、介護等を

行う。 

在宅の日常生活に援助が必

要な高齢者に対し、日常生活

の世話を行うふれあいヘル

パーを派遣することにより、

高齢者が健全で安らかな生

活を営むことができるよう援

助する。 

軽易な日常生活上の援助を

行うことにより、在宅のひとり

暮らし高齢者等の自立した生

活の継続を可能にするととも

に、要介護状態への進行を

防止する。 

在宅における虚弱老人に対

し、ホームヘルプサービスを

提供することにより、自立生

活の助長、適切な家事援助

及び日常生活の世話等を行

い、もって利用者の福祉の向

上を図る。 

同左 在宅の日常生活に援助が必

要な高齢者に対し、日常生活

の世話を行うふれあいヘル

パーを派遣することにより、

高齢者が健全で安らかな生

活を営むことができるよう援

助する。 

軽易な日常生活上の援助を

行うことにより高齢者の自立

した生活の継続を可能にし、

要介護状態への進行を防止

する。 

対象者 おおむね 65 歳以上の高齢者

で、家事が困難なひとり暮らし

及びひとり暮らしに準ずる者 

介護保険対象外の者 概ね 65 歳以上虚弱高齢者 

介護保険対象外の者 

おおむね 65 歳以上の高齢者

で、家事が困難なひとり暮ら

し及びひとり暮らしに準ずる

者 

但し、介護保険対象者は除

く。 

身体が虚弱又は家に閉じこも

りがちな、おおむね 65 歳以

上の者であって原則として介

護保険対象外の者  

介護保険対象外の者 介護保険対象外の者 介護保険対象外のもの 

事業内容 介護保険の対象外で何らかの

障害等を有し、日常生活にお

いて何らかの援助が必要な高

齢者に対し、健全で安らかな

生活を営むことができるよう、

家事型のヘルパーを派遣す

る。 

 

 障害者が支援費制度に移

行した関係から、高齢者のみ

を対象とした家事型を 15 年

度からスタート。 

調理も行う家事型 

 

外出時の援助、食事・食材の

確保寝具類等の洗濯・日干

し、クリーニングの洗濯物搬

出入、家周りの手入れ、軽微

な修繕、家屋内の整理・整頓

等、多少、目が不自由な方に

対する朗読・代筆、台風時等

自然災害に関する助言等。 

（1） 家事援助に関すること。

 調理、衣類の洗濯・補修、

住居等の掃除,整理・整頓、生

活必需品の買い物、関係機

関との連絡、その他必要な家

事。 

（2） 相談、助言に関するこ

と。 

 生活、身上等に関する相

談・助言、その他必要な相

談・助言。 

 

家事型  

 

１ 家事援助に関すること。 

 調理、衣類の洗濯・補修、

住居等の掃除,整理・整頓、生

活必需品の買い物、関係機関

との連絡、その他必要な家

事。 

２ 相談、助言に関すること。

 生活、身上等に関する相

談・助言、その他必要な相

談・助言。 

外出時の援助・食事・食材の

確保・寝具類等大物の選択・

日干しクリーニングの洗濯物

搬出入・家周りの手入れ・軽

微な修繕・家屋内の整理・整

頓・台風時等自然災害への

防備 

利用時間 

（ 平成 14

年度） 

週3 時間を限度とする。 原則、週１回１時間 原則、週1 回1 時間 利用時間は定めていない。 利用時間は定めていない

が、週1 回程度としている。 

利用時間は定めてない。 利用時間は定めてない。 週4 時間まで 

利用者数 

（同上） 

36 人  7 人 6 人 2 人 滞在型 12 人

巡回型  3 人

6 人 4 人 16 人

総派遣時

間 

（同上） 

2,414.5 時間 209 時間 65 時間 206 時間 約700 時間 172 時間 171 時間 1,325 時間

利用者 

負担金 

市民税課税世帯 

  150 円／1 時間 

市民税非課税世帯 

  無料 

125 円／1 時間（平成14 年度

までの旧ヘルパー利用者） 

208 円／1 時間（平成15 年度

以降） 

 

170 円／1 時間 

 

150 円／1 時間 

直接、利用者が社会福祉協

議会に支払う。 

 

滞在型  170（70）円／1時間

巡回型（10 分程度） 

   30（10）円／1 回 

※カッコ内は、所得税非課税

世帯 

230 円／1 時間 

   

100 円／1 時間 

 

200 円／1 時間(H16) 

事業費 

（ 平成 14

年度） 

6,535 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

310 千円 

単町事業 

※15年度から国・県補助事業

をスタート 

114 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

247 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

1,158 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

6,960 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

136 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

2,027 千円 

軽度生活援助事業 

国（1/2）県（1/4）市（1/4）  

委託先 市内の介護保険指定訪問介

護事業者 

由宇町社会福祉協議会 本郷村社会福祉協議会 周東町社会福祉協議会 錦苑ヘルパーステーション 社会福祉法人美川福祉会 社会福祉法人｢美和福祉会｣ 玖珂町社会福祉協議会 
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事 務 事 業 名 ふれあいヘルパー派遣事業 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．対象者の認定方法が市町村によって異なることから、利用者数に差異

がみられる。 

 

２．業務内容（サービスの内容）が、市町村によって異なる。 

 

３．利用時間が、市町村によって異なる。 

 

４．利用者負担金が、市町村によって異なる。 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （     ）の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                                ） 

 

 合併時に下記の方針で新たな制度等を創設するよう努める。 

 

１．対象者について 

   年 1 回の要介護認定を受け、非該当となった者で、介護予防サービス計画にヘル

パーの必要性が認められる者とする。 

   ただし、合併時における対象者は、当分の間現行のとおりとする。 

 

２．業務内容について 

   原則的に、家事援助とする。 

 

３．利用時間について 

   対象者をより必要とする者に限定する関係もあり、週 3 時間を限度とした内容とす

る。 

 

４．利用者負担金について 

   介護保険に準じ、委託料の 1 時間当たり単価契約額の１割とする。 

 

５．委託料について 

   各市町村によって単価契約の金額や内容が異なるため、契約金額を統一する方

向で調整する。 
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事 務 事 業 名 児童館事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 周東町 錦  町 美和町 

事業の目的 子どもの健全育成と子育て支援の拠点として、安心

して子育てできる環境づくりをすすめる。 

児童に健全な遊び場と環境を与え、その健康を増進

し、情操を豊かにする。 

同左 同左 

児童館名 

 

岩国市こども館 中央児童館（中央地区） 

若葉児童館（高森南地区） 

にしき児童館 美和町児童館 

利用対象 

 

保護者同伴の未就学児及び小学生 乳幼児（保護者同伴）、小学生 

 

同左 

 

同左 

 

利用時間 

 

10：00～17：00 

日・月曜日及び祝日、年末年始を除く 

9:00～17:30 

日・祝祭日を除く毎日 

9:00～17:00 

土・日・祝祭日・年末年始を除く毎日 

9:00～17:15 

土・日・祝祭日を除く毎日 

主な行事等 こどもまつり 

子ども体験講座等 

児童館まつり 月に一回活動（乳幼児・小学生対象） 遊戯室を保育所未入所児童と保護者が利用。 

図書（ビデオテープ）の貸し出し 

事業費（平成 14

年度決算） 

18,793 千円 

（平成16 年度予算） 

28,449 千円 

（町単独） 

9,631 千円 

（平成16 年度予算） 

575 千円 

（町単独） 

スタッフ 

（平成16 年4 月） 

館長１名     

臨時職員１名   

保育士（嘱託）２名 

館長      １名（両館を兼務） 

保育士    各１名   

児童更生員 若葉1 名（児童クラブ兼務） 

町職員１名 臨時職員１名が兼務。 

備考 

 

平成16 年4 月20 日供用開始。 若葉児童館は、平成 15 年度、隣保館・集会所とあわ

せた複合施設に改築。 

平成15 年4 月1 日供用開始。 美和町公民館に併設。 

≪参考≫ 

 

－ 児童館において、留守家庭学童保育事業（児童クラ

ブ）を実施中。 

≪目的≫ 両親の共働きにより、留守家庭の小学校

３年生までの児童の保育 

≪定員≫ 中央クラブ 2 クラブ 60 人 

         若葉クラブ 1 クラブ 30 人 

≪スタッフ≫指導員 中央２名、若葉１名 

≪事業費≫1 クラブあたり 1,528 千円 (県補助2/3) 

≪利用条件≫事前登録が必要 

児童館において、留守家庭学童保育事業（児童クラブ）

を実施中。 

≪目的≫ 両親の共働きにより、留守家庭の小学校３

年生までの児童の保育 

≪定員≫  30 人 

≪スタッフ≫ 2 名 

≪事業費≫ 2,300 千円 (県補助2/3) 

≪利用条件≫事前登録が必要 

－ 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１． 岩国市、周東町、錦町、美和町に計５館設置されている。 

 

２．未設置のいくつかの市町村においても、設置の検討がなされているが、施

設設置にかかる補助基本額が低額であるなど、財政面での問題がネックとな

っており、新規の設置が進んでいない。 

 

３．児童の健全な環境を確保すると同時に、相談業務等、子育て支援に関する

役割が今後さらに求められている。 

 

（  ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（  ）２ （       ）市・町・村の例により調整する。 

（  ）３ 新たに制度等を創設する。 

（  ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（◎）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（  ）６ 廃止の方向で検討する。 

（  ）７ その他（                                ） 

 

既存の児童館においては、子育て支援に関する取組みを行うなど、一層の利用

促進を図るとともに、新たな施設の設置に際しては、新市において十分な検討を行

う。 

また、留守家庭学童保育事業は、引き続き実施する。 
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事 務 事 業 名 子育て支援センター事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 錦 町 美和町 玖珂町 

事業の目的 地域全体で子育てを支援する基盤の形

成を図るため、下記事業を実施し、地域

の子育て家庭に対する育児支援を行う。 

○育児不安等についての相談指導 

○地域の子育てサークル等への育

成・支援 

○ベビーシッターなど地域の保育資源

の情報提供等 

○家庭的保育を行う者への支援 等 

 

同左 同左 同左 同左 

事業の内容 

 

 

供用会館を利用した保護者同伴の活動ク

ラブ（市内４ケ所・月１回づつ） 

年齢別の活動クラブ（２クラブ・３ケ月に１

回づつ） 

妊婦・乳児を持つ保護者の育児相談会

（月１回） 

リサイクルプラザでのおもちゃづくり（月１

回） 

園庭開放（毎日） 等 

 

園庭・ふれあいルームの開放（毎週水・

金曜日） 

子育てセミナー（こあらすくーる）年10 回

子育てサークルの育成・支援 

チャイルドシートの貸し出し 等 

園庭開放（月～土） 

親と子のつどい（広瀬地区第２・４木曜

日／高須地区月２回） 

育児相談（月～金） 

子育て支援ネットワークの参加 

乳児検診等の手伝い 

保育所行事のオープン化 

地域子育て公演会 

キッズフェスタの開催 等 

育児相談（随時） 

一時保育 

園庭開放（月～金） 

 

園庭開放（月～土） 

育児講座(年６回) 

一時保育 

子育てサロン（毎週火曜日） 

育児相談 

地域新聞「はぐくみ」発行(年６回) 

 

実施施設（平成15 年度） 

 

川西保育園（私立） 

あさひ保育園（私立） 

ちどり保育園（公立） ひろせ保育所（私立） 坂上保育所（公立） 玖珂保育園（私立） 

事業費（平成15 年度予算） 10,749 千円 

国費（1/3）県費（1/3）市費（1/3） 

2,654 千円 

同左 

2,635 千円 

同左 

2,630 千円 

同左 

2,599 千円 

同左 

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．５市町のみで実施している事業である。 

 

２．実施施設に通園している園児だけでなく、全市域からの参加が見込まれる

ＰＲや事業展開が求められる。 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （       ）市・町・村の例により調整する。 

（   ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

既存の子育て支援センターについては、一層の利用促進を図るとともに、新市に

おいて、地域の実情に応じた計画的な配置を行う。 

 また、各子育て支援センター間や教育委員会、保健センター等との連携強化を図

り、事業内容の充実に努める。 

 



　 　　　　　　　　事　務　事　業　等　比　較　検　討　票
事務事業名 保育料 　   部会名 健康福祉

各　自　治　体　の　現　況

国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料
※国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料は平成15年度、児童数は平成14年月平均入所児童数（人）

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上

第1階層 0円 0円 第1 0 0 0 15 A 0 0 0 0

第2 前年度分市民税が非課税世帯 9,000 6,000 6,000 299 B 前年度分町民税が非課税世帯 1,200 800 800 29

 

第3 前年度分市民税が均等割額のみの世帯 16,500 14,500 14,500 110 C1 前年度分町民税が均等割額のみの世帯 8,050 5,410 5,410 7

第4 前年度分市民税の所得割額のある世帯 17,500 15,500 15,500 166 C2 前年度分町民税の所得割額のある世帯 10,070 7,570 7,570 18

第5 13,600円未満の世帯 27,000 24,000 24,000 84 D1 3,000円未満の世帯 11,700 9,240 9,240 5

第6 13,600円以上64,000円未満の世帯 28,000 25,000 25,000 299 D2 3,000円以上15,000円未満の世帯 13,780 11,390 11,390 9

D3 15,000円以上30,000円未満の世帯 16,500 13,780 13,780 6

D4 30,000円以上60,000円未満の世帯 22,150 19,410 19,410 26

D5 60,000円以上80,000円未満の世帯 28,320 25,680 25,680 8

第7 64,000円以上112,000円未満の世帯 41,500 33,000 27,000 167 D6 80,000円以上90,000円未満の世帯 28,320 25,680 25,680 4

第8 112,000円以上160,000円未満の世帯 42,500 33,000 27,000 110 D7 90,000円以上120,000円未満の世帯 35,510 29,490 26,640 4

D8 120,000円以上150,000円未満の世帯 43,840 30,450 26,640 9

D9 150,000円以上200,000円未満の世帯 44,500 31,000 27,000 22

      

第9 160,000円以上408,000円未満の世帯 59,000 33,000 27,000 265 D10 200,000円以上240,000円未満の世帯 52,790 31,000 27,000 10

D11 240,000円以上510,000円未満の世帯 57,000 31,000 27,000 10

      

第10 408,000円以上の世帯 70,000 33,000 27,000 81 D12 510,000円以上 62,300 32,000 28,000 5

      

☆保育単価を限度とする。 軽減率 15.70％（平成14年度） 軽減率 32.99％（平成14年度）

軽減額 72,387,570円（平成14年度） 軽減額 18,717,070円（平成14年度）

その他の軽減措置 その他の軽減措置

※軽減率とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率をいう。

同時入所の第２子は半額／同時入所の第３子以降は無料 同時入所の第２子は半額／同時入所の第３子以降は1/10

第１階層
を除き前
年分所
得税が

第１階層
及び第5
～第10
階層を
除き

保育料（円）
児童数

生活保護法による被保護世帯

階層区分 定義児童数階層区分 定義 階層区分 定義
徴収金基準額（月額）

第6階層

160,000円
以上

408,000円
未満

64,000円
未満

保育料（円）

第１階
層を除
き前年
分所得
税が

被保護世帯 生活保護法による被保護世帯

第2階層

第 1 階 層
及び第4～
第7階層を
除 き 、 前
年 度 分 の
市 町 村 民
税 の 額 の
区 分 が 次
の 区 分 に
該 当 す る
世 帯

市町村民税
非課税世帯 第１階

層及び
第5～
第10階
層を除
き

第3階層
市町村民税
課税世帯

第4階層

岩    国    市 由    宇    町

61,000円 ☆58,000円

☆27,000円

44,500円 ☆41,500円

9,000円 6,000円

19,500円

☆80,000円 ☆77,000円

30,000円

国の保育所徴収基準額

16,500円

第1階層を
除 き 、 前
年 分 の 所
得 税 課 税
世 帯 で
あって、そ
の 所 得 税
の 額 の 区
分 が 次 の
区 分 に 該
当 す る 世

帯

第7階層
408,000円

以上

第5階層

64,000円
以上

160,000円
未満
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　 　　　　　　　　事　務　事　業　等　比　較　検　討　票
事務事業名保育料 　   部会名 健康福祉

各　自　治　体　の　現　況

国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料
※国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料は平成15年度、児童数は平成14年月平均入所児童数（人）

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上

第1階層 0円 0円 A 0 0 0 第1 0 0 1 0

B 村民税非課税世帯 5,100 4,000 1 第2 前年度分町民税が非課税世帯 2,000 1,400 34 1,000

C1 均等割の額のみがある世帯 12,000 9,000 3 第3 前年度分町民税が均等割額のみの世帯 7,800 5,350 29 2,800

C2 所得割の額が5,000円未満の世帯 13,700 10,700 0 第4 前年度分町民税の所得割（5,000円未満）の世帯 8,950 6,400 17 3,400

C3 所得割の額が5,000円以上の世帯 15,300 12,500 0 第5 前年度分町民税の所得割（5,000円以上）の世帯 10,200 7,650 20 4,000

D1 5,000円未満 16,500 13,500 0 第6 3,000円未満の世帯 11,100 8,550 5 4,600

D2 5,000円以上15,000円未満 18,500 15,700 2 第7 3,000円以上15,000円未満の世帯 13,050 10,500 16 6,200

D3 15,000円以上30,000円未満 20,600 18,800 2 第8 15,000円以上30,000円未満の世帯 15,600 13,050 24 6,700

D4 30,000円以上45,000円未満 22,800 20,100 4 第9 30,000円以上60,000円未満の世帯 19,900 17,700 40 8,500

D5 45,000円以上64,000円未満 26,000 22,800 5 第10 60,000円以上64,000円未満の世帯 26,500 21,700 3 10,200

D6 64,000円以上88,000円未満 27,800 24,100 1 第11 64,000円以上90,000円未満の世帯 26,500 21,700 18 10,200

D7 88,000円以上112,000円未満 30,200 26,000 5 第12 90,000円以上120,000円未満の世帯 32,900 24,900 17 11,800

D8 112,000円以上136,000円未満 33,000 27,000 2 第13 120,000円以上150,000円未満の世帯 36,700 26,300 6 12,800

D9 136,000円以上160,000円未満 34,500 28,000 0 第14 150,000円以上160,000円未満の世帯 39,300 26,700 8 13,500

D10 160,000円以上200,000円未満 36,500 29,000 5 第15 160,000円以上180,000円未満の世帯 39,300 26,700 3 13,500

D11 200,000円以上408,000円未満 39,000 30,000 5 第16 180,000円以上210,000円未満の世帯 41,100 27,100 5 13,700

第17 210,000円以上240,000円未満の世帯 44,300 27,800 9 14,100

第18 240,000円以上408,000円未満の世帯 47,300 27,850 19 14,500

D12 408,000円以上 43,700 31,000 2 第19 408,000円以上430,000円未満の世帯 47,300 27,850 1 14,500

第20 430,000円以上の世帯 50,000 27,900 6 15,000

　

 
☆保育単価を限度とする。 軽減率 34.86％（平成14年度） 軽減率 39.99％（平成14年度）

軽減額 4,750,120円（平成14年度） 軽減額 35,937,620円（平成14年度）

その他の軽減措置 その他の軽減措置

※軽減率とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率をいう。

へき地保育
所保育料

同時入所の第2子は半額／同時入所の第3子以降は1/10 同時入所の第2子は半額／同時入所の第3子以降は1/10

第4階層

第 1 階 層
を 除 き 、
前年分の
所得税課
税世帯で
あって、そ
の所得税
の額の区
分が次の
区分に該
当 す る 世

帯

64,000円
未満

第 1 階 層 を
除 き 、 前 年
分の所得税
課税世帯で
あって、その
所得税の額
の区分が次
の区分に該
当する世帯

第5階層

64,000円
以上

160,000円
未満

第6階層

160,000円
以上

408,000円
未満

第7階層
408,000円

以上

被保護世帯

第2階層

第 1 階 層
及 び 第 4
～ 第 7 階
層 を 除
き 、 前 年
度分の市
町村民税
の額の区
分が次の
区分に該
当 す る 世

帯

市町村民税
非課税世帯

第3階層
市町村民税
課税世帯

児童数
徴収金基準額（月額）

生活保護法による被保護世帯

階層区分 定義 階層区分 定義
保育料（円）

階層区分 定義
保育料（円）

児童数

30,000円 ☆27,000円

生活保護法による被保護世帯

第1階層
及び第6
～第20
階層を除
き

第１階層
を除き前
年分所
得税が

第 1 階 層 及
び第4～第7
階 層 を 除
き 、 前 年 度
分の市町村
民税の額の
区分が次の
区分に該当
す る 世 帯

9,000円 6,000円

16,500円

周　　東　　町

☆80,000円 ☆77,000円

国の保育所徴収基準額 本　　郷　　村　

44,500円 ☆41,500円

61,000円 ☆58,000円

19,500円
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　 　　　　　　　　事　務　事　業　等　比　較　検　討　票
事務事業名 保育料 　   部会名 健康福祉

各　自　治　体　の　現　況

国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料
※国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料は平成15年度、児童数は平成14年月平均入所児童数（人）

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上 3歳未満 3歳以上

第1階層 0円 0円 Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0

Ｂ 前年度分の市町村民税非課税世帯 4,950 3,300 3,300 10 B 前年度町民税が非課税 5,200 3,700 0

前年度分の市町村民税の内均等割のみ Ｃ1 均等割の額のみがある世帯 12,000 9,000 2

課税世帯（所得割非課税世帯） Ｃ2 均等割の額が5,000円未満の世帯 13,500 11,000 1

前年度分の市町村民税の内所得割課税 Ｃ3 均等割の額が5,000円以上の世帯 14,800 12,500 3

額が4,000円未満の世帯

Ｃ3 4,000円以上の世帯 12,410 10,460 10,460 4

Ｄ1 前年分の所得税課税額が4,000円未満の世帯 12,510 10,540 10,540 1 Ｄ1 5,000円未満 17,500 15,000 2

Ｄ2 4,000円以上19,000円未満 14,430 12,610 12,610 6 Ｄ2 5,000円以上15,000円未満 18,500 16,000 0

Ｄ3 19,000円以上34,000円未満 14,910 13,200 13,200 2 Ｄ3 15,000円以上30,000円未満 19,500 17,500 1

Ｄ4 34,000円以上49,000円未満 15,900 14,000 14,000 5 Ｄ4 30,000円以上40,000円未満 20,500 18,500 2

Ｄ5 49,000円以上64,000円未満 20,960 19,310 19,310 0 Ｄ5 40,000円以上64,000円未満 23,000 20,500 0

Ｄ6 64,000円以上88,000円未満 20,960 19,310 19,310 6 Ｄ6 64,000円以上80,000円未満 27,500 24,000 2

Ｄ7 88,000円以上112,000円未満 24,880 22,400 19,870 0 Ｄ7 80,000円以上110,000円未満 30,000 26,000 0

Ｄ8 112,000円以上136,000円未満 26,790 22,950 20,770 3 Ｄ8 110,000円以上130,000円未満 31,500 27,000 1

Ｄ9 136,000円以上160,000円未満 28,770 22,950 20,770 0 Ｄ9 130,000円以上160,000円未満 34,000 28,000 1

Ｄ10 160,000円以上200,000円未満 33,520 23,800 21,760 4 Ｄ10 160,000円以上200,000円未満 37,500 30,000 0

Ｄ11 200,000円以上408,000円未満 33,540 23,800 21,760 5 Ｄ11 200,000円以上408,000円未満 39,500 31,500 2

Ｄ12 408,000円以上 34,290 25,470 22,570 6 Ｄ12 408,000円以上 43,000 34,000 1

 

☆保育単価を限度とする。 軽減率 48.26％（平成14年度） 軽減率 39.76％（平成14年度）

軽減額 10,066,570円（平成14年度） 軽減額 2,873,940円（平成14年度）

その他の軽減措置 その他の軽減措置

※軽減率とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率をいう。

※へき地保育所にかかる保育料は、1人月額１万円で定額。

（同一世帯から２人以上入所する場合は、２人めから１人につき5,000円）

　

第1階層を除
き前年分の
所得税課税
世帯であっ

て、その所得
税の額の区
分が次の区
分に該当す

る世帯

階層区分 定義

生活保護法による被保護世帯

第1階層及び
第4～第7階
層を除き前
年度町民税
の額の区分
が次に該当
する世帯

保育料（円）
児童数

第4階層

第1階層を
除 き 、 前
年 分 の 所
得 税 課 税
世 帯 で
あって、そ
の 所 得 税
の 額 の 区
分 が 次 の
区 分 に 該
当 す る 世

帯

64,000円
未満

Ａ階層を除
き前年分の
所得税課税
世帯であっ
てその所得
税の額の区
分が次の区
分に該当す

る世帯

第5階層

64,000円
以上

160,000円
未満

第6階層

160,000円
以上

408,000円
未満

第7階層
408,000円

以上

11,040 9,07019,500円 16,500円

30,000円 ☆27,000円

44,500円 ☆41,500円

9,070 2

9,590 7,930 7,930 5

第2階層

第 1 階 層
及び第4～
第7階層を
除 き 、 前
年 度 分 の
市 町 村 民
税 の 額 の
区 分 が 次
の 区 分 に
該 当 す る
世 帯

市町村民税
非課税世帯 Ａ及びＤ階

層を除き前
年度分の市
町村民税の
額の区分が
次の区分に
該当する世

帯第3階層
市町村民税
課税世帯

Ｃ1

Ｃ2

9,000円 6,000円

保育料（円）  
児童数

被保護世帯 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

定義 階層区分 定義
徴収金基準額（月額）

同時入所の第2子は半額／同時入所の第3子以降は1/10 同時入所の第2子は半額／同時入所の第3子以降は1/10

美　　川　　町国の保育所徴収基準額 錦　　町

61,000円 ☆58,000円

☆80,000円 ☆77,000円

階層区分
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　 　　　　　　　　事　務　事　業　等　比　較　検　討　票
事務事業名 保育料 　   部会名 健康福祉

　　各　自　治　体　の　現　況 　 　 　
　

国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料
※国保育所徴収基準額及び市町村階層区分別保育料は平成15年度、児童数は平成14年月平均入所児童数（人）

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上

第1階層 0円 0円 第1 0 0 1 Ａ 0 0 0 0

第2 前年度分町民税が非課税世帯 5,000 4,000 3 Ｂ 前年度分町民税が非課税世帯 1,200 800 800 18

第3 前年度分町民税が均等割額のみの世帯 13,000 10,000 48 Ｃ 前年度分町民税が均等割額のみの世帯 8,720 6,290 6,290 30

第4 64,000円未満の世帯 20,000 18,000 33 Ｄ１ 64,000円未満の世帯 15,190 12,690 12,690 43

　

第5 64,000円以上160,000円未満の世帯 31,000 26,000 32 Ｄ２① 64,000円以上112,000円未満の世帯 22,660 19,220 18,640 15

Ｄ２② 112,000円以上160,000円未満の世帯 30,130 25,750 24,600 18

　

　

第6 160,000円以上408,000円未満の世帯 42,000 33,000 20 Ｄ３① 160,000円以上284,000円未満の世帯 39,730 28,720 26,290 21

Ｄ３② 284,000円以上408,000円未満の世帯 49,340 31,700 27,980 25

第7 408,000円以上の世帯 52,000 35,000 3 Ｄ４ 408,000円以上の世帯 60,970 31,760 27,980 15

☆保育単価を限度とする。 軽減率 30.83％（平成14年度） 軽減率 38.52％（平成14年度）

軽減額 13,155,350円（平成14年度） 軽減額 24,834,180円（平成14年度）

その他の軽減措置 その他の軽減措置

※軽減率とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率をいう。 ※軽減率とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率をいう。

生活保護法による被保護世帯

Ａ及びＤ階
層を除き前
年度分の市
町村民税の
額の区分が
次の区分に
該当する世

帯

Ａ階層を除
き前年分の
所得税課税
世帯であっ
てその所得
税の額の区
分が次の区
分に該当す

る世帯

同時入所の第2子は1/3／同時入所の第3子以降は1/10

玖　　珂　　町

階層
区分

定義
保育料（円）

児 童 数

  

同時入所の第2子は半額／同時入所の第3子以降は1/10

第１階
層を除
き前年
分所得
税が

☆77,000円

第5階層

64,000円
以上

160,000円
未満

44,500円 ☆41,500円

第6階層

160,000円
以上

408,000円
未満

61,000円 ☆58,000円

第7階層

19,500円 16,500円

第4階層

第 1 階 層
を 除 き 、
前年分の
所得税課
税世帯で
あって、そ
の所得税
の額の区
分が次の
区分に該
当 す る 世

帯

64,000円
未満

30,000円 ☆27,000円

408,000円
以上

☆80,000円

被保護世帯 生活保護法による被保護世帯

第2階層

第 1 階 層
及 び 第 4
～ 第 7 階
層 を 除
き 、 前 年
度分の市
町村民税
の額の区
分が次の
区分に該
当 す る 世

帯

市町村民税
非課税世帯

9,000円 6,000円

第１階
層及び
第5～第
10階層
を除き

第3階層
市町村民税
課税世帯

国の保育所徴収基準額 美　　和　　町

階層区分 定義
徴収金基準額（月額）

階層区分 定義
保育料（円）

児 童 数
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　 　　　　　　　　事　務　事　業　等　比　較　検　討　票
事務事業名 保育料 　   部会名 健康福祉

　 　 問題点・課題点 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整方針

１．保育料について

　国の保育所徴収基準額に対する各市町村の軽減率が、約１６～４８％と幅が （　◎ ）１現行のまま新市に引き継ぐ 　
広く、住民から徴収している保育料の格差が大きい。 （ 　 　）２（　　　　）市・町・村の例により調整する。
　 （      ）３新たに制度等を創設する。

２．階層数について （  　　）４新市移行後、速やかに調整する。
　 　７～２０階層で相違がみられる。 （  　　）５新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。

（  　　）６廃止の方向で検討する。
３．年齢基準について （ 　 　）７その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 　３歳未満・３歳・４歳以上の３区分の市町と３歳未満・３歳以上の２区分の町村 　

がある。 　
　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具体的調整内容

４．その他の軽減措置について
　 　同時入所の第２子は、玖珂町は１／３、玖珂町以外の市町村は、１／２である。
　 　同時入所の第３子以降については、無料にしている市と、該当保育料の１／１０ １．保育料について

の額を徴収している町村がある。 　 (1)  保育料については、平成１８年度は現行のとおりとし、平成１９年度に統一
　 　   する。
５．へき地保育所の保育料について　   　ただし、玖珂町、周東町、錦町及び美川町については、急激な住民負担増
　 　２町のみで実施されている制度であり、各々の保育料に相違がみられる。 　 　とならないよう、段階的な調整を行い、平成２１年度に統一する。

  　なお、統一する保育料については、国の保育所徴収基準額に対して概ね
  ３０％の軽減措置を講ずるものとする。
  　また、階層区分ごとの保育料の設定に際しては、低所得者層への配慮など、
 急激な住民負担増とならないよう調整する。
　　
(2)　へき地保育所の保育料については、当分の間、現行のとおりとし、随時調
  整する。

２．その他の軽減措置について
　同時入所の第２子の保育料については、該当保育料の１／２の額に、また、
同時入所の第３子以降の保育料については、受益者負担の観点から、該当
保育料の１／１０の額に、平成１９年度に統一する。
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事 務 事 業 名 保育料 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

≪参考≫保育施設の状況（平成16 年4 月1 日現在） 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

保育所（公立） 4 ケ所 

定員      450 人 

当初人員   430 人 

1 ケ所 

定員     60 人 

当初人員  54 人 

1 ケ所 

定員     60 人 

当初人員  34 人 

5 ケ所 

定員    360 人 

当初人員 256 人 

－ 1 ケ所 

定員     30 人 

当初人員  19 人 

2 ケ所 

定員    240 人 

当初人員 142 人 

－ 

 

 

保育所（私立） 12 ケ所 

定員      960 人 

当初人員  1,022 人 

2 ケ所 

定員    120 人 

当初人員 107 人 

－ 1 ケ所 

定員     30 人 

当初人員  16 人 

1 ケ所 

定員     60 人 

当初人員  59 人 

－ － 2 ヶ所 

定員      180 人 

当初人数   178 人 

へき地保育所 

（公立） 

－ 

 

 

－ － 2 ケ所 

定員     60 人 

当初人員  11 人 

1 ケ所 

定員     40 人 

当初人員  17 人 

－ － － 

無認可保育所 

（私立） 

12 ケ所 

当初人員   270 人 

－ － － － － － － 

 

≪参考≫軽減率・軽減額の状況                                                                                                             （単位：円） 

市  町  村  名 岩 国 市 由 宇 町 本 郷 村 周 東 町 錦   町 美 川 町 美 和 町 玖 珂 町 合   計 

国 の 保 育 所 徴 収 基 準 額     Ａ 461,117,450 56,727,000 13,625,220 89,877,580 20,857,740 7,227,740 42,666,450 64,464,770 756,563,950

保 育 料 Ｂ 388,729,880 38,009,930 8,875,100 53,939,960 10,791,170 4,353,800 29,511,100 39,630,590 573,841,530

軽 減 額 Ｃ ( A - B ) 72,387,570 18,717,070 4,750,120 35,937,620 10,066,570 2,873,940 13,155,350 24,834,180 182,722,420平 成 １４ 年 度 実 績 

軽 減 率 (％) 15.70 32.99 34.86 39.99 48.26 39.76 30.83 38.52 24.15

保 育 料 Ｄ 345,838,088 42,545,250 10,218,915 67,408,185 15,643,305 5,420,805 31,999,838 48,348,578 567,422,964

軽 減 額 Ｅ ( A - D ) 115,279,362 14,181,750 3,406,305 22,469,395  5,214,435 1,806,935 10,666,612 16,116,192 189,140,986軽減率２５％の場合 

軽減追加額Ｆ(E-C) 42,891,792 △4,535,320 △1,343,815 △13,468,225 △4,852,135 △1,067,005 △2,488,738 △8,717,988 6,418,566

保 育 料 Ｇ 322,782,215 39,708,900 9,537,654 62,914,306 14,600,418 5,059,418 29,866,515 45,125,339 529,594,765

軽 減 額 Ｈ ( A - G ) 138,335,235 17,018,100 4,087,566 26,963,274  6,257,322 2,168,322 12,799,935 19,339,431 226,969,185軽減率３０％の場合 

軽減追加額Ｉ(H-C) 65,947,665 △1,698,970 △662,554 △8,974,346 △3,809,248 △705,618 △355,415 △5,494,749 44,246,765

保 育 料 Ｊ 299,726,343 36,872,550 8,856,393 58,420,427 13,557,531 4,698,031 27,733,193 41,902,101 491,766,569

軽 減 額 Ｋ ( A - J ) 161,391,107 19,854,450 4,768,827 31,457,153 7,300,209 2,529,709 14,933,257 22,562,669 264,797,381軽減率３５％の場合 

軽減追加額Ｌ(K-C) 89,003,537 1,137,380 18,707 △4,480,467 △2,766,361 △344,231 1,777,907 △2,271,511 82,074,961

※保育料の軽減率・額とは、国の保育所徴収基準額に対し、市町村が軽減している率・額である。率は、国の基準額を１００として算出している。額は、平成14 年度と同じ児童数と仮定して算出している 

 

 



〔留意事項〕下記の保育料単価表は、保育料の設定方法の理解を深めるため、国の保育所徴収基準額を７階層から１３階層に仮に設定した上で、

　　　　　　　一律に軽減率をかけあらわしたものである。（階層毎の保育料については、概ね均等に設定。）

　　　　　　　今後、各市町村の現行の保育単価と比較し、住民負担にできるだけ影響がでないよう、詳細な設定を行う必要があるため、確定した数値

　　　　　　　ではない。

3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上

第１ 0円 0円 第1 0 0 　

第3
前年度分市民税が均等割額のみの世
帯

10,000 7,900 　

第5 20,000円未満の世帯 17,300 15,200

第6 20,000円以上40,000円未満の世帯 21,000 18,900

第7 40,000円以上64,000円未満の世帯 24,400 22,300

第8 64,000円以上96,000円未満の世帯 27,800 25,700

第9 96,000円以上128,000円未満の世帯 31,200 29,100

第10 128,000円以上160,000円未満の世帯 37,400    ☆ 35,300

第11 160,000円以上284,000円未満の世帯 43,600    ☆ 41,500

第12 284,000円以上408,000円未満の世帯 49,800    ☆ 47,700

第7 408,000円以上 ☆80,000円 ☆77,000円 第13 408,000円以上の世帯 56,000    ☆ 53,900 　

☆保育単価を限度とする。 　

　

　　　　

児童数

総数 うち第２子等軽減数

　

　

　

新市仮保育料国の保育所徴収基準額

階層
区分

（Ａ）×７０％　　徴収金基準額（Ａ）
定　　義

【参考】新市における統一保育料設定の考え方について≪軽減率３０％の場合≫

19,500円

前年度分市民税非課税世帯第26,000円9,000円第２

第1階層及び
第5～第13階
層を除き前
年度分の市
民税の額の
区分が次の
区分に該当
する世帯

生活保護法による被保護世帯被保護世帯　

第1階層を除
き、前年度分
の所得税課
税世帯で

あって、その
所得税の額
の区分が次
の区分に該
当する世帯

第３

第1階層を除
き、前年度分
の所得税課
税世帯で

あって、その
所得税の額
の区分が次
の区分に該
当する世帯

第4

第5

第6

16,500円

64,000円以上
160,000円未満

第1階層及び
第4～第7階
層を除き、前
年度分の市
町村民税の
額の区分が
次の区分に
該当する世
帯

30,000円

市町村民税
非課税世帯

階層
区分

定 　　　  義

　
160,000円以上
408,000円未満

市町村民税
課税世帯

64,000円未満

前年度分市民税の所得割額がある世
帯

第4

　

☆27,000円

61,000円 ☆58,000円

44,500円 ☆41,500円

6,300
※母子世
帯等は全

額免除

13,700

4,200
※母子世
帯等は全

額免除

11,600

　　≪低所得者層に対して配慮を行う場合の留意点≫

〔１〕以下のような観点をはじめとした検討を行い、保育料を
設定する。
①保育料として、最低限徴収することが望ましい基準額の
考え方の検討。
　〔例〕１ケ月当たりに必要とされる給食費実費は、６市町村
公立保育所平均、約5,768円（Ｈ１４年度賄材料費により試
算）
※不均一の４町の保育料についても、この考え方を適用す
ることを検討。

②県内他市町村の状況を踏まえたバランスある設定。
　〔県内全市町村平均（H１５年度)〕
　　　３歳未満児　約6,636円  　３歳以上児　約4,606円
　〔県内１３市平均（H１５年度)〕
　　　３歳未満児　約8,138円  　３歳以上児　約5,515円

〔２〕他の階層区分に比べ軽減率を高くする場合には、最終
的な軽減率が概ね３０％になるように、他の階層区分の保
育料を高く設定する必要がある。

≪手順４≫
保育に必要とされる国が定めた所要経費（保育単
価）と利用者が負担する保育料のバランスを図るた
め、☆印の階層区分については、実際に徴収する
保育料が表示の額より低くなる。
（保育単価は、保育所定員により異なるが、３歳児
の場合、33,940～64,920円／Ｈ１５年度）

≪手順１≫
国の階層区分に基づき、新市の
階層区分数を設定する。表で
は、１３階層に分類。

≪手順５≫
階層区分ごとの児童数を確認する。このとき、
その他軽減措置（第２子は、該当保育料の１/２
など。）の対象となる児童数もあわせて確認す
る。

≪手順２≫
階層区分ごとの定義を児童数の
分布等を勘案し設定する。

≪手順３≫
階層区分ごとの仮の保育料を設定する。
表では国の基準額に対し、概ね３０％の軽
減措置を講じた額を表示。

≪手順６≫
仮の保育料と児童数により、新市における保育
料徴収見込み額を算定する。
最終的には、保育料設定時における保育料の軽
減率が、概ね３０％になるよう階層区分ごとの保
育料を微調整する。
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事 務 事 業 名 健康診査事業（基本健康診査） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

基本健康診査【集団】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 1,100 円 － 0 円 1,000 円 100 円 0 円 1,000 円 800 円

対象年齢 40 歳以上 － 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 159 人 － 392 人 471 人 586 人 416 人 79 人 520 人

うち 40～69 歳 78 人 － 173 人 329 人 293 人 250 人 53 人 345 人

対象項目 基本項目（Ａ） 

問診、身体計測、理学的

検査、血圧測定、尿素窒

素、血液化学検査（総コ

レステロール、HDL－コ

レステロール及び中性脂

肪）、肝機能検査（GOT、

GPT、ｒ－GTP）、腎機能

検査（クレアチニン）、血

糖検査 

 

≪全員実施≫ 

貧血検査、ＨｂＡ１ｃ 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査 

－ 基本項目（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

尿酸、尿素窒素、貧血検

査、ＬＤＬ－コレステロー

ル 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査、

ＨｂＡ１ｃ 

基本項目（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

貧血検査 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査、

ＨｂＡ１ｃ 

基本項目（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

ＬＤＬ－コレステロール、

貧血検査、ＨｂＡ１ｃ 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査 

基本項目（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

ＬＤＬ－コレステロール

（計算式）、貧血検査 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査、 

ＨｂＡ１ｃ 

基本項目（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

貧血検査 

≪選択的実施≫ 

心電図検査、眼底検査、

ＨｂＡ１ｃ 

基本項目（A） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪全員実施≫ 

  貧血検査、眼底検査、 

  LDL－コレステロール 

  （計算式）、心電図検査 

≪選択的実施≫ 

  ＨｂＡ１ｃ 

委託料（１件あたり） 6,006 円 － 5,089 円            5,278 円 10,689 円 5,366 円 6,300 円 7,850 円（a）

220 円（b）

委託先 予防保健協会 － 予防保健協会 周東総合病院 錦中央病院 予防保健協会 日本健康倶楽部 予防保健協会（a） 

川田クリニック(眼底読影)

（b） 

事業費（平成14 年度） 871 千円 － 2,584 千円 2,486 千円 6,752 千円 2,712 千円 497 千円 3,050 千円

歳入（国・県）  462 千円 － 1,799 千円 1,005 千円 1,428 千円 977 千円 180 千円 1,163 千円

歳入（自己負担金） 85 千円 － 0 千円 308 千円 29 千円 0 千円 53 千円 340 千円
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事 務 事 業 名 健康診査事業（基本健康診査） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

基本健康診査【医療機関（個別・一括）】 

 岩国市（個別） 由宇町（個別） 本郷村（個別） 周東町（一括） 錦町 美川町（個別） 美和町（個別） 玖珂町 

自己負担金 2,100 円 1,000 円 0 円 2,000 円 100 円 0 円 1,000 円 1,000 円

対象年齢 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 9,508 人 1,185 人 6 人 891 人 174 人 13 人 619 人 729 人

うち 40～69 歳 4,884 人 532 人 6 人 360 人 122 人 8 人 355 人 448 人

対象項目 集団と同じ 基本項目（Ａ） 

 

≪選択的実施≫ 

貧血検査、ＨｂＡ１ｃ、心電

図検査 

集団と同じ 集団と同じ 集団と同じ 集団と同じ 集団と同じ 基本項目（A）＋貧血検査 

 

≪選択的実施≫ 

 ＨｂＡ１ｃ、心電図検査、 

 眼底検査 

委託料（１件あたり） 10,073 円 8,894 円 8,370 円 8,135 円 10,689 円 10,073 円 8,446 円 10,073 円

委託先 岩国市医師会、藤中医院 

河郷診療所 

柳井市医師会 

（町内医院のみ） 

本郷村診療所 玖珂郡医師会 

(町内医療機関) 

錦中央病院 

松原医院 

玖珂郡医師会 

（福田医院） 

美和病院、近藤医院 

 

玖珂郡医師会 

(町内医療機関) 

事業費（平成14 年度） 105,216 千円 12,851 千円 46 千円 7,249 千円 1,788 千円 131 千円 5,228 千円 7,343 千円

歳入（国・県） 10,969 千円 7,184 千円 集団に含む 4,832 千円 739 千円 71 千円 2,757 千円 4,057 千円

歳入（自己負担金） 10,256千円 534 千円 0 千円 692 千円 12 千円 0 千円 355 千円 418 千円

 

 

歯周疾患検診【医療機関 個別】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 1,300 円 500 円 － － － － 1,000 円 ―

対象年齢 40 歳、50 歳 40 歳、50 歳 － － － － 40 歳、50 歳 ―

平成14 年度受診者数 16人 4 人 － － － － 5 人 ―

委託料（１件あたり） 4,295 円 4,295 円 － － － － 4,295 円 ―

委託先 岩国市歯科医師会 町内４歯科医院 － － － － 松田歯科                 ―

事業費（平成14 年度） 68 千円 （基本健診に含む） － － － － 24 千円 ―

歳入（国・県） 45 千円 （基本健診に含む） － － － － 0 千円 ―

歳入（自己負担金） 20 千円 （基本健診に含む） － － － － 5 千円 ―
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事 務 事 業 名 健康診査事業（基本健康診査） 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具体的調整内容 

１．自己負担金 

   国からは、基準単価の３割を徴収するように指導されているが、最高額の

岩国市でさえも２割程度の徴収に留まり、自己負担金が全くない自治体もあ

る。 

   また、由宇町は、個別健診のみの実施となっている。 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

医師会等関係機関との調整を図るとともに、受益者負担の原則を基本に、合併

時に統一する。 

自己負担金は、委託料の１．５割程度とする。 

 

集団・個別の実施区分については、医療機関の有無や医療機関の受け入れ体

制などの地域性を考慮し、当面、現行どおりとする。 

２．対象年齢 

   本郷村・美和町分は３９歳以下の住民を対象に単独で健診を実施している。

それ以外の市町においては、４０歳以上を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市・由宇町・玖珂町・周東町・錦町・美川町）の例により調整す

る。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

各市町村の対象年齢を統一する。 

 

老人保健法に基づく４０歳以上とし、本郷村・美和町で実施している単独分（３０

～３９歳）の取り扱いについては、廃止する。 

３．検査項目 

   各市町村で実施している基本となる検査項目に加えて、岩国市では、尿酸

（平成１５年度～）を、本郷村では、ＨbＡ１c、LDL-コレステロール、尿酸、尿素

窒素を、玖珂町では、眼底検査、心電図検査を実施している。 

 

 

 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

各市町村の検査項目を統一する。 

 

基本となる検査項目に、貧血検査、尿酸、ＨbＡ１c、LDL-コレステロールを加え

て実施する。 

４．委託料 

   ≪集団≫それぞれの委託先により、委託料が異なる。 

   ≪個別≫集団と同じ。 

 

５．委託先 

   ≪集団≫≪個別≫とも相違がみられる。 

 

 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎ ）７ その他（                             ） 

４．委託料 

   ≪集団≫関係機関との調整を図り、統一するよう努める。 

   ≪個別≫関係機関との調整を図り、国基準単価にあわせ統一するよう努め

る。 

 

５．委託先 

   ≪集団≫当分は現行どおりとするが、将来的には集約に努める。 

≪個別≫従来どおりとする。 

 

６．その他の検診の取り扱い（歯周疾患検診） 

（１）実施について 

    岩国市・由宇町・美和町で４０歳、５０歳を対象に実施している。 

 

（２）自己負担金について 

    岩国市1,300 円、由宇町500 円、美和町1,000 円で差異がみられる。 

 

 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市・由宇町・美和町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

（１）実施について 

岩国市・由宇町・美和町の例により調整し、実施する。 

 

（２）自己負担金について 

医師会等関係機関との調整を図るとともに、受益者負担の原則を基本に、

合併時に統一する。 

自己負担金は、委託料の１．５割程度とする。 
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

胃がん【集団】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 1,100 円 900 円 500 円 600 円 100 円 0 円 500 円 900 円

対象年齢 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 455 人 395 人 193 人 354 人 519 人 240 人 495 人 472 人

うち 40～69 歳 344 人 260 人 74 人 239 人 272 人 140 人 305 人 334 人

委託料（１件あたり） 4,158 円 4,158 円 4,158 円 4,158 円 4,158 円 4,158 円 4,158円と3,990円      4,158 円

委託先 厚生連 予防保健協会 予防保健協会 厚生連 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会、健康倶楽部  厚生連 

事業費（平成14 年度） 1,891 千円 1,643 千円 851 千円 1,472 千円 2,282 千円 998 千円 2,064 千円 1,963 千円

歳入（自己負担金） 378 千円 223 千円 37 千円 134 千円 27 千円 0 千円 152 千円 301 千円

 

胃がん【医療機関  個別】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 3,100 円 － － － － － － ―

対象年齢 40 歳以上 － － － － － － ―

平成14 年度受診者数 2,723 人 － － － － － － ―

うち 40～69 歳 1,396 人 － － － － － － ―

委託料（１件あたり） 11,441 円 － － － － － － ―

委託先 岩国市医師会 － － － － － － ―

事業費（平成14 年度） 31,153 千円 － － － － － － ―

歳入（自己負担金） 4,327 千円 － － － － － － ―
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

子宮がん【集団】 

 

 

子宮がん【医療機関  個別】 

※自己負担金は医療機関に直接納入 

 

 

 

  岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 － 600 円 400 円 600 円 100 円 0 円 700 円 900 円

対象年齢 － 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上

平成14年度受診者数 － 279 人 102 人 295 人 223 人 159 人 213 人 378 人

うち 30～69 歳 － 233 人 67 人 201 人 149 人 105 人 154 人 331 人

委託料（１件あたり） － 3,475 円 3,475 円 3,475 円 3,475 円 3,475 円 3,475 円 3,475 円

委託先 － 予防保健協会 予防保健協会 厚生連 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会  厚生連 

事業費（平成14年度）                － 970 千円 388 千円 1,026 千円 852 千円 553 千円 740 千円 1,314 千円

頚部 

のみ 

歳入（自己負担金） － 133 千円 27 千円 127 千円 14 千円 0 千円 107 千円 281 千円

  岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 1,900 円 － － － 1,000 円 0 円 2,000 円 1,000 円

対象年齢 30 歳以上 － － － 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上

平成 14 年度受診者

数 

1,720 人 － － － 26 人 14 人 14 人 7 人

うち 30～69 歳 1,548 人 － － － 24 人 10 人 13 人 7 人

委託料（１件あたり） 7,010 円 － － － 7,010 円 7,010 円 7,010 円 7,010 円

委託先 岩国市医師会、国病（岩国） － － － 岩国市医師会 岩国市医師会 岩国市医師会、国病（岩

国、大竹） 

町内医師会(川田医院) 

（H16 は八木クリニック） 

事業費（平成 14 年

度） 

12,057 千円 － － － 86 千円 99 千円 72 千円 49 千円

頚部 

のみ 

歳入（自己負担金） 2,941 千円 － － － 0 千円 0 千円 0 千円 7 千円

自己負担金 2,700 円 － － － 1,000 円 － 3,000 円 －

対象年齢 30 歳以上 － － － 30 歳以上 － 30 歳以上 －

平成 14 年度受診者

数 

899 人 － － － 12 人 － 11 人 －

うち 30～69 歳 828 人 － － － 12 人 － 11 人 －

委託料（１件あたり） 9,950 円 － － － 9,950 円 － 9,950 円 －

委託先 岩国市医師会、国病（岩国） － － － 岩国市医師会 － 岩国市医師会、国病（岩

国、大竹） 

－

事業費（平成 14 年

度） 

8,945 千円 － － － 107 千円 － 76 千円 －

頚体 

部 

歳入（自己負担金） 2,235 千円 － － － 0 千円 － ※0 千円 －
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

肺がん【集団】 

 

 

肺がん【医療機関 個別】 

 

 

 

 

  岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 200 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

対象年齢 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 916 人 899 人 547 人 1,166 人 865 人 459 人 968 人 1,193 人

うち 40～69 歳 628 人 527 人 237 人 662 人 385 人 253 人 471 人 760 人

委託料（１件あたり） 514 円 514 円 514 円 514 円 514 円 514 円 514 円、525 円 490 円

委託先 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会、健康倶楽

部 

 予防保健協会 

事業費（平成14 年度） 470 千円 513 千円 724 千円 772 千円 467 千円 237 千円 534 千円 614 千円

X 線 

歳入（自己負担金） 125 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

自己負担金 800 円 500 円 400 円 400 円 100 円 0 円 500 円 400 円

対象年齢 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 56 人 46 人 20 人 57 人 30 人 20 人                   52 人       123 人

うち 40～69 歳 47 人 22 人 15 人 39 人 17 人 10 人                   27 人 78 人

委託料（１件あたり） 3,349 円 3,349 円 1,995 円 2,824 円 3,349 円 3,349 円 2,835 円 2,400 円

委託先 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 国病（Ｈ15～予防保健協会） 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 

事業費（平成14 年度） 187 千円 155 千円 51 千円 161 千円 100 千円 57 千円 148 千円 349 千円

Ｘ線   

喀痰 

歳入（自己負担金） 32 千円 13 千円 5 千円 14 千円 1 千円 0 千円 13 千円 32 千円

  岩国市 他７町村   岩国市 他７町村 

自己負担金 1,000 円 － 自己負担金 2,000 円 － 

対象年齢 40 歳以上 － 対象年齢 40 歳以上 － 

平成14 年度受診者数 6,501 人 － 平成14 年度受診者数 580 人 － 

うち 40～69 歳 3,121 人 － うち 40～69 歳 268 人 － 

委託料（１件あたり） 3,486 円 － 委託料（１件あたり） 6,951 円 － 

委託先 岩国市医師会 － 委託先 岩国市医師会 － 

事業費（平成14 年度） 22,662 千円 － 事業費（平成14 年度） 4,031 千円 － 

X 線 

歳入（自己負担金） 3,121 千円 － 

 

Ｘ線  

喀痰 

歳入（自己負担金） 536 千円 － 
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

乳がん【集団】 

 岩国市 由宇町（H１４年度で終了） 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 － 300 円 100 円 300 円 300 円 0 円 300 円 300 円

対象年齢 － 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上

平成14 年度受診者数 － 202 人 102 人 150 人 254 人  173 人 229 人 340 人

うち 30～69 歳 － 169 人 66 人 107 人 155 人 109 人 171 人 296 人

委託料（１件あたり） － 1,890 円 726 円 1,840 円 2,625 円 2,625 円 触診960 円、エコー2,887 円 1,193 円

委託先 － 大和病院 本郷村診療所 周東総合病院 錦中央病院 錦中央病院 美和病院、健康倶楽部 周東総合病院 

事業費（平成14 年度） － 416 千円 74 千円 276 千円 701 千円 455 千円 291 千円 626 千円

歳入（自己負担金） － 48 千円 7 千円 34 千円 46 千円 0 千円 67 千円 81 千円

 

乳がん【医療機関（個別・一括）】 

 岩国市（個別） 由宇町（個別） 本郷村 周東町（一括） 錦町（個別） 美川町（個別） 美和町（個別） 玖珂町 

自己負担金 800 円 800 円 － 400 円 300 円 0 円 900 円 ―

対象年齢 30 歳以上 30 歳以上 － 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 30 歳以上 ―

平成14 年度受診者数 2,958 人 13 人 － 64 人 73 人 7 人 16 人 ―

うち 30～69 歳 2,235 人 11 人 － 42 人 26 人 6 人 15 人 ―

委託料（１件あたり） 2,968 円 2,968 円 － 2,206 円 2,625 円 2,968 円 2,968 円 ―

委託先 岩国市医師会、国病（岩国） 国病（岩国） － 町内医師会 錦中央病院 岩国市医師会 岩国市医師会、国病（岩国、大

竹） 

―

事業費（平成14 年度） 8,779 千円 39 千円 － 142 千円 191 千円 21 千円 33 千円 ―

歳入（自己負担金） 1,788 千円 5 千円 － 20 千円 7 千円 0 千円 ※0 千円 ―

※自己負担金は医療機関に直接納入 
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

大腸がん【集団】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 500 円 500 円 300 円 200 円 100 円 0 円 400 円 200 円

対象年齢 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 40 歳以上 30 歳以上 40 歳以上

平成14 年度受診者数 33 人 502 人 205 人 418 人 562 人 357 人 713 人 354 人

うち 40～69 歳 20 人 320 人 83 人 296 人 293 人 201 人 429 人 222 人

委託料（１件あたり） 1,365 円 1,365 円 1,365 円 1,050 円 1,386 円 1,365 円 1,365 円、1,785 円 1,365 人

委託先 予防保健協会 予防保健協会 予防保健協会 福山臨床検査センター 錦中央病院 予防保健協会 予防保健協会、健康倶楽部 予防保健協会 

事業費（平成14 年度） 45 千円 708 千円 280 千円 439 千円 778 千円 488 千円 1,081 千円 480 千円

歳入（自己負担金） 10 千円 164 千円 25 千円 55 千円 29 千円 0 千円 171 千円 48 千円

 

大腸がん【医療機関】 

 岩国市(個別) 由宇町 本郷村 周東町（一括） 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

自己負担金 1,300 円 － － 800 円 － － － 500 円

対象年齢 40 歳以上 － － 40 歳以上 － － － 40 歳以上

平成14 年度受診者数 5,142 人 － － 243 人 － － － 414 人

うち 40～69 歳 2,693 人 － － 97 人  － － － 248 人

委託料（１件あたり） 4,536 円 － － 4,375 円 － － － 4,536 円

委託先 岩国市医師会 － － 町内医療機関 － － － 町内医療機関 

事業費（平成14 年度） 23,559 千円 － － 1,064 千円 － － － 1,878 千円

歳入（自己負担金） 3,533 千円 － － 74 千円 －  － － 116 千円

 

前立腺がん検診 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 

(H15 年度～) 

錦町（集団、個別） 

 

美川町 美和町(集団) 

（H14 年度のみ） 

玖珂町(集団／個別) 

(H13 年度～) 

自己負担金 － － － － 0 円 － 600 円 500 円／600 円

対象年齢 － － － － 40 歳以上 － 50 歳以上 50 歳以上

平成14 年度受診者数 － － － － 180 人 － 20 人 112 人／144 人

うち 40～69 歳 － － － － 88 人 － 9 人 70 人／77 人

検査項目 － － － － ＰＳＡ検査 － ＰＳＡ検査 PSA 検査 

委託料（１件あたり） － － － － 3,255 円 － 1,890 円 2,000 円、2,120 円／2,500 円

委託先 － － － － 錦中央病院 － 健康倶楽部 予防保健協会、町内医療機

関 

事業費（平成14 年度） － － － － 585 千円 － 37 千円 238 千円／360 千円

歳入（自己負担金） － － － － 0 千円 － 5 千円 37 千円／43 千円

※基本健診とあわせて実施                                                            
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事 務 事 業 名 健康診査事業（がん検診） 部 会 名 健康福祉 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具体的調整内容 

１．各検診の自己負担金 

   従来、補助事業(現在は、単独事業)であったことから、最高額の岩国市の場

合、基本健康診査にあわせ、２割程度の徴収を行っているが、自己負担金が

全くない自治体もある。 

      

   なお、市町村によって、集団・個別の実施区分の相違がみられるとともに、

自己負担金についても、区分毎に差異がみられる。 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

医師会等関係機関との調整を図るとともに、受益者負担の原則を基本に、合併

時に統一する。 

自己負担金は、委託料の１．５割程度とする。 

 

集団・個別の実施区分については、医療機関の有無や医療機関の受け入れ体

制などの地域性に考慮し、当面、現行どおりとする。 

２．各検診の対象年齢 

  ≪胃がん≫   本郷村・美和町は３０歳以上、その他は４０歳以上 

  ≪子宮がん≫  全市町村３０歳以上の女性 

  ≪肺がん≫   本郷村・美和町は３０歳以上、その他は４０歳以上 

 ≪乳がん≫   全市町村３０歳以上の女性 

  ≪大腸がん≫  本郷村・美和町は３０歳以上、その他は４０歳以上 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市・由宇町・玖珂町・周東町・錦町・美川町）の例により調整す

る。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（   ）７ その他（                             ） 

 

各市町村の対象年齢を統一する。 

 

≪胃がん・肺がん・大腸がん≫老人保健法で定められている４０歳以上とす

る。 

≪子宮がん・乳がん≫      従来どおり３０歳以上の女性とする。 

３．委託料 

   ≪集団≫それぞれの委託先により、委託料が異なる。 

   ≪個別≫集団と同じ。 

 

４．委託先 

   ≪集団≫≪個別≫とも相違がみられる。 

 

 

 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（   ）３ 新たに制度等を創設する。 

（   ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（   ）６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎）７ その他（                             ） 

３．委託料 

   ≪集団≫関係機関との調整を図り、統一するよう努める。 

   ≪個別≫集団に同じ。 

 

４．委託先 

   ≪集団≫当分は現行どおりとするが、将来的には集約に努める。 

≪個別≫従来どおりとする。 

 

５．その他の検診の取り扱い（前立腺がん検診） 

（１）実施について 

    現在、錦町（基本健診とあわせて実施されるため、自己負担金 0 円）・周東

町（平成１５年度から自己負担金500 円）・玖珂町で実施。それ以外は実施し

ていない。 

 

（２）自己負担金について 

    検診の有効性が確かにされていない現状から、県内でも全額自己負担で

実施している自治体が存在する。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 玖珂町・周東町・錦町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

（１）実施について 

    玖珂町・周東町・錦町の例により調整し、実施する。 

 

（２）自己負担金について 

検診の有効性等に関する国の見解を考慮しつつ、合併時までに調整す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 52

事 務 事 業 名 健康診査事業（女性の健康診査等） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 周東町 玖珂町 由宇町・本郷村・錦町・美川町・美和町 

対象 18～39 歳の女性 

 

18～39 歳の男女 18～39 歳の男女 該当なし 

平成14 年度受診者数 

 

341 人 

 

105 人

（集団56 人・個別49 人）

151 人

(集団96 人  個別55 人)

－ 

自己負担金 

 

1,100 円 

 

500 円 集団  800 円

個別 1,000 円

－ 

検査項目 保健事業実施要領に基づく検査

項目 

（GOT、GPT、ｒ－GTP、赤血球、

ヘマトクリット、心電図、眼底を除

く。骨粗しょう症検査、結核検診

は実施。） 

保健事業実施要領に基づく検査 

項目 

（HｂA1ｃ､心電図、眼底を除く。骨

粗しょう症検査は実施。） 

保健事業実施要領に基づく検査項目 

（HbA1c、心電図、眼底を除く。集団の

み骨粗しょう症の検査実施。） 

※ 平成16 年度は骨粗しょう症検査 

なし 

－ 

委託料（１件あたり） 集団             1,800 円 

（骨粗は1,500円プラス） 

集団             2,300 円

個別             4,032 円

集団               2,850 円 

個別               7,825 円 

－ 

委託先 集団   岩国臨床検査センター 

（骨粗）予防保健協会 

集団         周東総合病院

個別         町内医療機関

集団           予防保健協会 

個別           町内医療機関 

－ 

事業費（平成14 年度） 1,268 千円 507 千円 集団（40 歳以上基本健診に含む） 

個別               430 千円

－ 

歳入（自己負担金） 466 千円 52 千円 集団（40 歳以上基本健診に含む） 

個別                54 千円

－ 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．実施について 

岩国市・玖珂町・周東町のみで実施している。 

 

２．対象者について 

<岩国市>     １８～３９歳の女性 

<玖珂町・周東町>１８～３９歳の男女 

 

３．自己負担金の設定について 

     ３市町で相違がみられる。 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎  ）２ （ 岩国市  ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（     ）６ 廃止の方向で検討する。 

（     ）７ その他（                                ） 

 

１．実施について 

岩国市の例により実施する。 

 

２．実施場所について 

当初は、新市内数ケ所（岩国市・玖北・玖西・由宇町）を実施会場とするが、受

診者数の状況等を勘案し、その後の変更の検討を行う。 

 

３．対象者について 

１８～３９歳の女性に限定して実施する。 

 

４．自己負担金について 

医師会等関係機関との調整を図るとともに、受益者負担の原則を基本に、

合併時に統一する。 

自己負担金は、委託料の１．５割程度とする。 
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事 務 事 業 名 集団健診（１歳６ケ月児・３歳児） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

事業の目的 

 

１歳６ヶ月児及び３歳児

に対し、集団で健康診査

を行い、障害や疾病の

早期発見を行う。また、

子育て支援の機会とす

る。 

 

同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

集団健診日 

（１歳６ケ月児健診） 

年２４回 

（月２回×１２ケ月） 

    

年６回 

（２ケ月に１回） 

年２回 

（０～３歳児の受診が可

能） 

 

年４回 

 

年３回 

 

年４回 年１２回 

（月１回×１２ケ月） 

 

年４回 

〃 

（３歳児健診） 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

現時点の町村の体制によっては、心理・耳鼻科・小児科等、専門の医師の派

遣が困難な状況にあるとともに、また、健診後のフォローも十分でないことから、

実施場所の集約についての検討が、従来から行われている。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

障害や疾病の早期発見等を目的としていることから、医師会等関係機関と調

整を図り、専門スタッフなど健診体制が充実している会場において、集約して実

施することを基本とする。 

ただし、新市移行後も当分の間、必要に応じて、従前の会場においても実施

する。 

なお、会場を集約する場合、その地域への移動が必要になることから、対象

住民には、専門スタッフ充実による健診体制や健診後のフォロー体制の強化な

ど、プラス部分の PR により理解を求める。 
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事 務 事 業 名 予防接種事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

接種の種類 

（個別） 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

三種混合、麻疹、風疹、日

本脳炎、BCG、インフルエ

ンザ 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

三種混合、二種混合、麻

疹、 風疹、 日本脳炎、

BCG、インフルエンザ 

接種の種類 

（集団） 

 

 

ポリオ ポリオ、日本脳炎、二種混

合 

ポリオ ポリオ、日本脳炎、ニ種混

合 

ポリオ ポリオ ポリオ ポリオ、日本脳炎、二種混

合 

自己負担金 

 

 

 

なし 

（ イ ン フ ル エ ン ザ の み

1,000 円） 

なし 

（ イ ン フ ル エ ン ザ の み

1,500 円） 

なし 

（ イ ン フ ル エ ン ザ の み

1,000 円） 

同左 同左 同左 同左 同左 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．接種方法について 

個別接種については、同様な項目により実施されているので、調整の必要なし。 

集団接種のうち、由宇町・玖珂町・周東町においては、日本脳炎等を学校において

実施している。 

 

２．自己負担金について 

インフルエンザ（由宇町１，５００円、その他市町村１，０００円）以外は徴収していな

いが、平成１５年度より県内統一のため、調整の必要なし。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市・本郷村・錦町・美川町・美和町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

集団接種については、全国一斉で実施されるポリオのみとし、それ以

外の接種は、個別接種で実施する。 
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事 務 事 業 名 機能訓練事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

１．Ａ型（基本型） 

   対象者  ：４０歳以上の者で、疾病・外傷その他の原因による身体又は精神機能の障害又は低下に対する機能訓練を行う必要がある者 

   実施場所：市町村保健センター等必要と認められる施設 

   実施内容：転倒予防、失禁予防、体力増進等を目的した体操 等 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

運営形態 直営 － 直営 委託 － 直営 委託 委託 

実施回数（平成14 年度） 月２回、言語月１回 － 月２回 週１回 － 月２回 週２回 週１回 

送迎 無 － 有 有 － 有 有 有 

スタッフ ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、保健師、

看護師、ボランティア 

－ 保健師、健康推進員 ＰＴ、保健師、看護師 － ＯＴ、保健師 保健師、看護師 ＯＴ、保健師、ボランティ

ア 

 

２．Ｂ型（地域参加型） 

   対象者  ：虚弱老人（寝たきり判定基準のランクＪに相当する者） 

   実施場所：集会所、公民館等、身近な施設や公園 

   実施内容：スポーツや絵画、工芸等の創作を主体とした活動 等 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

運営形態 直営 直営 － － 直営 委託 直営 － － 

実施回数（平成14 年度） 17 会場 計140 回 週１回 ４ケ所 － － 月２回 週１回 月１回 － － 

送迎 無 無 － － 有 有 無 － － 

スタッフ ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、保健師、

看護師、ボランティア 

看護師、保健師、介護福

祉士 

－ － 看護師、 

保健師、 

ＰＴ、運転士 

看護師、 

指導員、 

運転士 

保健師 － － 

 

ＰＴ・・・・理学療法士 

 ＯＴ・・・・作業療法士 

 ＳＴ・・・・言語療法士 

  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１．市町村によって、実施回数等、実施内容が異なる。 

 

２．町村によっては、送迎がなければ、事業の継続が困難となる。 

 

３．事業実施に際して、マンパワーの活用に差異がある。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （      ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

１．実施場所については、対象者の需要に基づき、現行どおりとするが、新市移

行後、新市全体における実施場所の配置を検討する。 

 

２．送迎については、地域の特殊性があることから、現行どおりとするが、新市移

行後、それぞれの実施場所に応じた送迎体制を検討する。 

 

３．マンパワーの活用については、それぞれの地域のマンパワーにより実施を継

続するが、新市移行後、効率のよい配置の調整を行う。 
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事 務 事 業 名 健康診査事業（基本健康診査／がん検診／女性の健康診査等） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

平成１５年度の健診（検診）実施状況と新市における調整方針案との比較 

【●新規拡充もしくは拡充、○継続、×廃止】 

 実施方法 
 

 
岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 

   30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 30～39 歳 40 歳以上 

集団  － ○ － ● × ○ － ○ － ○ － ○ × ○ 基本健康 

診査 医療機関  － ○ － ○ × ○ － ○ － ○ － ○ × ○ 

歯周疾患 医療機関  － ○（40.50 歳） － ○（40.50 歳） － ●（40.50 歳） － ●（40.50 歳） － ●（40.50 歳） － ●（40.50 歳） － ○（40.50 歳）

集団  － ○ － ○ × ○ － ○ － ○ － ○ × ○ 胃がん 

医療機関  － ○ － ● － ● － ● － ● － ● － ● 

集団 頚部のみ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

医療機関 頚部のみ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

子宮がん 

 〃 頚体部 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

集団 Ｘ線 － ○ － ○ × ○ － ○ － ○ － ○ × ○ 

（40 歳以上）

 〃 Ｘ線喀痰 － ○ － ○ × ○ － ○ － ○ － ○ × ●（50歳以上

→40歳以上）

医療機関 Ｘ線 － ○ － ● － ● － ● － ● － ● － ● 

肺がん 

 〃 Ｘ線喀痰 － ○ － ● － ● － ● － ● － ● － ● 

集団  ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 乳がん 

医療機関  ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

集団  － ○ － ○ × ○ － ○ － ○ － ○ × ○ 大腸がん 

医療機関  － ○ － ● － ● － ○ － ● － ● － ● 

集団  － － － － － － － ○ 

（50 歳以上）

－ ○ － － － － 

医療機関  － － － － － － － ○ 

（50 歳以上）

－ ○ － － － － 

前立腺がん 

実施方法 

未定 

 － ● 

（年齢未定） 

－ ● 

（年齢未定） 

－ ● 

（年齢未定） 

－ ○ 

（年齢未定） 

－ ○ 

（年齢未定） 

－ ● 

（年齢未定） 

－ ● 

（年齢未定） 

集団 女性 ○ 

（18～39 歳） 

－ ● 

（18～39 歳） 

－ ● 

（18～39 歳）

－ ○ 

（18～39 歳）

－ ● 

（18～39 歳）

－ ● 

（18～39 歳） 

－ ● 

（18～39 歳）

－ 女性の健康 

診査等 

  〃 男性 － － － － － － × 

（18～39 歳）

－ － － － － － － 

※集団・医療機関とも、新市住民であれば、どの会場・医療機関でも健診（検診）が可能となるが、当面、その場所は従来からの健診（検診）会場・医療機関を予定している。 
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事 務 事 業 名 健康診査事業（基本健康診査／がん検診／女性の健康診査等） 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

平成１５年度の健診（検診）実施状況と新市における調整方針案との比較 

【●新規拡充もしくは拡充、○継続、×廃止】 

 実施方法 
 

 
玖珂町 

   30～39 歳 40 歳以上 

集団  － ○ 基本健康 

診査 医療機関  － ○ 

歯周疾患 医療機関  － ●（40.50 歳） 

集団  － ○ 胃がん 

医療機関  － ● 

集団 頚部のみ ○ ○ 

医療機関 頚部のみ ○ ○ 

子宮がん 

 〃 頚体部 ● ● 

集団 Ｘ線 － ○ 

 〃 Ｘ線喀痰 － ○ 

医療機関 Ｘ線 － ● 

肺がん 

 〃 Ｘ線喀痰 － ● 

集団  ○ ○ 乳がん 

医療機関  ● ● 

集団  － ○ 大腸がん 

医療機関  － ○ 

集団  － ○ 

（50 歳以上） 

医療機関  － ○ 

（50 歳以上） 

前立腺がん 

実施方法 

未定 

 － ○ 

（年齢未定） 

集団 女性 ○ 

（18～39 歳） 

－ 女性の健康 

診査等 

  〃 男性 × 

（18～39 歳） 

－ 

※集団・医療機関とも、新市住民であれば、どの会場・医療機関でも健診（検診）が可能となるが、当面、その場所は従来からの健診（検診）会場・医療機関を予定している。 
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事 務 事 業 名 斎場関係事業 部 会 名 生活環境 

各  自  治  体  の  現  況 

斎場施設について 

 岩国市 由宇町 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

施設数 １ １ １ １ １ １ 1 

供用開始年度 昭和５８年度 平成８年度 昭和６２年度 平成９年度 平成６年度 昭和５６年度 昭和５２年 

焼却炉数 ５基 ２基 ２基 ２基 ２基 ２基 ２基 

  * 本郷村は、美川町の斎場を使用している。 * 玖珂町は斎場の建設計画がある。（H16・.17） 

  

   斎場使用料について 

 岩国市 由宇町 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

大人 

 

（市 民：10 歳以上）     無料 

 

（その他：10 歳以上）  16,000 円 

（町 民：10 歳以上）   5,000 円 

 

（その他：10 歳以上）  10,000 円 

（町 民：12 歳以上）  10,000 円

 

（その他：12 歳以上）  20,000 円

（町 民：13 歳以上）   5,000 円

 

（その他：13 歳以上）  35,000 円

（町 民：12 歳以上）  10,700 円
（本郷村民：  〃 ）    〃 

（その他：12 歳以上）  35,800 円

（町 民）      20,000 円 

 

（その他）        35,000 円 

（町 民）         5,000 円

 

（その他）         10,000 円
*その他について H16 から 

           20,000 円 

 

 

死 体 

 

 

小人 

 

（市 民：10 歳未満）     無料 

 

（その他：10 歳未満）  10,000 円 

（町 民：10 歳未満）   3,000 円 

 

（その他：10 歳未満）   6,000 円 

（町 民：12 歳未満）   7,000 円

 

（その他：12 歳未満）  14,000 円

（町 民：13 歳未満）   4,000 円

 

（その他：13 歳未満）  35,000 円

（町 民：12 歳未満）   6,000 円
（本郷村民：  〃 ）    〃 

（その他：12 歳未満）  30,600 円

（町 民）      20,000 円 

 

（その他）        35,000 円 

（町 民）          5,000 円

 

（その他）         10,000 円
*その他について H16 から 

         20,000 円 

 

死 産 児 

 

（市 民）           無料 

 

（その他）        10,000 円 

（町 民）         3,000 円 

 

（その他）         6,000 円 

（町 民）         3,000 円

 

（その他）         6,000 円

（町 民）         2,000 円

 

（その他）        35,000 円

（町 民）         5,300 円
（本郷村民）         〃 

（その他）          20,400 円

（町 民）      20,000 円 

 

（その他）        35,000 円 

（町 民）           3,000 円

 

（その他）          6,000 円
*その他について H16 から 

          12,000 円 

 

手術肢体等 

 

（市 民）         2,000 円 
* 10 ㎏までごとにつき 

（その他）         4,000 円 

（町 民）         1,000 円 

 

（その他）         2,000 円 

（町 民）         2,000 円

 

（その他）         4,000 円

（町 民）         2,000 円

 

（その他）        35,000 円

（町 民）         5,300 円
（本郷村民）         〃 

（その他）          20,400 円

（町 民）      20,000 円 

 

（その他）        35,000 円 

－ 

 

霊安室 

 

（市 民）         2,000 円 
* 24 時間までごとにつき 

（その他）         4,000 円 

（町 民）         2,000 円 
* 24 時間以内 

（その他）         4,000 円 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

通夜 

 

 

－ 

（町 民）         7,000 円 

 

（その他）        14,000 円 

 

－ 

 

－ 

（町 民）         10,000 円
（本郷村民）         〃 

（その他）        20,000 円

 

－ 

 

－ 

 

葬儀法要 

 

 

－ 

（町 民）         7,000 円 

 

（その他）        14,000 円 

（町 民）         7,000 円

 

（その他）        14,000 円

（町 民）         5,000 円
* 2 時間以内 

（その他）        10,000 円

（町 民）         10,000 円
（本郷村民）         〃 

（その他）        20,000 円

 

－ 

 

－ 

 

 

 

斎場で 

葬儀等を

行う場合 

通夜及び 

葬儀等 

 

 

－ 

（町 民）         14,000 円 

 

（その他）        28,000 円 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

霊柩車事業 

 

 

－ 
 

 

－ 

 

－ 

・町所有 １台 

・使用料は無し 

・運行は民間会社へ委託 

・町所有 １台 

・使用料は無し 

・運行は個人へ委託 

・町所有 １台 

・使用料は無し 

・運行は民間会社へ委託 

 

－ 

 

 

公営墓地の状況 

 

迫田墓園 

琥珀墓地 

八反田墓地 全区画完売 

普済寺墓地 

梅が丘墓地  

南岩国墓園 

南坊ヶ迫墓地園 

堀田開作墓地園 全区画完売 

 

 

 

一号墓地 

二号墓地 全区画完売

周東町墓地公園 

〃米川墓地園 

 

丸山墓地  －  全区画完売  

 

－ 

杉ヶ瀬共同墓地 

日光寺共同墓地 空区画有 

上長谷共同墓地 

牛ヶ多和共同墓地 

平原墓地 － H16 残り 17 区画

 

  * 本郷村は、美川町と同じ使用料にしている。 
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事 務 事 業 名 斎場関係事業 部 会 名 生活環境 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

 

［斎場施設］［公営墓地］ 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

［斎場使用料］ 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

［霊柩車事業］ 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

  

１  斎場施設については、使用可能な現有施設の一部を合併時に廃止することは、住民サービス及び住民福祉の低下

が考えられるため、当分の間は現行のまま新市に引き継ぐが、施設の老朽化で大規模な改修が必要なときには、廃止

も含めて検討する必要がある。 

 

２  斎場使用料については、８市町村に違いがあるので、合併時に統一する必要がある。 

 

３  霊柩車事業については、錦町、美川町、美和町において、町所有で実施されているが、新市においては、廃止の検討

が必要と思われる。 

 

４  公営墓地については、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、錦町、美和町に設置している。玖珂町、美和町以外は完売

している。 

 

１  斎場施設については、現行のまま新市に引き継ぎ、現有施設を運用して、施設の更新時に整理統合を検討する。 

 

２  斎場使用料については、合併時に統一する。ただし、葬儀等使用料については、現行のとおりとする。 

 

３  霊柩車事業については、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

 

４  公営墓地については、新市に引き継ぐ。 
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事 務 事 業 名 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 

 

 

補助限度額 

人槽区分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

５人槽 ３５４，０００円 ３５４，０００円 ３５４，０００円 ５００，０００円 ４００，０００円 ３５４，０００円 ５００，０００円 ５００，０００円

６～７人槽 ４１１，０００円 ４１１，０００円 ４１１，０００円 ７００，０００円 ５５０，０００円 ４１１，０００円 ７００，０００円 ７００，０００円

８～１０人槽 ５１９，０００円 ５１９，０００円 ５１９，０００円 ８２４，０００円 ７００，０００円 ５１９，０００円 １，２００，０００円 ８２４，０００円

１１～２０人槽 ９８１，０００円 ９８１，０００円 － － － － － － 

２１～３０人槽 １，６６８，０００円 １，６６８，０００円 － － － － － － 

３１～５０人槽 ２，２３８，０００円 ２，２３８，０００円 － － － － － － 

  * 岩国市の１１人槽以上については、御庄、藤河地区で土地区画整理をした地区の世帯に限定している。 

 

 

平成１４年度実績 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 ８市町村計 

設置基数 ２５４基 ４３基 ６基 ５０基 １０基 ８基 ４５基 １９基 ４３５基

補助金額 １０３，２０３千円 １６，６９８千円 ２，３５２千円 ３１，２００千円 ４，４５０千円 ２，９４６千円 ２７，５００千円 １１，５００千円 １９９，８４９千円

 

 

   国・県補助基準額 

人槽区分 補助限度額 

５人槽 ３５４，０００円 

６～７人槽 ４１１，０００円 

８～１０人槽 ５１９，０００円 

    

   補助率 ［ 国 １／３   県 １／３   市町村 １／３ ］ 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  補助金対象人槽区分については、岩国市、由宇町は、５人槽から５０人槽ま

で対象であるが、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町は、５人槽

から１０人槽まで対象となっており、異なっている。 

 

２  補助金額については、岩国市、由宇町、本郷村、美川町は、５人槽から１０

人槽まで同額であるが、玖珂町、周東町、錦町、美和町は、基準額を越えた額

が補助されている。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

 合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、当分の間現行のとおりとす

る。 
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事 務 事 業 名 ごみの収集関係事業（ごみ処理手数料） 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

１ ごみ処理手数料  

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

（大） 

（中） 

可燃物 

（指定ごみ袋） 

可燃物 

（指定ごみ袋） 

（小） 

３０円／枚 

２５円／枚 

１５円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

２５円／枚 

－ 

１５円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

２０円／枚 

－ 

１０円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

（大） 

 

資源ごみ 

プラスティック類 

（指定ごみ袋） （小） 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

２５円／枚 

 

１５円／枚 

－ 

 

－ 

３０円／枚 

 

－ 

２０円／枚 

 

１０円／枚 

３０円／枚 

 

２０円／枚 

－ 

 

－ 

（大） 

（中） 

不燃物 

（指定ごみ袋） 

（小） 

３０円／枚 

２５円／枚 

１５円／枚 

３０円／枚 

－ 

２０円／枚 

２５円／枚 

－ 

１５円／枚 

３０円／枚 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

２０円／枚 

－ 

１０円／枚 

３０円／枚 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

粗大ごみ ベビーカー等    ２５０円 

ファンヒーター等  ５００円 

シングルベッド等  ７５０円 

オルガン等   １，０００円 
※品目別に分かれている。 

１５ｋｇまで     ４００円 

１５～３０ｋｇ    ８００円 

３０ｋｇ以上   １，２００円 

５０ｋｇまで      ５００円

５０～７０ｋｇ   １，０００円

ベビーカー等    ２５０円

ファンヒーター等   ５００円

オルガン等   １，０００円

 
※品目別に分かれている。 

無料 ５０ｋｇまで      ５００円

５０～７０ｋｇ   １，０００円 

１品が１０ｋｇ      ２００円

〃１０～３０ｋｇ      ５００円

〃３０～５０ｋｇ  １，０００円

 

ベビーカー等    ２００円 

ファンヒーター等  ４００円 

シングルベッド等  ６００円

オルガン等   １，０００円
※品目別に分かれている。 

 

 

２ 一般廃棄物の排出者等が処理施設に搬入する場合 

岩国市 由宇町 本郷村 玖珂町・周東町 錦町・美和町 
２０ｋｇ又はその端数ごとに１０５円（６０ｋｇ／日以下は無料） 焼却施設 

 
※第一工場 

破砕処理施設へ搬入 上記金額に１００分の１５０を乗じた額 

２５円／ｋｇ  （焼却ごみに限る） 

※周陽環境整備センターへ搬入。 

※玖北環境衛生組合への搬入後、岩国市の施設へ搬入。

 

搬  入  方  法 

 

 

手数料 

２０ｋｇ又はその端数ごとに２１０円 軽車両による場合（１台１回に付） ５００円資源化施設 
※ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻ  ゙ 上記金額が実情に沿わない場合 １㎥又はその端数ごとに５２５円 積載量２t 以下の車両による場合（１台１回に付） １，０００円

２０ｋｇ又はその端数ごとに１０５円 積載量２t を超える車両による場合（１台１回に付） ２，０００円埋立施設 

上記金額が実情に沿わない場合 １㎥又はその端数ごとに５２５円 

不燃物  軽四輪車まで  ５２０円 

（瓦礫類） １t 車まで  １，０５０円 

       ２t 車まで  ２，１００円

       ４t 車まで  ４，２００円

１回につき５００円 

※玖北環境衛生組合への搬入後、

分別して岩国市の施設へ搬入。 

２５円／ｋｇ  （焼却ごみに限る） 

※周陽環境整備センターへ搬入。 

 

１世帯又は１事業所が一年度内有効の許可を受ける場合 ２０，０００円

  * 美川町の直接搬入料金については、玖北環境衛生組合への搬入は無料としている。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  指定ごみ袋手数料に相違がある。大袋は美川町が２０円、本郷村が２５円、

それ以外の自治体は３０円である。 

 

２  粗大ごみ収集手数料は、錦町以外は有料であるが、手数料に相違がある。 

 

３  直接搬入手数料の可燃ごみは、由宇町、玖珂町、周東町が搬入先の周陽

環境整備センターでは２５円／ｋｇで、岩国市は６０kg を超えた場合に２０ｋｇで

１０５円となっており５倍近くの差がある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。   ・・・粗大ごみ収集手数料 

（   ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。   ・・・指定ごみ袋手数料 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

                               ・・・直接搬入手数料 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

１  指定ごみ袋の料金については、新市に移行後、速やかに調整する。 

 

２  粗大ごみ収集手数料については、手数料は岩国市の例による。 

 

３  直接搬入手数料については、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
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事 務 事 業 名 ごみの収集関係事業（ごみの分別・収集運搬） 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

現在の分別・収集運搬体制 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 
定

期

収

集 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②埋立 

ごみ③ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類④びん類⑤か 

ん類⑥金属類及び破砕ごみ     

 処理困難ごみ（⑦乾電池・体温 

計類⑧蛍光管⑨ｶﾞｽﾗｲﾀｰ・ｽﾌﾟﾚ  ー

缶類⑩ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ類） 

資源品回収 ： ①新聞紙類②雑 

誌（雑紙）類③紙ﾊﾟｯｸ④段ﾎﾞー ﾙ⑤ 

布（衣）類⑥ｱﾙﾐ缶⑦電源ｺｰﾄﾞ類 

⑧廃食用油 

①焼却ごみ 

②ﾌﾟﾗ製容器包装 

③ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・白色ﾄﾚｲ・発砲ｽﾁﾛｰ

ﾙ 

④その他不燃物 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②不燃 

物③ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類④びん類⑤かん 

類⑥ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

資源品回収 ： ①新聞紙類②雑 

誌（雑紙）類③紙ﾊﾟｯｸ④段ﾎﾞー ﾙ⑤ 

布（衣）類 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②廃ﾌﾟﾗ

ｽﾁｯｸ③金属類④ｶﾞﾗｽ類⑤粗大 

ごみ 

資源品回収 ：  ①新聞紙類②雑

誌（雑紙）類③紙ﾊﾟｯｸ④段ﾎﾞー ﾙ⑤

布（衣）類⑥ｱﾙﾐ缶 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②ﾌﾟﾗｽﾁ

ｯｸ類③びん類④かん類⑤ﾍﾟｯﾄﾎﾞ

ﾄﾙ⑥その他金属・ｶﾞﾗｽ 
資源品回収 ： ①新聞紙類②雑 

誌（雑紙）類③紙ﾊﾟｯｸ④段ﾎﾞー ﾙ⑤

布（衣）類 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②不燃 

ごみ③その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ④びん類 

⑤かん類⑥ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
資源品回収 ： ①新聞紙類②雑 

誌（雑紙）類③紙ﾊﾟｯｸ④段ﾎﾞー ﾙ⑤ 

布（衣）類 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②ﾌﾟﾗｽﾁ

ｯｸ類③びん類④かん類⑤ﾍﾟｯﾄﾎﾞ

ﾄﾙ⑥その他金属・ｶﾞﾗｽ 
資源品回収 ： ①新聞紙類②雑 

誌類③段ﾎﾞー ﾙ④布類 

ごみ収集 ： ①焼却ごみ②ｶﾞﾗ

ｽ・陶器類③ビン類④廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

⑤ペットﾎﾞﾄﾙ⑥缶類⑦その他の

金属⑧有害・危険物 

資源品回収 ： ①新聞紙類②雑

誌類③段ﾎﾞー ﾙ 

 

*H16より廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを容器包装ﾌﾟ

ﾗｽﾁｯｸとその他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸに分

類 

分別

区分 

 

 

 

 

そ

の

他 

ペットボトル ： ｽｰﾊﾟー 等拠点回 

収方式（H12 年度から） 

白色トレー  ： ｽｰﾊﾟー 等拠点回 

収協力店（H6 年度から） 

粗大ごみ   ： 電話申込みによ 

る戸別回収 

※下線部分が資源化されるごみ 

古紙類・紙ﾊﾟｯｸ・紙製容器包装：

集団回収 

ﾋﾞﾝ類・缶類・乾電池・食用油：拠点

回収 

粗大ごみ：戸別回収 

※下線部分が資源化されるごみ

粗大ごみ   ： 戸別回収 

 

 

 

 

※下線部分が資源化されるごみ 

－ 
 

 

 
※下線部分が資源化されるごみ

粗大ごみ   ： ｽﾃｰｼｮﾝ回収 

 

 

 

 

※下線部分が資源化されるごみ

粗大ごみ   ： 申込みによる 

ｽﾃｰｼｮﾝ回収 

 

 

 

※下線部分が資源化されるごみ 

粗大ごみ   ： 申込みによる 

ｽﾃｰｼｮﾝ回収戸別回収 

 

 

 

※下線部分が資源化されるごみ

粗大ごみ：電話申込みによる戸

別回収 

 

 

 

※下線部分が資源化されるごみ

収集日 ・焼却ごみ：週２回 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：週１回 

・埋立ごみ、びん類、かん類、金

属類及び破砕ごみ、資源品回収：

４週１回 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ：直営で巡回指導 

・粗大ごみ：４週１回 

・焼却ごみ：週２回 

・ﾌﾟﾗ製容器包装：週１回 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・白色ﾄﾚｲ・発泡ｽﾁﾛｰ

ﾙ・その他不燃物 

・粗大ごみ：月１回 

・古紙類・紙ﾊﾟｯｸ・紙製容器包装：

年３回 

・焼却ごみ：週１～２回 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：週１回 

・不燃物、びん類、かん類、金属

類及び破砕ごみ、資源品回収：月

１回 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ：週１回 

・粗大ごみ：年２回（個人搬入の場

合は第３、第４金曜日） 

・焼却ごみ：週２回 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：月２回 

・金属類、ｶﾞﾗｽ類：月１回 

・粗大ごみ：２月に１回 

 

・焼却ごみ：週２回 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：週１回 

・埋立ごみ、びん類、かん類、金

属類及び破砕ごみ、資源品回収：

４週１回 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ：定期収集 

・粗大ごみ：年６～８回 

・焼却ごみ：週２回 

・その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：週１回 

・不燃ごみ、びん類、かん類、資

源品回収：月１回 

・粗大ごみ：年３回 

 

・焼却ごみ：週２回 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類：週１回 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、かん類、びん類、そ

の他金属ｶﾞﾗｽ、古紙類：月１回 

・粗大ごみ：年２回 

･焼却ごみ：週２回 

･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、：月２回 

･ｶﾞﾗｽ類、陶器類、ﾋﾞﾝ類、缶類、

金属類、有害・危険物：月１回 

･粗大ごみ：月１回 

・資源回収：月２回 

*H16 から 

 容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：月２回 

 その他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：月１回  

収集方法 ・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式     

（約３，１００箇所） 

・随時収集：ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙはｽｰﾊﾟー 等

拠点回収方式（４７箇所） 

・粗大ごみ：戸別収集（原則として

公道に面した玄関先に持ち出

す。） 

・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式     

（約２００箇所） 

・随時収集：ｺﾝﾃﾅ（ﾋﾞﾝ類・缶類）ﾎﾞ

ｯｸｽ（乾電池）ﾎﾟﾘﾀﾝｸ（食用油） 

・粗大ごみ：戸別収集（原則として

公道に面した玄関先に持ち出

す。） 

・定期収集：各地区収集場所 

・粗大ごみ：戸別収集 

・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式及びﾙｰﾄ

方式 

・粗大ごみ：ｽﾃｰｼｮﾝ方式 

・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式     

（約３１０箇所） 
・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式     

（約９０箇所） 

・随時収集：拠点回収方式（３カ

所） 

・粗大ごみ：ｽﾃｰｼｮﾝ方式 

・定期収集：ｽﾃｰｼｮﾝ方式     

（約７１箇所） 

 

・定期収集：地区収集場所及びﾙ

ｰﾄ方式（約２５０箇所） 

･粗大ごみ：戸別収集（原則として

公道に面した玄関先に持ち出。）

収集体制 ・定期収集：直営３０％、委託（４

業者）７０％（資源回収品は全て

直営） 

・粗大ごみ：直営 

・使用車両：直営１８台（ﾊﾟｯｶｰ車１

３台、ﾀﾞﾝﾌﾟ車２台、ｸﾚｰﾝ付ﾀﾞﾝﾌﾟ車

１台、ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾄ車２台）、委託３５台 

古紙類：子ども会育成会連絡協議

会 

紙ﾊﾟｯｸ・紙製容器包装・乾電池・

食用油：環境衛生連合会 

上記以外は委託業者 

・定期収集：委託（４業者）１００％

（資源品回収は全て直営） 

・粗大ごみ：直営 

・使用車両：委託２t ﾀﾞﾝﾌ  ゚

・定期収集：委託（１業者）１００％

・粗大ごみ：委託（１業者） 

・使用車両：委託業者により変動

する 

・定期収集：委託（２業者）１００％

・使用車両：直営２台（２t平ﾎﾞﾃﾞｨｰ

車１台、２t ﾀﾞﾝﾌﾟ車１台）、委託１台

（ﾊﾟｯｶｰ車１台） 

・定期収集：直営１０％、委託（１

業者）９０％（ｽﾃｰｼｮﾝ回収は全て

委託） 

・粗大ごみ：委託 

・使用車両：委託１台 

・定期収集：委託 

・古紙類：直営 

・使用車両：直営１台（ﾀﾞﾝﾌﾟ車１

台） 

･定期収集：直営 

･粗大ごみ：直営 

･使用車両：直営6 台(ﾊﾟｯｶｰ車2ｔ2

台、ﾀﾞﾝﾌﾟ車2.0ｔ1台、深ﾄﾗｯｸ2.0ｔ１

台ﾄﾗｯｸ 1.0ｔ１台 ﾄﾗｯｸ 0.8ｔ１台 

*H16 からﾊﾟｯｶｰ車4ｔﾘｰｽ 

その他 ・許可業者 １９業者 

※柱島３島のごみ収集、運搬は

地元に委託 

・許可業者 ６業者 ・許可業者 １業者 ・許可業者 １業者 ・許可業者 １業者 ・許可業者 １業者 ・許可業者 １業者 － 
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事 務 事 業 名 ごみの収集関係事業（ごみの分別・収集運搬） 部 会 名 生活環境 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  ８市町村から排出される資源品をリサイクルプラザで処理するようになれば、プラスチック類の分別品目を細分化す

る必要がでてくる。 

 

２  同一施設で処理するもの同士は分別区分を統一したほうが望ましい。しかし、収集日、収集方法は地域の実情に合

わせるほうが住民の混乱は少ない。 

 

ごみの分別・収集運搬について、分別については、新市に移行後、速やかに調整し、収集運搬については、当分の間

現行のとおりとし、地域の実情を考慮して随時調整する。 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 64

事 務 事 業 名 し尿･浄化槽汚泥処理 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩国市 由宇町 玖珂町 ・ 周東町 本郷村・錦町・美川町・美和町 

 

○し尿･浄化槽汚泥の収集･清掃 

区  分 し尿収集 

浄化槽

汚泥収

集・清掃 

収集料金 

直 営 許可業者担

当地区のミニ

収集地区 

 ９１５円/90 ㍑ 

超過分 

１８３円/18 ㍑ 

委託業者１ 担当地区を

決めて収集 

市内 

全域 
同 上 

委託業者２ 担当地区を

決めて収集 

市内 

全域 
同 上 

委託業者３ 担当地区を

決めて収集 

市内 

全域 
同 上 

柱島環境 

衛生組合 

柱 島  
同 上 

端島環境 

衛生組合 

端 島  
同 上 

黒島環境 

衛生組合 

黒 島  
同 上 

 

○し尿･浄化槽汚泥処理 

・ 収集したし尿及び浄化槽汚泥は、岩国市第２工場(し

尿処理場)に運搬し、処理している。 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥の収集･清掃 

・ 許可業者が実施。 

 

○収集料金 

  ８００円/90 ㍑  超過分 ８０円/10 ㍑ 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥処理 

・ 許可業者が周東環境衛生組合衛生センターに運搬し、処

理している。 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥の収集･清掃 

・ 許可業者が実施。 

 

○収集料金 

  １，２７０円/100 ㍑  超過分 １２７円/10 ㍑ 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥処理 

・ 許可業者が玖西環境衛生組合のし尿処理場に運搬し、

処理している。 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥の収集･清掃 

・ 許可業者が実施。 

 

○収集料金 

  ２，２００円/180 ㍑  超過分 １２円/１㍑ 

 

 

○し尿･浄化槽汚泥処理 

・ 許可業者が玖北環境衛生施設組合のし尿処理場に運搬

し、処理している。 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  し尿等は、岩国市は第２工場、由宇町は周東環境衛生組合(由宇町・柳井

市・大畠町・上関町･平生町・田布施町)、玖珂町・周東町は玖西環境衛生組合

(玖珂町・周東町･周南市)、玖北地区は玖北環境衛生施設組合(本郷村・錦町・

美川町･美和町)で処理している。岩国市では第２工場の移転計画もあるが、

他地域のし尿を受け入れられる余力はない。また、各施設はともに新しく処理

に支障はない。 

 

２  収集料金は地域によって差がある。 

 

３  収集については、岩国市では公共施設(公園など)、一部地域を直営で実施

し、市内の大半の地域は許可業者が実施している。町村ではすべて許可業者

が収集している。 

 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

１  し尿等の処理施設は各施設とも処理能力が決まっており他地域のし尿等を

受け入れて処理する能力はないため、現行のとおりの体制で使用することと

する。 

２  収集料金は許可業者によって差はあるが、料金の最終決定は業者にゆだ

ねられており一律化は困難であるため、現行のとおりとする。 

. 

※ 周東環境衛生組合、玖西環境衛生組合、玖北環境衛生施設組合の扱いは、

一部事務組合等の取扱いで協議する。 
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事 務 事 業 名 資源回収推進事業 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

１ 資源回収推進事業について 

 

 岩国市 由宇町 周東町 錦町 美和町 玖珂町 本郷村・美川町 

 

奨励金交付   

登録団体 

子ども会他        １３ 

 

子ども会育成        １ 

連絡協議会 

 

 

自治会            ３

子ども会           ３

学校他            ５

婦人会            ４

消費生活研究会      １

 

秋掛地区ふるさとづくり １

推進協議会 
自治会             ５ 

子ども会            ６ 

婦人会他           ８ 

－ 

 

 

 

目的 

・任意団体による個別回収 

子ども会等が行う任意の資

源品回収に対し、６円/㎏を実

施団体に奨励金として交付す

る。 

・任意団体による個別回収 

 由宇町子ども会育成連絡協

議会が行う任意の資源品回

収に対し、８円/㎏を実施団体

に奨励金として交付する。 

・任意団体による個別回収 

 子ども会等が行う資源品回

収に対し、古紙類（新聞・ﾀﾞﾝ

ﾎﾞｰﾙ・紙ﾊﾟｯｸ）、衣類及び金

属類について、５円/㎏、古紙

類（雑誌）について、１０/㎏を

実施団体に奨励金として交付

する。 

・任意団体による個別回収 

 あらかじめ町に登録した団

体で、再生利用できる資源品

回収に対し、４円/㎏を実施団

体に奨励金として交付する。 

・任意団体による個別回収 

 町民の日常生活から排出さ

れる廃棄物の中で再生利用

できる資源回収に対し、５円/

㎏を実施団体に奨励金として

交付する。 

･任意団体による個別回収 

 子ども会等が行う任意の資

源品回収に対し、紙類（新聞

紙・雑誌・段ﾎﾞｰﾙ）、繊維類

（布類・ﾀｵﾙ・ｼｰﾂ類）、金属類

（ｱﾙﾐ缶・ｽﾁｰﾙ缶、鉄くず）、

ビン類（ﾋﾞｰﾙ瓶・ｼﾞｭｰｽ瓶・一

升瓶・雑瓶）について、８円/

㎏を実施団体に奨励金として

交付する。 

－ 

 

 

 

対象品目    

及び奨励金額 
（１㎏当たり） 

段ﾎﾞー ﾙ              ６円 

びん類               ６円 

新聞紙              ８円 

雑誌                ８円 

段ﾎﾞー ﾙ             ８円 

紙ﾊﾟｯｸ              ８円 

 

新聞紙              ５円

雑誌               １０円

段ﾎﾞー ﾙ             ５円

紙ﾊﾟｯｸ              ５円

古布類              ５円

ｱﾙﾐ缶               ５円

新聞紙              ４円

雑誌                ４円

段ﾎﾞー ﾙ              ４円

 

新聞紙              ５円

雑誌                ５円

段ﾎﾞー ﾙ              ５円

ﾁﾗｼ                ５円

ｳｴｽ                ５円

紙類            ８円 

繊維類           ８円 

金属類           ８円 

ビン類           ８円 

－ 

 

 

２ 平成１４年度回収実績について 

 

 岩国市 由宇町 周東町 錦町 美和町 玖珂町 

新聞紙 2,235.2ｔ 6,705,690 円 173.0ｔ 1,384,000 円 163.7ｔ 818,700 円 1.3ｔ 5,360 円 7.3ｔ 36,350 円 24.9ｔ 199,360 円 

雑誌 1,350.9ｔ 4,052,778 円 103.7ｔ 829,360 円 74.7ｔ 747,420 円 1.2ｔ 4,920 円 3.7ｔ 18,650 円 13.1ｔ 104,720 円 

段ﾎﾞー ﾙ 578.6ｔ 1,735,800 円 23.1ｔ 184,640 円 18.6ｔ 92,920 円 0.6ｔ 2,360 円 0.9ｔ 4,700 円 8.4ｔ 67,520 円 

紙ﾊﾟｯｸ 18.6ｔ 55,725 円 0.7ｔ 6,080 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 0.5ｔ 3,760 円 

古布類 93.7ｔ 281,154 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 2.9ｔ 23,440 円 

ｱﾙﾐ缶 125.1ｔ 375,498 円 － ｔ － 円 11.3ｔ 56,645 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 4.0ｔ 31,793 円 

段ﾎﾞー ﾙ（子ども会他） 73.4ｔ 440,280 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 

びん類（子ども会他） 25.5ｔ 153,000 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 － ｔ － 円 

合計 4,501.0ｔ 13,799,925 円 300.5ｔ 2,404,080 円 268.3ｔ 1,715,685 円 3.1ｔ 12,640 円 11.9ｔ 59,700 円 53.8ｔ 430,593 円 

  * 岩国市は、平成１５年度で自治会連合会への奨励金を廃止している。 
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事 務 事 業 名 資源回収推進事業 部 会 名 生活環境 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 由宇町・玖珂町 ）の例により調整する。           ・・・奨励金額 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。  ・・・対象品目 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  岩国市、由宇町、玖珂町、周東町、錦町及び美和町は奨励金を交付しているが、本郷村及び美川町には資源回収推

進事業がない。 

 

２  奨励金と対象品目に６市町で違いがある。 

 

 

資源回収推進事業について、奨励金額については、由宇町及び玖珂町の例によるものとし、対象品目については、当

分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
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事 務 事 業 名 生ごみ処理機等購入補助事業 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

生ごみ処理機等購入補助金 

 

   （概要） 家庭から排出される生ごみ類の減量化を推進するため、生ごみを自家処理する処理機等の購入費用の一部を補助する。 

 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

 

 

補助 

対象者 

 

 

市内に住所を有し、かつ、

居住しており、堆肥化され

た生ごみを適正に処理でき

る者。 

町内に住居を有する家庭

で、設置場所が確保できる

者。 

町内に住所を有する世帯

主で、過去３年間ごみ処理

機器の購入に対し補助を受

けたことがなく、設置場所

の保全に配慮し、堆肥を自

家処理できる者。 

町内に住所を有する一般

家庭で、設置場所が確保で

き、生ごみ処理容器を購入

設置した者。 

町内に住所を有し、家庭用

生ごみ処理機（日量１㎏以

上の処理能力）を町内業者

から購入する者。 

町内に住所を有する世帯

主で、過去５年間ごみ処理

機器の購入に対し補助を受

けたことがなく、設置場所

の保全に配慮し、堆肥を自

家処理できる者。 

町内に住所を有する世帯

主で、設置場所の保全に配

慮し、堆肥を自家処理でき

る者。 

町内に住所を有する家庭

で、設置場所が確保できる

者。 

＊ H15.6 から過去６年間ご

み処理機器の購入に対し

補助を受けたことがないも

のとした。 

一般式(コンポスター) 一般式(コンポスター) 一般式(コンポスター) － － 一般式(コンポスター) 一般式(コンポスター) 一般式(コンポスター) 補助対象 

品目 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 電気式生ごみ処理機 

 

補助率 

 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

 

２分の１以内 

一般式 ： ３，０００円 
（１世帯当たり２基まで） 

一般式 ： ３，０００円 
（１世帯当たり２基まで） 

 

*１，０００円未満切捨て 

一般式 ： １０，０００円 
（１世帯当たり１基まで） 

 

*１００円未満切捨て 

 

－ 

 

－ 

一般式 ： ２０，０００円 
（１世帯当たり１基まで） 

 

*平成１４年度：１０，０００円 

一般式 ： １５，０００円 

（１世帯５年間で１基） 

 

*平成１４年度：１０，０００円 

一般式： ２５，０００円 
（１世帯当たり２基まで） 

 

*１，０００円未満切捨て 

 

 

 

限度額 
電気式 ： ２０，０００円 

（１世帯当たり１基まで） 

 

電気式 ： １０，０００円 
（１世帯当たり２基まで） 

 

*１，０００円未満切捨て 

電気式 ： １０，０００円 
（１世帯当たり１基まで） 

 

*１００円未満切捨て 

電気式 ： １０，０００円 
（１世帯５年間で１基） 

 

*１，０００円未満切捨て 

電気式 ： ２０，０００円 
（１世帯当たり１基まで） 

 

*１，０００円以下切捨て 

電気式 ： ２０，０００円 
（１世帯当たり１基まで） 

 

*平成１４年度：１０，０００円 

電気式 ： １５，０００円 
（１世帯５年間で１基） 

 

*平成１４年度：１０，０００円 

電気式 ： ２５，０００円 
（１世帯６年間で１基） 

 

*１，０００円未満切捨て 

一般式   ：   ２０基 一般式   ：   ４基 一般式   ：    １基 － － 一般式   ：   ０基 一般式   ：   １基 一般式   ：   ４基 

電気式   ：  ５４９基 電気式   ：  ２４基 電気式   ：    ３基 電気式   ：   ６５基 電気式   ：   ２３基 電気式   ：   ２基 電気式   ：  ５４基 電気式   ：  ５１基 

 

平成１４年

度実績 
１１，０１３千円 ２５８千円 ３５千円 ６５０千円 ４６０千円 ２０千円 ５４３千円 １，２６６千円

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  電気式生ごみ処理機補助金については、購入額の２分の１以内で、限度額

を玖珂町は２万５千円、岩国市、錦町、美川町は２万円、美和町は１万５千円、

由宇町、本郷村、周東町は１万円で各市町村の補助限度額に差がある。 

 

２  一般式(コンポスター)補助金については、購入額の２分の１以内で、限度額

を玖珂町は２万５千円、美川町は２万円、美和町は１万５千円、本郷村は１万

円、岩国市、由宇町は３千円で各市町村の補助限度額に差がある。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

１  生ごみの減量化、リサイクルの啓発のためには、生ごみ処理機等の普及は

有効であり、新市に移行後も購入補助制度は必要である。 

 

２  生ごみ処理機等の購入補助については、岩国市の例による。 
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事 務 事 業 名 公共下水道使用料及び受益者負担金 部 会 名 建設・都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 周  東  町 錦     町 

 

（１）公共下水道使用料 

・使用料金表（２ヶ月あたり） 

区分 基本料金 超過料金（1㎥につき） 

20㎥を超え 40㎥まで 119 円 

40㎥を超え 80㎥まで 146 円 一般汚水 20㎥まで 1,910 円 

80㎥を超えるもの 184 円 

20㎥を超え 40㎥まで 119 円 

40㎥を超え 80㎥まで 146 円 
公衆浴場

汚水 
20㎥まで 1,910 円 

80㎥を超えるもの   27 円 

*上記の表より算出した額に、消費税分５％を乗じて得た額が使用料金となる。 

 

〔計算例〕 

     2 ヶ月に 30㎥使用の場合 

      基本料金              1,910 円 

      超過料金（10㎥× 119 円）   1,190 円 

                          3,100 円 ×1.05 ＝ 3,255 円 

・公共下水道使用料の平成１４年度調定額          ３８３，９９２千円 

・         〃          収入済額          ３５８，２８９千円 

 

（２）公共下水道事業受益者負担金 

・単位負担金額 

    第１負担区   1 ㎡当り １９９ 円 

    第２負担区   1 ㎡当り ３００ 円 

 

・公共下水道事業受益者負担金の平成１４年度調定額     １５，７５７千円 

・         〃                 収入済額     １４，８４９千円 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口             １８，６１９人 

＊ 水洗便所設置済み人口         １７，０２８人 

＊ 一般会計繰入金        １，３００，０００千円 

 

 

（１）公共下水道使用料（毎月調定・徴収） 

・使用料金表（１ヶ月あたり） 

区分 基本料金 超過料金（1m3 につき） 

10㎥を超え 20㎥まで 135 円

20㎥を超え 50㎥まで 140 円
一般汚水（メ

ーター使用） 
10㎥まで 1,250 円 

50㎥を超えるもの 145 円

２～３人  

１人当たり６㎥追加 

135 円
一般汚水

（井戸水 

使用） 

１人まで 1,250 円
４人目から４㎥追加 140 円

*上記の表より算出した額に、消費税分５％を乗じて得た額が使用料金となる。 

      

    〔計算例〕 

2 ヶ月に 30㎥ 使用の場合 

     基本料金            1,250 円×2 ｹ月＝2,500 円 

     超過料金（10㎥× 135 円）            1,350 円 

                                  3,850 円 ×1.05 ＝ 4,042 円 

・公共下水道使用料の平成１４年度調定額           ６５，４３４千円 

・         〃         収入済額            ６４，８８３千円 

 

（２）公共下水道事業受益者負担金 

     ・単位負担金額 

    第１負担区   1 ㎡当り ２８０ 円 

    

・公共下水道事業受益者負担金の平成１４年度調定額     ７，２２２千円 

・         〃                 収入済額      ７，２２２千円 

 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口                ４，６０４人 

＊ 水洗便所設置済み人口           ３，５６７人 

＊ 一般会計繰入金            ２３０，０００千円 

 

（１）公共下水道使用料 

・使用料金表（1 ヶ月あたり） 

区分 基本料金 超過料金（1㎥につき） 

10㎥を超え 50㎥まで 110 円
一般汚水 10㎥まで 1,500 円 

50㎥を超えるもの 140 円

*消費税は内税。 

 

〔計算例〕 

     2 ヶ月に 30㎥使用の場合 

      基本料金 1,500 円×2 ｹ月＝  3,000 円 

      超過料金（10㎥× 110 円）   1,100 円 

                           4,100 円＝ 4,100 円 

・公共下水道使用料の平成１４年度調定額             ６，７２７千円 

・         〃          収入済額             ６，４５５千円 

 

（２）公共下水道事業受益者分担金 

・単位負担金額 

      1 建物当たり 180,000 円 

      複数桝 １桝当たり   180,000 円（やむを得ない場合のみ） 

 

    ・公共下水道事業受益者分担金の平成１４年度調定額     ５２，８０８千円 

・         〃                 収入済額     ５２，８０８千円 

 

 

 

 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口                １，３８４人 

＊ 水洗便所設置済み人口              ７７４人 

＊ 一般会計繰入金              ４６，７００千円 
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事 務 事 業 名 公共下水道使用料及び受益者負担金 部 会 名 建設・都市開発 

 

 調 整 方 針 

玖  珂  町 由  宇  町 

 

現在施設を整備中。平成18 年4 月供用開始予定。 

 

（１）公共下水道使用料 未  定 

 

（２）公共下水道事業受益者負担金        未  定 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口（計画時）      ２，２８０人 

＊ 水洗便所設置済み人口         ― 

＊ 一般会計繰入金             ― 

 

 

使用料について 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

受益者負担金（分担金）について 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

美  和  町 具体的調整内容 

 

平成１５年度から基本設計実施予定で､建設事業開始予定年度が平成１７年度で

ある。 

（１）公共下水道使用料              未  定 

 

（２）公共受益者分担金              未  定 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口（計画時）        ２，０００人 

＊ 水洗便所設置済み人口         ― 

＊ 一般会計繰入金             ― 

問 題 点・課 題 点 

（１）公共下水道使用料（毎月調定・徴収） 

・使用料金表（１ヶ月あたり） 

区分 基本料金 超過料金（1m3 につき） 

10㎥を超え20㎥まで 135 円 

20㎥を超え50㎥まで 140 円 
一般汚水（メ

ーター使用） 
10㎥まで 1,250 円 

50㎥を超えるもの 145 円 

２～３人 

（１人につき６㎥追加） 

135 円 
一般汚水

（井戸水 

使用） 

1 人 

（１０㎥） 
1,250 円 

４人超 

（１人につき４㎥追加） 

140 円 

*上記の表より算出した額に、消費税分５％を乗じて得た額が使用料金となる。 

  ＊水道水と井戸水を併用の場合 

   井戸水の場合の認定水量と、水道水の検針使用量を比較して、多い方が使用水量  

    〔計算例〕 

2 ヶ月に 30㎥ 使用の場合 

     基本料金            1,250 円×2 ｹ月＝2,500 円 

     超過料金（10㎥× 135 円）             1,350 円 

                                   3,850 円 ×1.05 ＝ 4,042 円 

・公共下水道使用料の平成１４年度調定額         １０３,２４３千円 

・         〃         収入済額           1０１,７３３千円 

 

（２）公共下水道事業受益者負担金 

     ・単位負担金額 

       1 ㎡当り ２７０ 円 

    

・公共下水道事業受益者負担金の平成１４年度調定額     ９，２１３千円 

・         〃                 収入済額      ８，１０１千円 

 

 

  〔１4 年度末施設概況〕 

＊ 処理区域内人口                ８，００５人 

＊ 水洗便所設置済み人口           ７，２９９人 

＊ 一般会計繰入金             ２９３，７３８千円 

 
 

〔使用料〕 

基本料金と超過料金の料金体系が異なっている。 

 

〔受益者負担金（分担金）〕 

 負担金の算定にあたり､単位面積当たりの単価を基準に決定している自治体

と建物の数を基準に決定している自治体があり、算定基準に違いがある。 

 

〔使用料〕 

 統一料金とすることが理想ではあるが､おのおのの施設は独立しており､施設の

規模､処理できる能力、汚水に係る維持管理費がそれぞれ違う。受益者とサービ

スが明確に対応する事業にあっては､受益者の負担とすることが、住民間の負担

公平の見地から必要である。また、現在の使用料はそれぞれの施設ごとに地域

の状況に基づいた適正な使用料金として定められているもので、合併後すぐに一

本化することは困難であり当面現行どおりとする。 

そして、新市に移行後、随時､使用料算定の基本的考え方に沿って､統一された

基本理念で､新市の実情にあった検討､調整を実施し､費用の実態にあった適正な

料金体系を設定していく。 

 

〔受益者負担金（分担金）〕 

 受益の範囲で､建設事業費の一部を負担するという制度の趣旨と既に今日まで

賦課してきた経緯を考慮し､現段階での格差はやむをえない。 
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事 務 事 業 名 水洗便所改造資金融資利子補給補助金 部 会 名 建設･都市開発 

各  自  治  体  の  現  況 

  

 岩  国  市 周  東  町 錦   町 玖  珂  町 

 

融資あっせん額 

改造資金          ３０万円以内 

浄化槽撤去費        ８万円以内 

便器２個以上の設置費 １３万円以内 

 

改造資金     １０万円以上５０万円以内 

改造工事 

 1 戸につき   １０万円以上７０万円以内 

 ２戸以上           １４０万円以内 

改造工事 

1 戸につき 5 万円以上５０万円以内 

償 還 期 間 ３０ｹ月以内 

(毎月１万円以上の元金均等割賦方式) 

３０ｹ月以内 ３６ｹ月以内 

(毎月１万円以上の元金均等割賦方式) 

３０ヶ月以内 

（毎月１万円以上の元金均等月賦償還） 

貸付利率及び利子

補給率 

･ 長期プライムレート+０.１％ 

・ 全額利子補給 

・ 住宅資金の固定金利 

・ 支払った利子の一部を補助 １/２ 

・ 長期プライムレート+０.１％ 

・ 利子補給 ２/３ 

・ 長期プライムレート＋0.1％ 

・ 利子補給1/2 

平成14 年度実績 貸 付 件 数             ７件 

貸 付 額         ２，５６０千円 

利子補給額        ３３，３５４円 

利子補給件数               ２件 

貸 付 額             ９２０千円 

利子補給額            ９，９０１円 

貸 付 件 数                 ６件 

貸 付 額              ４，２００千円 

利子補給相当額          ２０，２３８円 

貸付件数                ０件 

貸 付 額             ― 

利子補給額          ８，９１９円 

対 象 区 域 公共下水道処理区域 公共下水道処理区域及び特定地域生活排水

処理区域 

公共下水道処理区域 公共下水道処理区域内 

（利子補給については、供用開始後３年以内

の改造工事が対象） 

根拠法令等 岩国市水洗便所改造資金融資あっせん及

び利子補給に関する規則 

周東町水洗便所等改造資金利子補給補助金

交付要綱 

錦町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補

給に関する要綱 

玖珂町水洗便所等改造資金融資あっせん及

び利子補給要綱 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 改造資金融資のあっせん額､償還期間､利子補給率等に違いがある。 （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （    ）市･町･村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 公共下水道処理区域､特定地域生活排水処理区域内の水洗化促進と住民サー

ビスの向上を図るため､融資あっせん額と償還期間については錦町の例により

調整する。また、貸付利率､利子補給率については岩国市の例により、住民優位

の方向で調整し新しい制度を設ける。 
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事 務 事 業 名 水洗便所改造工事補助金 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 周東町 錦  町 玖珂町 

 

以前は要綱を定めていたが､平成９年度この事務に関する

国の補助金制度廃止に伴い岩国市の交付要綱も廃止してい

る。 なお、過去においても交付実績はない 

 

水洗便所の普及及び促進を図るため、生活扶助世帯の行う改

造工事に要する経費について、予算の範囲内で水洗便所等改造

工事費補助金の交付を行う。 

 

・交付の対象 

改造工事を行う家屋は、生活扶助世帯の所有であること。 

改造工事を行うくみ取便所等は、その世帯が使用するもの

であること。 

公共下水道処理開始の日から３年以内に行う改造工事であ

ること。 

・交付申請 

   申請者は、水洗便所等改造工事費補助金交付申請書と生活

扶助受給証明書、 

   排水設備計画確認申請書を提出。 

・交付の決定 

   補助金交付申請の可否及び補助金の額を決定し、水洗便所

等改造工事費補助金交付決定通知書により申請者に通知。

・工事施工 

   交付決定通知書受領後に着手。 

・補助金の交付 

   完了検査後、水洗便所等改造工事費補助金交付請求書によ

る請求に基づき補助金を交付する。 

 

 ・平成１４年度補助金交付件数 ０件 

  平成８年度､９年度に２件の交付実績はあるが､その後は交付

実績がない。 

 

補助金制度なし。 

 

水洗便所の普及及び促進を図るため、生活扶助世帯の行う改

造工事に要する経費について、予算の範囲内で水洗便所等改造

工事費補助金の交付を行う。 

 

・交付の対象 

改造工事を行う家屋は、生活扶助世帯の所有であること。 

改造工事を行うくみ取便所等は、その世帯が使用するもの

であること。 

公共下水道処理開始の日から３年以内に行う改造工事であ

ること。 

・交付申請 

   申請者は、水洗便所等改造工事費補助金交付申請書と生活

扶助受給証明書、 

   排水設備計画確認申請書を提出。 

・交付の決定 

   補助金交付申請の可否及び補助金の額を決定し、水洗便所

等改造工事費補助金交付決定通知書により申請者に通知。

・工事施工 

   交付決定通知書受領後に着手。 

・補助金の交付 

   完了検査後、水洗便所等改造工事費補助金交付請求書によ

る請求に基づき補助金を交付する。 

 

 ・平成１４年度補助金交付件数 ０件 

  平成10 年度､13 年度にそれぞれ１件の交付実績はあるが､そ

の後は交付実績がない。  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 水洗化の普及､促進のため､生活扶助世帯に対する工事経費について補助金

の交付を行うものであるが､近年においてはほとんど交付実績がない。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ◎ ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 各市町とも近年ほとんど交付実績がなく､この事業に関する国の補助金制度

（都市計画等推進補助金（生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助））も平成９

年度には廃止されている。このため、廃止する方向で調整する。 
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事 務 事 業 名 農業集落排水処理施設使用料及び加入負担金 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

     

区          分 由宇町 本郷村 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 岩国市・周東町 

施 設 数 １ １ １ １ ３ ２ 施設無し 

加入負担金 (分担金)           （千円） １００ １００ １５０ １００ １５０ 270 円/㎡ － 

平成１４年度 

加入負担金 

調定額    （千円） 

収入済額   （千円） 

３００ 

３００ 

１００

１００

０

０

０

０

０ 

０ 

1，５９９ 

1，５６１ 

－ 

基本料金 ２，０００/10㎥まで １，５００ １，４００ １，２００ １，８００ １，２５０ － 

超過料金 １３０/1㎥につき 無し 無し 無し 無し １㎥  135 円～145 円 － 

 

使 用 料 (円) 

世帯員割 無し ５００ ５５０ ８００ ８００ 無し － 

平成１４年度 

使用料 

調定額    （千円） 

収入済額   （千円） 

１６，４４２ 

１６，４３２ 

８，５８３

８，３３４

２，０９０

２，０９０

５４０

５４０

１４，８６６ 

１４，５６９ 

７，６０９ 

７，４９１ 

－ 

平成１４年度  一般会計繰入額   （千円） １７，８８３ ３７，６１４ １８，８４０ １，８１０ ５３，０００ １１，１７０ － 

平成１４年度末 加入者数        （人） １，０６９ ７５２ １５６ ３６ ７１２ ６４２ － 

平成１４年度末 加入世帯       （世帯） ３３５ ２２３ ６４ １５ ２６１ ２０９ － 

 

備          考 

－ － － 平 成 16 年 度 新 規

着工予定施設あり。 

－ 公共下水道へ接続 － 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

由宇町は水道の使用水量に応じた使用料を定めているが､他町村は基本料

金と世帯員割となっているなど、町村間で料金体系が異なり、使用料や加入負

担金（分担金）に差がある。また、玖珂町においては、処理施設がなく、公共下

水道へ接続しているため、受益者分担金・使用料体系は公共下水道事業に準じ

ている。 

〔使用料〕 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

〔加入負担金〕 

（   ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

 

 

１  使用料については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、各施設の

料金改定の時期にあわせ、随時調整する。 

 

２  加入負担金（分担金）については、施設整備の際の工事費などを基に算定

されている。すでにその施設の加入負担金を支払い加入している人との公平

性を保つためにも当分の間現行のとおりとする。 
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事 務 事 業 名 特定地域生活排水処理事業 部 会 名 生活環境 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

周  東  町  

 周東町だけが実施している。使用料は、公共下水道料金と同額にしている。 

調 整 方 針 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（   ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１．事業の内容：町が事業主体となって、戸別に合併処理浄化槽を設置すると共に維持管理も町が行う事業（水質汚濁防止法に規定する生活排水対策重点地域、

国庫補助１/３）である。なお、本町では併せて下流の排水管も単独事業で整備している。 

２．事業の目的：特定の地域を単位として整備し、し尿と雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

３．特定地域生活排水処理施設使用料 

 

使用料金表（１カ月につき） 

区分 基本料金 使 用 水 量 超過料金（1㎥につき） 

２～３人 １人当たり６㎥追加 １０㎥～２０㎥まで 135 円

４人目から １人当たり４㎥追加 ２０㎥～５０㎥まで 140 円
一般汚水 

 （井戸水使用） 

１人まで 

（１０㎥） 
1,250 円 

  ５０㎥～ 145 円

   * 上記の表より算出した額に、消費税５％を乗じて得た額が使用料金となる。 

    ［当初計画］ 

整備計画基数 ５７０基 

整備計画人口 １，６９７人 

    ［平成１４年度末］ 

整備基数 １１６基 

整備人口 ３２７人 

 

［計算例］ 

１カ月に３人家族で使用の場合 

    使用水量 ２２㎥  【基本料金(1,250 円)＋超過料金（１０㎥×１３５円＋２㎥×１４０円）】×１．０５＝３，０２４円 

 

［平成１４年度の状況］ 

調定額 1,791 千円 

収入済額 1,787 千円 

一般会計繰入金 18,000 千円 

 

４．特定地域生活排水処理事業分担金 

 

分担金の額 ：一般家庭用（１０人槽まで）    一律 １１４，０００円 

           それ以外のもの           工事費の１０分の１ 

 

［平成１４年度の状況］ 

調定額 10,146 千円 

収入済額 8,550 千円  

 

 特定地域生活排水処理事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

・柑橘病害虫防除対策事業 

目 的） 

ミカン生産農家の育成支援 

内 容） 

ミカンバエ駆除液状薬剤購入

費補助。 

交付対象）ＪＡ岩国市，ＪＡ山口

東を通じミカン農家。 

補助率）  薬剤購入費の１/３ 

 

平成１４年度実績   

１０３戸

(2553.9a) 

           １１５千円 

・柑橘転換促進事業 

目 的） 

柑橘優良品種への転換 

内 容） 

うんしゅうミカン園の伐採改植

経費助成 

交付対象） 由宇町柑橘同士会 

補助率）        １/２以内 

 

平成１４年度実績     ７９本 

１３５千円 

 

（平成１５年度末廃止） 

 

― 

 

― 

 

・特産物振興対策事業 

目 的） 

特産物の増産、技術改善及び

振興。 

内 容） 

特産物用施設費補助、資材購

入費補助、特産物苗購入費補

助。 

交付団体) 

農林業者、団体 

補助率)  ３/４～１/３以内 

 

平成１４年度実績 

 ２団体（こんにゃく種芋、わさ

び苗） 

           １２４千円

 

― 

・栗･茶･桑新植補助金 

目 的） 

美和町特産の生産地造成を図

る。 

内 容） 

町の奨励品種苗木の新植。 

交付対象） 各生産農家 

補助率）  定額補助 

   １０，０００円/１０ａ 

平成１４年度実績 

            １２千円 

 

― 

 

― 

・有機堆肥等助成事業 

目 的） 

有機物等を投入して、共販生産

農家に係る良品質な農産物の

生産推進を図る。 

内 容） 

共販作物栽培出荷組合に加入

する農家が作物ほ場に係る土

づくりのために要する土壌改良

堆肥経費（ケイフン、バーク堆

肥、油粕等）の補助。 

交付対象) ＪＡ山口東 

補助率） 事業費の１/２以内 

 

平成１４年度実績 

 レンコン、小物野菜、花卉、施

設園芸、柑橘 

           ７００千円 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

― 

・景観形成作物等種子助成 

目 的） 

地域ぐるみの米生産調整の円

滑な実施。 

内 容） 

農業者等の拠出により資金を

造成し、景観形成作物（ヒマワ

リ、コスモス等）の作付けを実

施した農業者に対する種子助

成。 

交付対象) ＪＡ山口東 

補助率）  

ヒマワリ１．０ｋｇ/１０ａ当たり 

コスモス０．５ｋｇ/１０ａ当たり 

 

平成１４年度実績     な し 

 

 

― 

・種子更新対策事業 

目的） 

良質米の品種の統一又は種子

更新率の向上を図る。 

内容） 

周東町種子更新協議会へ種子

代等を一部助成。 

事業主体） 

周東町種子更新協議会（事務

局：ＪＡ山口東） 

 

平成１４年度事業費実績 

７９０千円

うち 町補助金    540 千円

ＪA 山口東負担金   250 千円

 

種子助成金      ７４２千円

事務・研修費      ５８千円

 

― 

 

― 

 

― 

・景観形成作物等作付け助成 

目的） 

米生産調整の円滑な推進と荒

廃地対策 

内容） 

水田に景観形成作物（そば、コ

スモス、ひまわり、菜の花）の

作付けをした農業者に『対する

助成 

交付対象） 

農家（ＪＡ山口東により一括申

請） 

補助率） 

10,000 円/10ａ当たり 

平成１４年度実績 ５４７千円 

 

 

 

・れんげ種子助成事業 

目的） 

農地の荒廃地対策 

内容）れんげを自らの水田に作

付けするために町内業者より

購入した種子代の助成 

交付対象） 

農家（ＪＡ山口東一括申請） 

補助率） 

３㎏以内/１０ａの購入金額の

７０％ 

平成14 年度実績 

３２戸    ５３千円
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

― 

 

 

・施設園芸推進事業 

目 的） 

都市近郊農業を促進し、施設園

芸の定着化を図る。 

内 容） 

町内農家が１ａ以上の施設を新

規導入するための経費助成(パ

イプハウス資材費、換気扇・ボ

イラー資材費) 

交付対象）ＪＡ山口東 

補助率） 

事業費の１/３以内 パイプハ

ウスは６０万円限度 換気扇・

ボイラーは３０万円限度 

 

平成１４年度実績     な し 

 

 

 

・特産野菜施設補助金 

目的） 

特産野菜の産地化を図る。 

内容） 

パイプハウス等の設置に対す

る補助。 

交付対象者） 

農家 

補助対象額） 

10a あたり 1,100 千円以内の１

／２以内 

対象作物） 

わけぎ・広島菜 

その他村長が認める作物。 

 

１４年度実績  なし 

 

 

・特産品生産施設貸与制度 

目的） 

特産品の奨励と産地化をめざ

すとともに担い手の確保を図

る。 

内容） 

１棟１５０㎡以上のパイプハウ

スで５年以上栽培。 

払い下げは当初設置した費用

の１割にて譲渡。 

交付対象者） 

農家 

対象作物） 

花卉・花木 

その他村長が認める作物 

１４年度現在 

農家 ２戸     １，５５１千円 

 

 

 

― 

・産業経済振興施策事業 

目 的） 

産業経済の振興 

内 容） 

農産物振興、畜産振興、特産物

振興、地域振興、観光開発等の

施策(事業経費)に対する補助。

交付対象) 

 協業体、グループ、団体。 

補助率) 

 予算の範囲内(実績１/２以内)

 

平成１４年度実績 

 ３団体(柿パッケージ、加工所

物置、わさび・ほうれんそうパ

イプハウス) 

           ２７８千円

・特産物奨励事業 

目 的） 

特産振興。 

内 容） 

特産物生産施設(パイプハウス)

建設費補助。特産物苗購入費

補助。 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）  １/２以内 

 

平成１４年度実績 

  ０円 

平成１５年度予算   ９０千円 

 

― 

 

 

・施設園芸振興対策事業補助

金 

目的） 

施設野菜の団地化の推進 

事業内容） 

 施設園芸用生産施設設置事

業 

交付対象） 

農業者を構成員とする集団 

補助率）   １/３ 

平成１４年度実績     なし 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

― 

・循環型農業産地づくり補助金 

目 的） 

循環型農業産地づくりの推進。 

内 容） 

エコファーマー技術に伴う資材

費助成(有機質施用技術、化学

肥料低減技術、化学農薬低減

技術) 

交付対象) ＪＡ山口東 

補助率） 事業費の１/２以内 

 

平成１４年度実績 

  ラノーテープ     １７本 

  有機肥料      １８７俵 

      １９９千円 

 

 

― 

・棚田地域等保全整備事業 

事業内容） 

５年以内にほ場整備計画の実

施予定がなく、棚田において水

稲を作付けし、畦畔を保全管理

するための防水シートを設置し

ようとする場合に、その原材料

費に対し補助する。 

事業主体) 

 農協、団体 

補助率） 

 経費の１/２ 

平成１４年度実績 

         １，４６６千円

（２，９３１，２９４円×１/２）

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

・農業共済事業費補助金 

目 的） 

農家の経営安定。 

内 容） 

園芸施設、畑作物（大豆）、果樹

（温州みかん）の農業共済掛金

及び賦課金に対する一部補助 

交付対象) 

山口県東部農業共済組合 

補助率) 

１/２以内 

 

平成１４年度実績 

 園芸施設79 戸 457,318 円 

 畑作物  14 戸   9,237 円 

 

           ４６７千円 

・農産物安定生産振興事業 

目 的） 

町内農家の経営安定。 

内 容） 

農業共済に関する経費の補助 

(水稲事業、畑作物事業、果樹

事業、施設園芸事業) 

交付対象) 

山口県東部農業共済組合 

補助率) 

水稲事業 １０/１０ 

その他   １/2 以内 

 

平成１４年度実績 

 水稲３６３戸１１１ｈａ 

 施設２６戸１．６ｈａ 

 果樹１６戸３．２ｈａ 

           １，１４３千円 

園芸施設共済掛金補助事業 

目的） 

施設園芸農家の共済掛金の軽

減を図る。 

内容） 

施設園芸共催掛金に対する補

助 

交付対象者） 

共済加入者 

補助率）１／２以内 

平成１４年度実績 農家数 ３戸  

２０千円 

 

・園芸作物等被害共済対策事

業 

目的） 

施設園芸農家の経営安定 

内容） 

施設野菜の生産振興策として

施設園芸作物等被害共済負担

金の一部助成 

交付対象） 

山口県東部農業共済組合 

補助率）定額（予算の範囲内） 

 

平成１４年度実績 

２２５千円（ハウス農家５０

戸 、 １ １ ９ 棟 、 農 家 掛 金

682,856 円、補助率32.9%） 

・農業共済事業 

目 的） 

農家の共済掛け金の軽減を図

る。 

内 容） 

水稲、施設園芸共済掛け金に

対する補助金。 

交付対象)  農業共済加入者 

補助率）  １/２以内 

 

平成１４年度実績   

 水稲 ３２７名  213,824 円 

 施設  27 名  113,996 円 

 

           ３２８千円

・農業共済加入奨励金補助金 

目 的） 

農家の経営安定。 

内 容） 

水稲、家畜、施設共済に対する

賦課金補助。 

交付対象) 農業共済加入農家 

補助率） 事務賦課金分を補助 

      １０/１０ 

 

平成１４年度実績 

水稲共済        ２２名  

園芸施設共済     １０名 

家畜共済         ２名  

 

 ６９千円 

・農業共済事業費補助金 

目 的） 

農家の共済掛金及び賦課金の

負担軽減を図り農業振興に寄

与する。 

内 容） 

農作物、蚕繭、園芸共済に対す

る補助金。 

交付対象) 農業共済加入者 

補助率） 事務賦課金分を補助 

      １００％以内 

 

平成１４年度実績 

水稲共済       ７１６名 

畑作物共済        ８名 

園芸施設共済      ２４名 

  

     ４４３千円

・農業共済事業補助金 

目的） 

農家の経営安定 

内容） 

農作物共済（水稲）、園芸施設

共済掛金の助成 

交付対象者） 

共済加入者 

補助率） 

水稲  １０/１０ 

園芸施設 １/４ 

 

平成１４年度実績 

  水稲   ４０５戸 

       ６５９千円 

園芸施設   ３戸 

        １７千円 

 

― 

 

― 

 

― 

・家畜共済掛け金負担 

目 的） 

町有牛の事故補償の確立を図

る。 

内 容） 

町有繁殖雌牛貸付制度利用者

の家畜共済掛け金を町が負担

する。 

交付対象)  町有繁殖雌牛貸

付制度利用者 

補助率） 負担率１００％ 

平成１４年度実績  

１１畜産農家

          ３６９千円

・家畜共済掛け金補助 

目 的） 

農家の共済掛け金の軽減を図

る。 

内 容） 

家畜共済掛け金に対する補助

金。 

交付対象)  農業共済加入者 

補助率）  １/５以内 

 

平成１４年度実績 

 １０畜産農家

            ３３６千円

（家畜共済加入奨励金補助金） 

 

 上記農業共済加入奨励金補

助に含む。 

・家畜共済掛け金補助 

目 的） 

農家の共済掛け金の軽減を図

る。 

内 容） 

家畜共済掛け金に対する補助

金。 

交付対象)  農業共済加入者 

補助率）  賦課金部分 

 

平成１４年度実績  

 １８畜産農家 

           ２５６千円

 

       ― 
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事 業 名 農業振興助成制度(振興作物奨励制度) 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 市町村により振興作物が違い、振興方策､補助金額等さまざまである。 

 

 当面現行のとおりとし、新市の農業振興計画､野菜産地化計画等に基づき、補助基準、内容等の調整を図る｡ 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(担い手育成事業：農地借受奨励金・農地流動化奨励金ほか) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

・農地借受奨励補助金 

目 的） 

担い手育成、遊休農地の有効

利用。 

内 容） 

農業経営面積５０ａ以上となる

ことを前提に担い手農家に借

受をすすめる。 

交付対象） 担い手農家 

奨励金額） 

賃貸借３年以上６年未満７，００

０円/１０ａ当たり、６年以上１０

年未満１５，０００円/１０ａ当た

り、１０年以上２２，０００円/１０

ａ当たり 

 

平成１４年度実績      ６件 

          ２９，９９０㎡ 

２０７千円 

・担い手農家育成奨励金交付

事業 

目 的) 

農地流動化の促進、中核農家

の育成、確保、農地の有効利

用。 

内 容) 

担い手農家への助成。 

交付対象) 

農地流動化による賃借権の設

定を受けた担い手農家 

奨励金額) 

 賃貸借３年以上６年未満１０，

０００円/１０ａ当たり、６年以上

１０年未満２０，０００円/１０ａ当

たり、１０年以上３０，０００円/１

０ａ当たり 

 

平成１４年度実績     １４件 

３９，２００㎡ 

           ３３９千円 

 

― 

・農地流動化奨励金交付事業 

目 的) 

利用権の集積を通じて、農業経

営の規模拡大、農業の中核的

担い手の育成、確保及び農地

の有効利用を図る。 

内 容) 

農地の賃借権の設定を受けた

者に対して基準に基づき奨励

金を交付。 

交付対象） 

利用権設定により１５０ａ以上の

経営規模となり、集積が３０ａ以

上である中核農家。 

奨励金額） 

賃借権３年以上６年未満で

２，５００円/１0ａ当たり、６年以

上で５，０００円/１0ａ当たり 

平成１４年度実績      ６件

           ３７，５７０㎡

１４８千円

 

― 

 

― 

・美和町農地流動化奨励交付

事業 

目 的) 

担い手育成、確保及び農地の

有効利用。 

内 容) 

農業経営面積３０ａ以上の経営

規模 

交付対象） 

町内に住所を有して権利獲得

後の経営面積が３０ａ以上の経

営規模となる者。 

奨励金額) 

新規賃貸借権３年以上６年未満

１０，０００円/１０ａ当たり、６年

以上１０年未満２０，０００円/１

０ａ当たり、１０年以上３０，０００

円/１０ａ当たり 再設定の場合

は８割の金額。 

 

平成１４年度実績     １９件 

            ６１，３００㎡

７７９千円

 

― 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(担い手育成事業：農地借受奨励金・農地流動化奨励金ほか) 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

― 

・新規就農者家賃助成 

目 的） 

円滑な就農支援。 

内 容） 

県より認定就農者または新規

就農候補者決定を受けたも

のが、由宇町内に住宅を賃借

した場合の家賃助成(共販生

産者組合加入者に限る) 

交付対象) 共販生産者組合 

補助率） １/２以内（３年間） 

 

平成１５年度から実施。 

平成１５年度予算 

３００千円 

 

 

― 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

・新規就農者借地料助成 

目 的） 

円滑な就農支援。 

内 容） 

県より認定就農者または新規

就農候補者決定を受けたも

のが、由宇町内に農地を賃借

した場合の小作料助成(共販

生産者組合加入者に限る) 

交付対象) 共販生産者組合 

補助率） １/２以内（３年間） 

 

平成１５年度から実施 

平成１５年度予算 

１２０千円 

 

 

― 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(担い手育成事業：農地借受奨励金・農地流動化奨励金ほか) 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 由 宇 町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 担い手に対する農地流動化のための奨励金の単価や交付対象者の基準に違いがある｡ 

 新規就農者に対する市町村単独の助成制度をもうけているのは由宇町だけである｡ 

 

農地流動化奨励金 

 農地流動化のための奨励金制度については、新市移行後、速やかに調整する｡ 

 

新規就農者助成制度 

 新規就農者に対する助成制度については、由宇町の例により調整し新市全体の新規就農者の確保、育成に努める｡ 

なお、その後の方向としては、農業に関する各種計画の見直しにあわせ、新規就農者だけでなく、「認定農業者」や「やま

ぐち型担い手」など多様な担い手確保のための効果的な施策の検討を行い、新たな制度の創設を目指す｡ 
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事 務 事 業 名 
農業振興助成制度(畜産振興助成制度：村有牛貸付制度・町有繁殖雌牛貸付制

度) 
部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市／由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

・村有牛貸付制度 

目的） 

黒毛和種繁殖雌牛の改良増殖

を図る。 

内容） 

村有牛の無償貸付 

８ヶ月～１６ヶ月未満・・・６年 

16 ヶ月～25 ヶ月未満・・・５年 

対象者） 

貸付対象の条件を満たす農家 

１４年度現在貸し付け状況 

貸し付け農家 ６戸 

貸し付け頭数 ６頭 

新規貸し付け なし 

 

村の備品として管理しているが

共済掛金等使用管理費用はす

べて借受人負担。 

 

（※平成１６年度末廃止予定） 

・町有繁殖雌牛貸付制度 

目 的） 

黒毛和種繁殖雌牛の改良増殖

を図るために町有牛の貸付、

譲渡等を行う。 

内 容） 

貸付の審査斡旋は斡旋委員会

で審議。繁殖雌牛を６年間無料

で貸付。飼育に要する経費は

農家負担。貸付期間中に雌子

牛１頭を町に帰属。帰属された

子牛は町有牛として、農家に６

年間無償貸付。貸付期間満了

後は無償で譲渡。 

対 象）  条件を満たす農家。 

 

平成１４年度実績 

 ２３頭を１１農家に貸付。   

 

備 考）町の備品として管理。

家畜共済掛け金は町が負担す

る。(平成１４年度 ３６９千円) 

・町有牛繁殖雌牛貸付制度 

目 的） 

黒毛和種繁殖雌牛の改良増殖

を図る。 

内 容） 

町有の繁殖雌牛の無償貸付。

貸付期間５～６年。 

対 象） 

繁殖雌牛の飼養経験者 

 

 

平成１４年度実績 

 現２頭保有、２畜産農家へ貸

付。 

 

  ― 

・町有牛繁殖雌牛貸付制度 

目的） 

黒毛和種繁殖雌牛の改良増殖

を図るため、繁殖雌牛の貸付

け、及び譲与等を行う。 

内容） 

貸付の審査斡旋は美和町和牛

生産組合で審議。繁殖牛を6年

間無料で貸付。飼育に要する

経費は農家負担。貸付期間中

に雌子牛１頭を町に帰属。 

対象） 条件を満たす農家 

平成１４年度実績 

現１０頭保有、９農家へ貸付 

  

 

― 

 

         ５ 

 新市移行後も当分の間現行

どおりとし､随時調整する。 

 ＪＡ､農林事務所などとも、新

市としての牛の改良方針等を

協議し、これをふまえ随時調整

する。 
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事 務 事 業 名 
農業振興助成制度(畜産振興助成制度：肉用牛導入事業補助金・優良雌牛保留

事業補助金・経済連預託牛利子補給金・美和町有牛産子肥育事業補助金) 
部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市／由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

・肉用牛導入事業補助金 

目 的） 

増頭対策。 

内 容） 

地域内保留、自家保留、市場で

子牛を購入した場合に補助金

支給。 

交付団体）  畜産農家 

補助率）  ５０，０００円/１頭 

 

平成１４年度実績      ６頭 

           ３００千円 

 

― 

 

― 

 

― 

・優良雌牛保留事業補助金 

目 的） 

黒毛和種繁殖雌牛の改良増殖

を図る。 

内 容） 

保留牛１頭ごとに補助金支給。 

交付団体）  畜産農家 

補助率）  ５０,０００円/年(２年

間) 

 

平成１４年度実績     １７頭 

（Ｈ１３認定 10 頭，Ｈ１４認定 7

頭） 

           ８５０千円 

 

― 

 

― 

・経済連預託牛利子補給金 

目 的） 

改良、増殖促進。 

内 容） 

利子補給 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）   

利子全額(上限９％以内)   

 

平成１４年度実績 

             １０千円 

 

・単村預託牛補給金 

目 的） 

改良、増殖促進。 

内 容） 

利子補給 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）   

利子全額(上限９％以内)   

 

平成１４年度実績 

             ４千円 

 

― 

 

― 

 

― 

・美和町有牛産子肥育事業補

助金 

目 的） 

町内優良繁殖牛を肥育牛として

育成する。 

内 容） 

市場購入価格の１/４の補助金

支給。 

交付団体） 畜産農家 

補助率）  ２５％ 

 

平成１４年度実績      ２頭 

           １８０千円 

 

― 

 

５ 

新市移行後も当分の間現行

どおりとし､随時調整する。 
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事 務 事 業 名 
農業振興助成制度(畜産振興助成制度：玖珂郡肉用牛共進会出品候補牛助成

金・水田農業経営確立対策事業・飼料作物栽培推進事業種子購入費補助ほか) 
部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市／由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

・玖珂郡肉用牛共進会出品候

補牛助成金 

目 的） 

玖珂郡の肉用牛振興のための

共進会出品農家の負担軽減。 

内 容） 

玖珂郡肉用牛共進会出品農家

へ助成金支出。 

交付団体)  畜産農家 

補助率）   定額補助 

平成１４年度実績     ４ 頭 

    ３８千円 

・山口県肉用牛共進会出品候

補牛助成金 

目 的） 出品農家の負担軽

減。 

内 容） 

山口県肉用牛共進会出品農家

へ助成金支出。 

交付団体)  畜産農家 

補助率）   定額補助 

平成１４年度実績     ３ 頭 

 ４９千円 

・玖珂郡肉用牛共進会負担金 

目 的） 

玖珂郡の肉用牛振興のた

め、共進会を開催するための

経費負担｡ 

内 容） 

 玖珂郡肉用牛共進会負担金

支出。（平成１５年度から） 

支出先） ＪＡ山口東肉用牛部

会 

平成１５年度予算  

              ２２千円 

・玖西連合肉牛共進会負担金 

目 的） 

 玖西地区の肉用牛振興のた

め、共進会を開催するための

経費負担。 

内 容） 

玖西連合肉牛共進会負担金支

出。 

平成１４年度予算  

    ４０千円 

玖珂町   ６０千円 

  ＪＡ山口東 ３５千円 

 

 ― 

 

― 

・玖珂郡肉用牛共進会出品候

補牛助成金 

目 的） 

玖珂郡の肉用牛振興のための

共進会出品農家の負担軽減。 

内 容） 

玖珂郡肉用牛共進会出品農家

へ助成金支出。 

交付団体)  畜産農家 

補助率）  定額補助 

平成１４年度実績     ３ 頭 

    ９０千円 

・山口県肉用牛共進会出品候

補牛助成金 

目 的） 出品農家の負担軽

減。 

内 容） 

山口県肉用牛共進会出品農家

へ助成金支出。 

交付団体)  畜産農家 

補助率）  定額補助 

平成１４年度実績     ０ 頭 

 

・玖西連合肉牛共進会負担金 

目 的） 

 玖西地区の肉用牛振興のた

め、共進会を開催するための

経費負担。 

内 容） 

玖西連合肉牛共進会負担金支

出。 

平成１４年度実績  

    ６０千円

周東町   ４０千円 

  ＪＡ山口東 ３５千円 

 

          ３ 

 玖珂郡肉用牛共進会につい

ては、運営､負担金等も含めＪＡ

などと協議し、合併時に制度を

統一する 

 ただし、玖西連合肉牛共進会

については､現行のとおりとす

る｡ 

 

― 

 

― 

・水田農業経営確立対策事業 

目 的） 

優良飼料作物の作付け拡大と

自給飼料供給による肉用牛生

産の向上 

内 容） 

飼料作物の種子代に対する助

成 

交付団体）ＪＡ山口東 

補助率）１／２以内 

平成１４年度実績 

１３畜産農家、種子２３６㎏ 

１６４千円 

平成１４年度補助金実績 

４５千円（補助率２７．４％） 

・飼料作物栽培推進事業種子

購入費補助 

目 的） 

粗飼料の自給率を高め、畜産

農家の安定経営ならびに飼料

作物の栽培推進。 

内 容） 

飼料作物の種子購入に対する

補助。 

交付団体)  畜産農家 

補助率） 種子購入費の１/２以

内 

平成１４年度実績 

           ５畜産農家 

             ２４３千円

 

― 

 

― ― 

 

          ３ 

合併時に新たな制度を設ける。

畜産農家だけでなく一般農家も

巻き込み、飼料増産につなが

るような制度の検討をする｡ 
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事 務 事 業 名 
農業振興助成制度(畜産振興助成制度：牛精液代補助金・和牛繁殖合理化促進

事業・精液､液体窒素買い上げ､・人工受精業務助成金ほか) 
部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市／由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

・牛精液代補助金 

目 的） 

畜産農家の経費負担軽減。 

内 容） 

肉用牛の精液購入費補助。 

交付対象） 山口県畜産振興協

会 

補助率）  １００％ 

 

平成１４年度実績 精液 

      受精卵 

 

         １,０３６千円 

・和牛繁殖合理化促進事業 

目 的） 

黒毛和牛の計画的な交配によ

り改良を図る。 

内 容） 

人工授精及び精液保存容器液

体窒素代の助成。 

交付団体) 繁殖牛飼養農家 

補助率) 

 人工授精６，０００円/１回(２回

目以降) 液体窒素１/２ 

 

平成１４年度実績 

 母牛１１３頭 

 人工授精 １７３回(補助７０回

分) 

 液体窒素 ４．８８ｋｇ 

         ４３０千円 

・精液、液体窒素買い上げ 

目 的） 

畜産農家の経費軽減。 

内 容） 

精液と液体窒素を定額で買い

上げ。 

対象団体) 錦町人工授精師会

補助率）  

 精液 ２,１００円/１回(上限) 

  窒素 ４２０円/１ｋｇ(全額) 

平成１４年度実績 

 和牛       １１５本 

 乳牛       １６３本 

 液体窒素 ２１５．５ｋｇ 

 

          ６２５千円

 

 

  ― 

･美和町肉用牛生産凍結精液

補助金 

目 的） 

農家の意識高揚を図ることを目

的とする。 

内 容） 

優良子牛の生産、飼育頭数の

増頭を促進するため、人工授

精による凍結精液に対して補

助金を交付。 

交付団体） 各畜産農家 

補助率)  

凍結精液１，０００円/１本 

 

平成１4 年度実績   ２３３本 

 

          ２３３千円 

 

― 

 

― 

・人工授精助成金 

目 的） 

畜産農家の経費負担軽減。 

内 容） 

肉用牛の受精業務手数料の一

部助成。 

交付対象)   

東部地区家畜診療所 

補助率）  

１回目      １，５００円 

２回目、３回目 ３，５００円 

４回目      １，５００円 

 

平成１４年度実績     ３９頭 

 

            ９３千円 

 

― 

・家畜人工授精業務委託料 

目 的） 

家畜人工授精師の共用及び技

能向上 

内 容） 

人工授精業務委託 

交付対象） 

錦町家畜人工授精師会 

委託料)  定 額 

 

平成１４年度実績 

         １，５６０千円

 

（平成１６年度基準額等内容見

直し。平成１６年度予算６００千

円） 

・家畜人工授精業務委託料 

目 的） 

畜産振興 

内 容） 

人工授精業務委託 

交付対象） 

 美川町家畜人工授精師会 

委託料)  ２，５００円/１頭 

 

平成１４年度実績     ４８頭

           １２０千円

 

― 

 

― 

 

         ４ 

 優良子牛の生産にかかる、

精液代の助成や人工授精業

務、生産奨励金に関する助成

措置について、合併後速やか

に制度を設け統一を図る。 
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事 務 事 業 名 
農業振興助成制度(畜産振興助成制度：子牛生産奨励飼料補助金・子牛生産助

成・家畜伝染病予防対策事業・伝染病予防注射助成) 
部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市／由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

・子牛生産奨励飼料補助金 

目 的） 

子牛生産奨励 

内 容） 

子牛の飼料購入チケット交付。 

交付団体） 畜産農家 

補助率）  １０，０００円分/１頭 

 

平成１４年度実績   ４０頭分 

           ３１２千円 

 

― 

 

― 

・畜産振興奨励補助金(子牛生

産助成) 

目 的） 

子牛の生産奨励 

内 容） 

子牛が生まれた場合助成金支

出。 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）   １０，０００円/１頭

 

平成１４年度実績     ２４頭

２４０千円

 

 

― 

 

― 

 

         ４ 

 優良子牛の生産にかかる、精

液代の助成や人工授精業務、

生産奨励金に関する助成措置

について、合併後速やかに新

たな制度を設け統一を図る。 

 

― 

 

― 

・家畜伝染病予防対策事業 

目 的） 

自衛防疫体制の強化又は環境

衛生の徹底を図る。 

内 容） 

牛･鶏病予防対策協議会に助成

金を交付。 

交付団体）  

牛病対策協議会 

鶏病予防対策協議会 

補助率）  定  額 

 

平成１４年度実績 

牛病対策協議会 

           １３５千円 

鶏病予防対策協議会 

           １９８千円 

 

― 

・畜産振興奨励補助金(伝染病

予防注射助成) 

目 的） 

家畜伝染病予防。 

内 容） 

伝染病予防注射代金の助成。 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）  注射代金の１/２以

内。 

 

平成１４年度実績 

               ９２本

            ３０千円 

 

― 

 

― 

 

         ４ 

 新市移行後速やかに調整す

る。 

東部家畜保健衛生所、農林

事務所、農業共済組合、家畜診

療所などとも協議し、新市とし

ての家畜伝染病予防対策につ

いて検討を行い、効果的な制

度となるよう調整する｡  
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度(畜産振興助成制度) 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

市町村により畜産農家の状況に差があり､畜産振興のための助成制度の内容も異なっている｡ 
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事 務 事 業 名 農業振興助成制度（農業近代化資金利子補給制度） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

  

  農業近代化資金利子補給制度 

・ 事業の目的 ・・・・・ 農業経営近代化に資するため、長期低利の資金融資に対し、利子補給を行い、農業経営の安定を図る。 

 

区 分 事  業  内  容 
実際の利子補給率(県単独資金に

対するもの)  

利子補給期

間 

利子補給件数 

(H.１４年度実績) 

利子補給額 

(H.１４年度実績) 

岩国市 

融資金融機関に対し、規則に基づく利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 

県 年０．４２％ 市 年０．４２％ 

  

最長20 年 

１６件 １０９千円 

由宇町 
融資金融機関に対し、規則に基づく利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

  

最長20 年 
８件 ４千円 

本郷村 
融資金融機関に対し、規則に基づく利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 村 年０．４２％ 

 

最長20 年 
１件 ５４千円 

周東町 
融資金融機関に対し、要綱に基づく利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

 

最長20 年 
２０件 ９０千円 

錦 町 
融資金融機関に対し、規則に基づく利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

 

最長20 年 
６件 １２５千円 

美川町 
融資金融機関に対し、規則に基づく資金の利

子補給をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

 

最長20 年 
０件 ０千円 

美和町 
融資金融機関に対し、規則に基づき利子補給

をする。 

例：１２号資金の場合 
県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

 

最長20 年 
３件 ６千円 

玖珂町 

融資金融機関に対し、規則に基づき利子補給

をする 

例：12 号資金の場合 

県 年０．４２％ 町 年０．４２％ 

最長20 年 

５件 ２２千円 

 

 ※１２号資金の場合、別途農協中央会から利子補給される｡（利子補給率：年０．２０５％） 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 原則として、県単独事業資金に対する利子補給制度であり、実態は､県と市町

村が同じ補給率で利子を補給している｡ 

 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（   ）２ （   ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                        ） 

 

 現行のとおりとする｡ 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（土地改良事業賦課金（分担金）） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

  区   分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦   町 美川町 美和町 玖珂町 

農道整備事業 ８０％以内 

（実状：０％） 

 備考欄参照 ３．５％ 

（実状：０％が多い） 

団体営）事業費の５％（用地

寄付の場合負担なし。） 

単 県）事業費の２０％ 

〔いずれも償還金助成考慮後

の実質的な率〕 

８０％以内 

（実状：０％） 

工事請負金額の３％又は

２，６００円/ｍ 

（低いほうの額） 

５％（但し､舗装工事が主の場合１

０％） 

国・県補助事業の場合、

地元負担金（補助残額）の

うち２０％ 

かんがい排水事業 １０％ 備考欄参照 ３．５％ 団体営）事業費の６％（受益

者が特定できない場合負担

なし。） 

単 県）事業費の２４％ 

〔いずれも償還金助成考慮〕 

８０％以内 

（実状：事業費の５％） 

事業費の３％ １０％ 国・県補助事業の場合、

地元負担金（補助残額）の

うち３０％ 

ほ場整備事業 １３％ 備考欄参照 ５％ 事業費の５.２５％～１２％〔償

還金助成考慮後の実質的な

率〕 

８０％以内 

（実状：事業費の５％） 

事務費を除いた事業費の

５％ 

１０％ 事業費の１０％ 

農地防災事業 該当事業なし 備考欄参照 該当事業なし 該当事業なし ８０％以内 

（実状：事業費の５％） 

該当事業なし ２％ 該当事業なし 

災害復旧事業 

（農地災害） 

総事業費から補助金額を

除き、その金額から総事業

費の１％を引いた額 

備考欄参照 地元負担なし ほ場整備田）事業費の１２％

又は補助残額の５０％の低い

方の額。 

未整備田）補助残額１００％ 

８０％以内 

（実状：補助残額の 100％）

事業費の５０％を超えるこ

とができない。 

１０％（単独事業は２０％） 農地災害：補助残額の

１００％ 

 

備   考  ・国又は県から補助金交付

を受ける事業の賦課金額

は､当該事業に要する経費

の額から当該補助金額を

差し引いた額の範囲内で

町長が定める。 

・賦課金の額は､当該事業

の施行にかかる地域内に

ある土地の利用区分､面

積､位置､生産力を勘案した

受益の程度に応じて町長

が定める。 

・天災地変その他特別の理

由がある場合に限り､賦課

金徴収の延期､又は議会

の議決を得て賦課金等を

減免することができる。 

 注）団体営：団体営農村振興

総合整備統合補

助事業 

  単 県：単県農山魚村整備

事業 

 ・国又は県から補助金交付

を受ける事業の賦課金額は､

当該事業に要する経費の額

から当該補助金額を差し引い

た額の範囲内で町長が定め

る。 

・賦課金の額は､当該事業の

施行にかかる地域内にある

土地の利用区分､面積､位置､

生産力を勘案した受益の程

度に応じて町長が定める。 

 

 ・園内作業道開設（簡易

作業道）は３００円/ｍ、小

規模農地整備は実行経

費の５％（実行経費２，８

００円/時間） 

・農道整備事業のうち、町道に認定

されている道路､主要農林道は賦

課金を徴収しない。また、橋梁整備

にかかる部分の事業費について

は賦課金を徴収しない。 

・農道整備事業のうち､県道､町道

及び主要農林道同士を連絡するも

のについては賦課金割合を１/２に

減免する。ただし、当該道路の受

益地内に民家が２戸以上ある場合

は賦課金を徴収しない。 

・前各号で定める場合以外の農道

整備事業のうち､当該道路の受益

地内に民家が２戸以上ある場合､

賦課金割合を１/２に減免する. 

・農道整備事業以外の事業であ

って､公益上特に必要と認める場

合は､その都度､町長が定める。 

◎国・県補助事業 

● 団体営農村振興総

合整備統合補助事

業 

● 里地棚田保全整備

事業 

◎ 県補助事業 

● 単県農山漁村整備

事業 

◎農道整備事業であって

公益上必要と認める場合

は地元負担金なしの場合

がある。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（土地改良事業賦課金（分担金）） 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 美和町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

土地改良事業の賦課金の率が市町村により異なっている。 

 

 美和町の例により調整する。ただし、かんがい排水事業については５％以内とする。 

 なお、由宇町､玖珂町及び周東町で実施している賦課金の償還金補助について､合併の前日までに制度の適用を受けた者は､

現行のとおりとする。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（農業関係事業分担金） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

区   分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 玖珂町 

農業集落道整備事業 負担なし 通常は徴収していないが､

受益者が特定される場合

は徴収例あり。 

負担なし 負担なし 事業費の５０％以内 

(実状：０％) 

工事請負金額の３％又は

２，６００円/ｍ 

（低いほうの額） 

事業費の５％ 

       

受益者が特定される場

合、事業費の５％ 

農業集落排水施設整備事

業(処理施設あり) 

該当事業なし （分担金の定めはなく､供

用開始公告日現在受益者

である者は、加入金として

６５，０００円。） 

工事費の２％ 該当事業なし 補助対象部分 

工事費の２％ 

補助対象外部分 

工事費の５％ 

工事請負金額の２％以内 

上限額１０万円 

補助対象部分 

工事費の２％ 

補助対象外部分 

工事費の５％ 

集落排水受益者負担金に

よる。（区域内の宅地であ

る土地の面積に 1 ㎡当り

270 円の割合を乗じて得

た額） 

集落排水施設整備事業(処

理施設なし) 
該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 事業費の５％ 該当事業なし 

集落防災安全施設整備事

業のうち土砂崩壊防止施設

に係る事業 

該当事業なし ２５％（限度額１５０万円／

受益者１人） 

該当事業なし 該当事業なし 事業費の５０％以内 

(実状：０％) 

該当事業なし 事業費の５％ 該当事業なし 

鳥獣防護柵施設整備 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 事業費の５％ 事業費の５％ 事業費の５％ 事業費の１０％ 

 

 

 

備   考 

      ・農道整備事業のうち、町

道に認定されている道路､

主要農林道は賦課金を徴

収しない。また、橋梁整備

にかかる部分の事業費に

ついては賦課金を徴収しな

い。 

・農道整備事業のうち､県

道､町道及び主要農林道同

士を連絡するものについて

は賦課金割合を１/２に減

免する。ただし、当該道路

の受益地内に民家が２戸以

上ある場合は賦課金を徴

収しない.。 

・前各号で定める場合以外

の農道整備事業のうち､当

該道路の受益地内に民家

が２戸以上ある場合､賦課

金割合を１/２に減免する。

・農道整備事業以外の事業

であって､公益上特に必要

と認める場合は､その都度､

町長が定める。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（農業関係事業分担金） 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 美和町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

市町村により制度の内容､分担金の率等が異なっている。 

 

 美和町の例により調整する。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（単独市町村土地改良事業補助制度） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

岩国市 由宇町 周東町 美川町 美和町 玖珂町 
 

基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 

備考 調整方針 

かんがい

用水路事

業 

・農業経営者が施

行する水路整備事

業。 

４０％ 

・用排水路の改修

及び補修に対する

補助。 

 

受益者２戸以上。 
１００％（予

算 の 範 囲

内） 

・一団地の受益面

積５０ａ以上２ｈａ未

満で、３人以上の

共同施行。 
事業費の 

８０％以内

・受益面積が０．１

ｈａ以上１ｈａ未満

の農業用かんが

い用水路及び排

水路の施設又は

改修に要する経費

が１０万円以上５０

万円未満のもの。

６０％ 

・用排水路の改修

及び補修に対する

補助。 

・補助事業対象外

事業 

・受益者２戸以上 

・既設水路が官地 

事業費の 

５０％ 

  

       ２ 

 美和町の例により調

整する。 

畦畔等整

備事業 

・農業経営者が施

行する畦畔整備事

業。 

２０％ 該当なし ― 該当なし ― 

・農村基盤総合整

備事業等補助事

業で整備された水

田の畦畔等の整

備を必要とする場

合その整備に要

する経費が１０万

円以上５０万円未

満のもの。 

６０％ 

 

 

 

 

該当なし  

 

       ２ 

 美和町の例により調

整する。 

ほ場等整

備事業 

 

農用地区域 

 

市街化区域 

 

その他の区域 

 

 離島振興法、

山村振興法及

び辺地に係る公

共的施設の総

合整備のため

の財政上の特

別措置等に関

する法律に基づ

く指定地域 

 

 なお、いずれ

の地域も用地は

無償提供と す

る。 

 

総 事 業 費

の７０％ 

 

総 事 業 費

の５０％ 

 

総 事 業 費

の６０％ 

 

上 記 の 率

に そ れ ぞ

れ５％上乗

せした額 

該当なし ― 該当なし ― 該当なし ― 

・国､県の補助事

業等で整備したほ

場の排水等を必要

とする場合､その

整備に要する経費

が１０万円以上５０

万円未満のもの。

６０％ 

 

 

 

 

該当なし 
 

本郷村

錦町に

は該当

規定な

し。 

 

       ２ 

 美和町の例により調

整する。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（単独市町村土地改良事業補助制度） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

岩国市 由宇町 周東町 美川町 美和町 玖珂町 
 

基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 基  準 補助率 

備   考 

農業集落

排水事業 

該当なし ― 該当なし ― 該当なし ― 

・農業集落排水事

業で整備される管

路工事で非補助部

分について公庫資

金の償還にかか

るもの。 

６０％ 

 

 

 

該当なし  

 

       ６ 

 廃止の方向で調整す

る。 

農道等整

備事業 

 

農用地区域 

 

市街化区域 

 

その他の区域 

 

 離島振興法、

山村振興法及

び辺地に係る

公共的施設の

総合整備のた

めの財政上の

特別措置等に

関する法律に

基づく指定地域 

 

なお、いずれの

地域も用地は

無償提供と す

る。 

 

総 事 業 費

の７０％ 

 

総 事 業 費

の５０％ 

 

総 事 業 費

の６０％ 

 

上 記 の 率

に そ れ ぞ

れ５％上乗

せした額 

 

・農業経営者が施

行する幅員１．２ｍ

以上の農道整備

事業。 

 

 

 

４０％ 

 

・土地改良事業で

整備した地元管理

の農道で､主として

生活用道路として

日常使用する道

路。 

受益者２戸以上。 

 

原 材 料 相

当 額 を 補

助。 

（１００％） 

(農道整備

事 業 補 助

金 交 付 規

程) 

 

・一団地の受益面

積５０ａ以上２ｈａ未

満で、有効幅員１

ｍ以上の農道新

設又は改修､３人

以上の共同施行。

 

 

 

事業費の 

８０％以内

 

・補助事業により

生産基盤整備若し

くは環境基盤整備

を実施した一定地

域で､又は一定地

域に接して農道等

の新設･改良･舗装

等を行う場合で､そ

の整備に要する経

費が１０万円以上

１００万円未満の

もの。 

 

 

 

６０％ 

・農道の改修及び

補修に対する補

助。 

・補助事業対象外

事業 

・受益者２戸以上 

・既設道路が官地 

 

 

備考 

かんがい用排水

路事業及び農道

整備事業について

は改修、補修に必

要な資材を支給す

る制度有り。 

 

 

事業費の 

５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

本郷村

錦町に

は該当

規定な

し。 

 

       ３ 

 由宇町、美和町の制

度をもとに新たな制度

を創設する。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（単独市町村土地改良事業補助制度） 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 制度の内容が各市町村で異なっている。 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（非補助事業） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

  

区  分 由宇町 周東町 

 
基   準 補助率 基   準 補助率 

かんがい用水路事業 

・土地改良法に基づき､由宇土地改良区が

施行した団体営･単独県費土地改良水路

整備事業。 

・由宇町非補助土地改良事業利子補給金

に関する条例の規定により施行した水路

整備事業。 

農林漁業金融金庫から資金を借り入れた償還

元利金に対し､ 

・借入後５年次から８年次償還まで､その償還

元利相当額以内を隔年ごとに助成。 

・その後は､全額相当額を助成。 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。 

【平成１４年度 １件 ４３，８００円】 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

40/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 

 

 

畦畔等整備事業 

・由宇町非補助土地改良事業利子補給金

に関する条例の規定により施行した水路

整備事業。 

農林漁業金融金庫から資金を借り入れた償還

元利金に対し､ 

・借入後６年次から１５年次償還まで､その償還

元利相当額以内を隔年ごとに助成。 

・その後は､全額相当額を助成。 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

30/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 

ほ場等整備事業 

（区画整理事業） 

・土地改良法に基づき､由宇町土地改良区

が施行した団体営･単独県費土地改良ほ

場整備事業。 

･由宇町非補助土地改良事業利子補給金

に関する条例の規定により施行したほ場

整備事業。 

農林漁業金融金庫から資金を借り入れた償還

元利金に対し､ 

・借入後４年次から６年次償還まで､その償還

元利相当額以内を隔年ごとに助成。 

・その後は､全額相当額を助成。 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

30/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 

農道等整備事業 

・土地改良法に基づき､由宇土地改良区が

施行した団体営･単独県費土地改良農道

整備事業。 

・由宇町非補助土地改良事業利子補給金

に関する条例の規定により施行した農道

整備事業。 

農林漁業金融金庫から資金を借り入れた償還

元利金に対し､ 

・借入後４年次から６年次償還まで､その償還

元利相当額以内を隔年ごとに助成。 

・その後は､全額相当額を助成。 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

50/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 

ため池の新設又は 

改修事業 

  ・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

30/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 

開田又は開畑事業 

  ・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業 

（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助土地

改良事業を行う者に対し利子補給金を交付する。

・農林漁業金融公庫に支払った償還金額の

30/100 以内の償還金補助金及び利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交付. 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（非補助事業） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

  

美和町 

区  分 

基   準 補助率 

かんがい用水路事業 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交

付。 

畦畔等整備事業 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交

付。 

ほ場等整備事業 

（区画整理事業） 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子の額に相当

する額の利子補給金を交付。 

農道等整備事業 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子額の４０％

に相当する利子補給金を予算の範囲内で交

付。 

ため池の新設又は 

改修事業 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子の額に相当

する額の利子補給金を交付 

 

開田又は開畑事業 

・土地改良法の規定により施行する土地

改良事業のうち、当該事業の全部又は一

部につき国又は県から補助金が交付され

たことがなく、かつ、交付される見込みが

ない事業。（近年実施実績なし。） 

・農林金融公庫から資金を借り入れて非補助

土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交

付する。 

農林漁業金融公庫に支払った利子の額に相当

する額の利子補給金を交付 

 

岩国市・玖珂町・本郷村・錦町・美川町には該当制度なし｡ 
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事 務 事 業 名 農業関係事業の分担金等（非補助事業） 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （美和町）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 由宇町､周東町､美和町には非補助事業の制度があるが内容が異なっている。他の市町村には制度がない。 

 

 美和町の例により統一する。なお、合併日の前日までにこの制度の適用を受けた者は､現行のとおりとする。 
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事 務 事 業 名 林業振興事業（造林促進事業・流域公共保全林外間伐実施事業ほか） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

・一般民有林造林事業費補

助金 

（目的） 

一般民有林についても公益

性があり、これを守り拡大

するため。 

（内容） 

造林１０ｈａ 下刈１２６ｈａ 

枝打 １０ｈａ 受光伐０．５ｈ

ａ 除間伐１１０ｈａ外  

計２６０ｈａ 

（交付対象） 錦川森林組合 

（補助率） 

造林：６/１００ 保育国庫分

の１１/１００～１６/１００ 

 

平成１４年度実績 

造林１８．１４ｈａ 下刈１７

０．６４ｈａ 除・間伐６０．６６

ｈａ 枝打７．１９ｈａ 受光伐

２．２３ｈａ 樹下植栽０．９７

ｈａ 

４，３１３千円 

・造林促進事業補助金 

（目的） 

造林施行者の負担を軽減

し，町内の造林を促進す

る。 

（内容） 

山口県東部森林組合が森

林所有者から施行委託を受

けて行う造林事業に要する

経費の助成。 

（交付対象） 

山口県東部森林組合 

（補助率） 

造林１/１０以内 下刈１/１

０以内 除間伐 ２/１０以内 

枝打１/１０以内 作業路１/

１０以内 施行計画 ４５０円

/ｈａ 

平成１４年度実績 

新植３．１４ｈａ 下刈１９．７

７ｈａ 間伐１４．７８ｈａ 枝打 

１．４７ｈａ施行計画３１８．４

９ｈａ 作業道 ９００ｍ 

２，１３２千円 

・間伐事業補助金 

（目的） 

近隣町村との補助率の是

正措置。 

（内容） 

間伐を行った際に支払われ

る国､県補助金の嵩上げ助

成。 

（交付対象） 森林所有者 

（補助率） 

     １０％（国･県８０％） 

 

平成１４年度実績 

           ２．４１ｈａ 

 

         ４３千円 

・造林促進事業 

（目的） 

町内の造林を促進するた

め。 

（内容） 

人口造林４５.９７ｈａ 整理

伐８.５６ｈａ 除間伐１４５.１

４ｈａ  

枝打３７.２ｈａ 衛生伐０.０１

ｈａ  

作業道１１，７６１ｍ 

（交付対象）  

山口県東部森林組合 

（補助率） 

人工造林 ５％以内 

枝打   １０％以内 

除間伐  １５％以内 

 

平成１４年度実績 

２３８．７２ｈａ １３．３３５ｍ 

８９．９７ （衛生伐）  

 

      ９，０００千円

・流域公共保全林外間伐実

施事業 

（目的） 

森林の質的充実と公益的

機能の高度発揮を図るた

めの間伐等の実施。 

（内容） 

国､県費の嵩上げ助成。（間

伐148ｈａ 間伐作業道1582

ｍ実施分） 

（交付対象） 錦川森林組合

等 

（補助率） 

間伐６/１００・１０/１００・２２

/１００ 

間伐作業道４４/１００ 

平成１４年度実績 

間 伐 １４８ｈａ  

間伐作業道 １，５８２ｍ 

 

      ５，４２８千円

・間伐事業補助金 

（目的） 

近隣町村との補助率の是

正措置。 

（内容） 

間伐を行った際に支払われ

る国､県補助金の嵩上げ助

成。 

（交付対象） 錦川森林組合

等 

（補助率） 

     １０％（国･県８０％）

 

平成１４年度実績  ５６ｈａ

 

      １，０９４千円

・流域公益保全林整備事業

補助金 

（目的） 

一般民有林についても水源

涵養機能などの公益性が

あり、これを保全、造林､保

育するため。 

（内容） 

町内全域の水土保全林造

林事業嵩上げ。 

（交付対象） 錦川森林組合 

（補助率） 

下刈 ２％ 除間伐 ７％ 

 

平成１４年度実績 約６５ｈａ 

 

        ２２６千円 

･流域公益保全林整備事

業･流域循環資源林整備

事業 

（目的） 

造林施業者の負担を軽減

し町内の造林を促進する

ため 

（内容） 

山口県東部森林組合が行

う事業に要する経費 

（交付対象）山口県東部森

林組合 

（補助率） 

 事業に要した経費のうち

国･県の補助金を差し引い

た額について 

人工造林：   70％以内 

保育(下刈,除間伐,枝打)

20％以内

作業道開設：  50％以内 

平成14 年度実績 

  造林：   ６ｈａ 

  保育：  ６９ｈａ 

作業道開設：２，１８３ｍ 

       ３，１９２千円 

 

・ 小規模造林事業補助

金（単独分） 

（目的） 

造林の振興を図るため,

民有林野に小規模の造林

を行うものに対して補助

金を交付 

（内容） ５０ａ未満３ａ以上

の造林 

（交付対象）    個人 

（補助率） 

 １０ａ当たり２万円以内 

平成14 年度実績 

 実績なし 

 

４ 

 森林組合とも協議しなが

ら､新市移行後速やかに調

整する。 
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事 務 事 業 名 林業振興事業（造林促進事業・流域公共保全林外間伐実施事業ほか） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

・枝打事業補助金 

（目的） 

良質材の生産を推進する。

（内容） 

枝打施業への補助金支給。

（交付対象） 森林所有者等

（補助率） 

０.１ｈａ＝５，９４０円 

７，４１０円 

１１，０１０円の３種（枝下高

による） 

 

平成１４年度実績  １３名 

 

        ４５８千円

・枝打事業補助金 

（目的） 

造林事業補助金に適用さ

れない森林の枝打促進。 

（内容） 

枝打に対する補助金支給。

（補助率） 

総事業費の５０％

 

平成１４年度実績 ２．５ｈａ

 

        ５６１千円

 

― 

 

― 

 

        ４ 

 新市移行後速やかに調整

する。 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

・被災森林復旧促進事業 

（目的） 

民有林の被災森林の早期

復旧及び森林の再生。 

（内容） 

風雪害等による雪起こし､

倒木起こし施業及び被災跡

地造林の下刈への補助。

国費補助金の嵩上げ助成。

（交付対象） 錦川森林組合

（補助率） 

１２/１００ ２２/１００ 

 

平成１４年度実績なし。 

 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

４ 

 新市移行後速やかに調整

する。 
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事 務 事 業 名 林業振興事業（造林促進事業・流域公共保全林外間伐実施事業ほか） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 調整方針／調整内容 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

・松くい虫被害対策自主事

業 

（目的） 

松林の保全及び松資源の

確保。 

（内容） 

松くい虫の付着により枯死

し又は枯死にひんしている

樹木の伐倒及び薬剤の散

布。 

（交付対象） 錦川森林組合

（補助率） 

国１/２ 県１/４ 町１/４ 

平成１４年度実績 

８０㎥ １名 

 

     １，２１０千円

・松くい虫被害対策自主事

業 

（目的） 

松林の保全及び松資源の

確保。 

（内容） 

松くい虫の付着により枯死

し又は枯死にひんしている

樹木の伐倒及び薬剤の散

布。 

（交付対象） 錦川森林組合

（補助率） 

国１/２ 県１/４ 町１/４ 

平成１４年度実績  

３６㎥ ２名 

 

       ５４４千円

・森林病害虫防除促進対策

事業補助金 

（目的） 

松林の健全化。 

（内容） 

町内の高度公益松林等の

松くい虫防除。 

（交付対象） 錦川森林組合 

（補助率） 

国１/４ 県１/４ 町２/４ 

 

平成１４年度実績 

 １２０㎥ 

 

     １，０８３千円 

 

        ― 

 

１ 

 国の補助メニューの違い

で補助率の違いがあるだ

けのため、現行のとおり新

市に引き継ぐ。 

 

― 

 

― 

・松くい虫伐とう防除事業 

(単村) 

（目的） 

松くい虫の被害防止 

（内容） 

松くい虫の伐とう防除 

（交付対象） 森林組合 

 

平成14 年度実績 ３０㎥ 

 

      ４２０千円 

 

― 

・森林病害虫防除促進事業

補助(単町) 

（目的） 

松林の保全及び松資源の

確保。 

（内容） 

松くい虫の付着により枯死

し又は枯死にひんしている

樹木の伐倒及び薬剤の散

布。（町単独：国庫補助該当

地以外で実施） 

（交付対象） 錦川森林組合

（補助率）  定額補助 

平成１４年度実績  

５０㎥ ２名

 

        ３１５千円

・松くい虫被害対策自主業 

（単町分）

(目的) 

松林の保全及び松資源の

確保。 

（内容） 

松くい虫の付着により枯死

し又は枯死にひんしている

樹木の伐倒及び薬剤の散

布。(補助事業で実施できな

い区域へ実施) 

（交付対象） 錦川森林組合

平成１４年度実績  

４０㎥ ２名

        ６０５千円

・松くい虫被害調査業務 

 松くい虫の伐倒駆除を実

施するにあたり、被害地の

調査実施。 

 

２５３千円

 

― 

 

― 

 

４ 

 新市移行後速やかに調整

する。 
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事 務 事 業 名 林業振興事業（造林促進事業・流域公共保全林外間伐実施事業ほか） 部 会 名 経   済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 市町村により事業の内容､補助率等が異なっている。 
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事 務 事 業 名 林業関係事業の分担金等（林道整備事業） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 
 

事業費(H1４) 負担率（％） 償還補助 参      考 
市町村名 事業区分 名称 事業主体 事業概要（Ｈ１４） 

（千円） 国 県 市町村 地元 補助率(%) 期限 全 体 計 画 

林道開設、林道改良 

休憩施設歩道 

フォレストコミュニティ総合整備事業（国庫） 岩国市 林道開設2 件 

林道改良2 件 

110,831 千円 55

50

20

25

25

30

― ― ― （山振地域） 

事業期間 H13～H17 
岩国市 

林道開設 

林道改良 

林業生産基盤整備事業（単県） 岩国市 林道開設1 件 

林道改良2 件 

21,000 千円 35

30

65

70

― ― ―   

由宇町 実施事業なし。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―   

林道開設 林道開設事業（国庫） 本郷村 林道開設1 件 

Ｌ＝680m W＝3.0ｍ 

48,073 千円 50 15 34.5 0.5 ― ― 事業期間 H6～H15 

本郷村 
農山漁村整備事業 小規模林道事業（単県） 本郷村 林道改良（舗装･側溝工）1 件 

Ｌ＝450m W＝3.6ｍ 

10,000 千円 45 55 ― ― ―   

周東町 実施事業なし。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 補助残の 100 分の 100 以内で町長が定める｡ 

 林道開設 強化林業構造改善事業 錦町 林道開設1 件 

Ｌ＝420m W＝3.0ｍ 

40,000 千円 50 20 30 ― ― ―   

 林道開設 民有林林道開設事業 錦町 林道開設1 件 

Ｌ＝300m W＝3.0ｍ 

44,500 千円 50 15 35 ― ― ―   

錦  町 

 林道改良 小規模林道事業 錦町 林道改良舗装 

改良1 Ｌ＝320mW＝3.6ｍ 

舗装1 Ｌ＝320mW＝3.0ｍ 

13,600 千円 45 55 ― ― ―   

林道整備 林業･木材産業構造改善事業 美川町 林道開設 

Ｌ＝400m W＝3.0ｍ 

40,000 千円 50 20 30 ― ― ― L＝900ｍ W＝3.0ｍ 

美川町 
林道改良維持補修 小規模林道事業 美川町 林道改良1 件 

林道補修1 件 

5,000 千円

5,000 千円

45

45

55

55

― ― ― Ｌ＝60ｍ W＝3.0ｍ 

Ｌ＝485ｍ W＝3.0ｍ 

 林道開設 林業生産基盤整備事業（単県） 美和町 林道開設1 件 

L＝40ｍ W＝3.0 

10,000 千円 55 41.5 3.5      

美和町  
 林道改良 林業生産基盤整備事業（単県） 美和町 林道改良（舗装）1 件 

L＝1067ｍ W＝3.0 

12,000 千円 45 45 10      

玖珂町 実施事業なし。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 林道開設について分担金を定めている自治体と、定めていない自治体がある｡ （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 農道とのバランスも考慮し分担金の率を定める｡ 

 分担金については事業費の５％以内とする｡ただし、現在の木材価格の状況

や山林のもつ公益性などを考慮し、当面、減免措置を講ずる｡ 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 105

事 務 事 業 名 林業関係事業の分担金等（小規模治山事業） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 
 

負担率（％） 参      考 
市町村名 事業区分 名   称 事業主体 事業概要（Ｈ１４） 事業費(H1４)

国 県 市町村 地元 全 体 計 画 

岩国市 小規模治山事業 治山治水対策事業 岩国市 山腹工1 件 4,580 千円 ― 50 25 25 
100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上で分担金相当額地元寄付金。

原則年間1 件 

由宇町 小規模治山事業 小規模治山事業 由宇町 土留工1 件 3,000 千円 ― 50 25 25  100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上。 

本郷村 小規模治山事業 治山治水対策事業 本郷村 実績なし。 ― ― 50 25 25 
100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上。分担金限度額100 万円。 

原則年間1 件 

周東町 小規模治山事業 小規模治山事業 周東町 
コンクリート擁壁 

Ｌ＝16ｍ Ｈ＝3ｍ 
3,586 千円 ― 50 25 25 100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上。 

錦町 小規模治山事業 治山治水対策事業 錦 町 
土留工（転石防止柵）1 件

Ｌ＝24ｍ 
1,031 千円 ― 50 25 25  100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上。 

美川町 小規模治山事業 小規模治山事業 美川町 水路工1 件 4,790 千円 ― 50 45 5 
通常地元負担は５％であるが、Ｈ１４年度は受益者が特定できない箇所

だったため徴収していない。 

美和町 小規模治山事業 小規模治山事業 美和町 簡易法枠工1 件 5,900 千円 ― 50 45 5  100 万円以上600 万円未満で民家2 戸以上。 

玖珂町 該当事業なし ― ― ― ―      

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 岩国市は分担金相当額を寄付金として徴収している｡他の町村は分担金を定

め徴収している｡ 

 受益者の負担率が異なっている｡ 

  

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 小規模治山事業の分担金については、事業費の５％以内とする。 
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事 務 事 業 名 林業関係事業の分担金等（作業道助成制度） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

 

 本郷村､錦町､美川町､美和町は町村単独での作業道開設等に関する

助成制度を設けているが､岩国市､由宇町､玖珂町、周東町には制度が

ない｡ 

調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 錦町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

  

区   分 本郷村 錦  町 美川町 美和町 

 

岩国市・由宇町・玖珂町・周東町

 

 

作業道助成 

制度 

(市町村単独) 

・作業道開設 

要 件 

補助率  

機械地元使用の場合 

３００円/ｍ 

オペレーター利用の場合 

１，０００円/ｍ 

平成１４年度実績なし。 

 

・作業道開設 

事業主体 町 

要 件 

基準：受益者４人以上 

受益面積：利用区域５ha 以上

で造林、育林、間伐、皆伐等の

面積が３ha 以上実施可能。 

延長：１路線４００ｍ以内。 

幅員：２．５ｍ以上４．０以内。 

地元負担 ５％ 

平成１４年度実績 

      ４路線 ２，３２０ｍ 

 

１４，４５８千円 

・作業道維持補修 

事業主体 町 

要 件 

基準：受益者4 人以上 

受益面積：利用区域５ｈａ以上

で造林、育林、間伐、皆伐等の

面積が３ｈａ以上実施可能。 

延長：１路線２００ｍ以内。 

幅員：２.５ｍ以上４.０ｍ以内。 

地元負担 ５０％ 

平成１４年度実績なし。 

 

・自力作業道開設 

事業主体 地元 

要 件 造林、保育及び森林管

理道。 

幅員：２ｍ以上 

延長：５０ｍ以上４００ｍ以内 

補助率 ４００円/１ｍ 

平成１４年度実績    ４件 

８１９千円 

・作業道開設・補修 

事業主体 町 

要 件 

地元負担 

W＝３ｍ ６００円/ｍ 

W＝２ｍ ３００円/ｍ 

補修 ３，０００円/ 

重機稼働時間 

（限度額１２５，０００円） 

作業道災害は５００００円

までは地元負担。 

平成１４年度実績 

 ｗ＝３ｍ 延長１００ｍ 

ｗ＝２ｍ 延長１８０ｍ 

７，０６９千円 

・作業道開設 

要 件 

補助率 ３０％ 

平成１４年度実績なし。 

 

 

該当制度なし。 

 

 

 

 

 錦町の例による｡ 

 



 

事 務 事 業 等 比 較 検 討 票 

 107

事 務 事 業 名 有害鳥獣対策（有害鳥獣被害防止対策） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

・野猪防除柵設置事業費補助

金 

目 的） 

農作物等を野猪被害から防護

するため。 

内 容） 

野猪防護柵設置資材費に対し

て、３０～７５％補助する。 

交付団体)  

ＪＡ岩国市 ＪＡ山口東 

補助率） 

農用地 ・・・ 集落防止 ７５％ 

農用地 ・・・ 個 人   ５０％ 

 

一般地 ・・・・・・・・・・・・ ３０％ 

 

平成１４年度実績 

トタン板、金網、電気柵等 

１２，９６７ｍ ６２戸 

          ８１５千円 

・野猪防護柵設置補助金助成

事業 

目 的） 

農作物等を野猪被害から防護

するため。 

内 容） 

野猪防護柵設置資材費に対す

る助成。 

交付団体）     農業者個人 

補助率）        １/２以内 

 

平成１４年度実績 

       トタン  ４５０枚 

       電気柵  ２セット 

       網     ４セット 

          ３４０千円 

・猪トタン補助金 

目 的） 

農作物等を野猪被害から防護

するため。 

内 容） 

野猪防護柵設置資材費に対す

る助成。 

交付団体）  

申請が提出された農家 

補助率）  ４０％ 

 

平成１４年度実績     １８件 

          ２９２千円 

・有害鳥獣被害防止対策事業 

目 的） 

農作物等を野猪等被害から防

護するため。 

内 容） 

野猪・猿防護柵設置資材費に

対する助成。 

交付団体）  生産組合 

補助率)    ３/４以下 

 

平成１４年度実績     ５３件

      電気柵    １０件 

      トタン      ９件 

      イノネット   ３５件 

      サル柵     １件 

          ２２５千円

・有害鳥獣被害防止対策事業 

目 的） 

農産物を有害鳥獣被害から守

る。 

内 容） 

有害鳥獣被害防止対策用資材

に対し補助する。 

交付団体) 

農業者、農業者の団体 

補助率)        １/２以内 

 

平成１４年度実績 

      トタン     ５件 

      猪猿ネット １２件 

      電気柵   １３件 

      爆音機    ３件 

      その他    ３件 

          ９５６千円

 

・食糧増産確保事業 

目 的） 

有害鳥獣被害防護用資材費助

成等を通じた農産物の生産振

興。 

内 容） 

食糧生産に要する施設、資材、

種子等購入に要する経費の助

成。 

交付団体）  ＪＡ山口東 

補助率）  １/２以内 

 

平成１４年度実績 

  イノシシ用ネット  ４件 

  亀甲網等     １５件 

  サル用ネット   １４件 

  電気牧柵      ５件 

  トタン等       ６件 

  その他        １件 

          ７３４千円 

・美和町野猿被害対策事業 

目 的） 

野猿による農作物被害の防止 

内 容） 

野猿防護ネット･爆音機購入補

助。 

交付団体）  各農家 

補助率）  ５０％ 

 

平成１４年度実績 

ネット３５０ｍ 

１８０千円 

 

・有害鳥獣被害防止強化対策

事業 

事業実施主体 農協等 

平成１４年度実績 

トタン板柵 ７，０３０ｍ 

電気牧柵 ３，６５０ｍ 

４，８７５千円（地元負担別） 

・玖珂町野猪被害予防対策事

業 

目 的) 

野猪による農作物への被害防

止 

内 容) 

野猪の被害防止のため設置す

るトタン板、電気牧柵、フェンス,

ネット等被害防止対策資材購

入補助 

交付対象)  個人または集団 

補助率）個人：５０％以内 

   集団：各人ごと７５％以内 

平成１４年度実績（全て１／２） 

  トタン     ３件 

  ネット     ７件 

  有刺鉄線   １件 

  電気柵    １件 

  その他    １件 

  ２２５千円  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 補助金交付の対象となる団体に違いがある｡また、補助率に違いがある｡ （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 補助率について、補助対象経費の１/２以内を基準として合併時に補助要綱等

を統一する。 
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事 務 事 業 名 有害鳥獣対策（有害鳥獣捕獲対策） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

― 

 周東町有害鳥獣捕獲対策協

議会補助金 

（目的） 

周東町及び狩猟会玖西支部の

協力により捕獲体制を確立し、

円滑かつ積極的な捕獲の推進

を図る 

（内容） 

捕獲の実施体制、実施方法及

び計画の樹立・調整 

（交付対象） 

周東町有害鳥獣捕獲対策協議

会 

（補助率） 定額補助 

 

平成１４年度実績 

１８千円

有害鳥獣捕獲対策協議会補

助 

（目的） 

協議会の健全な育成を図るとと

もに有害鳥獣による農作物の

被害防止。 

（内容） 

協議会の開催､休猟区･鳥獣保

護区の調査、捕獲計画の作成

等。 

（交付対象） 

錦町有害鳥獣捕獲対策協議会

（補助率） 定額補助 

 

平成１４年度実績 

           ２１５千円

有害鳥獣捕獲対策協議会負担

金 

（目的） 

猟友会支部を主体とした捕獲

体制を確立し､町の定めた被害

発生予察に基づき､捕獲方法､

捕獲従事者の決定等積極的な

捕獲の推進を図ること。 

（内容） 

捕獲計画の策定､捕獲方法の

協議､捕獲従事者､捕獲期間､捕

獲区域の調整､捕獲隊の管理

等。 

なお、協議会から猟友会へ育

成補助金１２０，０００円(5,000×

24 名)が支出されている． 

（交付対象） 

美川町有害鳥獣捕獲対策協議

会 

（交付単価）    定   額 

平成１４年度実績          

１５０千円 

 有害鳥獣捕獲対策協議会育

成補助金 

（目的） 

町､猟友会､各団体の協力によ

り捕獲体制の確立 

（内容） 

有害鳥獣捕獲対策協議 

（交付対象） 

美和町有害鳥獣捕獲対策協議

会 

（補助率） 定額補助 

 

平成１４年度実績 

            ４５千円

 

― 

・有害鳥獣等捕獲対策事業 

有害鳥獣捕獲委託 

（目的） 

野猪等による農林産物の被害

防止。 

（内容） 

有害鳥獣捕獲委託 

（委託団体）  猟友会 

（委託基準） 

弾代１９０,千円（野猪160 円/発 

その他 88 円/発） 野猪等捕獲

３６０千円（1,200 円×300 人）野

猿捕獲３６０千円（1,200 円×

300 人）被害調査費６０千円 

平成１４年度実績 

１，０１９千円 

 由宇町猟友会助成金 

（目的） 

有害鳥獣捕獲活動の個人負担

軽減 

（内容） 

由宇町猟友会の運営費補助 

（交付対象） 猟友会 

（補助率）  定額補助 

 

平成１４年度実績 

           １００千円 

 本郷村猟友会補助事業 

（目的） 

有害鳥獣の捕獲を行い農林産

物への被害を防ぐ. 

（内容） 

有害鳥獣捕獲 

（交付対象） 猟友会 

（補助率）  定額補助 

 

平成１４年度実績 

            ９０千円 

  

― 

 猟友会補助金 

（目的） 

錦町有害鳥獣捕獲対策協議会

の捕獲計画に基づく捕獲隊の

育成。 

（内容） 

各猟友会の育成補助 

（交付対象） 猟友会（４団体） 

（補助率） 

 平等割 120,000 円 

 隊員割   3,000 円 

 

平成１４年度実績 

          ６６０千円

 

 

― 

猟友会補助金 

（目的） 

美和町有害鳥獣捕獲対策協議

会の捕獲計画に基づく捕獲隊

の育成。 

（内容） 

町捕獲計画に基づき捕獲を行

う各猟友会の育成補助金。 

（交付対象） 各猟友会 

（補助率）  定額補助 

 

平成１４年度実績    ２団体 

           ２００千円

 

― 
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事 務 事 業 名 有害鳥獣対策（有害鳥獣捕獲対策） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 ・ 有害鳥獣捕獲奨励事業 

（目的） 

有害鳥獣捕獲奨励 

（内容） 

狩猟期間外、禁猟区における

銃器等による捕獲実績に対し

奨励金支給。 

（交付対象）  猟友会 

（交付単価） 

野猪5,000 円 野猿18,000 円 

カラス 400 円 兎500 円  

狸1,000 円 

 

平成１４年度実績 

野猪 ６２頭 猿 4 頭 

カラス ８５羽 

 

           ４１６千円 

 

・ 由宇町有害鳥獣捕獲奨励事

業 

（目的） 

農作物の鳥獣被害防止 

（内容） 

町内の団体又は個人が行う有

害鳥獣捕獲に対する助成 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） 

野猪5,000 円 野猿30,000 円  

カラス 500 円 狸2,000 円 

野兎 500 円 野犬 2,500 円 

捕獲従事2,500 円/日 

 

平成１４年度実績 

野猪６頭 カラス５羽  

従事１０７人日 

   ３００千円 

 

・ 有害鳥獣等捕獲対策事業 

（目的） 

有害鳥獣捕獲奨励 

（内容） 

狩猟期間外、禁猟区における

銃器等による捕獲実績に対し

奨励金支給。 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） 

野猪10,000 円 野猿30,000 円  

キツネ 10,000 円 狸１,500 円 

 

平成１４年度実績 

野猪 １４頭 猿 ５頭 狸 ４５

頭 

キツネ ５頭 

 

           ５６１千円 

・ 有害鳥獣捕獲奨励事業 

（目的） 

有害鳥獣による農作物の被害

防止 

（内容） 

有害鳥獣捕獲実績に対する奨

励金支給。 

（交付対象） 有害鳥獣捕獲隊 

（交付単価） 

野猪 5,000 円 野猿17,000 円 

狸１,000 円 カラス 500 円 

兎 400 円 

捕獲従事 800 円/日 

 

平成１4 年度実績 

野猿 ６頭  兎 ７羽  

カラス ７羽  狸 ４頭  

ドバト・キジバト ４羽 

           １１４千円

・ 野猪捕獲奨励事業 

（目的） 

狩猟期間外、禁猟区における

銃器等による捕獲実績に対し

奨励金支給。 

（内容） 

野猪捕獲 

（交付対象） 有害鳥獣捕獲隊 

（補助率）  

９，０００円（共済 4,000 円 町

5,000 円） 

 

平成１4 年度実績 

野猪 ９６頭 出動 １２０日 

 

           ４８０千円

・ 有害鳥獣捕獲対策事業 

（目的） 

有害鳥獣による被害防止。 

（内容） 

有害鳥獣捕獲に対する補助金

交付。 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） 

野猪4,000 円 野猿30,000 円 

狸 3,000 円 キツネ 5,000 円 

カラス 500 円 兎600 円 

クマ 10,000 円 

 

平成１４年度実績 

野猪 ３１４頭 野猿  ２０頭 

狸  ２６６頭 キツネ １３頭 

カラス １９頭 兎   ８羽 

ク マ  ３頭 

         ２，７６３千円

・ 野猪･野猿捕獲事業補助 

（目的） 

農作物に対する被害防止。 

（内容） 

野猪、野猿捕獲出動手当て支

出。 

（交付対象） 

錦町有害鳥獣捕獲対策協議会

（交付単価） 

野猪１,２００円 野猿 ３,０００円

 

平成１４年度実績 

野猪４００人 野猿１６０人 

 

         野猪 ４８０千円

         野猿 ４８０千円

・ 有害鳥獣等捕獲対策事業 

（目的） 

有害鳥獣捕獲奨励 

（内容） 

有害鳥獣捕獲に対する奨励金

支給。 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） 

野猪3,000 円 野猿30,000 円 

狸 3,000 円  兎300 円 

カラス・ドバト・キジバト 500 円 

 

平成１４年度実績 

野猪５６頭 野猿 １２頭 

狸 ３４頭 兎６羽 

 

            ６３２千円 

・ 有害鳥獣捕獲対策奨励事業 

（目的） 

野猪以外の有害鳥獣捕獲奨励 

（内容） 

狩猟期間外、休猟区における

銃器等による捕獲実績に対し

奨励金支給。 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） 

野猿30,000 円 野犬 1,000 円 

狸 2,000 円 キツネ 3,000 円 

カラス・キジバト 400 円 兎 400

円 

クマ 10,000 円 

 

平成１４年度実績 

          野猿１９頭ほか 

           ６４６千円

・ 野猪捕獲事業補助金 

（目的） 

農作物の被害防止のための野

猪の捕獲 

（内容） 

狩猟期間外、休猟区における

銃器等による捕獲実績に対す

る補助金支給。 

（交付対象） 猟友会 

（交付単価） ４，５００円 

 

平成１４年度実績    １９２頭 

           ８６４千円

・ 有害鳥獣捕獲買上金 

（目的） 

有害鳥獣による農作物の被害

防止 

（内容） 

有害鳥獣捕獲実績に対する買

上金 

（交付対象）有害鳥獣捕獲隊 

（交付単価） 

野猪5,000円（農繁期30,000円）

野猿16,000 円 野兎600 円 

カラス・ドバト・キジバト 600 円 

野狸600 円 

 

平成１４年度実績 

野猪   ４６頭 

野猿    １頭 

             ８４６千円

 

・有害鳥獣捕獲出動補助金 

（目的） 

有害鳥獣による農作物の被害

防止 

（内容） 

有害鳥獣捕獲出動者に対する

補助金支給。 

（交付対象）有害鳥獣捕獲隊 

（交付単価）２，０００円 

 

平成１４年度実績     ２６日

              ５２千円

※平成１５年度から交付単価 

            ２，５００円 
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事 務 事 業 名 有害鳥獣対策（有害鳥獣捕獲対策） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

 

 野猪捕獲柵設置 

（目的） 

野猪捕獲駆除 

（内容） 

８ｍ×４．５ｍ×２．５ｍの捕獲

柵を設置し、猪を囲い込み捕獲

する。 

（交付対象） 地元（市） 

（補助率） 

県１/２ 市１/２  

 

平成１４年度実績    1 基 

 

１５８千円 

 

野猪捕獲檻設置 

（目的） 

野猪捕獲 

（内容） 

１ｍ×１ｍ×２ｍの捕獲檻を設

置し、猪を囲い込み捕獲する。 

（交付対象） 地元（市） 

（補助率） 

県１/２ 市１/２  

 

平成１４年度実績     ２基 

 

２４０千円 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野猪捕獲柵設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

野猪捕獲柵設置 

（交付対象）  

地元（有害鳥獣捕獲班員） 

（補助率） 

 県１/２ 町１/４ 地元１/４ 

平成１４年度実績     １基 

 

           １５８千円

 

  

 野猪捕獲檻設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

１ｍ×１ｍ×２ｍの野猪捕獲檻

設置 

（交付対象） 町 

（補助率） 県１/２ 町１/２ 

 

平成１４年度実績     １基 

 

            ８０千円

  

野猪捕獲柵設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

野猪捕獲柵設置 

（交付対象） 猟友会 

（補助率） 県１/２ 町１/２ 

 

平成１４年度実績     １基 

 

           １５８千円

 

 

  

 野猪捕獲檻設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

１ｍ×１ｍ×２ｍの野猪捕獲檻

設置 

（交付対象） 猟友会 

（補助率） 県１/２ 町１/２ 

 

平成１４年度実績     ２基 

 

           １６０千円

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

野猪捕獲檻設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

１ｍ×１ｍ×２ｍの野猪捕獲檻

設置 

（交付対象） 町 

（補助率） 県１/２ 町１/２ 

 

平成１５年度実績     １基 

 

            ８８千円 

(平成１５年度創設) 

 

― 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

野猪捕獲檻設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

１ｍ×１ｍ×２ｍの捕獲檻を設

置し､猪を誘い込み捕獲する. 

（交付対象） 猟友会 

（補助率）   

県 １/２ 

(１基あたりの補助金上限 

４０，０００円) 

町 補助残の １００％ 

（ただし１基あたりの補助金

上限１１６，０００円） 

   

平成１４年度実績     ３基 

 

           ２７４千円

（平成１４年度県補助金１20,000 円） 

 

野猪捕獲柵等設置事業 

（目的） 

野猪の捕獲により農作物被害

の軽減を図る。 

（内容） 

・木竹捕獲柵 面積が４９．０㎡  

 以上で、３年以上の使用に耐

 えるもの 

・鉄骨・金網捕獲柵 面積が３ 

 ０．０㎡以上で、５年以上の使

 用に耐えるもの 

・捕獲檻 １×１×２．５ｍ程度 

 の捕獲檻で、５年以上の使用

 に耐えるもの 

（交付対象）有害鳥獣捕獲従事

者（野猪わな班）を含めた３戸

以上の農家 

（補助率）県１／２、町１／４ 

ただし、１基の事業費の限度額

は、 

捕獲柵１５７，５００円 

捕獲檻８０，０００円 

 

平成１４年度実績   1１９千円
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事 務 事 業 名 有害鳥獣対策（有害鳥獣捕獲対策） 部 会 名 経   済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 各市町村の事業の内容が異なっている。 

 

 

① 新市において速やかに有害鳥獣捕獲対策協議会を統一し､新市の有害鳥獣捕獲計画について作成する。 

② 有害鳥獣捕獲のための手当や猟友会等への助成制度等については、効果的な捕獲につながるよう捕獲計画の検討

とあわせ、新市において速やかに調整する。 
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事 務 事 業 名 漁業近代化資金利子補給制度 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

 

 山口県漁業近代化資金に対する協調利子補給制度であり、制度につ

いてほとんど差はないが、１号から７号の漁業近代化資金に対する利

子補給率に差がある。 

 漁業近代化資金を利用できるのは、専業として漁業に携わる者がほと

んどであり利用者は限られている。このため、岩国市、由宇町以外の町

村では制度がない。 

  

調 整 方 針 

 

        

 

 

岩     国     市  

漁 業 近 代 化

資 金 の種 類  
貸 付 の相 手 方  償 還 期 限  据 置 期 間  貸 付 利 率  利 子 補 給 率  

1～ 7  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
5～20  年 以 内  2  ～ 3  年  

年 4．5％ 

～5．55％以 内

貸 付 利 率 の1／2 とし 

年 1％ を上 限 とする 

8  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
2 年 以 内  ― 年 5．7％ 以 内  年 2．6％以 内  

9  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
2 年 以 内  ― 年 5．7％ 以 内  年 2．6％以 内  

10 号  山 口 県 漁 業 近 代 化 資 金 取 扱 要 領 に準 ずる。 年 3．4％以 内  

11 号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  

そ の 都 度 市 長 が 定 め る 期 間

以 内  

そ の 都 度 市 長 が

定 める率 以 内  

その都 度 市 長 が定 める率  

以 内 の率  

平 成 １ ４ 年 度 末 現 在 で 漁 業 近 代 化 資 金 に 対 す る

利 子 補 給 を受 けている者  ２人  

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

 

  

由     宇     町  

漁 業 近 代 化

資 金 の種 類  
貸 付 の相 手 方  償 還 期 限  据 置 期 間  貸 付 利 率  利 子 補 給 率  

1～ 7  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
5～20 年 以 内  2  ～ 3  年  

年 4．5％ 

～5 .55％以 内  
年 1％ 

8  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
2  年 以 内  ― 年 5．7％ 以 内  年 2．6％以 内  

9  号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  
2  年 以 内  ― 年 5．7％ 以 内  年 2．6％以 内  

10 号  山 口 県 漁 業 近 代 化 資 金 取 扱 要 領 に準 ずる。 年 3．4％以 内  

11 号  
個 人 、法 人  

漁 業 組 合 等  

そ の 都 度 町 長 が 定 め る 期 間

以 内  

そ の 都 度 町 長 が

定 める率 以 内  

その都 度 町 長 が定 める率  

以 内 の率  

平 成 １ ４ 年 度 末 現 在 で 漁 業 近 代 化 資 金 に 対 す る

利 子 補 給 を受 けている者  
２人  

 

 岩国市の例により調整する｡ただし、合併の日の前日までに制度の適

用を受けている者については、現行のとおりとする｡ 
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事 務 事 業 名 漁港区域内占用料等及び漁港使用料（漁港区域内占用料等） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 
 

 
由 宇 町 

 

名  称 区   分 金   額 

砂利又は砂れき 1㎥につき 110 円 

砂 1㎥につき 90 円 

土砂 1㎥につき 80 円 

くり石又は玉石 1㎥につき 110 円 

30 ㎝立方以下のもの 1 個につき 50 円 

30㎝立方を超え45㎝立

方以下のもの 

1 個につき 80 円 

転石 

45 ㎝立方を超えるもの 1 個につき 110 円 

土砂採

取料 

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅ

んせつに伴う埋立てのために採

取する土砂等 

1㎥につき 25 円 

電柱類、広告塔、地下埋設物 岩国市道路占用料徴収条例（昭和

29 年条例第 20 号）別表に規定する

額 

橋りょう 岩国市普通河川管理条例（昭和 34

年条例第3 号）別表に規定する額 

占用料 

その他の占用 1 ㎡ 1 年につき 接続地又は付近地

の1㎡当たりの価格の100分の9に

相当する額 

備  考 

 １ 円単位未満の端数は、切り捨てる。 

 ２ 「接続地又は付近地の 1 ㎡当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の

日において、地方税法（昭和25 年法律第226 号）第341 条第10 号に規定する土

地課税台帳又は同条第 11 号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価

格をいう。 

 ３ 占用の面積が 1 ㎡未満であるとき、又は占用の面積に 1 ㎡未満の端数があると

きは 1 ㎡として計算するものとする。 

 ４ 占用期間が 1 月以上1 年未満であるとき、又は占用期間に 1 年未満の端数があ

るときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計

算する。 

 ５ 占用期間が 1 月未満であるときは、日割りをもって計算するものとする。 

 ６ 土砂採取の体積が1㎥未満であるとき、又は土砂採取の体積に1㎥未満の端数

があるときは、1㎥として計算するものとする。 

 ７ 占用料等の額については、上記により算出した額に100分の105を乗じて得た額

（その額に 1 円未満の単数があるときは、その単数を切り捨てた額）とする。ただし岩

国市道路占用料徴収条例及び岩国市普通河川管理条例によるものは、この限りでは

ない。 

 

〔道路占用料別表より抜粋〕 

区  分 単  位 金  額 

第１種電柱 １,０００円

第２種電柱 １,６００円

第３種電柱 ２,２００円

第１種電話柱 ９３０円

第２種電話柱 １,５００円

第３種電話柱 ２,１００円

その他の柱類 

 

 

１本につき１年 

７２円

広告塔 表示面積１㎡に

つき１年 

４,４００円

地下電線その他地下に設ける

線類 

長さ１ｍにつき

１年 

５円

地下に設ける変圧器 占有面積１㎡に

つき１年 

４８０円

 

 

〔河川占用料別表より抜粋〕 

 

区  分 単  位 金  額 備  考 

 

その他の占

用又は使用

に係るもの 

 

１㎡１年

につき 

  

占用又は使用に係る土地

の接続地又は付近地の価格

(占用又は使用の許可の申請

書提出の日において､地方税

法(昭和２５年法律第２２６号)

第３４１条第１０号に規定する

土地課税台帳又は同条第１１

号に規定する土地補充課税台

帳に記載されている価格をい

う。)の１００分の９に相当する

額。ただし、１㎡当たりの占用

料又は使用料の下限は２００

円とする。商業地等（非住宅用

地）については、１/３に減額

する。 

 

通行の用

に供する

橋りょうに

つ い て

は ､ 幅 員

４．０ｍま

でを免除

する。 

 

 平成１４年度実績  １２件  ２１２，６１５円 

 

項 名称 区   分 単 位 金  額 

砂利又は砂れき 110 円

砂 90 円

土砂 80 円

くり石又は玉石 

1㎥につき

110 円

30 ㎝立方以下のもの 50 円

30㎝立方を超え45㎝

立方以下のもの 

80 円

転石 

45 ㎝立方を超えるも

の 

1 個につき

110 円

１
土 砂

採取料

埋立てに伴うしゅんせつ又はし

ゅんせつに伴う埋立てのため

に採取する土砂等 

1㎥につき

25 円

２ 占用料

 

1 ㎡ 1 年

につき 

接続地又は付近

地の 1 ㎡当たりの

価格の 100 分の 9

に相当する額 

 

備  考 

 １ 「接続地又は付近地の 1 ㎡当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日

において、地方税法（昭和25年法律第226号）第341条第10号に規定する土地課

税台帳又は同条第 11 号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をい

う。 

 ２ 占用の面積が 1 ㎡未満であるとき、又は占用の面積に 1 ㎡未満の端数があるとき

は 1 ㎡として計算するものとする。 

 ３ 占用の期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があ

るときは、月割りをもって計算し、なお 1 月未満の端数があるときは、1 月として計

算するものとする。 

 ４ 土砂採取料及び1月未満の占用料の金額（占用の期間が1月未満である場合は、

日割りをもって計算する。）については、この表により算出した金額に 100 分の 105

を乗じて得た金額（その額に 10 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。 

 

 平成１４年度実績  １件  １５，７３０円 
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事 務 事 業 名 漁港区域内占用料等及び漁港使用料（漁港区域内占用料等） 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 砂利採取料については差はないが､岩国市の場合は電柱､橋梁等の占用物について占用料を定めているが、由宇町は

電柱､橋梁等の占用料の定めがない｡ 

  

 土砂採取料については、現行のとおりとする｡占用料については、岩国市の例による｡ 
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事 務 事 業 名 漁港区域内占用料等及び漁港使用料（漁港使用料） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 

 

  岩国市漁港管理条例 

  第1 条～第９条（省 略）  

（使用料） 

  第１０条 甲種漁港施設を利用する者からは､ 別表に掲げる使用料又は占用料

（以下「使用料等」という。）を徴収する。 

   2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは､こ

の限りでない。  

  3 市長は、特別の事由があると認めるときは､使用料を減免し、又は分納させる

ことができる。 

  4 既納の使用料等は還付しない。ただし､市長において利用者の責めに帰する

ことができない事由があると認めたときは、この限りでない。 

第１１条～第１２条(省 略) 

 （管理の委託）  

  第１３条 市長は、甲種漁協施設の管理を漁業協同組合に委託することができる。 

   2 前項の規定により委託する場合において、委託事務の範囲、委託の条件そ

の他委託に関し必要な事項は、契約で定める。 

  第１４条(省 略)  

 （委任）      

  第１５条 この条例の施工について必要な事項は、市長が定める。 

 （適用除外） 

   2 第１０条第1項の規定は、漁業者が漁業を営むために甲種漁協施設を利用す

る場合においては､当分の間適用しない。 

   

  

 

平成１４年度実績  １２件 １，１６５，５１９円 

 

別 表（第10 条関係） 

          （平3 条例16・平9 条例6・平13 条例6・一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備 考) 

1 円単位未満の端数は、切り捨てる。 

2 面積の 1m2 未満の端数は、小数点以下第 1 位までとし、同第 2 位以下は切り捨てる。 

3 使用料等を月額で定めた場合に 1 月未満の端数がある場合において、その端数が 15 日以下のときは 1 月分の使用料等の額の半額と

し、15 日を超えるときは 1 月分としてそれぞれ計算する。 

4 使用料については、上記により算出した金額に 100 分の 105 を乗じて得た額(その額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額)とする。 

5 斜路及び船揚げ場及び泊地の占用並びにその他の 1 月未満の占用に係る占用料については、上記により算出した金額に 100 分の 105

を乗じて得た額(その額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、岩国市道路占用料徴収条例によ

る場合は、この限りでない。 

 

 区分 単位 金額（円） 

総トン数5 トン未満の漁船 1 年につき 200 

総トン数5ｔ以上20ｔ未満の漁船 1 年につき 300 

総トン数20ｔ以上100ｔ未満の漁船 1 年につき 600 

市内に根拠地

を有する漁船 

総トン数100ｔ以上の漁船 1 年につき 1，000 

総トン数5 トン未満の漁船 1 日につき 5 

総トン数5ｔ以上20ｔ未満の漁船 1 日につき 10

総トン数20ｔ以上100ｔ未満の漁船 1 日につき 35

市外に根拠地

を有する漁船 

総トン数100ｔ以上の漁船 1 日につき 75

使

用

料 

係

留 

施

設 

漁船以外の船舟が使用する場合 

総トン数5ｔ未満の船舟は、漁船が使用した場合の 2 倍に相当する金額とする。 

総トン数5ｔ以上の船舟は、係留1 回2 時間以内総トン数1ｔにつき 1 円、2 時間を越える場合 

24 時間ごと総トン数1ｔにつき 1 円50 銭とする。 

斜路及び船揚場 漁業者が漁業を営むために利用する場合 1 ㎡ 1 月につき 15 

漁業者が漁業を営むために利用する場合 1 ㎡ 1 月につき 15 

その他の場合 1 ㎡ 1 月につき 30 

野積場漁具干場

その他の公共用

地 ただし、電柱類、広告板又は地下埋蔵物については､岩国市道路占用料徴収条例  

（昭和29 年条例第20 号）の占用料の額                                

泊地  1 ㎡ 1 月につき １

占

用

料 

道路敷 岩国市道路占用料徴収条例の占用料の額 
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事 務 事 業 名 漁港区域内占用料等及び漁港使用料（漁港使用料） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

由  宇  町 

 

 由宇町漁港管理条例 

 第１条～第１２条(省 略) 

 (使用料等) 

 第１３条 町は、甲種漁港施設の利用につき、別表に掲げる使用料又は占用料(以下｢使

用料等｣という。)を徴収する｡ただし、前条第４項に規程するものの利用については､こ

の限りでない｡ 

 ２ 町長は､特別の理由があると認めるときは､使用料等を減免し､又は分納させることが

できる。 

 ３ 既納の使用料等は、還付しない｡ただし､町長が特別の理由があると認めるときは､そ

の全部又は一部を還付することができる。 

 第１４条(省 略) 

 (管理の委託) 

 第１５条 町長は､甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共的団体に委託するこ

とができる｡ 

 ２ 前項の規程による委託について必要な事項は､町長が別に定める｡ 

 第１６条～第１８条（省 略） 

 附 則 

 １ (省 略) 

 ２ 第１３条第１項の規程は､本町の漁業者が漁業を営むために甲種漁港施設を利用す

る場合においては､当分の間､適用しない｡ 

  

 

 

  平成１４年実績  な し。 

 

 別 表(第１３条関係) 改正(平成７条例第７３号) 

  当分の間山口県漁港管理条例(昭和３５年県条例第４７号)別表を準用する｡ 

（山口県漁港管理条例(昭和３５年県条例第４７号)別表） 

区           分 単   位 金   額 

荷さばき所 １㎡２４時間につき ４円２０銭 荷さばき所その他の建物 

その他の建物 １㎡２４時間につき １２円６０銭 

漁業者等が漁業に関する事業を営むため

に利用する場合 

１㎡２４時間につき ２円１０銭の範囲内で知事が

定める額 

各種漁港施設の敷地(護岸､岸壁､道

路等を含む｡) 

その他の場合 １㎡２４時間につき １００円の範囲内で知事が定

める額 

総トン数１トン以上５トン未満の船舟 １年につき ６３０円

総トン数５トン以上１０トン未満の船舟 １年につき ７８６円

総トン数１０トン以上２０トン未満の船舟 １年につき ９４５円

総トン数２０トン以上３０トン未満の船舟 １年につき １,００１円

総トン数３０トン以上５０トン未満の船舟 １年につき １,４１６円

総トン数５０トン以上７０トン未満の船舟 １年につき １,８９０円

総トン数７０トン以上１００トン未満の船舟 １年につき ２,３６１円

 

長期利用 

総トン数１００トン以上の船舟 １年につき ３,１５０円

総トン数１トン以上１０トン未満の船舟 ２４時間につき １５円

総トン数１０トン以上２０トン未満の船舟 ２４時間につき ３０円

総トン数２０トン以上３０トン未満の船舟 ２４時間につき ４６円

総トン数３０トン以上５０トン未満の船舟 ２４時間につき ７８円

総トン数５０トン以上７０トン未満の船舟 ２４時間につき １１０円

総トン数７０トン以上１００トン未満の船舟 ２４時間につき １５６円

総トン数１００トン以上１５０トン未満の船舟 ２４時間につき ２３５円

総トン数１５０トン以上２００トン未満の船舟 ２４時間につき ３１５円

総トン数２００トン以上３００トン未満の船舟 ２４時間につき ３９３円

総トン数３００トン以上４００トン未満の船舟 ２４時間につき ４７１円

総トン数４００トン以上５００トン未満の船舟 ２４時間につき ７５０円

 

岸壁及び物揚場 

 

短期利用 

総トン数５００トン以上の船舟 ２４時間につき ９４５円

長期使用 １年につき １１６,０００円大型船用浮桟橋 

短期使用 ２４時間につき １，８００円

長期使用 １年につき ７２，０００円小型船用浮桟橋 

短期使用 ２４時間につき １，１００円

 

 

使用料 

可動橋 １回につき ３,０５０円の範囲内で知事が

定める額  
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事 務 事 業 名 漁港区域内占用料等及び漁港使用料（漁港使用料） 部 会 名 経   済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 漁港使用料が異なっている｡ 

  

 岩国市の例により調整する｡ 
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事 務 事 業 名 水産関係事業の補助金 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

 

 いずれも事業実施に対する補助金であるが、事業の内容、規模が異

なっている。 

調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

  

 
補 助 金 名 交付団体名 

金      額 
(平成15 年度予算) 

備        考 

岩

国

市 

稚鮎放流事業費補助金 

〃 

五瀬ノ湖淡水稚魚放流事業費 

灘地区船溜電灯等維持補助金 

錦川漁業協同組合 

芸防漁業協同組合 

岩国市師木野観光保勝会 

岩国市漁業協同組合 

３，６００，０００円

     ２７，０００円

    ２２５，０００円

   １１１，０００円 

 

水産振興補助金 神代漁業協同組合 １５０，０００円

平成 14 年度には由宇漁業協同組合が実

施した事業に対する補助金も支出されて

いた。 
由

宇

町 
種苗放流助成金 

由宇漁業協同組合 

神代漁業協同組合 

由宇川愛郷会 

２，０００，０００円

 

本

郷

村 

稚鮎放流事業補助金 玖北漁業協同組合 １００，０００円

 

周

東

町 

該当無し 

 

― 

 

 

― 

 

 

錦 

 

町 

稚鮎放流事業補助金 玖北漁業協同組合 ３００，０００円

 

玖北漁業協同組合 １６０，０００円
 

美

川

町 

稚鮎放流事業補助金 

錦川漁業協同組合 １００，０００円
 

錦川漁業協同組合 １５０，０００円
 

美

和

町 

稚鮎放流事業補助金 

芸防漁業協同組合 １００，０００円
 

玖

珂

町 

該当無し ― ― 

 

 

 当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
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事 務 事 業 名 中心市街地活性化事業等 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 由  宇  町 周  東  町 

 

（目的） 

中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化を一体的に推進し、中心

市街地及び周辺地域一帯の活性化を図る。 

 

（内容） 

■中心市街地活性化事業計画のとりまとめ…平成１１年度に策定した「岩国市中心

市街地商業等活性化基本計画」に記載される、市街地の整備改善事業に関する事

業計画のとりまとめを行う。 

 

・岩国市中心市街地活性化事業計画策定協議会（全体協議会と個別協議会で構成さ

れる庁内横断組織。商工課中心市街地活性化対策室が事務局）を開催。関係各課と

協議し、基本計画記載事業の実現化を図る。 

 

■ＴＭＯとの連携…中心市街地整備改善活性化法の主旨にのっとり、「麻里布まち

づくり工房」（中小小売商業高度化構想の認定構想推進事業者＝ＴＭＯ。岩国商工会

議所が組織母体となり平成13 年度に設立。）と連携し、市街地の整備改善を図る。 

 

・ＴＭＯ運営費補助金の交付 

・麻里布まちづくり工房活性化事業業務委託（緊急雇用。１４年度～） 

 

 

（目的） 

中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化を一体的に推進し、中心

市街地及び周辺地域一帯の活性化を図る。 

 

(内容) 

■平成１３年度策定した｢由宇町役場周辺地区まちづくり事業計画｣(国土交通省補助

事業：まちづくり総合支援事業)に基づき、中心地域の広場整備、道路整備などが計

画、実施されている。なお、実施計画には平成１４年度から平成１８年度までの計画

が掲載されている。 

 

平成１４年度 

・広場整備（～１５年度、６５０㎡・１箇所） 

 

平成１５年度 

 ・公園整備（～１６年度、６５０㎡・１箇所） 

 

〔目的〕 

平成１０年７月に「中心市街地整備改善活性化法」（略称）が施行され、周東

町ではこの法律に基づき、中心市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推

進が図られるよう、町民、民間事業者、行政が一体となって中心市街地における

各種事業を円滑かつ効率的に進め、周東町の顔として再生することを目的に「周

東町中心市街地活性化基本計画」を策定（平成１３年３月）した。 

〔内容〕 

中心市街地の位置及び区域を設定し、市街地の整備改善及び商業等の活性化の

一体的推進に関する基本的方針と目標を掲げ各種事業施策を展開する。 

  

平成12年度 

 ・周東町中心市街地活性化基本計画の策定 

 ・空き店舗活用事業 

平成13年度 

 ・県道周防高森停車場線の車道、歩道、街路灯（１３基）の整備 

 ・ライトアップ事業 

平成14年度 

 ・中心市街地街路灯新設事業 街路灯（８４基）を設置 

 ・公衆トイレ整備事業 

 ・ライトアップ事業 

平成15年度 

 ・駅前広場整備事業 
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事 務 事 業 名 中心市街地活性化事業等 部 会 名 経  済 

 

各 自 治 体 の 現 況 調 整 方 針 

玖珂町 本郷村･錦町･美川町･美和町 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

該当なし｡ 

問 題 点 ・ 課 題 点 

 

 平成１３年３月策定の第三次玖珂町基本構想前期基本計画において、中心市

街地における商店街を魅力あるものとするため、商工会等と連携して、中心商

店街活性化のための計画策定に向けた準備をするとともに、中心商店街におけ

る照明灯の設置やポケットパークの整備などにより景観整備を図ることとしてい

る。 

 

 平成１４年度 

 商工会事業(町補助)により商店街中心部にシンボルアーチを一基設置。 

 

 岩国市、周東町には、中心市街地整備改善活性化法（略称）に基づく「中心市

街地活性化計画」があり、由宇町には国土交通省のまちづくり総合支援事業制

度要綱（補助事業要綱）に基づく「まちづくり事業計画」がある。また、玖珂町では

町の基本構想の中で中心市街地活性化計画の策定等について提案されてい

る｡ 

中心市街地の活性化を目的とした事業であるが、それぞれ、事業の内容、実

施期間、規模等が異なっている。 

 事業実施に当たっては、財源の確保等について検討をする必要がある｡ 

 

 現行のまま新市に引き継ぐ。今後の事業実施に当たっては、財源の確保等に

ついて十分検討する｡ 
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事 務 事 業 名 企業誘致制度 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 由  宇  町 本  郷  村 

 

（目的） 

岩国市経済の活性化と雇用の拡大を図る 

 

（内容） 

■固定資産税相当分を助成 

  事業所の新増設に伴って取得した、「土地・建物・償却資産」に係る固定資産税相当分を３年度

間助成。ただし、各年度１億円を限度とする。 

■中心市街地の店舗など家賃の一部を助成（岩国市中心市街地商業等活性化基本計画に指定

されている、岩国駅周辺の指定地域が対象｡） 

中心市街地内において、新たに店舗・事務所を賃借して事業を始める場合に、家賃の 1/2（新

規創業者は 2/3）を３年間助成。ただし、年１００万円（新規創業者は１５０万円）を限度とする。 

■新規雇用に対して奨励金を交付 

  事業所の新増設や中心市街地内の店舗などの賃借に伴い、岩国市民を新たに常用従業員とし

て雇用した場合、その従業員１人（１回限り）につき 20 万円（新卒者は 30 万円）、新規創業者が雇

用する場合は 40 万円（新卒者は 50 万円）を交付する。 

 

（対象事業者） 

 下表の①～③全ての要件を満たす場合が対象（この他にも、市税の滞納がないことなどの要

件がある）。新規創業者および中心市街地で店舗などを賃借する場合には要件を緩和。なお、条

例施行（９月１日）前に、「事業所の新設・増設工事を着工した場合」や「店舗などの賃借を開始し

た場合」などは対象とならない。 

②投下固定資産総額 ③増加常用従業員数 

  
①業種 

大企業 中小企業 新 規

創業者 

大企業 中小企業 新 規

創業者 

製造業、電気・ガス・熱

供給・水道業、運輸業 
5億円以上 5 千万円以上 10 人以上 5 人以上 

1億円以上 3 千万円以上 5 人以上 3 人以上 

（中心市街地内に店舗等を

賃借する場合にはこの要

件を免除） 

（中心市街地内に店舗等

を賃借する場合はこの

要件を免除） 

情報通信業、卸売・小

売業、金融・保険業、飲

食店・宿泊業、社会保

険・社会福祉・介護事

業、教育・学習支援業、

サービス業、業種にか

かわらず生産・販売・役

務提供等を直接行わな

い本社・支社など 

  

こ

の

要

件

を

免

除 

  

こ

の

要

件

を

免

除 

※遊興飲食業、消費者金融、風俗営業などは除く。 

※市の他の制度に基づく助成などを受ける場合は、この条例による助成を受けることはできな

い。 

 

（目的） 

優良企業誘致による、経済活性化。雇用増大。 

 

（内容） 

■進出した企業へのフォローアップ活動…町内に進出した企業を対象に、県企業立地

推進室とともに、定期的な訪問活動を実施。その際、進出後の状況、進出企業が抱え

ている悩みや、行政に対する要望等を聞き、場合によっては問題解決のために他の関

係機関との調整業務等を行い、進出企業への支援や問題解決に関する業務を行って

いる。このことにより、企業が進出する上での一般的な問題点を探り、企業内または関

連企業の投資誘致等の働きかけの手がかりとしている。 

■その他情報提供、調査、相談受付等…町内に事務所を開設したい旨の引き合いや

問い合わせに対する対応。または、国、県等が実施する各種企業誘致施策の情報提

供、取次ぎ、相談受付。国から依頼のある工場適地調査等の調査実施。 

 

業務の目的：企業誘致の推進並びに村内雇用の場確保と共に定住を図る目的で本

郷村営工業団地（工業団地）を造成し貸し付ける。 

       

業務の内容：貸し付けの対象は、将来本郷村に永住操業を希望する者で工場等建

築、もしくは既存の施設を使用する者とする。 

         貸し付け要件として、会社等の概要並びに沿革のわかる書類、事業

計画の内容等必要。 

         貸し付けの決定を受けた者は、賃貸契約を 1 ヶ月以内に締結する。

         建築工事の着手は、契約締結後6 ヶ月以内に着手するものとする。

         貸付期間は、20 年とする。 

         払い下げは、20 年を経過し条例に違反していない者にあっては、無

償で払い下げを行う。 

         中山工業団地：本郷村大字本郷２７５の１  1 区画 

         羅漢工業団地：本郷村大字本谷１，３９３の５  1 区画 

         神田工業団地：本郷村大字本郷２，１８０の１  1 区画 

         ３区画の内、現在全部契約済 
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事 務 事 業 名 企業誘致制度 部 会 名 経  済 

  

各  自  治  体  の  現  況 

周  東  町 錦    町 美  川  町 

 

１． 周東町企業誘致条例による奨励措置 

目的：  本町における企業による事業場の新設又は増設を奨励し、もって本町産

業の振興と雇用の促進を図る。 

奨励措置：   

（１） 事業場の土地、家屋及び償却資産にかかる固定資産税の課税標準額

が３千万円以上で、かつ周東町に住所を有する者を正規の従業員（社

会保険又は労働保健に加入している者）として５人以上雇用する事業

者に対し、当該事業場に係る土地、家屋及び償却資産に対する固定資

産税の全額を３年間免除する。 

（２） 従業員の確保及びその他の条件整備についての便宜を図る。 

 

２． 周東町工業団地企業立地促進条例による奨励措置 

目的：  本町の工業団地に立地した企業による事業場の新設又は増設を奨励し、も

って本町産業の振興と雇用の促進を図る。 

奨励措置：  

（１） 土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税を、操業開始後の基準年

度（最初に固定資産税が課税される年度）から３年間全額免除する。 

（２） 最初に特別土地保有税が課税される年度から３年間全額免除する。 

（３） 周東町に住所を有する正規の従業員を１０人以上雇用する事業者に対

し、１人につき５万円の雇用奨励金を３年間交付する。ただし、一事業者

あたり５００万円を限度とする。 

（４）従業員の確保及びその他の条件整備についての便宜を図る。 

 

参考）工業団地分譲区画 １５８，５０９㎡ ２６区画 

    進出企業  ５業者  ４４，３０４㎡  ６区画     

 

（目的） 

優良企業誘致による、経済活性化・雇用増大を図ることを目的とする。 

 

（内容） 

町は、町税条例の規定にかかわらず、３年間につき、固定資産税を課さない。 

 

（実績） 

条例制定当初に１件の実績があったのみで、以後実績はない。 

 

（目的） 

優良企業誘致による、経済活性化。雇用増大。 

 

（内容） 

１．企業誘致に関する事業全般。国、県から依頼のある工場敵地調査等の調査実施。 

 

    山口県企業誘致推進連絡協議会費 20 千円 

 

〈美川町工場誘致条例（昭和４３．７．３０）〉 

◆奨励措置  固定資産税課税の減免、工場敷地の斡旋及び立地条件の整備に関す

る便宜供与、その他町長が特に必要と認めるもの 

 初年度 ９０％、第２年度８０％、第３年度７０％それぞれ減額 

  ◆指定工場  投下固定資産５００万円以上、常時使用の町民従業員数２０人以上 
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事 務 事 業 名 企業誘致制度 部 会 名 経  済 

 

各 自 治 体 の 現 況 問 題 点 ・ 課 題 点 

美  和  町 玖 珂 町 
 

企業誘致制度の内容がそれぞれ異なっている。 

玖珂町、本郷村及び周東町のように特定の工業団地に対する助成措置を設

けている自治体と行政区域内全体を対象とした奨励制度を設けている自治体と

がある。 

なお、玖珂町の工業団地は、瀬田地区農村地域工業導入実施計画を策定し､

これに基づいて農村地域工業等導入促進法の適用を受け､税制上の優遇措置

を実施しているが､合併した場合農村地域工業等導入促進法の適用地域から外

れることとなる。しかし、現行計画書の変更が認められれば、法適用の延長が

可能となるため、現在県と協議中である。 

調 整 方 針 

 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

（目的） 

優良企業誘致による、経済活性化。雇用増大。 

 

（内容） 

■美和町工場誘致条例に関する業務 

■未進出企業に関する業務…向原工業団地に進出する旨の協定を結んだものの未だ進

出が見られず、工業団地の一部が遊休地となっている問題について。 

■その他情報提供、調査、相談受付等…市内に事務所を開設したい旨の引き合いや問

い合わせに対する対応。または、国、県等が実施する各種企業誘致施策の情報提供、取

次ぎ、相談受付。 

 

・未進出企業に対する度重なる進出要請にもかかわらず、進出が実現していない。要請

方法等再検討する必要がある。 

 

【美和町工業誘致条例の骨子】  

（目的） 

 工場の新設又は増設を奨励し、町の産業振興を図る｡ 

（奨励措置） 

 １ 固定資産税を事業開始以後５年以内に限り減免する｡ 

 ２ 工場敷地のあっせん及び立地条件の整備に関する便宜の供与。 

 ３ 普通財産である町有財産の優先的貸与又は譲渡。 

（指定基準） 

 条例の目的に適合し、かつ、公害の防止について適切な配慮がなされている新設

又は増設に係る工場で、その規模が次の各号の一に該当するもの。 

 １ 工業生産設備の取得価格１，９００万円以上。 

 ２ 常時使用する従業員数１０人以上。 

（資産の範囲） 

 固定資産税を免除する資産の範囲は､指定工場の工業生産設備のうちの工場用

の建物及びその敷地である土地並びに機械及び装置で規則に定めるもの｡ 

 

 

・固定資産税の課税免除に関する条例による奨励措置 

(趣旨) 

 地方税法第６条の規定に基づき、農村地域工業等導入促進法第１０条の地区等を定め

る省令第１条の規定により町長が指定した地区(瀬田工業団)内において工業等の用に供

する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除 

(内容) 

 平成１９年３月３１日までの期間内に新設又は増設された工業等の用に供する設備で、

これを構成する減価償却資産のうち租税特別措置法第１２条第１項の表の第２号又は同

法第４５条第１項の表の第２号の規定の適用を受けるもの及びその敷地である土地(土

地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地と

する当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固

定資産税を当該固定資産税が賦課される最初の年度から起算して３年間免除する。 

 

参考）工業団地区画      １６２，０００㎡  １６区画 

      操業企業  １０業者 １２６，０００㎡  １２区画     

 

 

・玖珂町企業立地奨励条例による奨励措置 

（目的） 

 企業立地を推進し、産業の振興と雇用の促進を図る 

（奨励措置）    

  ・  指定事業者が設置に係る工場において操業を開始した後、最初の固定資産税が

賦課される年から３年間を限度として予算の範囲内で工場等設置奨励金を交付 

・ 奨励金の額は、工場の建物、土地又は設置に係る償却資産に対して課する固定

資産税の各年度の固定資産税額相当額の範囲内 

（指定基準） 

・ 固定資産税の課税標準額が３，０００万円以上かつ 

・ 増加する雇用者の数が１０人以上かつ 

・ 目的に適合し、公害防止に適切な配慮 

（適用除外） 

・ 固定資産税の課税免除に関する条例の適用を受ける事業者 

    

  ※ 玖珂町企業立地奨励条例については平成１６年３月失効 

 

 

（１）岩国市の制度をもとに調整し、新市全体の企業誘致制度とする。ただし、合

併日の前日までに制度の適用を受けた者は、現行のとおりとする｡ 

  なお、新市においては周辺部の商店街の活性化に関する助成措置について

速やかに新たな制度が創設できるよう商工会議所や商工会とも協議し検討す

る。 

（２）本郷村の工業団地に関する奨励制度については、現行のとおりとする。 

（３）玖珂町及び周東町の工業団地に係る奨励制度については、当面、現行のと

おりとし、新市に移行後、速やかに調整する｡  
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（制度融資・保証料補給） 部 会 名 経   済 

各  自  治  体  の  現  況 

中小企業振興資金/中小企業者特別融資  

融     資     条     件  

市町村名 

 

融    資    の    対    象 
資金使途 融資限度額

融資利率

(年％) 

保証料率

(年％) 

融資期間

(以内) 
償還方法 保証人 担  保 

申   込   先 

運 転 ８００万円 １．８ １．１２ ８年 

 

 

岩 国 市 

〔中小企業振興資金〕 

(1) 中小企業者であること 

(2) 個人にあっては、１年以上代表者が市内に居住し、かつ、１年以上事業の本拠

地が市内にあること。法人にあっては、１年以上事業の本拠地が市内にあるこ

と。 

(3) 市内において、同一事業を継続して１年以上営んでいること。 

(4) 市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用料及び公共下水道使用料の

滞納がないこと 

設 備 １，０００万円
運転・設備を併

す る 場 合 は

1,000 万円 但し,

その内運転資金

は 800 万円 

１．８ １．１２ １０年 

 

 

分 割 

１人以上 

 

原則として

市 内 に 居

住し市税を

完納してい

る者 

 

必要に応じ

て徴する 

  

無担保無

保証人融

資 

(1) 小規模企業者であること｛常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス

業を主たる事業とする事業者については５人）以下の会社及び個人企業｝ 

(2) 個人にあっては、１年以上代表者が市内に居住し、かつ、１年以上事業の本拠

地が市内にあること。法人にあっては、１年以上事業の本拠地が市内にあるこ

と。 

(3) 市内において、同一事業を継続して１年以上営んでいること。 

(4) 市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用料及び公共下水道使用料の

滞納がないこと。 

(5) 市民税の均等割若しくは所得の割のいずれかの課税対象者であり、かつ完納し

ている者。 

(6) 保証協会の保証を付した融資《信用保険を付したものに限る》を利用していない者 

 

 

 

運 転 

設 備 

 

 

 

 

  ７５０万円

 

 

 

 

 １．８ 

 

 

 

 

０． ６５ 

 

 

 

 

 

５年 

 

 

 

 

  分 割 

 

 

 

 

 不 要 

 

 

 

 

 不 要 

 

１ 岩国商工会議所 

  中小企業相談所 

２ 山口県信用保証協会 
  岩国支店 
３ 岩国市・和木町に本店支

店を置き、山口県信用保

証協会との間に保証に

関する約定を締結して

いる各銀行･信用金庫･

信用組合 

 

 

 

由 宇 町 

〔中小企業者特別融資〕  

 

(1) 町内に引続き 2 年以上居住し 1 年以上の営業経歴を有していること。 

(2) 町税を完納していること。 

(3) 事業計画が妥当であり貸付金の返済に対する能力があると認められること。 

 

* 近年融資実績はない。 

 

運 転 

設 備 

 

  ５００万円

 

指 定 金 融

機 関 の 貸

付利率 

 

  な し 

 

   ５年 

 

 

  分 割 

 

 

連 帯 保 証

人1 人 

 

原則として

町 内 に 居

住すること 

 

 

 不 要 

 

原則として

無担保 

 

 

町指定金融機関 

 

 

玖珂町 

〔商工業特別小口融資〕 

(1) 町内に１年以上居住していること。 

(2) 町税を完納していること 

(3) 中小企業信用保険法第２条第２項に規定する小規模事業者に該当すること 

(4) 事業計画が妥当であり、貸付金の返済に対する能力があるとみとめられること 

(5) 山口県信用保証協会の債務保証が得られること。 

 

運  転

 

  設  備

 

 

１００万円

 

指定金融

機関所定

の率 

 

 

山 口 県 信

用 保 証 協

会 所 定 の

保証料率 

 

 

３年 

 

一 括 又 は

月賦返済 

 

連 帯 保 証

人 １人 

 

原則として

無担保 

 

町商工会 

本郷村・周東町

錦 町・美川町

美和町 

  

 (該当制度なし) 

 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（制度融資・保証料補給） 部 会 名 経   済 

各  自  治  体  の  現  況 

大型店対策資金 

 

融     資     条     件  

市町村名 

 

融    資    の    対    象 
資金使途 融資限度額

融資利率

(年％) 

保証料率

(年％) 

融資期間 

(以内) 
償還方法 保証人 担  保 

 

申   込   先 

 

 

 

岩 国 市 

 

(1) 中小企業者であること。 

(2) 個人にあっては、1 年以上代表者が市内に居住し、かつ、1 年以上事業の本拠

地が市内にあること。法人にあっては、1 年以上事業の本拠地が市内にあるこ

と。 

(3)  市内において、同一事業を継続して 1 年以上営んでいること。 

(4) 市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用量及び公共下水道使用量

の滞納がないこと。 

(5) 物品販売業又はサービス業を営む者 

(6)   進出してくる大型店内に、同業種の店舗が存在することで影響を受け、その対

策として店舗の新増改築、移転若しくは改装、取扱品の変更又は業種転換を行

う者、若しくは進出してくる大型店に入店しようとする者 

 

 

運  転

 

   

設  備 

 

 

運転 

１，０００万円

 

 設備 

３，０００万円

運転・設備を併

す る 場 合 は

3,000 万円 但し,

その内運転資金

は 1,000 万円 

 

 

 

１．８ 

 

 

 

 ０．９７ 

 

 

運転  ５年 

( 据え 置き １

年) 

 

 設備 １５年

（据え置き２

年） 

 

 

 

 

分 割 

 

 

２人以上 

 

原則として

市 内 に 居

住し市税を

完納してい

る者 

 

 

必要に応じ

て徴する。 

 

 

１ 市役所商工課 

２ 山口県信用保証協会

    岩国支店 

由宇町･玖珂町

本郷村・周東町

錦 町・美川町

美和町 

 

 (該当制度なし) 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

連鎖倒産防止資金 

 

融     資     条     件  

市町村名 

 

融    資    の    対    象 
資金使途 融資限度額

融資利率

(年％) 

保証料率

(年％) 

融資期間 

(以内) 
償還方法 保証人 担  保 

 

申   込   先 

 

 

 

岩 国 市 

 

(1) 中小企業者であること。 

(2) 個人にあっては、1年以上代表者が市内に居住し、かつ、1年以上事業の本拠地

が市内にあること。法人にあっては、1 年以上事業の本拠地が市内にあること。 

(3) 市内において、同一事業を継続して 1 年以上営んでいること。 

(4) 市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用量及び公共下水道使用量の

滞納がないこと。 

(5) 市長が指定する倒産企業の関連企業者で、売掛債権を 50 万円以上有する者。 

 

 

 

運  転

設  備 

 

 

   ５００万円

 

 

１．８ 

 

 

 ０．８７ 

 

 

運転  ５年

  設備 ５年

（据え置き１

年） 

 

 

 

 

分 割 

 

 

１人以上 

 

原則として

市 内 に 居

住し市税を

完納してい

る者 

 

 

必要に応じ

て徴する。 

 

 

１ 市役所商工課 

２ 山口県信用保証協会

    岩国支店 

由宇町･玖珂町

本郷村・周東町

錦 町・美川町

美和町 

 

 (該当制度なし) 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（制度融資・保証料補給） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

公共事業特別資金 

融     資     条     件  

市町村名 

 

融    資    の    対    象 
資金使途 融資限度額

融資利率

(年％) 

保証料率

(年％) 

融資期間 

(以内) 

償還方

法 
保証人 担  保 

 

申   込   先 

 

 

 

岩 国 市 

 

（1） 中小企業者であること。 

（2） 個人にあっては、1 年以上代表者が市内に居住し、かつ、1 年以上事業の本拠

地が市内にあること。法人にあっては、1 年以上事業の本拠地が市内にあるこ

と。 

（3） 市内において、同一事業を継続して 6 ヶ月以上営んでいること。 

（4） 市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用量及び公共下水道使用量 

    の滞納がないこと。  

（5） 公共工事の施工により、企業活動に支障を受け、又は店舗の改修、改装、移転

     等の必要が生じること。 

 

 

運  転

設  備 

 

 

  ５００万円

 

 

１．８ 

 

 

 ０．９７ 

 

 

  ７年 

   

 

 

 

分 割 

 

 

１人以上 

 

原則として

市 内 に 居

住し市税を

完納してい

る者 

 

 

原則として

徴さない。 

 

 

１ 市役所商工課 

２ 山口県信用保証協会 

    岩国支店 

由宇町･玖珂町

本郷村・周東町

錦 町・美川町

美和町 

 

 (該当制度なし) 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

小規模企業季節資金 

融     資     条     件   

市町村名 

 

融    資    の    対    象 
資金使途 融資限度額

融資利率

(年％) 

保証料率

(年％) 

融資期間

(以内) 
償還方法 保証人 担  保 

 

申   込   先 

 

 

 

岩 国 市 

 

(1) 小規模企業者（常時使用する従業員の数が 20 人「商業又はサービス業を主

たる事業とする事業者については 5 人」以下の会社及び個人企業）若しくは中小

企業協同組合であること。 

(2) 個人にあっては、1年以上代表者が市内に居住し、かつ、1年以上事業の本拠地

が市内にあること。法人にあっては、1 年以上事業の本拠地が市内にあること。

(3) 市内において、同一事業を継続して 6 ヶ月以上営んでいること。 

(4) 市税の滞納がないこと。 

(5) 夏場及び年末の仕入資金、諸決済資金、ボーナス支給の資金を必要とする者。 

 

 

 

運  転

 

 

 

５００万円

 

 

夏  場 

 

年  末 

 

 

保 証 料 補

給なし 

 

６月初旬～

１０月中旬

予定 

 

 

１１月初頭

～３月末予

定 

 

 

左 記 期 間

内に一括 

 

 

1 人以上 

 

原則として

市 内 に 居

住し市税を

完納してい

る者 

 

 

必要に応じ

て徴する。 

 

市内の 

山口銀行 

西京銀行 

せとうち銀行 

広島銀行 

広島総合銀行 

岩国信用金庫 

東山口信用金庫 

大竹信用金庫 

信用組合広島商銀 

由宇町･玖珂町

本郷村・周東町

錦 町・美川町

美和町 

  

 (該当制度なし) 

  

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

         ― 
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（制度融資・保証料補給） 部 会 名 経   済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

 

 

保証料補給制度 

 

区   分 内                            容 補給の対象となる資金 補  給  率 平成１４年度実績 

保証料補給 融資額が５００万円以下の場合、信用保証料を岩国市が助成｡融資額が５００万円を超える場合、

超過額にかかる信用保証料は自己負担。 

小規模季節資金以外の資金（中小企業振興資金、大

型店対策資金、連鎖倒産防止資金ほか） 

０．６７％～１．１２％   ９７件（中小企業振興資金） 

６，９９３，０８８円  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

岩国市には各種融資制度があるが､町村においては、由宇町に「中小企業特

別融資」、玖珂町に「商工業小口融資」があるだけで、ほかの町村には融資制度

がない。 

由宇町の融資制度は近年利用実績がない。玖珂町も現在利用実績がない。 

 

岩国市には保証料補給制度がある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎ ）７ その他 

 

  中小企業金融制度(制度融資、利子補給及び保証料補給)については、総合

的な見直しを行い、合併時に金融制度を統一する｡ 

  また、一層利用しやすい融資制度となるよう、合併時に資金を創設する｡ 
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（利子補給） 部 会 名 経 済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

融     資     条     件  

市町村名 

 

保    証    の    対    象 
資金使途 借入限度額 補助率 補助期間 

 

申 込 先 

岩国市 
該当なし ― ― ― ― ― 

由 宇 町 
1.  対象者       町内に１年以上在住し、独立して商工業を営む個人又は法人 

2.  融資機関     山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関 

設備資金 600 万円 ３．５％以内（但し、本人の負担

はその年の最低公定歩合とする） 
３年 由宇町商工会

本 郷 村 
1. 本郷村内に 1 年以上在住し、独立して商工業を営む個人または法人 

2. 商工会及び商工業者が組織する団体 

設備資金 

設備改良資金

30 万円以上 

300 万円以内 

年１．５分以内 ２年 本郷村商工会

（対象者）利子補給の対象となる者は、次の用件をすべて備えた小企業者とする。 

1． 町内に引き続き一年以上居住し、従業員数が十人以下で、同一業種を一年以上営む個人若しくは資本金が二千万円以下の

法人であること 

2． 町税の滞納がないこと 

3． 経営強化計画が適切であり、融資を受けたけ経営支援融資の返済能力があると認められること 

4． 周東町商工会又は倒産防止特別相談室等の商工指導団体の経営強化指導を受けた上で、経営支援融資を受けていること 

（対象資金） 

1. 山口県制度融資の、経営安定資金及び緊急対策資金の中の経営支援特別資金 

2. 国民金融公庫の、特別資金の災害貸付 

運転資金 小企業者一人につい

て 500 万円以内 

年率２％以内 ３年（据置期間を含む）以内 周東町 

または 

周東町商工会

 

周 東 町 
（利子補給の対象者） 

利子補給の対象者となる者は、次の条件をすべて備える者でなければならない。 

1. 町内に居住し、行き続き一年以上同一業種を営む個人又は法人で従業員が十人以下、法人にあっては資本金が二千万円以

下である者 

2. 町税を完納している者 

3. 設備改善計画が妥当であり、貸付金の返済に対する能力があると認められる者 

（利子補給の対象資金） 

1. 山口県制度融資の一般事業資金の中の特別小口貸付又は小規模企業貸付 

2. 国民金融公庫の普通貸付又は特別貸付の中の小企業等経営改善資金貸付 

3. 環境衛生金融公庫の特定事業資金貸付又は小企業等設備改善資金特別貸付 

4. 山口県商工会連合会の商工貯蓄共済融資制度の事業資金貸付又は消費資金等貸付 

設備資金 小企業者一人につい

て 500 万円以内 

年率２％以内 ３年以内 周東町 

または 

周東町商工会

錦   町 

1.  錦町内に 1 年以上在住し、独立して商工業を営む個人又は法人  

2.  商工会及び商工業者が組織する団体 

3.  設備資金及び設備改良資金の利子補給 

4.  金融機関は山口県信用保証協会の保証による融資を行う金融機関、国民金融公庫、環境衛生金融公庫とする。 

設備資金 

設備改良資金

50 万円以上 

300 万円以内 

年３％以内 ２年 商工会経由で

錦町長へ 

美 川 町 

商工業者等 

1. 町内に 1 年以上在住し独立して商工業を営む個人又は法人 

2. 商工会及び商工業者が組織する団体 

設備資金 

設備改良資金

30 万円以上 

600 万円以内 

１．５％以内（誘致企業は

5.4％） 

２年 （誘致企業3 年） 美川町商工会

設備 

 

1，000 万円 

 

年３％以内又は支払い利

息の2分の1に相当するい

ずれか低い額 美 和 町 

1.  国民公庫の事業資金金融制度、山口県中小企業制度融資及び商工貯蓄共済融資制度（ただし事業資金に限る）による融資 

経営 1，000 万円 年１％以内 

２年間 美和町商工会

玖 珂 町 

１． 町内に居住し、引き続き１年以上同一業種を営む個人、又は法人であって、従業員が１０人以下、法人にあっては資本金が

１，５００万円以下である者 

２． 町税を完納している者 

３． 設備改善計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められる者 

設備資金 小企業者一件に対し

４００万円 

その他特認として 

１，０００万円限度 

年率２％以内 ３年以内 玖珂町商工会

経由で町へ 
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事 務 事 業 名 中小企業金融制度（利子補給） 部 会 名 経 済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （     ）市･町･村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎ ）７その他 

具 体 的 調 整 内 容 

  

 岩国市以外の町村は全て、利子補給制度を設けている｡しかし、町村により借入限度額、利子補給期間、利子補給率など

の内容が異なっている。 

  

 

中小企業金融制度(制度融資、利子補給及び保証料補給)については、総合的な見直しを行い、合併時に金融制度を 

統一する｡ 

 また、一層利用しやすい融資制度となるよう、合併時に資金を創設する｡ 
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事 務 事 業 名 商工観光関係団体補助金（商工会議所、商工連盟連合会、商工会関係） 部 会 名 経  済 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

 

区   分 岩 国 市 由 宇 町 本 郷 村 周 東 町 錦   町 美 川 町 美 和 町 玖珂町 

助成対象団体 岩国市商工会議所 
岩国市商工連盟 

連合会 
由宇町商工会 本郷村商工会 周東町商工会 錦町商工会 美川町商工会 美和町商工会 玖珂町商工会 

会員数(人) ２，２００ ８３１ ２３２ ５６ ３８８ １５８ ７８ １４５ ３４４

 

 

 

H13 

 

運営費補助金 

４，０００ 

 

運営費補助金 

１，３５０ 

 

事業推進補助金(運営

費) 

         ５，０００ 

 

活性化対策まちおこし

事業補助金   

   ２，２００ 

 

運営資金補助金 

３，２００

 

地域振興事業補助金 

         １，２００ 

 

活動費補助金 

５，８００

 

特別事業補助金 

           ２００

 

運営費補助金 

４，５００

 

運営費補助金 

３，７５０ 

 

商工振興費補助金(運

営費)      ５，８００

 

商工労働福祉事業補

助金 

７００

商工振興事業費補助

金        ９，９１３

（運営費補助４，５００） 

（事業費補助５，４１３） 

 

 

 

 

 

 

 

補助金

額 

(千円)  

 

 

H14 

 

運営費補助金 

３，６００ 

 

運営費補助金 

１，２１５ 

 

事業推進補助金(運営

費) 

         ５，０００ 

 

活性化対策まちおこし

事業補助金     

 １，８００ 

 

運営資金補助金 

３，１５０

 

地域振興事業補助金 

         １，０９０

 

活動費補助金 

５，８００

 

特別事業補助金 

０

 

運営費補助金 

４，５００

 

運営費補助金 

３，７５０ 

 

商工振興費補助金(運

営費)      ５，８００

 

商工労働福祉事業補

助金 

７００

商工振興事業費補助

金        ９，８３８

（運営費補助４，５００） 

（事業費補助５，３３８） 

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

  

 各団体に対する､補助金の額、内容等が異なっている｡ 

 （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 当面、現行のとおりとし、現行制度を尊重しながら補助基準等について、随時

調整する。 
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事 務 事 業 名 商工観光関係団体補助金（シルバー人材センター関係） 部 会 名 経 済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

区   分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦   町 美川町 美和町 玖珂町 

名  称 社団法人 岩国市シルバー

人材センター 

由宇町シルバー人材センタ

ー 

本郷村シルバー人材センタ

ー 

周東町シルバー人材センタ

ー 

錦町シルバー人材センター 美川町人材センター 美和町シルバー人材センタ

ー 

なし 

設立年月 昭和５９年４月 平成１４年１０月 平成１５年４月 平成１３年４月 平成１１年６月 平成１５年８月 平成１４年９月 
― 

会 員 数 ５６０人 ８０人 ２５人 ８７人 １２０人 ５０人 １３０人
― 

主な事業内容 

 

 

 

 

 

 

・就業機会創出と普及啓発 

・各種講習会,研修会開催 

・再生自転車事業 

・しめ縄,竹細工、手工芸等

の製作。 

・無料職業紹介事業ほか 

・会員の増強及び組織強化

活動。 

・シニアワークプログラム

事・業による各種研修会実

施。 

・安全就業対策等の徹底及

び啓蒙と健康管理。 

・独自事業の充実。 

・普及啓発活動 

・就業開拓 

・技能開発講習 

・研修実地 

・仕事の受注（屋内外の一

般作業、サービス分野、事

務分野他） 

●技能（剪定外）、管理（公

共施設等維持管理等）、一

般作業（草刈、清掃等）、そ

の他（送迎運転受託等） 

●独自事業（しめ縄作り等）

・技能講習会の開催 

・竹炭製炭事業 

・正月用注連飾作り事業 

 

 

・就業機会創出と普及啓発 

・受託事業等 

普及啓発活動 

就業開拓、開発の促進 

会員の増強 

受託事業 

技能開発講習 

研修の実施 

 

― 

平成１５年度市町村補助金 

 

８，０２４，０００円 

 

２，４００，０００円 ３００，０００円 ２，８３４，０００円

 

１，２００，０００円
なし 

２，７００，０００円
― 

平成１５年度事業費 

 

１７６，６１５，０００円 ２０，７９３，８００円 ８７８，０００円 ２１，７１４，６８６円 ２２，６１６，０００円
未確定 

１１，８７０，０００円
― 

備     考 

会員数は平成１５年３月末

現在。 

・上記補助金のほか、 

国からの補助金 

１０，５９２，０００円  

県補助金  

２，５６８，０００円 

事務所は、由宇町5490-4 

事務局員は事務局長１名 

        事務員 １名 

 計 ２名 

・平成１５年度は、全国シル

バー人材事業協会から、 

定着促進奨励金 

３，０００，０００円が 

交付される見込み｡ 

事務所は社会福祉協議会

内 

事務局員は、事務局長１名

          事務員 １名

            計 ２名

 

・事務所：旧ＪＡ高森川上支

所（賃借料：２０，０００円/

月） 

・事務局員：臨時職員２名

（賃金：５，４００円×２０日

×１２月×１．８人） 

・平成１５年度までは、全国

シルバー人材センター事業

協会から、定着促進奨励金

１,６６６,０００円が交付され

る見込み。 

事務所は社会福祉協議会

内 

事務局員は １名 

事務所は 

美川町社会福祉協議会内 

事務局員は １名 

 

美和町大字西畑135－1 

老人福祉センター内 

事務局員常務理事１名 

事務員1 名 

 

 

― 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 岩国市は法人格を持ったシルバー人材センターであるが、由宇町、本郷村、周

東町、錦町、美和町のシルバー人材センターは任意団体である。 

 高齢者の就業の場の確保のため、行政から働きかけて設立した経緯もあり、

また、設立間もない団体も多く、自主財源の確保が十分でないことからも、補助

金は必要である。 

  

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 当面、現行のとおりとし、現行制度を尊重しながら補助基準等について随時調

整する。 
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事 務 事 業 名 商工観光関係団体補助金（観光関係団体） 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

〔岩 国 市〕          

名 称 支出先 
Ｈ１４.補助金額 

(単位:千円) 
備 考 

岩国市観光協会補

助金 

(社)岩国市観光協会 １１，５８０ 観光協会運

営費、レスト

ハ ウ ス 運営

費、観光宣伝

費、宣伝隊派

遣補助金 

ＪＲ岩国駅･新岩国

駅の観光案内所

補助金 

日観連広島支部岩国

地区連絡会 

２，３４０ 運営費助成 

 

〔由 宇 町〕 

 

 

 

名 称 支出先 
Ｈ１４.補助金額

(単位:千円) 
備 考 

由宇町観光協会 

補助金 

由宇町観光協会 ６，０００ 観光宣伝費、観光

施設費、カープ関

連事業費、盆踊り

事業費、各団体助

成金等 

(事務局は商工会

内) 

 

〔周 東 町〕 

名 称 支出先 
Ｈ１４.補助金額 

(単位:千円) 
備 考 

周東町観光協会

補助金 

周東町観光協会 ２，０００ 観光事業に関

する補助金 

（事務局は商工

会内）  

 

〔錦   町〕 

名 称 支出先 
Ｈ１４.補助金額 

(単位:千円) 
備 考 

錦町観光協会補助

金 

錦町観光協会 ２，２００ 事業費、人件費、

まちづくり博物館

補助金 

（事務局は商工会

内）  

 

〔美 和 町〕 

名 称 支出先 
Ｈ１４.補助金額 

(単位:千円) 
備 考 

美和町観光協会

補助金 

美和町観光協会 １，３００ 観光事業に関

する補助金 

（事務局は商工

会内）  

 

玖珂町、本郷村､美川町には観光協会等の団体なし。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１ 岩国市観光協会は社団法人､他町の観光協会は、商工会内に事務局がある

任意団体である。 

２ 観光協会等に対する補助金の内容､金額が異なっている。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

観光協会等に対する補助金は、当面、現行のとおりとし、現行制度を尊重しながら

補助基準等について随時調整する。 
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事 務 事 業 名 交流イベント 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

＊地域住民を主な参加対象として実施しているイベント 

行政が実施主体（主催者）のイベント 

 

イベント名 主催者名 

実施時期 

（平成１４年度） 

日程調整

の 

可  否 

 

開催経費（円） 

 

平成１４年度参加者数（人） 

 

備  考  （行政がかかわっている内容） 

本郷村民まつり 本郷村 １１月１０日 否 2,000,000
1,500

経済負担・会場設営・撤去ほか運営全般村主体 

美川町ふるさとまつり 美川町 １１月１７日 可 3,400,000
1,000

企画、運営全般 

 

     実施主体が他団体のイベント（行政が補助金を支出しているもの） 

    

イベント名 主催者名 

実施時期 

（平成１４年度） 

日程調整

の 

可  否 

開催経費（円） 

うち補助金額（円） 

 

平成１４年度参加者数（人） 

 

備  考  （行政がかかわっている内容） 

錦町ふるさとまつり ふるさとまつり実行委員会 １１月初旬 可 
5,000,000

5,000,000 3,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの全面参加 

美和ふれあいフェスティバル 
美和ふれあいフェスティバル

実行委員会 
１１月第１日曜 可 

4,200,000

4,200,000 4,000

 

補助金支出及び会場設営・撤去ほか運営全般 
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事 務 事 業 名 交流イベント 部 会 名 経  済 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

＊地域間交流イベント（主な参加対象者として他地域からの参加者も見込んで実施しているイベント） 

行政が実施主体（主催者）のイベント） 

    

イベント名 

 

主催者名 

実施時期 

（平成１４年度） 

日程調整

の 

可  否 

 

開催経費（円） 

 

平成１４年度参加者数（人） 

 

備  考  （行政がかかわっている内容） 

 

らかん高原まつり 

 

本郷村 
5 月又は 7 月 可 

2,000,000 1,000

経済負担・会場設営・撤去ほか運営全般村主体 

（平成14 年度は中止のため､平成13 年度実績記載） 

周東町食肉フェア 周東町食肉フェア実行委員会 １１月２４日 否 4,850,000 20,000 開催経費負担、会場経営及び撤去ほか運営全般 

鞍掛城まつり 鞍掛城まつり実行委員会 １１月１６日、１７日 否 5,342,000 32,000 開催経費負担（５，０００千円）、会場経営及び撤去他運営全般 

 

     実施主体が他団体のイベント（行政が補助金を支出しているもの） 

 

    

 

 

イベント名 

 

主催者名 

実施時期 

（平成１４年度） 

日程調整

の 

可  否 

開催経費（円） 

うち補助金額（円） 

 

平成１４年度参加者数（人） 

 

備  考  （行政がかかわっている内容） 

 

錦帯橋まつり 

錦帯橋まつり 

実行委員会 
４月２９日 否 

7,070,358

2,500,000 45,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

 

錦川水の祭典 

錦川水の祭典 

実行委員会 
８月第１土曜 否 

13,842,756

2,700,000 100,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

 

岩国まつり 

 

岩国まつり実行委員会 
１0 月第3 土曜日 否 

9,664,000

3,000,000 55,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

 

岩国港みなとまつり花火大会 

 

新港商工連盟 
7 月（海の日） 否 

3,743,000

850,000 20,000

 

補助金支出 

 

ＹＯＵ・ゆう・フェスタ 

ＹＯＵ・ゆう・フェスタ 

実行委員会 
10 月第4 土・日 否 

9,000,000

7,000,000 30,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

本郷夏まつり 本郷夏まつり実行委員会 ８月１０日 否 
740,000

500,000
1,000

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

消防団員による交通整理 

周東町夏季ふるさとまつり 

（花火大会） 

周東町夏季ふるさと 

まつり実行委員会 
8 月11 日 否 

3,460,716

1,000,000 20,000

 

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

    

周防祖生の柱松行事 

 

祖生柱松行事保存会 

8 月15 日、19 日 

23 日 
否 

2,261,000

41,000 2,000

補助金支出及び運営スタッフへの一部参加 

県からの補助金支出もあり 

美川サマーフェスティバル 
美川町商工会青年部 

7 月第4 日曜日 可 
1,833,000

1,550,000
2,000

補助金支出及び会場設営・撤去ほか運営全般 

 

弥栄湖スポーツフェスティバル 

 

弥栄ダム活用連絡協議会 
7 月最終日曜 可 

4,500,000

4,000,000 10,000

補助金支出及び会場設営・撤去ほか運営全般 

 

美和サンチャロウまつり 

美和サンチャロウまつり 

実行委員会 10 月第1 日曜 可 
4,770,000

4,000,000 10,000

 

補助金支出及び会場設営・撤去、運営スタッフへの参加 

玖珂町商工会青年部夏祭り 

（土曜夜市） 
商工会青年部 

７月２７日 

(最終土曜日) 可 

6,500,145

3,000,000 5,000

補助金支出及びスタッフへの一部参加 

※平成14年度は30周年記念のため通常より補助金額が多くなって

いる(平成１６年度補助金予算５00 千円) 
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事 務 事 業 名 交流イベント 部 会 名 経  済 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１  イベントには、行政が実施主体のものと他団体が実施主体（行政は一部関与）のものがあり、その内容や規模もさま

ざまである。参加対象も地域住民を主に見込んでいるものと他地域からの参加者を主に見込んでいるものとがある。補

助金もその実情に応じて支出されており金額や補助の対象経費も異なる。 

 

２  イベントに対する補助金は地域住民との関わり等も深く、短期間での調整が困難である。 

 

３  日程が重複するイベントがある。 

 

４  町村あげてのイベントもあり、これには担当課だけでなくほとんどの職員がスタッフとして関わっており、従来の運営

組織、運営方法のまま同時期に開催することは困難である 

 

 

１ 交流イベントについては、当面、現行のとおりとし、実施時期や運営体制､内容など見直しが必要なものについて、随時

調整する。調整の際には、効果的なイベントの実施、新市の一体感の醸成も視野に入れた検討を行う｡ 

 

２ 交流イベントに対する補助金は、当面、現行のとおりとし、これまでの経緯を尊重しながら随時調整する｡ 
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事 務 事 業 名 道路認定 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 由  宇  町 本  郷  村 

 

〔市道認定基準に関する要綱より抜粋〕 

 

第１条～第２条 省略 

(認定基準) 

第３条 市道に認定する道路は､法令その他特別の定めのある場合を除き､路線が

系統的で一般交通上必要な路線であり､かつ、次の各号の一に該当しなければなら

ない。 

（１） 道路の起・終点が共に国道､県道又は市道のいずれかに接続し、適正な網上

を形成する道路 

（２） 国道､県道又は市道のいずれかから重要な公共施設に接続する道路 

（３） 集落（おおむね１０戸以上）と集落や国､県又は市道を結ぶ道路 

（４） 国道､県道の廃止に伴い､市道として存置する必要のある道路 

（５） 県公安委員会が指定した自転車歩行者専用道路 

（６） 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)又は土地区画整理法（昭和 29 年法律第

119 号）の規定に基づき施行される道路 

（７） 前各号に定めるもののほか、公共的又は公共的見地から市長が特に重要と認

める道路 

（認定要件） 

第４条 前条の基準により認定しようとする道路は､次に掲げる要件をそなえていな

ければならない。 

（１） 道路の有効幅員が原則として４ｍ以上（自転車専用道路については３ｍ以上）

であること。 

（２） 道路の構造が､交通上支障のないものであること。 

（３） 道路占用物件及びその配置等が法令等に適合していること。 

（４） 道路の線形及び縦断こう配が､交通上支障のないもので､原則として道路構造

令（昭和45年政令第320号）に適合するもの｡ただし、市長が地形の状況､地域

の現況等により止むを得ないと認める場合は､この限りでない。 

（５） 道路の敷地が分筆され、かつ、速やかに市に所有権が移転できるものである

こと｡ 

（６） 道路の敷地の境界には､隣接土地所有者との間に紛争が生じないようコンクリ

ート杭等が建植されているものであること｡ 

（７） 道路に必要とされる側溝等排水施設が設けてあるものであること｡ 

（８） 前各号に掲げるもののほか､公共的又は公益的見地､更には将来的な見地か

ら市長が特に必要とみとめる道路については､この限りでない｡ 

第５条～第６条 省略 

 

〔町道認定基準より抜粋〕 

 

１～２ 省略 

（認定基準） 

３ 町道に認定する道路は､法令その他特別の定めのある場合を除き､路線が系統

的で一般交通上必要な路線であり､かつ、次の各号の一に該当しなければならな

い。 

（１） 道路の起・終点が共に国道､県道又は町道のいずれかに接続し、適正な網上

を形成する道路 

（２） 国道､県道又は町道のいずれかから重要な公共施設に接続する道路 

（３） 集落と集落や国､県又は町道を結ぶ道路 

（４） 国道､県道の廃止に伴い､町道として存置する必要のある道路 

（５） 県公安委員会が指定した自転車歩行者専用道路 

（６） 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)又は土地区画整理法（昭和 29 年法律第

119 号）の規定に基づき施行される道路 

（７） 前各号に定めるもののほか、公共的又は公共的見地から町長が特に重要と認

める道路 

（認定要件） 

４ 前条の基準により認定しようとする道路は､次に掲げる要件をそなえていなけれ

ばならない。 

（１） 道路の有効幅員が原則として３ｍ以上（、家屋が連担して真にやむを得ない場

合等は１．５ｍ以上、前条第５号に規定する自転車歩行者専用道路については

２．５ｍ以上とする。 

（２） 道路の構造が､交通上支障のないものであること。 

（３ ）道路占用物件及びその配置等が法令等に適合していること。 

（４） 道路の線形及び縦断こう配が､交通上支障のないもので､原則として道路構造

令（昭和 45 年政令第 320 号）に適合するもの｡ただし、町長が地形の状況､地域

の現況等によりやむを得ないと認める場合は､この限りでない。 

（５） 道路の敷地が分筆され、かつ、速やかに町に所有権が移転できるものである

こと｡ 

（６） 道路の敷地の境界には､隣接土地所有者との間に紛争が生じないようコンクリ

ート杭等が建植されているものであること｡ 

（７） 道路に必要とされる側溝等排水施設が設けてあるものであること｡ 

（８） 前各号に掲げるもののほか､公共的又は公益的見地､更には将来的な見地か

ら町長が特に必要とみとめる道路については､この限りでない｡ 

５ 省略 

 

 村道認定について明文化した基準はない。 
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事 務 事 業 名 道路認定 部 会 名 建設･都市開発 

  

各  自  治  体  の  現  況 

周  東  町 錦     町 美  川  町 

 

〔町道認定基準に関する要綱より抜粋〕 

 

第１条～第２条 省略 

(認定基準) 

第３条 町道に認定する道路は､法令その他特別の定めのある場合を除き､路線が

系統的で一般交通上必要な路線であり､かつ、次の各号の一に該当しなければなら

ない。 

１ 道路の起・終点が共に国道､県道又は町道のいずれかに接続し、適正な網上を

形成する道路 

２ 国道､県道又は町道のいずれかから重要な公共施設に接続する道路 

３ 集落（おおむね５戸以上）と集落や国､県又は町道を結ぶ道路 

４ 国道､県道の廃止に伴い､町道として存置する必要のある道路 

５ 県公安委員会が指定した自転車歩行者専用道路 

６ 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法（昭和29年法律第119

号）の規定に基づき施行される道路 

７ 前各号に定めるもののほか、公共的又は公益的見地から町長が特に重要と認め

る道路 

（認定要件） 

第４条 前条の基準により認定しようとする道路は､次に掲げる要件を備えていなけ

ればならない。 

１ 道路の有効幅員が原則として４メートル以上であること。ただし、家屋が連担して

真にやむを得ない場合は３メートル以上を例外とし、前条第５号に規定する自転

車歩行者専用道路については２メートル以上とする。 

２ 道路の構造が､交通上支障のないものであること。 

３ 道路占用物件及びその配置等が法令等に適合していること。 

４ 道路の線形及び縦断こう配が､交通上支障ないもので､原則として道路構造令（昭

和45年政令第320号）に適合するもの｡ただし、町長が地形の状況､地域の現況等

によりやむを得ないと認める場合は､この限りでない。 

５ 道路が一般車両の通り抜けが不能の場合は､約１００メートル毎に待避所及び終

点に回転場が設置されていること。 

６ 道路の敷地が分筆され、かつ、速やかに町へ所有権が移転できるものであるこ

と｡ 

７ 道路の敷地境界は､隣接土地所有者との間に紛争が生じないようコンクリート杭

等が建植されていること｡ 

８ 道路に必要とされる側溝等排水施設が設けてあること｡ 

９ 前各号に掲げるもののほか､公共的又は公益的見地､更には将来的な見地から

町長が特に必要と認める道路については､この限りでない｡ 

第５条～第６条 省略 

 

〔町道認定基準〕 

 

 認定しようとする道路が住民生活に直結し､地域社会の実情に合致したものであっ

て､原則として次の各号に該当する路線であること。 

１ 公共性に富み生活道として必要であること。 

２ 人家が２戸以上もしくは公共施設が存在し車両の通行が可能であること。 

３ 原則として１路線が１００メートル以上であること。 

４ 道路敷用地は寄付採納ができるものであること。 

 

 町道認定について明文化した基準はない。 
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事 務 事 業 名 道路認定 部 会 名 建設･都市開発 

 

各 自 治 体 の 現 況 問 題 点 ・ 課 題 点 

美  和  町 玖  珂  町 
〇市町村道認定基準について 

１． 本郷村､美川町には明文化した認定基準がない。 

２． 岩国市､玖珂町及び周東町では原則として幅員４メートル以上のものを認定の

対象としているが､その他の町では幅員４メートル未満のものでも、町村道の認

定対象にしている。 

３． 町村においては集落戸数がまばらであり、戸数要件が多いと認定が困難とな

る。 

４． 一部の町で、幅員４メートル未満の道路で近い将来町道に編入を予定している

路線がある。開設時の国の補助要件から編入は新市移行後となる可能性が高

い。 

 

調 整 方 針 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

具 体 的 調 整 内 容 

道路管理条例より抜粋〕 

第１条～第３条 省略 

（町道の定義） 

第４条 一級町道とは、起点又は終点が直接又は他の路線を経由し､県道に接続し､

経由路線を含む全線が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する

普通自動車の運行可能な道路町長がその路線を認定したものをいう｡ 

２ 二級町道とは､路線の一部又は全部が一級町道に該当しない道路で次の一に該

当し､町長がその路線を認定したものをいう｡ 

（１）この条例施行以前において､町道として認められている道路及びこれに準ずる

道路 

（２）学校その他公共施設に通ずる道路 

（３）集落と県道又は一級町道とを連絡する主要道路で､経由路線及び全線が道路交

通法第３条に規定する普通自動車の運行可能な道路 

３ 準町道とは､一級町道又は二級町道となる資格のある道路で町道に準じ､町にお

いて維持修繕することを適当とし､町長がその路線を認定したものをいう｡ 

４ 消防道とは、法令で定める補助又は融資をうけず既設の道路と水利を結ぶ専ら

消防車の活動のために設けられた道路で､町長が認定したものをいう｡ 

５ 町道以外の道路とは、前各項の規定に該当しない道路及び前項の規定に該当し

ない農道､林道をいう。 

町道認定基準による 

延   長     ５０ｍ以上 

有効幅員     ４ｍ以上 

           ただし、公共事業関連等により町長が認めるものにつき３ｍ 

           以上とし、歩行者専用道路及び自転車歩行者専用道路につ 

           いては、２ｍ以上とする。 

接   続     起点､終点の双方若しくはその何れか一方が町道､県道又は 

           国道に接続していること。 

回 転 場     一般車両の通り抜けが不可能な場合は、終点に方向転換が 

           十分可能な回転場を必要とする。（進入可能な最大車種に 

対応可能なこと。） 

構   造     舗装は、アスファルト及びコンクリート構造とし、標準表層 

           厚さ アスファルト４cm、コンクリート１０cm 以上とする。 

 

岩国市の例をもとに次のような調整をする。 

〇市町村道認定基準について 

１． 合併前に市町村道に認定されている道路については、市道として新市に引き継

ぐ。 

２． 道路法では、安全かつ円滑な交通を確保するための基準として道路幅員は４メ

ートルと定められている。このことから新市の市道道路幅員の基準は原則とし

て４メートル以上とする。 

３． 認定基準となる集落戸数はおおむね５戸以上とする。 

４． これまで各町村で地域の実情に応じ施策的に町村道に認定してきた経緯もある

ため､現時点で町村道編入を予定している路線については新市移行後３年間暫

定期間を設け市道認定の対象となるよう調整する。 
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事 務 事 業 名 私道等舗装補助事業 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 区    分 岩  国  市 由  宇  町 美  和  町 玖珂町・本郷村・周東町・錦町･美川町 

事 業 概 要 

 

事業の内容：私道の舗装工事に要する経費に対して補

助金を交付する。 

 

 

事業の目的：市道認定基準を外れている私道につい

て、一般の交通の用に供し公的役割の強

い道路については、何らかの形で行政支

援が必要であることから。 

 

補助の対象：幅員３メートル以上で、１０年以上一般交

通の用に供している私道のうち、①両端が

公道に接しているもの、②一端が公道に

接続し、他の一端が公共施設に接続して

いるもの、③近接する 3 戸以上の住居の

住居者が常時利用する私道を対象とす

る。 

 

補 助 金 ：補助金の額については、市長が別に定

める基準により、算定した標準工事費（１０

０万円を限度）の２分の１に相当する額を

補助する。 

 

 

 

 

備   考：路線が長い場合は、継続実施する場合

もある｡ 

平成１５年４月１日より新設 

事業の内容：私道の補修・舗装工事に要する経費に対

して補助金を交付する。 

 

 

事業の目的：地域住民の生活改善支援 

 

 

 

 

 

補助の対象：５年以上供用され、関係戸数が原則とし

て３戸以上あるものに係る工事。 

         幅員の規制はなし。 

 

 

 

 

補 助 金：道路の舗装・補修の場合は、補助金額１

００万円を限度とし、かつ工事金額（地

元より提出された業者見積書と町が算

定した工事費の安価の方）の５割以内と

する。 

       地元労力施工による、補修資材提供（資材

費の５割・限度額１００万円） 

 

事業の内容：町管理道以外の道路を対象に、道路の舗

装、新設改良に要する経費を補助する。 

 

事業の目的：快適な生活と道路の効用を維持する｡ 

 

 

 

 

 

補助の対象：町管理道以外の道路で、道路の延長は

２００ｍ以内とし、幅員は原則として２．５

ｍ以上とする。現住する家屋２戸以上あ

ること。 

 

 

 

 

補 助 金：道路舗装補修の場合は、補助金額１５０万

円を限度とし、かつ工事金額の７割以内と

する。 

新設改良修繕の場合は、工事金額が３０

万円以上のものについて１５０万円までを

限度に補助する。ただし、工事金額の４割

以内とする。 

 

備   考：経済委員会において審議、施工の可否及び補

助率の決定をする。 

 

   

該当制度なし。 

平成１４年度実績 ２ 箇 所 ― 
舗装補修：      １０     箇所 

新設改良補修：    １     箇所 
― 

平成１４年度決算 

 
   ５３５千円 ― ９，１１４千円 ― 

平成１５年度予算 ２，３００千円 
  他の助成予算も合わせて計上しており、私道助

成補助金だけの予算というのは決まっていない。 
８，４００千円 ― 
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事 務 事 業 名 私道等舗装補助事業 部 会 名 建設･都市開発 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

 私道等の舗装補助事業の制度を設けている自治体と制度のない自治体がある。 

 制度内容も、補助金の限度額や対象となる補助要件が異なっている｡ 

 

 合併時に新たな制度を創設する。 
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事 務 事 業 名 生活道整備事業 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 

区   分 周 東 町 岩国市･由宇町･玖珂町・本郷村・錦町･美川町･美和町 

事業概要 

 

事業の内容：町道以外の小路、里道等で、主として生活用道路として日常使用している道路の舗装。（生活道に適用） 

 

事業の目的：快適な町民生活を提供する。 

 

整備の対象：近接する２戸以上の住居の住居者が常時利用する道路で、当該道路が属する地域の自治会長の申請によるもの。 

 

備    考：事業主体は周東町。幅員の規制はない｡アスファルト舗装のみ。なお、側溝整備は対象としない｡審査会あり。 

 

 該当する制度はない。 

平成１４年度実績 ８ 件 ― 

平成１４年度決算額 ５，０３６，８５０ 円 ― 

平成１５年度予算 ４，５００，０００ 円 ― 
 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 周東町独自の制度である。新市全体に適用すると財政的な負担が増大する恐

れがある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 現行のとおり新市に引継ぎ、他の事業との均衡や新市としての道路整備のあ

り方などを総合的に判断し、随時調整する。 
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事 務 事 業 名 道路占用料 部 会 名 建設･都市計画 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 ＊道路占用料（各市町村の条例に定める占用料のうち主なものを抜粋） 

区             分 単   位 岩国市 由宇町 周東町 玖珂町 本郷村･錦町･美川町･美和町

第１種電柱 １,０００円 ７７０円 ７７０円 

第２種電柱 １,６００円 １,２００円 １，２００円 

第３種電柱 ２,２００円

 

 

５８０円

１,６００円 １，６００円 

第１種電話柱 ９３０円 ６９０円 ６９０円 

第２種電話柱 １,５００円 １,１００円 １，１００円 

第３種電話柱 ２,１００円

 

 

２２０円

１,５００円 １，５００円 

街燈(電柱又は電話柱

であるものを除く) 

 ２１０円   

その他の柱類 

 

 

 

 

 

 

１本につき１年 

７２円 ９７５円 ５３円 ５３円 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話 

１,４００円 ６２０円 １,１００円 １，１００円 

 

  

占用料を定めておらず、徴収

していない。 

郵便差出箱 

 

１個につき１年 

６００円 ２５０円 ４５０円 ４５０円 

広告塔 表示面積１㎡につき１年 ４,４００円 １，９５０円 １,１００円 １，１００円 

共架電線その他上空

に設ける線類 

１０円  ７円 ７円 

地下電線その他地下

に設ける線類 

 

 

長さ１ｍにつき１年 ５円  ４円 ４円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ７００円  ５２０円 ５２０円 

地下に設ける変圧器 占有面積１㎡につき１年 ４８０円  ３６０円 ３６０円 

送電塔 占有面積１㎡につき１年 ４３０円   

占有面積１㎡につき１年 １,４００円 ６２０円 １,１００円 １，１００円 

 

 

 

 

道路法第３２条

第１項に掲げ

る工作物 

その他のもの 

長さ１ｍにつき１年 ４３円  

占用料基準額

の根拠 

  道路法上の区分で乙地に区分さ

れており、道路法施行令の乙地

の基準額を準用して定めてい

る。 

近隣町の例を参考に定めてい

る。 

道路法上の区分で丙地に区分

されており、道路法施行令の

丙地の基準額を準用して定め

ている。 

国、県の占用料の町村単価を採

用している。 

 

                    

【平成１４年度実績】        

 

岩国市 ３１，９２２千円 

由宇町    ９２８千円 

周東町  １，１１４千円 

玖珂町  １，２８８千円 

本郷村･錦町･美川町･美和町 

０円  
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事 務 事 業 名 道路占用料 部 会 名 建設･都市計画 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

 

１ 道路占有料を徴収しているのは、岩国市、由宇町、玖珂町、周東町で、本郷村、錦町、美川町及び美和町では徴収して

いない。 

 

２ 岩国市、玖珂町及び周東町の占用料は、道路法施行令に定められた基準額を準用して定めている。しかし、岩国市は

道路法の区分では乙地、玖珂町と周東町は丙地に区分されており、もともとの基準額に違いがあるため占用料に差が

ある。また、由宇町は玖珂町、周東町と同じ丙地に属するが､近隣町村の例を参考に占用料を定めており、一部の物件

以外は玖珂町及び周東町よりは低めの金額となっている。 

 

３ 占用料の主な徴収対象は、電気事業者の電柱、電気通信事業者の電柱等及び広告物など営業にかかる物が大半を占

めている。 

  

 

 岩国市の例により調整し、占用許可更新の時期にあわせて徴収していく。 
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事 務 事 業 名 河川占用料 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

 

 各市町村とも河川占用の許可事務は行っているが､条例や規則を定

め占用料を徴収しているのは岩国市だけである。 

 

 

 

調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

  

岩    国    市 

    ※占用又は使用の期間が１月未満のもの及び土石､砂利その他の河川生産物採取に係る使用料等の額は､上記により算出した金額に１００分の１０５を乗じて得た額とする。 

      【平成１４年度実績 ７，５６５，２００円】 

 

    由宇町､玖珂町、本郷村､周東町､錦町､美川町､美和町・・・・・ 河川占用料は定めておらず､徴収していない。 

     注１…河川法施行細則（山口県規則第４２号）を準用。 

注２…「その他の柱類」「看板類」のアップ率の平均を乗じたもの。 

注３…山口県道路占用料を準用。 

区       分 単    位 金       額 (円) 備      考 

電柱､電話柱及びその支柱類 １本１年につき ６８０
注１ 

街灯柱 １本１年につき ４８０
注１ 

その他の柱類 １本１年につき ５６０
注１ 

広告塔 １基１年につき ６，５３０
注２ 

看板類 
表示面積 

１㎡１年につき 
５７０

注１ 

外径が０．２ｍ未満のもの ９５
注３ 

外径が０．２ｍ以上０．４ｍ未満のもの １９０
注３ 

外径が０．４ｍ以上１．０ｍ未満のもの ４８０
注３ 

地
下
埋
設
物 

外径が１．０ｍ以上のもの 

１ｍ１年につき 

９５０
注３ 

その他の占用又は使用に係るもの １㎡１年につき 

 占用又は使用に係る土地の接続地又は付近地の価格(占用又

は使用の許可の申請書提出の日において､地方税法(昭和２５年

法律第２２６号)第３４１条第１０号に規定する土地課税台帳又は同

条第１１号に規定する土地補充課税台帳に記載されている価格を

いう。)の１００分の９に相当する額。ただし、１㎡当たりの占用料

又は使用料の下限は２００円とする。商業地等（非住宅用地）につ

いては、１/３に減額する。 

 通行の用に供する橋りょう

については､幅員４．０ｍま

でを免除する。 

砂利採取 １㎥ １１０
 

その他の河川生産物採取 市長がその都度定める額 
 

 

 岩国市の例により統一した占用料定め､徴収事務を行う。 
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事 務 事 業 名 急傾斜地崩壊対策事業等分担金 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

   

区   分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 備           考 

急傾斜地崩壊対策

事業 

負担なし 

 

(規定なし) 

地元(町)負担額

の１/２ 

 

村負担額の１/２ 町負担額の１/２ 負担なし 

 

(規定なし) 

負担なし 

 

(規定なし) 

事業費の２％ 負担なし 

 

(規定なし) 

採択基準：１０戸以上 １０ｍ以上（保全人家、がけ高） 

事業主体：県（国庫補助） 

補助率：（公共）国４５％～４７.５％ 県４５％～４７.５％ 

（一般）国４０％～４５％ 県４０％～４５％ 

事業費：７，０００万円以上 

自然災害防止事業 負担なし 

 

(規定なし) 

地元(町)負担額

の１/２ 

規程なし 

 

(実績なし) 

規程なし 

 

（実績なし） 

負担なし 

 

(規定なし) 

負担なし 

 

(規定なし) 

事業費の２％ 負担なし 

 

(規定なし) 

採択基準：（公共）５戸～９戸 １０ｍ以上（保全人家、がけ

高） 

      ：（一般）１０戸以上 ５ｍ～１０ｍ未満（保全人家、

がけ高）  

事業主体：県（県単独） 

補助率：公共９０％ 一般８０％ 

事業費：   ―  

小規模急傾斜地崩

壊対策事業 

事業費の２５％ 

以上 

規程なし 

 

（実績なし） 

村負担額の１/２ 町負担額の１/４ 

 

（実績なし） 

事業費の５％ 工事費の５％ 事業費の５％ 負担なし 

 

(規定なし) 

採択基準：５戸～９戸  

５ｍ～１０ｍ未満（保全人家、がけ高） 

事業主体：市町村（県補助） 

補助率：５０％ 

事業費：３００万円以上  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 分担金について定めのある自治体と事業の実施実績もないことから分担金に

ついて定めていない自治体がある。また、事業実績のある自治体間でも地域の

状況により分担金の率や徴収方法等に違いがある。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

・ 急傾斜地崩壊対策事業及び自然災害防止事業(事業主体：県)の分担金につ

いては、事業費の１％以内とする｡ただし、継続事業については現行のとおりとする｡

 

 

・ 小規模急傾斜地崩壊対策事業(事業主体：市町村)の分担金については、事業費

の５％以内とする｡ただし、継続事業については現行のとおりとする｡ 
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事 務 事 業 名 都市景観関連事業 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

岩    国    市 
 

 岩国市横山地区だけが景観形成地区に指定され､国の街なみ環境整

備事業制度を利用して事業を実施している。他の地域は指定されてい

ないため実施していない。 

 国の補助金による事業期間は平成１９年度までであるため、その後事

業を継続するためには財源確保の課題が発生する。 

調 整 方 針 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

〔事業内容〕 

  ｢岩国市街なみ景観条例｣に基づいて景観形成地区に指定した横山地区において、住宅の新築･増築･修繕等の際に景観形成の基準に沿ったものと認められるものについて､費用

の一部を助成している。国の街なみ環境整備事業制度を利用しているため交付金額のうち５０％は国庫補助金である。(国庫補助の街なみ環境整備事業は平成１９年度まで。) 

〔目   的〕  

  歴史と自然の香りを醸し出す街なみの形成。 

〔補助率・補助限度額〕 

項        目 補助率 補助限度額(円) 

和形いぶし日本瓦等 2 分の 1
屋根 

その他(カラーベスト等) 500 円/㎡
600,000 

塗壁、板張り、吹き付け等 2 分の 1
外壁 

その他(サイディングボード等) 500 円/㎡
200,000 

窓 2,000 円/1 間

面格子 2 分の 1

建
築
物 

開口部 

出入口 2 分の 1

200,000 

白壁 3 分の 2 2,000,000 

白壁風のもの、小壁付きの和

風板塀及び板塀 
3 分の 2 700,000 塀等 

生け垣 3 分の 2 300,000 

木製 3 分の 2 1,000,000 

囲
障 

門 
アルミ製 3 分の 2 300,000 

看板等 2 分の 1 200,000 

室外機・設備機器等の囲障 5 分の 4 200,000 

擁壁等 2 分の 1 400,000 

そ
の
他 

市長が必要と認めたもの 市長が必要と認めた額 

〔修景助成対象範囲〕 

●屋根については全面で、屋根葺き仕上げ材(瓦等)及びその施工費。 

●外壁については原則として前面道路から見える 2 面までで、下地を除く外壁仕上げ材及び その施工費。 

●開口部については原則として前面道路見える 2 面までで、材料費及びその施工費。 

●囲障については前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費。 

●看板等については前面道路に面して設置されるもので、材料費及びその施工費。 

●室外機・設備機器等の囲障については前面道路から見える建築物の 2 面に設置されるもので、材料費及びその施工費。 

●擁壁等については、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費。 

※ただし、仮設費は除く。 

 

 ※ 平成１４年度実績 １２ 件    平成１４年度決算見込み １０，０８７，０００円（うち国庫補助金５，０４３，０００円） 

 

 岩国市街なみ景観条例で景観形成地区に指定されている､横山地区

については平成１９年度までは現行どおりとする。その後は､新市の街

なみ形成の方針に基づき対応を検討する。 
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事 務 事 業 名 都市公園等の使用料（占用料） 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

〔岩  国  市〕 

都市公園使用料 

都市公園を占用する場合の使用料 

占用物件名 単   位 金    額 

電柱及びその支柱類 1 本1 年につき 

街灯 1 本1 年につき 

その他の柱類 1 本1 年につき 

標識 1 本1 年につき 

変圧塔 1 基1 年につき 

鉄塔 1.7 ㎡ 1 年につき 

公衆電話所 1.7 ㎡ 1 年につき 

電気通信事業法施行

令（昭和60年政令第75

号）別表第1 に定める

額の例により算定した

額 

外径が 0.2m 未満のもの ９５円

外径が 0.2m 以上0.4m 未満のもの １９０円

外径が 0.4m 以上1.0m 未満のもの ４８０円

水道管、下水道

管、ガス管その

他これらに類す

るもの 
外径が 1.0m 以上のもの 

1m1 年につき 

９５０円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 1 ㎡ 1 月につき ４４０円

土石、竹木、かわらその他の工事用施設 1 ㎡ 1 月につき ４４０円

郵便差出箱 1 個1 年につき ６００円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催

しのため設けられる仮設工作物 
1 ㎡ 1 日につき １２円

興行のための仮設工作物 1 ㎡ 1 日につき ２０円

その他のもの 市長がその都度定める額 

 

別 表 第１ 

山林以外の土地 

金   額 (年額) 
種 類 単        位 

宅   地 

木柱(H 柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱

若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7㎡ま

でごとに 

１，５００円 
本 柱 

H 柱又は人形柱1 本ごとに ３，０００円 

支線又は支柱 1 本ごとに １，５００円 

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱

又は標石1 本ごとに 
１，５００円 

附属設備 

ハンドホール又はマンホール 1 個ごとに ３，０００円 

その他の設備 使用面積1.7 ㎡までごとに １，５００円  

 

 

都市公園使用料 

 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料 

種  別 単 位 金    額 

公園施設の設置 １月につき 当該土地の価格の１，０００分の６を超えない額の範囲内で

市長が定める額 

公園施設の管理 １月につき 当該土地の価格の１，０００分の８を超えない額の範囲内で

市長が定める額 

 第３条第１項各項各号に掲げる行為をする場合の使用料 

行為の種類 単   位 金  額 

行商、募金その他これらに関する行為 １㎡１日につき ６０円 

業として行う写真の撮影 撮影機１台１日につき ６００円 

業として行う映画の撮影 １日につき ２，０００円 

興 行 １㎡１日につき ２０円 

競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに

類する催し 

１㎡１日につき １２円 

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 １㎡１日につき １２円 

 

    都市公園数 １０３箇所 その他の公園数 ６９箇所  

 

   平成１４年度公園占用料実績    ９１５千円 

                             〔内訳：物件の占用料 ８１１千円 行為に関する使用料 １０４千円〕    
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事 務 事 業 名 都市公園等の使用料（占用料） 部 会 名 建設･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

〔由  宇  町〕 

・町全体を都市計画区域としており、公園条例はあるが都市公園として区分はしていない。 

 

公園使用料 

名       称 位            置 使用料 

河川公園 由宇町3016 番地6           外３筆 

千鳥ヶ浜第一公園 由宇町6085 番地6 

6085 番地37 

町民憩の森 由宇町3925 番地1 

6453 番地１ 

6453 番地3 

由宇駅前公園 由宇町6239 番地6 

6126 番地10 

南沖せせらぎパーク 由宇町6285 番地2 

有家児童遊園地 由宇町8354 番地6 

由宇崎児童遊園地 由宇町7713 番地13 

千鳥ヶ丘第一児童遊園地 由宇町3793 番地12 

千鳥ヶ丘第二児童遊園地 由宇町7407 番地7 

向山児童公園 由宇町1150 番地1 

拝岩団地児童遊園地 由宇町6537 番地86 

桝道児童公園 由宇町7615 番地11 

山崎団地児童遊園地 由宇町4827 番地 

兼城原児童遊園地 由宇町3332 番地8 

面ヶ原児童遊園地 由宇町4008 番地13 

墓地公園 由宇町3940 番地2         外13 筆 

唐音児童公園 由宇町5289 番地4 

5298 番地9 

西の久保児童遊園地 由宇町6741 番地41 

九反荘児童遊園地 由宇町大字神東1404 番地26 

塩田原児童公園 由宇町5189 番地1         外５筆 

北有家児童公園 由宇町4067 番地34 

7933 番地9 

4071 番地12 

中倉農村公園 由宇町1836 番地1         外７筆 

 

無 料 

  

 

〔周  東  町〕 

・ 都市公園条例はあるが使用料に関する定めはないため、徴収していない。 

・ 都市計画区域内に都市公園以外の公園もあるが、使用料に関する定めはなく徴収していない｡ 

  

名    称 位      置 

久田児童公園 周東町大字上久原２，２２９番地の２ 

中央児童公園 周東町大字下久原１，５４８番地の２ 

南方児童公園 周東町大字下久原２，５２２番地の２ 

 

〔玖  珂  町〕 

  ・  都市公園条例の中で、使用料は無料となっているため、徴収していない。 

   名    称      位        置 

平原墓地公園 

玖珂町字平原９３５番５ 

玖珂町字平原９４７番１ 

玖珂町字平原９４７番２ 

玖珂町字大谷５４３番６６ 

新市街区公園 玖珂町字十日市５３１５番１ 

上市街区公園 玖珂町字本郷原８１５番１ 

鞍掛街区公園 玖珂町字河原６２６９番 

柳井田下街区公園 玖珂町字丁田３３３４番１ 

野口上ふれあい公園 玖珂町字下野口１２７７番３ 

野口下街区公園 
玖珂町字丈六１０４７番１ 

玖珂町字丈六１０５０番１ 

大田ふれあい公園 玖珂町字大田４１２４番１の一部 

   

 

  〔本郷村・錦町･美川町･美和町〕 

・  都市計画区域がなく都市公園はない。ただし、町村内にはその他の各種公園があるが公園使用料に関する規定はなく徴収していな

い。 
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事 務 事 業 名 都市公園等の使用料（占用料） 部 会 名 建設･都市開発 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

具 体 的 調 整 内 容 

  

岩国市は都市公園条例に定めのある物件や行為について使用料を徴収している。しかし、由宇町には都市公園の区分

はなくすべての公園の使用料を無料としている。また、周東町は都市公園に関する条例はあるが公園使用料に関する規

定はないため徴収していない。玖珂町は都市公園条例で使用料は無料としている。 

本郷村､錦町､美川町､美和町には都市計画区域がないため都市公園はない。ただし、その他の各種公園はあるが物件

や行為に関する使用料の定めはない。 

  

 １ 都市公園及びその他の公園の物件に関する使用料(占用料)については、岩国市の例により調整する｡ 

 

 ２ 都市公園での行為に関する使用料については、岩国市の例により調整する。なお、営業に係る行為以外の地域住民

の使用や公共的団体の使用については減免とする。 

 

 ３ 都市公園以外の公園での行為に関する使用料について、都市公園と同類のものは岩国市の都市公園の例に準じる。

これに含まれない各種公園については合併までに精査し調整を図る｡ 
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事 務 事 業 名 公営住宅使用料 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

〔入居資格〕        

各市町村入居資格・・・各市町村とも公営住宅法第２３条で定められた入居基準(下記参照)であり同一である。 

         ＊ 現に同居し､又は同居しようとする親族があること。 〔法第23 条第1 項第一号〕 

         ＊ 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。〔法第23 条第1 項第三号〕 

         ＊ 法で定められた収入基準に該当すること。〔法第23 条第1 項第二号〕 

            申込者及び同居親族の過去１年間における所得税法によって算定した年間所得金額の合計から法令で定められた金額を控除した額を１２で割った額が、２００，０００円以下(高齢者､障害者世帯については２６８，０００円以下) 

           であること。 

〔使 用 料〕〔法第16 条（家賃の決定）〕 

                                            現行の公営住宅使用料標準モデル比較表 

 

 

 

 

        

        〔計算式〕 住宅使用料(家賃) ＝(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数) 〔令第2 条第1 項（家賃の算定方法）〕 

＊ 家賃算定基礎額･・・入居者の収入に応じて法令で設定され､国民の所得水準に応じて毎年度見直される数値。〔令第2 条第2 項 表〕                                           （平成8 年8 月30 日） 

＊ 市町村立地係数・・・市町村の立地条件の偏差を表すもので､国土交通大臣が各市町村の地価の状況を勘案し０.７～１.６の範囲で定める数値。(岩国市０.８５､その他町村０.７) 〔令第2 条第1 項第一号→建設省告示第1783 号〕 

＊ 規模係数・・・・・・・・・当該公営住宅の床面積を７０㎡で除した数値。 〔令第2 条第1 項第二号〕                                                                        〔第二 別表〕 

＊ 経過年数係数・・・・・民間賃貸住宅の家賃の変動等を勘案して､次式で算出される。(木造＝1-0.0177×経過年数、木造以外＝1-0.0114×経過年数) 〔令第2 条第1 項第三号〕 

＊ 利便性係数・・・・・・・事業主体(市町村)が公営住宅の存する区域及びその周辺の区域の状況､公営住宅の設備等を勘案して０．５～１．３（０.７未満は市町村合併の場合に限る）の範囲内で設定するもの。 

 〔令第2 条第1 項第四号〕 

〔根拠法令：公営住宅法及び施行令・各市町村の条例、施行規則〕 
この表では、市町村立地係数以外の係数はすべて同一と仮定した場合の使用料の比較を行っている。公営住宅法により定められた市町村立地係数の差、市０.８５、町村０.７０の違いが使用料の差となっている。 

〔戸数及び使用料調定額〕 

公営住宅戸数及び平成１４年度公営住宅使用料調定額比較表(公営住宅法に基づいた市町村営住宅/戸数は平成１５年３月３１日現在) 

  

区    分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 備         考 

標準モデルの場合の 

公営住宅使用料 

        

４３，６００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

 

３５，９００円 

標準モデルとは、夫婦･子２人、 

年間所得額３００万円、３ＤＫ（７０㎡） 

区    分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 合    計 

戸    数 (戸) １，３７５ ７３ ３７ ３２５ ７５ ２０ ７２ １４９ ２，１２６ 

平成１４年度調定額(円) 256,097,600 8,797,400 5,201,600 27,727,200 14,378,570 4,724,440 10,956,120 30,565,060 358,447,990 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

  

公営住宅の使用料は公営住宅法により計算式が決まっている。(上記算定式) 

これにより､標準モデル使用料を算出すると、岩国市と他の町村で７，７００円の

差がある。これは、国の定める市町村立地係数(岩国市＝0.85､町村 0.70)の差に

よるものである。 

 市町村合併をすれば新市の立地係数は岩国市の数値と同様０.８５になり､他

の算定基準が変化しなければ町村の公営住宅使用料は標準モデルで現行より

約２１％の上昇となる。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 公営住宅の使用料については､入居者の負担増とならないよう調整する。 
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事 務 事 業 名 特定公共賃貸住宅使用料 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

特定公共賃貸住宅・・・「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の規定により、中堅所得者層を中心に増大している居住環境が良好な賃貸住宅に対するニーズに応えるため､地方公共団体が建設し供給する賃貸住宅。 

〔入居資格〕 

＊ 所得が一定の範囲の者であること。(原則として２００，０００円～６０１，０００円/月当り)   

＊ 自ら居住するため､住宅を必要とすること。 

＊ 同居親族を有すること。(特例単身用除く) 
    (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による) 

〔使 用 料〕 

本郷村  区   分 

所得区分   
使用料 戸    数 

 使用料算定基準 

２００，０００円以上 

３２２，０００円以下 

３２２，０００円を超え 

４４５，０００円以下 

４４５，０００円を超え 

６０１，０００円以下 

 

 

 ３７，０００円 

 

 

１２戸 

 不動産鑑定士による

家賃設定に基づいて

決定。 

 

 

 

 

 

  

錦     町  

所得区分 
単身用使用料 一般用使用料 戸 数 

 使用料算定基準 

２００，０００円以上 

３２２，０００円以下 

 １４，０００円  ３０，０００円 

 ３５，０００円 

３２２，０００円を超え 

４４５，０００円以下 

 １７，０００円  ３５，０００円 

 ４０，０００円 

４４５，０００円を超え 

６０１，０００円以下 

 ２０，０００円  ４０，０００円 

 ４５，０００円 

 

 

17 戸 

 

 不動産鑑定士による

家賃設定に基づいて

決定。 

 

 

 

 

美和町 

 

所得区分 使用料 戸    数 

使用料算定基準 

２００，０００円以上 

３２２，０００円以下 

 ４５，０００円 

３２２，０００円を超え 

３８０，０００円以下 

 ５０，０００円 

３８０，０００円を超え 

４３０，０００円以下 

 ５５，０００円 

４３０，０００円を超え 

６０１，０００円以下 

 ６０，０００円 

 

 

 

10 戸 

 不動産鑑定士による

家賃設定に基づいて

決定。 

 

 

 

 

玖珂町  区   分

所得区分   
使用料 戸    数 

 使用料算定基準 

２００，０００円以上 

３２２，０００円以下 
５７，０００円 

３２２，０００円を超え 

４４５，０００円以下 
６０，０００円 

４４５，０００円を超え 

６０１，０００円以下 
６３，０００円 

 

 

９戸 

 不動産鑑定士による

家賃設定に基づいて

決定。 

 

 

 

 ＊ 岩国市､由宇町､周東町､美川町には特定公共賃貸住宅は整備されていない。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

不動産鑑定士による市場家賃の設定なので、各地域ごとに妥当な使用料が

設定されている。 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

  各町村とも不動産鑑定士により算定した市場家賃を基準に使用料を定めてお

り､現行のまま新市に引き継ぐ。 

 なお、合併にあわせて条例等の一元化を図る。 
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事 務 事 業 名 改良住宅使用料 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

  

 改良住宅・・・不良住宅が密集して､保安､衛生等に関し､危険または有害な状況にある住宅地区で｢住宅地区改良法｣の指定を受けて、住宅地区改良事業で建設した住宅。 

 

〔法第18 条（改良住宅に入居させるべき者）・法第29 条（国の補助に係る改良住宅の管理及び処分）〕 

 〔令第8 条（改良住宅への入居者の承認）・令第12 条（公営住宅法に基づく政令の準用）・令第13 条の 2（家賃の決定等）〕 

   

区    分 岩  国  市 周  東  町 由宇町・玖珂町・本郷村・錦町･美川町･美和町 

設置戸数 １８５ 戸 １２ 戸 設置されていない。 

 

 

入居資格 

＊ 現に同居し､又は同居しようとする親族があること。 

＊ 現に住宅に困窮していることが明らかな者。 

＊ 入居申し込みをした日において､収入が１３７，０００円

以下であること。 

（高齢者､障害者世帯については１７８，０００円以下） 

＊ 現に同居し､又は同居しようとする親族があること。 

＊ 現に住宅に困窮していることが明らかな者。 

＊ 入居申し込みをした日において､収入が２００，０００円

以下であること。 

(高齢者､障害者世帯については２６８，０００円以下) 

― 

使 用 料 
個々の住宅の状況､地域の状況等に応じて定額で定め

ている。〔別表〕 

 公営住宅使用料に準じて定めている。 

 
― 

条 例 等 
 改良住宅条例､施行令の定めがある。 

〔条例第4 条（入居者の資格）・条例第5 条（使用料） 

 改良住宅専用の条例､規則等はなく､公営住宅条例を準用

している。 
― 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

  

入居資格､使用料算定方法､使用料の額に差がある。 （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 岩国市 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

  

岩国市の例により条例等の整備を行い､入居基準等を統一する。家賃につい

ては現行のまま定額設定する。 
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事 務 事 業 名 若者定住住宅使用料 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

  

 若者定住住宅・・・公営住宅関連事業の｢地域に視点を据えたプロジェクト｣のなかの｢地域活性化住宅制度｣として、Ｉ Ｊ Ｕターン者や、結婚により新規に世帯を構成する者、地域内の事業所に勤務する若者単身者等に良質な住宅を供給し、地域

振興及び人口定着を図るための住宅。 

 

 

   

区    分 本  郷  村 錦     町 美  川  町 岩国市･由宇町・玖珂町・周東町･美和町 

設置戸数 ５ 戸 ８ 戸 １２戸 

 

 

 

入居資格 

 

＊ 毎月規定の使用料を納入しうる収入を有

し、かつ、本人と同等程度以上の財力を有

すると認められる保証人２名を有するもの。 

 

＊ 世帯主が４０歳以下の者。 

＊ 町に住所を定め、又は定めようとする者。 

＊ 現に同居し、又は同居しようとする親族があ

ること。 

＊ 現に住宅に困窮していることが明らかな者。

＊ 入居申し込みをした日において、家賃の２倍

以上の収入であること。 

 

 

＊ 単身又は新婚の者で、美川町内に勤務する

ため短期間滞在し、あるいは定住しようとす

る意志のあること。 

＊ 条例に定める家賃を毎月納入しうる収入を有

すること。 

＊ 入居申し込み時で年齢３５歳未満の者。 

＊ その他、町長が特に認めた場合はこの限り

ではない。 

使 用 料 

３，０００円(56 ㎡)  ２２，０００円（60 ㎡） 

２５，０００円（68 ㎡）２６，０００円（93 ㎡） 

２８，０００円（117 ㎡） 

 住宅の面積、住宅の状態、地域の状況に応じ

た定額家賃。 

桜 木 住 宅 １７，９２０円(3DK)収入により割増賃

料有り。 

須万地住宅 ２２，７８０円(3DK)収入により割増賃

料有り。 

高 根 住 宅 ２０，０００円(3DK)収入による割増無

し。 

 地域の状況等に応じ基本料金を定めている。 

さくら住宅１２，０００円(48 ㎡) 

あおば住宅１５，０００円(59 ㎡) 

 地域の状況等に応じた定額家賃。 

備   考 
 入居の際の年齢制限は特に定めていない。    平成１６年度に３戸増築予定。 

設置されていない｡ 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

  

入居資格､使用料の額に差がある。 （ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （    ）市･町･村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

  

現行のまま新市に引き継ぐが、管理要綱等は一元化を図る。 
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事 務 事 業 名 町村単独住宅使用料 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

  

 町村単独住宅・・・国、県等の補助金を受けず自治体単独費用で建設した住宅、教員住宅や企業の社員住宅、個人住宅等を譲り受けたり買い受けたりした住宅。 

 

 

   

区    分 本  郷  村 錦     町 美  川  町 玖  珂  町 
岩国市･由宇町 

周東町･美和町 

設置戸数 
２０ 戸 １６ 戸 ３７戸 ３戸 

 

 

 

入居資格 

 

＊ 山口県内に住所又は勤務場所を有する

者。 

＊ 一定の職業を有し独立の生計を営み、

家賃その他居住に必要な経費を支払う

能力がある者。〔家賃の５倍以上の月

収〕 

＊ 現に同居し、又は同居しようとする親族

がある者。 

＊ 住宅に困窮している者。 

 

＊ 公営住宅の管理条例に準じているが、

収入制限等特に入居制限をするような

基準はない。 

 

 

＊ 公営住宅の管理条例に準じているが、

収入制限等特に入居制限をするような

基準はない。 

 

 

＊ 公営住宅の管理条例に準じている。 

使 用 料 

  

 山口県住宅供給公社の規定に準じて、それぞ

れの住宅の面積等に応じた定額家賃を定めて

いる。 

（２２，０００円～３５，０００円） 

  

 住宅の面積、住宅の状態、地域の状況に応じ

た定額家賃であり金額はまちまち。（２，５００

円～３０，０００円） 

 統一された算定基準は特になし。 

  

 住宅の面積、住宅の状態、地域の状況に応じ

た定額家賃であり金額はまちまち。（６，９００

円～２０，０００円） 

 統一された算定基準は特になし。 

 

＊ 公営住宅の管理条例に準じている。 

備   考 

  

県の住宅供給公社が設置し所有している

住宅であるが、維持管理は本郷村が行って

いる。使用料については本郷村が徴収し、住

宅供給公社に納入している。 

 

   

設置されていない。

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

  

使用料の額、住宅の種類、状態、入居基準等それぞれ異なっている。 （ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （    ）市･町･村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

  

現行のまま新市に引き継ぐが、管理要綱等は一元化を図る。 
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事 務 事 業 名 住宅使用料関連項目 部 会 名 建築･都市開発 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

〔敷金について〕 

区      分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

敷金徴収月数 ２ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 

＊ 敷金は、公営住宅管理標準条例(平成８年１０月１４日建設省住宅局長通達)第１０条第１項第２号に｢入居者は敷金を納付すること。｣と規定し、第１８条において「知事(市町村長)は、入居者から入居時における３ヶ月分の家賃に相当する金額

の範囲内において敷金を徴収することができる。」とあり、これに基づき各市町村の条例で基準を定めている。 

 

 〔駐車場使用料について〕                                                                                                                                   ( )特公賃 

区      分 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

徴収団地数 ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ５（１） 

使用料徴収駐車場箇所数 ２０４ １８ ０ ０ ０ ０ ０ ６８（９） 

使用料の月額 １，７００円～２，６００円 ２００円～１，４００円 ― ― ― ― ― １，０００円 

＊ 平成８年の公営住宅法改正により、駐車場が共同施設として明確に規定されたことにより道路構造令に定められた基準（縦５ｍ×横２.．２５ｍ）を満たしている駐車場を対象として、平成１０年４月１日から使用料の徴収が可能となった。 

＊ 岩国市は平成１０年１０月から、由宇町は平成１０年４月から徴収している。 

使用料（月額）＝区画面積×土地の価格×３／１，０００    (土地の価格・・・近傍の土地の「固定資産評価額」) 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

〔敷金について〕 

 各市町村とも「入居時における３ヶ月分の家賃に相当する金額の範囲内」で規

定しているが、徴収月数に差がある。 

 

 

 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町）の例により調整す

る。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

公営住宅法、市町村条例で、住宅明渡しの要件として「住宅使用料を３か月以

上滞納したとき。」とある。敷金は保証金であるということから、滞納のケースに

も対処しやすい３か月分が望ましいと考えられる。また、岩国地域の大半の町村

が３か月にしているということからも、３カ月分に統一する。 

 

 

 

 

〔駐車場使用料について〕 

 岩国市、由宇町及び玖珂町において、道路構造令に定められた基準を満たす

駐車場を対象に徴収しているが、大半の住宅については使用料徴収をしていな

い。 

 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                             ） 

 

現行どおりとする。 
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事 務 事 業 名 通学区域（小・中学校） 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

【本郷村通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

本郷小 大字本谷、大字本郷、大字宇塚、大字西黒沢 
本郷中 

波野小 大字波野 

※本谷小は休校中のため記載していない。 

 

【玖珂町通学区域】 
中学校名 小学校名            通   学   区   域 

玖珂小 

上谷、下谷、欽明路、中野口、河内地、野口上、野口下１区、野口下２

区、同道、市頭、本町上、本町下、駅通、新市１区、新町上、新町下、

阿山上、阿山下、阿山北、千束、臼田、谷津上、谷津下１区、谷津下２

区、鞍掛、上市南、上市北 
玖珂中 

中央小 
野地、柳井田上、柳井田中、柳井田下、大田、台の端、雇用促進住

宅、瀬田上、瀬田下、有延、久門給１区、久門給２区、新市２区  

問 題 点 ・ 課 題 点 

 

児童・生徒の通学の利便を考慮した場合、旧市町村の一部境界付近では、通

学区域の見直しの必要な地域が発生することも考えられる。 

 

調 整 方 針 

【周東町通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

祖生東小 末東、末北、末南、別東、別西、平前、平本 

祖生西小
東中、新宮、西中、小祖生畑、山田、落合、下東、宮源、西光寺、今

岡、下南 

高森小 

東午王ノ内、西午王ノ内、久田北、久田東、久田西、神幡、栄町、朝

日､高南、東町、上久宗、中久宗、下久宗､河田、千束、上市上、上市

中、上市下、大柿、泉町、道仏、中市、下市、用田、緑町、小森、北

方、小川､宇谷、南方 

中田小 奥畑、田尻、第一中山、第二中山 

川上小 下川上、上川上、小畑、明見谷 

米川小 

上中曽根、下中曽根、下差川、中差川の内向庄、奥城の一部、上差

川、井堀、上相津、下相津、東中村、中中村、西中村、末法須通の

内下地区 

修成小 
須通（下地区を除く。）、鳴川、中島、下長野、中長野、東長野、上長

野、梅の木、中上椎、石ヶ明神、中差川（向庄、奥城の一部を除く。）

周東中 

周北小 
田代、明神、北畑、久杉、郷上、郷下、毛明、桧余地、高后岩、東、

長尾、東郷、西郷、松尾、地吉、樋余地  （    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

具 体 的 調 整 内 容 

【錦町通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

錦清流小 
大字広瀬、大字野谷、大字府谷、大字中の瀬、大字大野、大字深

川、大字須川 錦中 

宇佐川小 大字宇佐郷、大字大原、大字宇佐 

※宇佐小、大原小、向峠小、深須小、広東小は休校中のため記載していない。 

【岩国市通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

小瀬小 大字小瀬 

装港小 装束町、新港町 
東中 

東小 
日の出町、川口町、三笠町、桂町、元町、昭和町、飯田町、麻里

布町二丁目10 番、立石町一丁目 

御庄中 御庄小 大字御庄、大字大谷、大字持国、御庄一丁目～五丁目 

岩国西中 

岩 国 中 
藤河小 

大字関戸、大字多田（横山側を除く）、大字田原、大字阿品、大字

小瀬の内丸田、持ヶ峠、沼田ヶ原、関戸一丁目、多田一丁目～三

丁目 

杭名小 
大字守内、大字瓦谷、大字杭名、大字下、大字行波、大字天尾の

内荒瀬 

天尾小 大字天尾（荒瀬を除く）、大字二鹿、大字相ノ谷 岩国西中 

河内小 
大字廿木、大字竹安、大字伊房、大字大山、大字保木、大字角、

大字寺山、大字土生、大字上田、大字行正、大字近延、大字入野 

柱野小 大字柱野、大字六呂師の内下畑 

岩国中 
岩国小 

錦見、岩国、横山、川西、牛野谷町（三丁目を除く）、大字多田の

内横山側 

通津中 通津小 

大字通津、大字長野、保津町二丁目８番，９番，11 番，12 番，13

番 38 号，19 番 46 号･47 号･48 号･50 号･52 号･53 号，21 番，23

番 

麻里布中 麻里布小 
麻里布町（二丁目10番を除く）、室の木町、今津町、立石町（一丁

目を除く）、砂山町、山手町 

柱島中 柱島小 大字柱島の内柱島 

端島中 

（休校） 
端島小 

大字柱島の内端島 

川下小 楠町、中津町、車町、川下町、旭町 

川下中 
愛宕小 

牛野谷町三丁目、門前町、尾津町、南岩国町一丁目（20 番，21

番，23 番～30 番を除く）、南岩国町二丁目（１番～８番，９番の一

部，47 番～112 番を除く） 

灘小 

灘町、南岩国町（一丁目，二丁目，三丁目 28 番の一部，29 番～

38 番，四丁目１番～54 番，80 番～89 番を除く）、海土路町（一丁

目１番～５番を除く）、藤生町、黒磯町一丁目１番，２番、黒磯町

二丁目１番～４番 灘中 

中洋小 

黒磯町（一丁目１番、２番、二丁目１番～４番までを除く）、 

青木町、保津町（二丁目８番，９番，11 番，12 番，13 番 38 号，19

番46 号･47 号･48 号･50 号･52 号･53 号，21 番，23 番を除く） 

平田中 平田小 

平田、南岩国町一丁目20番，21番，23番～30番、二丁目１番～

８番，９番の一部，47 番～112 番、三丁目 28 番の一部，29 番～

38番、四丁目１番～54番，80番～89番、海土路町一丁目１番～

５番 

※端島中以外の休校中の小中学校は記載していない。 

【美川町通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

美川中 美川小 大字南桑、根笠、四馬神、小川、添谷  

【由宇町通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

由宇小 

清水・中村・上北・北区・山崎・正南・堀田・柏原・横町・本町・南

町・坊ヶ迫・拝岩・港町・南沖・有家・千鳥ヶ丘一丁目・千鳥ヶ丘二

丁目・千鳥ヶ丘三丁目・由宇崎 

由西小 西区・笠塚・峇清・横道・中倉・小槇・寺迫 

由宇中 

神東小 神東・天神・大畑・原・舟木・公門所  

【美和町通学区域】 
中学校名 小学校名 通 学 区 域 

美和東小

大字長谷・大字日宛・大字百合谷・大字大根川・大字釜ヶ原・大字岸

根・大字黒沢・大字中垣内・大字瀬戸ノ内・大字滑・大字佐坂・大字上

駄床・大字田の口・大字渋前（横田・市・迫・小田・向原・名坪） 美和中 

美和西小
大字渋前（平原・東谷・鷹ノ巣）・大字西畑・大字生見・大字下畑・大字

阿賀・大字北中山・大字秋掛  

 

 通学区域については、新市に移行後も現行のとおりとし、必要に応じて随時調

整する。 

 なお、旧来からの地域的な繋がりも強く、直ちに見直しができない場合につい

ては、就学学校変更許可の弾力的な適用を行う。 
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事 務 事 業 名 学校給食 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

【平成14 年度の状況】 
市 町 村 名 岩  国  市 由  宇  町 本  郷  村 周  東  町 錦     町 美  川  町 美  和  町 玖  珂  町 

学校等種別・区分・実施学
校数・実施人員 
（平成14 年5 月1 日現在） 

小学校 完全給食１８校 
６，０４７人 

ミルク給食１校 
２人 

計１９校 ６，０４９人 
 

中学校 完全給食 ２校 
４４３人 

ミルク給食９校 
２，５６４人 

計１１校  ３，００７人 

幼稚園 完全副食給食 
（主食持参）８８人 

小学校 完全給食３校 
５２８人 

中学校 完全給食１校 
２７４人 

小学校 完全給食２校 
 ８２人

中学校 完全給食１校 
 ３７人

 

小学校 完全給食８校 
 ７８６人

中学校 完全給食１校 
 ４１８人

小学校 完全給食２校 
 １５９人

中学校 完全給食１校 
  ８６人

小学校 完全給食１校 
 ５２人 

中学校 完全給食１校 
 ３８人 

 

小学校 完全給食２校 
 ２８８人

中学校 完全給食１校 
 １５０人

幼稚園 完全給食 
１１６人

小学校 完全給食 
７０３人

中学校 完全給食 
３２９人

給食の実施形態 
（岩国市のミルク 

給食を除く） 

小学校１８校 
：単独校調理場方式 

中学校２校 
：単独校調理場方式 

（柱島小・中学校と杭名小
学校・天尾小学校は親子方
式を実施） 

幼稚園１園 
：単独校調理場方式（保
育園と親子方式を実施） 

小学校３校 
：単独校調理場方式 

中学校１校 
：単独校調理場方式 

小学校２校 
：単独校調理場方式 

中学校１校 
：単独校調理場方式 

小学校５校 
：共同調理場方式 

〃 ３校 
：単独校調理場方式 

中学校１校 
：共同調理場方式  

小学校２校 
：単独校調理場方式 

中学校１校 
：単独校調理場方式 

（錦清流小学校と錦中学校
は親子方式を実施） 

共同調理場方式 小学校２校 
：単独校調理場方式

中学校１校 
：単独校調理場方式

共同調理場方式 

給 食 費 単 価 
（食材費のみ） 

小学校 ・・・・２３５円 
中学校 ・・・・２５５円 

幼稚園（主食なし） １８０円 
《３，６００円／月を日割り
（１か月２０日）で換算》 
小学校 ・・由宇小 ２３５円 

由西小 ２２５円 
神東小 ２３０円 

中学校 ・・由宇中 ２５５円 

小学校 ・・・・２１９円 
中学校 ・・・・２４４円 
※うち牛乳代（４４円程度）
については全額補助 
《３，５００円／月（小）、 
４，０００円／月（中）を日割
り（１か月２０日）で換算》 

小学校 ・・・・２３０円 
中学校 ・・・・２６０円 

小学校 ・・・・２２０円 
中学校 ・・・・２５０円 

小学校 ・・・・２３５円 
中学校 ・・・・２８０円 

小学校 ・・・・２１０円 
中学校 ・・・・２６０円 

幼稚園 ・・・・２１０円 
小学校 ・・・・２２５円 
中学校 ・・・・２５５円 

備           考    ・平成１５年度より単独給食
校３校及び県立高森みどり
中学校分の給食を学校給
食センターで配食。 

    

※単独校調理場方式：個々の学校で調理室を設け、調理を行う方式。 

 親子方式：学校の調理室で調理した給食を近隣の学校に配送する方式。（単独校調理場方式に含まれる。） 

 共同調理場（センター）方式：2 校以上の小学校又は中学校の調理を共同して行うため、調理施設を設置する方式。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

実施方法は直営による単独校調理場方式（親子方式を含む）、共同調理場（セ

ンター）方式と異なっているが、岩国市の一部を除き各町村とも小・中学校の完

全給食を実施している。 

岩国市では、中学校での完全給食について共同調理場方式を中心に検討し

ており、また、小・中学校の給食調理業務の民間委託化についても検討してい

る。 

給食費については小学校２１０円～２３５円、中学校２４４円～２８０円と差があ

る。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

各市町村の実施方法を共同調理場（センター）方式、委託化等へ一律に変更

することは当面は困難であることから、新市に移行後、財政状況、行政改革等の

観点で可能なものから改善する。 

なお、近隣校での共同調理の可能性については、今後も検討を重ねる。 

 

給食費については、当面、現行のとおりとする。 
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事 務 事 業 名 奨学金貸付 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

岩  国  市 本  郷  村 周  東  町 

１ 貸付を受ける者の資格 

(１)学校教育法による高等学校、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校又

は大学（短大を含む）に在学する者。 

(２)申請時において本市に引き続き 2 年以上住所を有する者の子弟。 

(３)その他 

  

１ 貸付を受ける者の資格 

（１）家庭の経済事情により学資の支出が困難である者。 

（２）本村民であって、保護者または本人が、３年以上本村に在住しているこ

と。 

（３）身体強健、学業性行良好で、修学に耐える素質を有すること。 

 

２ 貸付月額・貸与期間・募集人員・受付期間 

校    種 区  分 貸与月額 貸付期間 募集人員 

一  般 10,000 円 高    校 
中等教育学校 
高    専 へき地加算 10,000 円 

10 人以内 

大    学 一  般 25,000 円 

正規の 最

短修学期

間 25 人以内 

 

受付期間：3 月 1 日から 3 月 31 日まで（特別な事情があれば他の期間でも受

け付ける場合有り） 

 

２ 貸付月額・貸与期間・募集人員・受付期間 

  校       種 区分 貸与月額 貸付期間 募集人員

公 立 高 校 一般 17,000 円

私 立 高 校 一般 20,000 円

公立大学・公立大学院 一般 25,000 円

私立大学・私立大学院 一般 30,000 円

専 門 学 校 一般 25,000 円

正規の最短

修学期間 

特段規定

なし 

 

 受付期間：特に定めていない。 

 

３ 連帯保証人 

  連帯保証人は 2 名で、本市に 2 年以上居住し、市税を完納している人で、そ

のうち 1 人は生計が別の者。 

 

３ 連帯保証人 

   保護者1 名及びその他の者1 名。 

 

４ 貸付金の返還 

  卒業後6 ヶ月据え置き、その翌月から 6 年以内に割賦等で返済。 

 

４ 貸付金の返還 

卒業の月の１箇年後から支給を受けた２倍の期間に月賦又は半年賦で返

済。 

 

５ 他制度との併給 

   制限なし 

 

 

５ 他制度との併給 

認めていない 

６ 利子 

無利子 

 

６ 利子 

無利子 

該当なし 

 

 

７ その他 

  基金から貸付 

基金保有額（平成14年度末） 69,934 千円 

滞納額（平成14 年度末） 6,323 千円 

貸付総額（平成14年度単年） 14,580 千円 

返還額（平成14 年度単年） 19,443 千円 

貸付者数（平成 14 年度現

在、貸付を行っていた者） 

51 人 

 

７ その他 

  一般財源で貸し付け 

滞納額（平成14 年度末） 2,683 千円

貸付総額（平成14年度単年） 3,504 千円

返還額（平成14 年度単年） 4,057 千円

貸付者数（平成 14 年度現

在、貸付を行っていた者） 

11 人

 

７ その他 

基金を保有 

基金保有額（平成14年度末） 5,128 千円  
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事 務 事 業 名 奨学金貸付 部 会 名 教 育 

  

各  自  治  体  の  現  況 問題点・課題点 

美  川  町 玖  珂  町 

１ 貸付を受ける者の資格 

（１）学校教育法による高等学校、高等専門学校又はこれと同程度の学校の生

徒及び大学（大学院を含む）の学生。 

（２）申請時において本町に引き続き１年以上住所を有する者の子女。 

（３）その他 

  

１ 貸付を受ける者の資格 

（１）学校教育法第１条に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及

び各種学校の学生 

（２）身体強健で学業優秀である者 

（３）志操堅実で品行が正しい者 

（４）玖珂町に２年以上在所を有する者又はその者の子女である者 

（５）学資の支出が困難な者 

２ 貸付月額・貸与期間・募集人員・受付期間 

 校    種 区 分 貸与月額 貸付期間 募集人員 
高    校 
高    専 

一 般 10,000 円 

大    学 一 般 25,000 円 

正規の最短

修学期間 
特段規定なし 

受付期間：特に定めていない。 

 

２ 貸付月額・貸与期間・募集人員・受付期間 

（１） 高等学校、高等専門学校及び各種学校 

国、公立 15,000 円   私立 22,000 円 

（２） 専修学校の奨学生 

ア 高等課程 国、公立 15,000 円   私立 22,000 円 

イ 専門課程 国、公立 22,000 円   私立 35,000 円 

（３）大学の奨学生  国、公立  35,000 円   私立 42,000 円  

募集人員：（１）と（２）合計２０人まで。（３）は１５人まで。 

受付期間：3 月中旬から 4 月中旬まで 

 

岩国市、玖珂町及び美川町が奨学金基金運用で実施している。（周東町も基

金を保有している。） 

本郷村は、申請があった場合、一般財源で対応しており、その他の町には奨

学金貸付制度はないが、山口県の奨学金の利用を指導している。 

 

貸付額、対象者等の基準が異なっている。 

調 整 方 針 ３ 連帯保証人 

連帯保証人は2名で、本町に2年以上居住し、町民税または固定資産税を完

納している人で、独立の生計を営む者 

３ 連帯保証人 

  ２名で、町内に引き続き２年以上住所を有する成人とし、町税を滞納していな

い者。うち１名は奨学生の親権者、後見人又はこれに代わるもの以外の者。 

４ 貸付金の返還 

卒業後6ヶ月据え置き、その翌月から貸与を受けた２倍の期間以内に割賦等

で返済。 

４ 貸付金の返還 

  卒業の月の１年後から月賦か年賦で貸付を受けた期間の２倍の期間内に返

済。 

５ 他制度との併給 

認めていない 

５ 他制度との併給 

    制限なし 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （         ）市・町・村の例により調整する。 

（ ◎ ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                              ） 

具体的調整内容 

６ 利子 

無利子 

 

６ 利子 

    無利子 

７ その他   

基金から貸付 

基金保有額（平成14 年度末） 4,028 千円 

滞納額（平成14 年度末） 216 千円 

貸付総額（平成14 年度単年） 216 千円 

返還額（平成14 年度単年） 156 千円 

貸付者数（平成14 年度現在、

貸付を行っていた者） 

1 人 

 

７ その他 

基金から貸付 

基金保有額（平成14 年度末） 70,159 千円

滞納額（平成14 年度末） 385 千円

貸付総額（平成14 年度単年） 6,354 千円

返還額（平成14 年度単年） 9,110 千円

貸付者数（平成14 年度現在、

貸付を行っていた者） 

14 人

 

 

合併時に他の奨学金貸付制度と併給可能な新たな制度を創設する。 
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事 務 事 業 名 遠距離通学に係る各種補助施策 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

【遠距離通学費補助】 

 岩国市 本郷村 周東町 錦 町 美和町 

事業の内容・対象者 岩国西中学校の開設に伴い、錦川清

流線を利用して通学する者の保護者

に対し、 

○北河内駅～南河内駅 

定期券（学割適用）の購入代金

から 1 ヶ月当たり 500 円を減じた

額を助成。 

○行波駅～南河内駅 

定期券（学割適用）の購入代金

から 1 ヶ月当たり 400 円を減じた

額を助成。 

本郷村に在住する者で村営バスを通

学に利用した者の保護者に対し、回

数券並びに定期券の購入費の2分の

1 を補助。 

周東中学校生徒の保護者に対し、 

(1)バス及び列車で通学する者（スク

ールバスを除く）に対し、1 ヶ月定

期（学割適用）の購入に要する負

担額が月 1,000 円を超えないよう

助成。 

(2)町営バスを利用して通学する者に

対し、優待乗車券（無料パス券）を

交付。 

(3)自転車及び徒歩で通学する者に対

し、 

  ６ｋｍ以上 ７ｋｍ未満  800 円 

  ７ｋｍ以上 ８ｋｍ未満 1,000 円 

  ８ｋｍ以上 ９ｋｍ未満 1,200 円 

  ９ｋｍ以上１２ｋｍ未満 1,400 円 

  １２ｋｍ以上       1,600 円 

（月額）を支給。

(4)夏期休業中のクラブ活動等に、8

月において 10 日以上出校した者

に対し、7 月における助成額の半

額を支給する。 

(1)錦町立小学校の統合に伴い、通学

児童が小学校に乗合自動車を利

用して通学する場合、最寄の停留

所から小学校直近の停留所間の

乗合自動車の定期券を配付して

いる。 

(2)錦町立中学校の統合に伴い、通学

生徒が中学校に乗合自動車を利

用して通学する場合、最寄の停留

所から錦中学校前停留所間の乗

合自動車の定期券を配付してい

る。 

(3)錦町内に在住するバスを利用して

高等学校に通学する者に対し、通

常乗車する停留所から船津まで

の定期券の全額を補助。 

(4)広瀬高等学校生徒の清流線等利

用者に通学定期券購入費の 2 分

の 1 を補助。 

坂上高等学校に電車・バスで通学す

る生徒に対し、定期券購入費の半額

を助成。 

平成14 年度対象者数 23 人 84 人 (1) 該当なし  

(2) 該当なし 

(3) 51 人 

(4) 38 人 

(1)  6 人 

(2) 15 人 

(3) 26 人 

(4) 70 人 

30 人 

平成14 年度事業費 913 千円 901 千円 (1) 該当なし  

(2) 該当なし 

(3) 603 千円 

(4)  21 千円 

(1)  253 千円 

(2) 2,370 千円 

(3) 4,685 千円 

(4) 4,006 千円 

1,700 千円 

※由宇町、玖珂町及び美川町については該当なし。 
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事 務 事 業 名 遠距離通学に係る各種補助施策 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

【スクールバスの運行】 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 

運行区間 ・小川津…乙瀬…小瀬…東中 

・守内…岩国西中…廿木 

…岩国西中 

・二軒屋…柱野中 

…千石原…岩国中 

・由宇中…笠塚 

・由宇中…公門所…相地 

・由宇中…船木 

・本郷小…本谷 ・周東中…樋余地 

・周東中…三瀬川 

・周東中…中田・祖生 

・周北小…三瀬川・樋余地 

・高根（宇佐川小）…宇佐 

…大原 

・高根（宇佐川小） 

…金山谷（向峠） 

・高根（宇佐川小）…錦中 

・広瀬（錦清流小）…深川 

・広瀬（錦清流小）…府谷 

…大野 

・柳瀬…門前…美川中 

・尾崎…友廻…美川中 

・西谷…美川小…椋野 

…美川小 

・秋掛…美和中 

・立岩…美和中 

・釜ヶ原…美和中 

・上長谷…美和中 

・秋掛…美和西小 

・立岩…美和西小 

・釜ヶ原…美和東小 

・上長谷…美和東小 

・上駄床…美和東小 

対象者 岩国市立の小・中学校に在

学する児童生徒 

由宇中学校に在学する生徒 本郷小・本郷中に通学する

児童生徒 

周北小学校・周東中学校に

在学する児童生徒 

錦町立の小・中学校に在学

する児童生徒 

美川町立の小・中学校に在

学する児童生徒 

美和町立の小・中学校に在

学する児童生徒 

平成14 年度対象者数 82 人 38 人 6 人 56 人 62 人 62 人 106 人 

平成14 年度事業費 27,697 千円 4,977 千円 1,085 千円 9,245 千円 15,737 千円 5,748 千円 13,200 千円 

委託等の形態 岩国市交通局に委託 バス会社に委託 運転手（パート）1 名を雇用

し、運行。 

（車両は村教委所有） 

民間グループに運転業務委

託 

（車両は町教委所有） 

運転業務委託（個人 4 件）、

管理・運転業務委託（錦川鉄

道1 件） 

（車両は町教委所有） 

民間グループに運転業務委

託 

（車両は町教委所有） 

タクシー会社に運転業務委

託 

（車両は町教委所有） 

※玖珂町については該当なし。 

 

【スクールタクシーの運行】 

 岩国市 

運行区間 ・六呂師小・中…柱野小 

・旧天尾小二鹿分校…天尾小 

・通津小通西分校…通津小 

・乙瀬小…小瀬小 

・旧天尾小二鹿分校…北河内駅…荒瀬公会堂…行波駅 

・六呂師小・中…柱野中 

対象者 岩国市立の小・中学校に在学する児童生徒 

平成14 年度対象者数 24 人 

平成14 年度事業費 5,060 千円 

委託等の形態 タクシー会社に委託 

※岩国市のみ実施。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

各市町村とも、遠距離通学者に対し、さまざまな補助施策を行っている。 

それぞれの事業に、学校統廃合時の約束事項などの経緯がある。 

（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

各市町村により学校の立地条件が異なっており、また、学校の統廃合時の約

束内容等、制度創設の経緯もそれぞれ異なっているため、当面、現行のまま新

市に引き継ぐ。 
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事 務 事 業 名 就学助成事業 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 
 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦 町 美川町 美和町 玖珂町 

基    準 １ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
３ 児童生徒と生計を一つ
にする世帯が要保護者の
所得基準の1.5 倍を超えな
い場合。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
３ 児童生徒と生計を一つ
にする世帯が要保護者の
所得基準の1.3 倍を超えな
い場合。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
３ 児童生徒と生計を一つ
にする世帯が要保護者の
所得基準の1.2 倍を超えな
い場合。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
３ 児童生徒と生計を一つ
にする世帯が要保護者の
所得基準の1.5 倍を超えな
い場合。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
３ 児童生徒と生計を一つ
にする世帯が要保護者の
所得基準の1.5 倍を超えな
い場合。 

１ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者と同
一世帯にある児童生徒。 
２ 生活保護法第 6 条第 2
項に定める要保護者に準
ずる程度に困窮している
者と同一世帯にある児童
生徒。 
 

主な費目・対象学年 
及び支給額（年額） 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 
・ヘルメット購入費 

：中学1 年生  2,800 円 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 
 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 
・ヘルメット購入費 
 ：中学1 年生  3,200 円

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 

・新入学学用品費：1 年生 
小：19,900 円 
中：22,900 円 

・学用品費等：全学年 
 小１  ：12,610 円 
 小2～6：14,780 円 
 中1  ：23,880 円 
 中2～3：26,050 円 
・修学旅行費：該当学年 
 上限  小：20,600 円 

中：55,900 円 
・給食費：全学年  実費 
・医療費：全学年  実費 
・ヘルメット購入費 
 ：中学１年生  3,500 円 

平成14 年度対象者数 976 人 38 人 6 人 124 人 19 人 0 7 人 60 人

平成14 年度総支給額 52,464 千円 2,230 千円 447 千円 7,845 千円 1,463 千円 0 661 千円 3,912 千円

平成14 年度国庫支出金 12,167 千円 993 千円 182 千円 3,443 千円 520 千円 0 294 千円 1,756 千円

※上記所得基準以外の自転車通学者に対しても、玖珂町では 600 円、周東町では 1,600 円のヘルメット購入費補助を行っている。 
 
【参考】 
１ 生活保護法第6 条第2 項 

この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 
  
２ 所得基準 

世帯の実際の収入額を世帯員の年齢構成・人数等から勘案した標準的な支出額（最低生活費）で除して求める。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

要保護者及び要保護者以外の対象者については、特に所得基準が要保護者

の所得基準の１．５倍から１．２倍までの幅がある。 

 

岩国市、錦町及び美和町では、要保護者及び要保護者以外の対象者の所得

基準を１．５倍としており、これを引き下げる（厳しくする）のは現状では困難であ

る。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （岩国市、錦町及び美和町）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

住民福祉向上の観点から、岩国市、錦町及び美和町の例により、要保護者及

び要保護者以外の対象者の所得基準を要保護者の所得基準の１．５倍とする。 

支給項目・支給額については、国の基準で支給している部分については、大

きな問題はないが、岩国市、玖珂町及び周東町のヘルメット購入費について

は、国の基準にないため、合併時に岩国市、玖珂町及び周東町の例により調整

する。 
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事 務 事 業 名 放課後児童健全育成事業 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

市 町 村 名 岩  国  市 由  宇  町 周  東  町 錦      町 美  和  町 玖  珂  町 

放課後児童クラブ数 ・学校の余裕教室1 箇所 

・学校敷地内専用教室8 箇所 

・公的施設内 1 箇所（神東小内の

研修センター） 

・学校敷地内専用教室2 箇所 

・中央児童館2 クラブ 

・若葉児童館1 クラブ 

・学校敷地内専用教室1 箇所 ・学校敷地内専用教室2 箇所 北わかば園 １クラブ 

南わかば園 １クラブ 

対象者・登録児童数 1 年生から 3 年生まで 

20 人～35 人 2 箇所 

36 人～70 人 3 箇所 

71 人以上   4 箇所 

1 年生から 3 年生まで 

5 人～9 人   2 箇所 

36 人～70 人 1 箇所 

1 年生から 3 年生まで 

中央クラブ 定員60 人（2 クラブ） 

若葉クラブ 定員30 人 

1 年生から 3 年生まで 

20 人～35 人 1 箇所 

1 年生から 3 年生まで 

20 人～35 人 2 箇所 

１年生から３年生まで 

北わかば園 定員40 人 

南わかば園 定員22 人 

開  設  時  間 授業のある日： 

授業終了時～17 時 

授業のない日：8 時30 分～17 時 

日・祝・盆・年末年始は休み 

授業のある日： 

授業終了時～17 時 

授業のない日：8 時30 分～17 時 

日・祝・盆・年末年始は休み 

月曜日～土曜日 13 時～17 時 

日・祝・盆・年末年始は休み 

授業のある日： 

授業終了時～17 時30 分 

授業のない日： 

8 時30 分～17 時30 分 

日・祝・盆・年末年始は休み 

授業のある日： 

授業終了時～17時30分 

授業のない日： 

8 時30 分～17 時30 分 

日・祝・盆・年末年始は休み 

登校日：    下校時～17 時45 分

登校日以外の日： 

8 時～17 時45 分 

日・祝・盆前後・年末年始は休み 

指 導 員 体 制 2 人：5 箇所 

3 人：3 箇所 

4 人：1 箇所 

2 人：1 箇所 

1 人：2 箇所 

中央クラブ 2 人 

若葉クラブ 1 人 

3 人 2 人：2 箇所 北わかば園：3 人 

南わかば園：2 人 

保    育    料 2,100 円/月 

（おやつ代1,000 円/月は除く） 

2,000 円/月 

（おやつ代50 円/日は除く） 

無料 4,000 円/月 

（おやつ代1,500 円/月は除く） 

2,000 円/月 5,000 円/月 

（おやつ代1,000 円/月は除く） 

平成14 年度事業費 

（美和町については

平成15 年度予算額） 

事業費           27,379 千円 

保護者の負担金   12,375 千円 

県補助金          10,002 千円 

市                5,002 千円 

事業費          5,132 千円 

保護者の負担金   994 千円 

県補助金          1,926 千円 

町               2,212 千円 

事業費   4,774 千円 

県補助金 3,182 千円 

町      1,592 千円 

事業費          2,650 千円 

保護者の負担金  1,487 千円 

県補助金         1,126 千円 

町                 37 千円 

事業費         6,849 千円 

保護者の負担金   960 千円 

県補助金       1,572 千円 

町            4,317 千円 

事業費         7,144 千円 

保護者の負担金   2,460 千円 

県補助金        2,753 千円 

町            1,931 千円 

備          考   平成 15 年度から米川集会所に小

規模学童保育1 クラブを設置。 

平成 16 年度からにしき児童館に

移転。 

平成15 年度から実施  

※本郷村、美川町については該当なし。 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

放課後児童保育施設の多くは、小学校の敷地内に設置されているが、全ての

小学校又は小学校区域内に設置されている施設ではなく、運営についても教育

委員会、福祉・民生部署などまちまちである。 

 規模、保育料等の調整の必要がある。 

 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （由宇町及び美和町）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

保育料については由宇町及び美和町の例による。 

ただし、周東町の保育料については、段階的に統一する方向で調整する。 

施設の開館時間等については、地域の実情を考慮して運営する。  
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事 務 事 業 名 成人式 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

【平成１４年度成人式開催状況】 

 岩  国  市 由  宇  町 本  郷  村 周  東  町 錦     町 美  川  町 美  和  町 玖  珂  町 

主催（共催） 市・市教委 町・町教委 村教委 町・町教委 町教委 町教委 町・町教委 町 

実  施  日 H15/1/13 H14/8/15 H14/8/15 H15/1/13 H14/8/15 H14/8/15 H14/8/15 H14/8/15 

記 念 行 事 ・記念式典 

・コンサート 

・中三恩師からのメッセー

ジ 

・おしゃべりコーナー 

・記念式典 

・記念コンサート 

・記念式典 

・記念講演 

・記念撮影 

・記念祝杯 

・コンサート 

・記念式典 

・レセプション（コーラス） 

・中学恩師から励ましの言

葉 

・記念撮影 

・自由交歓会 

・記念式典 

・記念講演 

・記念撮影 

・記念祝杯 

・記念式典 

・記念品制作 

・立食パーティー 

※式典から小中学校時代

の恩師出席。 

・記念式典 

・記念講演 

・記念撮影 

・記念祝杯 

・記念式典 

・実行委員による企画 

・恩師からのメッセージ 

・記念講演（コンサート） 

・記念撮影 

記 念 品 ・インスタントカメラ ・インスタントカメラ 

・記念写真 

・電子手帳 

・記念写真 

 

・アルバム 

・記念写真 

・ワイン１本 

・記念写真 

・筆記用具セット ・記念写真 

・図書カード 

・ペアマグセット 

・記念写真 

・図書カード 

事 業 費 1,993 千円 545 千円 252 千円 277 千円 267 千円 92 千円 346 千円 369 千円 

対    象 昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

昭和57 年4 月2 日 

～昭和58 年4 月1 日 

に生まれた者 

対 象 者 数 1,255 人 140 人 17 人 204 人 57 人 17 人 40 人 141 人 

出 席 者 数 935 人 80 人 １５人 122 人 43 人 9 人 43 人 63 人  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

・市町村で実施日が異なる。 

・一本化するか否か。 

・岩国市では、アンケートの結果、成人の日に実施を希望する声が圧倒的に多

いので、開催日を変更することは困難である。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （        ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

当分の間分散開催する。 
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事 務 事 業 名 公民館の運営 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 問 題 点 ・ 課 題 点 

 

・休館日・開館時間・管理方式の調整が必要である。 

・施設の形態（単独の施設と複合施設とがある）、新旧、規模等が大きく

異なるため、管理方式の統一が難しい。 

・岩国市では、祝日に閉館し建物の維持管理を行っている。 

調 整 方 針 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（ ◎ ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ）

具 体 的 調 整 内 容 

 

職 員 体 制 
市町村 館  名 施設形態 築年月 開館時間 休 館 日 

総数 構  成 
職員勤務時間外の対応 施設予約方法

岩国市中央公民館 
図書館、出張
所と併設 

昭和47 年3 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

10
館長１、職員４、嘱託４、 
臨時１ 

管理人（シルバー人材セ
ンター）に委託 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
小瀬分館 

供用会館、出
張所と併設 

平成5 年4 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

4
分館長１、職員２、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
藤河分館 

出張所と 併
設 

平成12 年3 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
分館長１、職員１、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
御庄分館 

出張所と 併
設 

昭和30 年9 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
分館長１、職員１、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
北河内分館 

出張所と 併
設 

昭和33 年5 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
分館長１、職員１、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
南河内分館 

出張所と 併
設 

昭和44 年8 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
分館長１、職員１、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市中央公民館 
師木野分館 

出張所と 併
設 

昭和31年12月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
分館長１、職員１、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

岩国市 

岩国市中央公民館 
通津分館 

供用会館、出
張所と併設 

昭和58 年9 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

4
分館長１、職員２、嘱託１ 
（職員は出張所職員と併任） 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

由宇町 由宇町文化会館 
供用施設、図
書館と併設 

昭和58 年3 月 
10 時 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 4
施設長１（教育委員会事務局
長兼任）、職員３ 

臨時職員にて対応 
3 ヶ月前から
電話予約可 

本郷村 本郷村公民館 公民館施設 昭和47 年3 月 9 時～22 時 
祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

2 館長１、職員１ 
使用者に事前に鍵を渡
す 

随時貸付 

周東町中央公民館 
福祉会館と
併設 

昭和44年11月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 4
館長１、副館長１、職員２ 
（全員兼任） 

17時15分～22時 委託
22 時～8 時 30 分 機械
警備 

特に定めなし

周東町祖生公民館 
出張所と 併
設 

昭和49 年3 月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 3 館長１（兼任）、職員２ 
17 時 15 分～8 時 30 分
委託 

特に定めなし

周東町米川公民館 
出張所と 併
設 

昭和45年11月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 3
非常勤館長１、副館長１（兼
任）、職員１ 

17 時 15 分～8 時 30 分
委託 

特に定めなし

周東町川越公民館 
出張所と 併
設 

昭和48 年3 月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 3 館長１（兼任）、職員２ 
17 時 15 分～8 時 30 分
委託 

特に定めなし

周東町 

周東町中田公民館 公民館施設 昭和56 年3 月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 2 非常勤館長１、職員１ 
17 時 15 分～8 時 30 分
委託 

特に定めなし

錦 町 錦町公民館 
図書館と 併
設 

昭和45 年2 月 9 時～23 時 
毎月第1・3 月曜日、 
12 月29 日～1 月3 日 

3
館長１（兼任）、職員１、 
臨時職員１ 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

美川町 
美川町コミュニティ
センター 

図書室あり、
一部社会福
祉協議会貸
与 

昭和53 年6 月 
8 時30 分 
～23 時 

土日、祝日、 
12 月29 日～1 月3 日 

7
館長１（教育長兼任）、職員４
（教育委員会職員）、臨時２ 

使用者に事前に鍵を渡
す 

3 ヶ月前から
電話予約可 

美和町 美和町公民館 
児童館と 併
設 

昭和45 年9 月 
8 時30 分 
～17 時 

毎週土曜日、日曜日
及び祝日 

3 館長１（教育長兼任）、臨時２ 
使用者に事前に鍵を渡
す 

特に定めなし

玖珂町 玖珂町公民館 公民館施設 昭和41 年5 月 
8 時30 分 
～22 時 

12 月29 日～1 月3 日 3 非常勤館長1、兼務職員2 
17 時15 分～8 時30 分
宿直者（職員1、臨時1）

3 ヶ月前から 
電話予約可 

 

休館日・開館時間・管理方式については、新市に移行後も現行のとお

りとし、地域性を考慮しながら、統一に向けた検討を行う。 
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事 務 事 業 名 図書館の運営 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

市 町 村 名 岩  国  市 由  宇  町 周  東  町 錦     町 美  和  町 玖  珂  町 

休  館  日 ・国民の祝日に関する法律に定める祝日 

・月曜日（月曜日が祝日に当たるときは、その翌日） 

・その前日及び翌日が祝日である日（前号に規定す

る日に当たる日を除く） 

・月例整理休館 毎月第３木曜日（祝日に当たるとき

は、その翌日） 

・１月１日から１月４日及び１２月２９日から１２月３１

日まで 

・特別整理期間（３月上旬及び１０月上旬にそれぞれ

１０日以内） 

・国民の休日に関する法律に規定する

休日 

・１２月２８日から翌年１月４日まで 

・８月１５日 

・毎週月曜日 

・毎月第３日曜日 

・毎月末日 

 

・国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝

日 

・月曜日。ただし、月曜日が祝日にあたるときはそ

の翌日 

・その前日及び翌日が祝日である日（前号に規定

する日にあたる日を除く。） 

・１２月２８日から翌年１月４日まで 

・月末整理日（毎月末日。ただし、末日が月曜日又

は祝日にあたるときはその前日） 

・特別整理日（年に１回７日以内） 

・土曜日及び日曜日（学校完全週５日制に

伴い祝日を省く土曜日は現在開館） 

・祝日及び創立記念日 

・１月１日から同３日まで 

・１２月２９日から同３１日まで 

・国民の祝日に関する法律に定める祝日 

・月曜日（月曜日が祝日に当たるときは、

その翌日） 

・５月４日 

・１月２日から１月４日及び１２月２８日か

ら１２月３１日まで 

・特別整理期間 

 

・国民の祝日に関する法律に規定する休

日 

・月曜日（月曜日が祝日に当たるときは、

その翌日 

・１月２日から４日まで及び１２月２８日か

ら３０日まで 

・特別整理期間 

・月末整理日 

開 館 時 間 岩国図書館・福祉会館図書室 

９時３０分～１７時 

中央図書館  

・火曜日～金曜日  １０時～１９時 

・日曜日及び土曜日 ９時３０分～１７時 

由宇町立図書館 

火曜日～土曜日 ９時３０分～１７時  

日曜日       ９時３０分～１２時 

周東町立周東図書館 

９時～１７時 

錦町立広瀬図書館 

８時３０分～１７時１５分 

美和町立図書館 

火曜日～金曜日   １０時～１８時 

日曜日及び土曜日  １０時～１７時 

 

玖珂町立図書館 

 火曜日       ９時～１８時 

 水曜日～日曜日 ９時～１７時 

館外利用の制限 ・図書類     １人１回当たり１０冊以内 

・視聴覚資料 １人１回当たり２点以内 

・利用期間 図書類 １４日以内 

・視聴覚資料 ７日以内 

・点字図書  ３０日以内 

・館長が特に認めるとき、引き続き利用期限は 

図書類 １４日以内、視聴覚資料 ７日以内 

 

【団体等の利用】 

・貸出文庫   団体構成員が２０人以下 

  １回２０冊以内 

          団体構成員が２０人以上  

１回５０冊以内 

          利用期限 １ヶ月以内 

・読書会文庫 利用冊数 １回１組 

（同一資料１０冊以内） 

         利用期限 １ヶ月以内 

・図書類     １人１回当たり５冊以内 

・視聴覚資料 １家庭当たり２点以内 

・利用期間  

一般・児童図書 １４日以内 

 雑誌            ５日以内 

 

・図書類     １人１回当たり１０冊以内 

・視聴覚資料 １人１回当たり２点以内 

・利用期間  図書類   １４日以内 

視聴覚資料 ７日以内 

 

 

 

 

【団体等の利用】 

・団体の成員数に応じ、１回１００冊を限度とし、利

用期間は１箇月以内とする。 

・図書類    １人１回当たり３冊以内 

・視聴覚資料 １人１回当たり３点以内 

・利用期間   図書類    １０日以内 

         視聴覚資料 １０日以内 

・図書類     １人１回当たり６冊以内 

・視聴覚資料 １人１回当たり２点以内 

・利用期間 図書類    １４日以内 

        視聴覚資料  ７日以内 

 

 

 

 

【団体等の利用】 

・図書類    1 回当たり３０点以内 

・視聴覚資料 1 回当たり２点以内 

・利用期間   図書類 ３０日以内 

・視聴覚資料 １４日以内  

・図書類    １人１回当たり１０冊以内 

・視聴覚資料 １人１回当たり CD、ビデオ

各２点以内 

・利用期間  図書類    １４日以内 

        視聴覚資料  ７日以内 

 

 

 

【団体等の利用】 

・図書類、視聴覚資料とも無制限 

・利用期間  図書類    ３０日以内 

        視聴覚資料 １４日以内 

自動車図書館 ・台数        １台 

・ステーション数  ２９箇所 

・巡回頻度       週３回 

・利用制限 図書類 １人１回あたり１０冊以内 

・利用期間       次回の巡回日 

なし ・台数        １台 

・ステーション数  ３８箇所 

・巡回頻度       週３回 

・利用制限       本館と同じ 

・利用期間       次回の巡回日 

なし なし なし 

※本郷村、美川町には図書館がない。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

・休館日、開館時間にばらつきがある。 

・個人及び団体への資料の貸出に係る利用制限、利用期間が異なっている。 

・２台の自動車図書館で全域はカバーできない。 

・電算システムの導入にもばらつきがあり、統一のシステムの構築が必要であ

る。（統一利用券の発行はその後可能になる。） 

・本の相互利用のために配送システムの確立が必要である。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（ ◎ ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

・休館日、開館時間、資料の貸出に係る利用制限・利用期間等については、新市

に移行後、速やかに調整する。 

・統一の電算システムの構築について検討する。 

・全域サービスのため、自動車図書館の増設について検討する。 

・新設、既設を含めて本郷村、美川町への分館の設置について検討する。 

・相互貸借を強化するため、配送システムを構築する。（資料の物流を委託、或

いは職員で行う。） 

・新市の図書館サービス計画を作成する。 
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事 務 事 業 名 公立幼稚園 部 会 名 教 育 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

【平成14 年度の状況】 

区 分 由宇町 玖珂町 

公立幼稚園名 由宇町立ちどり幼稚園 玖珂町立玖珂幼稚園 

授業日（保育日） 月～金 月～金 

教育時間 9 時～14 時 9 時～15 時（ただし、水は 13 時まで） 

授業料（保育料）    <月額> 保育料  8,000 円 授業料   5,000 円 

児童数 88 人 116 人 

定 員 105 人 150 人 

教員数（園長を含む） 8 人 8 人 

送迎の有無 無 無 

授業料（保育料）収入 <年間> 8,540 千円 6,960 千円 

運営費          <年間> 32,911 千円 40,175 千円 

※公立幼稚園は由宇町、玖珂町のみ設置している。 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

 授業料（保育料）の額、教育時間が異なる。 
（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ◎ ）２ （ 由宇町 ）の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

 授業料（保育料）については、私立幼稚園とのバランスを考慮し、由宇町の例

により月額8,000 円とする。 

 ただし、玖珂町については、急激な住民負担増とならないよう、平成 18 年度は

月額6,500 円とする。 

 教育時間については、地域の実情を考慮して運営する。 
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事 務 事 業 名 病院事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

１．各診療施設の概要 

  錦町 美和町 

診療施設の名称  錦中央病院 町立美和病院 

開設年月 

（施設改築年度） 

 昭和４０年４月 

（昭和５９年度） 

昭和２６年４月 

（昭和４７年度） 

診療科目  内科、外科、整形外科、眼科 

耳鼻咽喉科、脳外科、 

泌尿器科 

内科・外科・整形外科・小児科 

神経科・眼科 

診療所  須川診療所 

高根診療所 

宇佐出張診療所 

－ 

病床数 一般 ５８床 ６０床

一般医 ５人 ５人

薬剤師 ２人 ２人

保健師 － １人

看護師 １３人 ７人

準看護師 ９人 １４人

X 線技師 １人 １人

臨床検査技師 ３人 ２人

理学療法士 １人 １人

管理栄養士 － １人

事務員 ４人 ３人

その他職員 － ３人

職員数 

（平成１６年４月１日） 

合計 ３８人 ４０人

受診時間  午前8 時から午後4 時45 分 午前8 時から午後4 時45 分 

休診日  １．日曜日及び土曜日 

２．国民の休日に関する法律に規

定する休日 

３．12月29日から翌年1月3日ま

での日 

１．日曜日及び土曜日 

２．国民の休日に関する法律に規

定する休日 

３．12 月 29 日から翌年 1 月 3 日ま

での日 
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事 務 事 業 名 病院事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

２．利用状況（平成１４年度） 

  錦中央病院 町立美和病院 

年間延べ患者数 １５，４３５人 １８，５８２人

１日あたり患者数 ４２．３人 ５０．９人

入院 

病床利用率 ７２．９％ ８４．８％

年間延べ患者数 ４３，４２３人 ３２，８５１人外来 

１日あたり患者数 １７７人 １３４人

 

３．市町村別患者数（平成１４年度） 

  岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町 その他 

入院 ５６人 ０人 ６５７人 ０人 １１，４９４人 ３，０６３人 ２６人 １３９人

外来 ９５人 ０人 ２，１９６人 ０人 ３５，３６８人 ５，５８１人 ３人 １８０人

錦中央病院 

小計 １５１人 ０人 ２，８５３人 ０人 ４６，８６２人 ８，６４４人 ２９人 ３１９人

入院 ７０６人 ０人 １，４２０人 ４１人 ８２人 １，３３７人 １４，７１７人 ２７９人

外来 ９５３人 ０人 ２，２５４人 ７２人 １９７人 １，８７３人 ２６，７４７人 ７５５人

町立美和病院 

      

小計 １，６５９人 ０人 ３，６７４人 １１３人 ２７９人 ３，２１０人 ４１，４６４人 １，０３４人

合計  １，８１０人 ０人 ６，５２７人 １１３人 ４７，１４１人 １１，８５４人 ４１，４９３人 １，３５３人

 

４．平成１４年度損益計算書≪資本的収入及び支出≫                               （単位：千円） 

  錦中央病院 町立美和病院 

他会計負担金 ２０，７６８ １８，７２０

県補助金 ４，１７９ ０

国保会計繰入金 

（国庫補助） 

２，００５ ２，００４

資本的収入 

合計 ２６，９５２ ２０，７２４

建設改良費 １０，８９３ ２９，３０３

企業債償還金 ２７，７７６ ７，６０８

資本的支出 

合計 ３８，６６９ ３６，９１１

 ※資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金で補てんしている。 

 

５．平成１４年度損益計算書≪収益的収入及び支出≫                               （単位：千円） 

  錦中央病院 町立美和病院 

医業収益 ７５４，９４９ ６４３，１０４

医業外収益 １２３，１３４ １１６，５３５

特別利益 ８０５ ６１

収益的収入 

合計 ８７８，８８８ ７５９，７００

医業費用 ８１３，０５１ ７３４，４９７

医業外費用 ４６，５１９ ２４，３６３

特別損失 ４８４ ０

収益的支出 

合計 ８６０，０５４ ７５８，８６０

純損益  １８，８３４ ８４０ 
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事 務 事 業 名 病院事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

６．平成１４年度貸借対照表≪資産≫                                         （単位：千円） 

  錦中央病院 町立美和病院 

固定資産 ６２３，６７４ ４４５，３８９

流動資産 ２０３，３２５ ３３６，００４

資産 

合計 ８２６，９９９ ７８１，３９３

固定負債 ０ ２６，５００

流動負債 ３６，１１４ ５１，１２０

負債 

負債合計 ３６，１１４ ７７，６２０

資本金 １，０１２，８８７ １８７，１４９

資本剰余金 １１７，７３５ ４７５，７５１

利益剰余金 △３３９，７３７ ４０，８７３

資本 

資本合計 ７９０，８８５ ７０３，７７３

負債・資本合計  ８２６，９９９ ７８１，３９３

 

７．一般会計からの繰入状況（過去５年間）                                                        （単位：千円） 

 錦中央病院 町立美和病院 

 地方公営企業法に基づく、 

基準額 

実繰入額 地方公営企業法に基づく、

基準額 

実繰入額 

平成１０年度 ２２３，１８０ １８０，０００ １８９，２７０ １６５，０００

平成１１年度 ２２８，４６６ １９０，５００ １８８，３２９ １７５，０００

平成１２年度 １８３，１４６ １８０，０００ １９０，０９４ １７５，０００

平成１３年度 １７８，８９０ １８０，０００ ２１１，５９９ １８０，０００

平成１４年度 １４５，４２１ １７０，０００ １６３，２２７ １６０，０００

 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 
１．安定した経営を行っていくためには、現時点における程度の一般会計から

の繰入れ継続が求められる。 
 
２．病院機能を維持していくため、医師・看護等、スタッフの確保が求められ

る。 
 
３．町立美和病院については、老朽化が進んでいるため、施設及び設備の維

持修繕を計画的に進める必要がある。 

 

（◎）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（  ）２ （     ）の例により調整する。 

（  ）３ 新たに制度等を創設する。 

（  ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（  ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（  ）６ 廃止の方向で検討する。 

（  ）７ その他（                                ） 

 

錦中央病院・町立美和病院は、市民の健康増進と福祉の充実のため、地域に

密着した医療施設として位置付け、現行どおり新市に引き継ぐ。 
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事 務 事 業 名 へき地診療所運営事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 岩国市 本郷村 周東町 

診療所名称 柱島診療所 本郷村診療所 本郷村歯科診療所 川越出張診療所 中田出張診療所 

開設年度 昭和49 年 平成11 年 昭和56 年 昭和41 年 昭和56 年 

診療科目 内科 内科・外科･小児科 歯科 内科 内科 

年間診療数 

 

毎週木曜日 

年間51 日 

年間247 日 

月～金曜日※祝日は除く 

毎週火・木・金曜日 

年間147 日 

毎週火曜日 

年間49 日 

 

毎週水曜日 

年間50 日 

年間受診患者延べ総数 

（平成14 年度） 

1,025 人 9,814 人 1,743 人 58 人 654 人 

スタッフ 

（平成16 年4 月1 日） 

 

国立岩国病院医師   １人 

看護師          １人 

事務員          １人 

医師            1 人 

看護師           1 人 

準看護師     1 人（嘱託） 

事務員       1 人（嘱託） 

広島大学歯学部から派遣-

歯科医師１人歯科助手 1 人

（嘱託） 

医師            １人

看護師          １人 

事務員          1 人

医師            1 人

看護師          1 人

事務員          1 人

事業費 

（平成14 年度決算） 

 

 

 

報償費       3,393 千円 

（医師57,000 円／回） 

（国庫納入9,540 円/回） 

医薬材料費    3,710 千円 

委託料        907 千円 

（受付事務委託） 

その他       2,341 千円 

合計        10,351 千円 

総務費       28,259 千円 

医療費       50,294 千円 

基金積立金      5 千円 

合計         78,558 千円 

 

診療所事業費 15,818 千円

 

 

 

 

報酬        2,014 千円

賃金         526 千円

医療材料      179 千円

その他        635 千円

合計        3,354 千円

報酬        2,055 千円

賃金         555 千円

医療材料     2,728 千円

その他        296 千円

合計        5,634 千円

診療収入ほか 

（平成14 年度決算） 

 

診療手数料    7,584 千円 

 

証明手数料      11 千円 

診療収入     98,310 千円 

使用手数料      73 千円 

雑入           211 千円 

歯科診療事業収入 

14,856 千円

雑入          42 千円

診療収入      221 千円

一部負担金     50 千円

 

診療収入     4,433 千円

一部負担金     606 千円

 

補助金 

（平成14 年度決算） 

へき地診療所運営費補助

金（県）      1,350 千円 

黒字のためなし へき地診療所運営費補助金

（県）         920 千円

へき地診療所運営費補助金

（県）        2,004 千円
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事 務 事 業 名 へき地診療所運営事業 部 会 名 健康福祉 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

 錦町 美川町 

診療所名称 

 

錦町国民健康保険 

須川診療所 

錦町国民健康保険 

高根診療所 

錦町国民健康保険 

宇佐出張診療所 

美川診療所〔公設民営〕 

（平成 12 年 12 月末から休

診） 

美川歯科診療所 

〔公設民営〕 

開設年度 

 

平成元年 平成元年 昭和37 年 平成3 年 昭和57 年 

診療科目 内科 内科 内科 (内科) 歯科 

年間診療数 

 

毎週火曜日 

年間50 日 

毎週水曜日 

年間50 日 

毎週金曜日 

年間50 日 

(休診日) 

木曜日ＰＭ・土曜日ＰＭ・日

曜日・祝日 

(休診日) 

木曜日ＰＭ・土曜日ＰＭ・日

曜日・祝日 

年間受診患者延べ総数

（平成14 年度） 

652 人 561 人 1,394 人 － 3,746 人 

スタッフ 

（平成16 年4 月1 日） 

 

医師              １名 

看護師            １名 

薬剤師            １名 

事務              １名 

※錦中央病院から派遣 

医師             １名 

看護師           １名 

薬剤師           １名 

事務             １名 

※錦中央病院から派遣 

医師             １名

看護師           １名

薬剤師           １名

事務             １名

※錦中央病院から派遣 

（医師１人） 

 

 

 

医師1 人 

事業費 

（平成14 年度決算） 

 

 

 

給料費        13,214 千円（※給料費は稼働日数按分） 

材料費        10,760 千円 

経費            540 千円 

減価償却費      133 千円 

合計          24,647 千円 

  

診療収入 

（平成14 年度決算） 

診療収益      19,774 千円 

 

  

補助金 

（平成14 年度決算） 

一般会計繰入金 4,244 千円 

国庫補助金     1,429 千円 

（国保特別調整交付金） 

 

補填金6,683 千円 

（平成12 年1～12 月分） 

〔所得保証100万円／月額〕

補填金1,845 千円 

（平成14 年1～12 月分） 

〔所得保証８0 万円／月額〕

※電気水道代は医師負担  

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

患者数が少ない診療所については、公共交通機関の拡充等を図る中で今後のあり

方を検討する必要がある。 
（ ◎ ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。 

（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（    ）６ 廃止の方向で検討する。 

（    ）７ その他（                                ） 

 

各診療所については、現行どおり新市に引き継ぎ、遠隔地における

医療サービスの充実に努める。 
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事 務 事 業 名 路線バス、自主運行バス、患者輸送バス等 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

１ 路線バス、自主運行バス 

 岩国市 由宇町 本郷村 周東町 錦  町 美川町 美和町 玖珂町 

岩国市交通局 防長交通－委託（車両含む） 直営 町営－委託 町営－委託 町営－委託 町営－委託 町営－委託   事業者及び 

運行業者 

 
岩国市交通局 防長交通㈱ 直営（職員等） (有)祖生タクシー 

(有)周東タクシー 

防長交通㈱ 

錦川鉄道㈱ 個人 (有)美和タクシー 

(有)大竹タクシー 

玖珂駅構内タクシー(有) 

根拠法令 

（運行方法） 

道路運送法 第４条 

（路線バス） 

道路運送法 第２１条 

（自主運行バス） 

道路運送法 第８０条 

（自主運行バス） 

道路運送法 第８０条 

第２１条（田尻～柳井駅）  

（自主運行バス） 

道路運送法 第８０条 

（自主運行バス） 

道路運送法 第８０条 

（自主運行バス） 

道路運送法 第８０条 

第２１条（美和町～大竹駅） 

（自主運行バス） 

自主運行バス（無償運行） 

運賃 

（利用料金） 

 

１００～７５０円 

 

 

１５０～８２０円 

（防長交通㈱の料金） 

１５０～９９０円 １２０～６４０円（祖生タ、周

東タ） 

５４０円（田尻～柳井駅） 

（防長交通㈱の料金） 

１４０～９３０円 １５０～５００円 

（当時のＪＲの料金） 

一律２００円ただし、西岩国

便は町内２００円岩国４００

円 

５００円（美和町～大竹駅） 

無料 

距離により設定 距離により設定 距離により設定 距離により設定 距離により設定 距離により設定 一律料金            - 運賃算定根拠 

条例有無 条例あり 条例無し 条例あり 条例あり 条例あり 条例あり 条例あり 条例あり 

運行距離 ２．３～２５．５km ８．６～２３．７km １０．５～１７．３km ５．０～１５．４km ６．９～１９．４km ４．５～１５．７km ９．３～２３．４km ３～１０ｋｍ 

運行系統数 ４７系統 ４系統 ４系統 ７系統 １０系統 ５系統 ７系統 ６系統 

運行回数 １～３０／日 ０．５～６／日 １～３／日 １～６．５／日 １～５／日 １／週～２／日 

水曜日、１２/３１～１/２運休 

１～３／日 

 

３．５～６往復 ４～５便 

利用対象者 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 交通弱者 

車両の保有台数 交通局 

乗合（５５両）、貸切（１４両） 

防長交通（４両） 村（３両） 町（３両）及び防長交通㈱ 町（６両） 町（１両） 町（６両）及び(有)大竹タクシ

ーへ１両貸出 

町（２両） 

助成（割引） 

等について 

 

 

 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

③敬老優待乗車証・・・７０歳

以上の高齢者、１乗車毎

に１００円を負担、ただし、

１３０円までの区間は無料 

④身体障害者優待乗車証、

身体障害者介護人付優待 

 乗車証・・・無料 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

 

 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

③村内の７５歳以上の者は

１／２ 

④保育所に通園する幼児は

通学定期料金の１／４ 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

 

 

 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

③医療機関利用者は、券を

受ければ無料 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

 

 

 

①小人は大人の１／２ 

②障害者及びその介護人は

１／２ 

③町内に通園、通学する園

児、児童、生徒は無料 

 

- 

平成１４年度 

収支状況（千円） 

経常収益       901,804 

経常費用      1,001,672 

収支差引     △ 99,868 

補 助 金       389,924 

経常収益        14,015 

経常費用        39,608 

収支差引     △ 25,593 

補 助 金        4,847 

経常収益        8,489

経常費用        15,031

収支差引      △ 6,542

補 助 金        3,109

経常収益        11,485

経常費用        30,711

収支差引      △ 19,226

補 助 金         6,089

経常収益        31,622

経常費用        40,976

収支差引       △ 9,354

補 助 金        13,851

経常収益        2,757 

経常費用        5,648 

収支差引      △ 2,891 

補 助 金         1,910 

経常収益         4,796

経常費用        22,114

収支差引      △ 17,318

補 助 金         2,006

経常収益           0 

経常費用          13,890

収支差引       △ 13,890  

補 助 金               0

 

補助金内訳 

（千円） 

 

国               5,756 

県              1,886 

市               382,282 

国                0 

県              4,847 

町                0 

国                0

県              3,109

村               0

国                0

県             6,089

町                0

国                0

県            10,929

町             2,922

国               0 

県             1,910 

町                0 

国                0

県              2,006

町                0

国                     0

県                     0

町                     0

補助路線    

（路線数） 

生活バス路線対策(1) 生活バス路線対策(1) 

廃止路線代替バス運行(2) 

生活バス路線対策(3) 廃止路線代替バス運行(3) 廃止路線代替バス運行(10) 廃止路線代替バス運行(5) 生活バス路線対策(1) 

廃止路線代替バス運行(2) 

- 

 

総走行キロ 

 

（乗合）     1,937,000 km 

（貸切）      571,000 km 

203,483 km 67,575 km 222,352 km 239,032 km 45,758 km 45,619 km ふれあい号 140,172km 

やすらぎ号 139,136km  
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事 務 事 業 名 路線バス、自主運行バス、患者輸送バス等 部 会 名 総合政策 

 

各  自  治  体  の  現  況 

 

２ 患者輸送バス等 

 岩国市 周東町 錦  町 美川町 美和町 

 

区分 

 

 

過疎地域福祉バス 

 

へき地患者輸送バス 

 

へき地患者輸送バス 

 

患者輸送バス 

 

患者輸送バス 

 

へき地患者輸送バス 

 

患者輸送バス 

 

バスの名称 

 

 

－ 

 

はつらつけんこう号 

 

やまびこ号 

 

－ 

 

けんこう号 

 

－ 

 

－ 

 

事業形態 

 

 

委託（岩国市交通局） 

 

委託（防長交通㈱） 

 

委託（タクシー会社） 

 

委託（個人） 

 

委託（個人） 

 

委託（個人） 

 

委託（タクシー会社） 

 

運行回数 

 

過疎３路線  毎週１～２

回 

１路線  毎週火曜日 

年間５２日運行 

１０路線  毎週１回 

年間２６０日運行 

１路線 

年間２４５日運行 

１０路線  毎週２回 

年間３００日運行 

４路線  毎週１回 

年間１８０日運行 

７路線  毎週１回 

年間２４０日運行 

 

 

利用対象者 

７０歳以上の高齢者 

身体障害者手帳1～3 級 

療育手帳A 

精神障害保健福祉手帳 

1 級 

年齢制限無し 年齢制限無し 年齢制限無し 

* 本郷村・美川町の住民

に限られる。 

年齢制限無し 年齢制限無し 年齢制限無し 

 

運賃 

（利用料金） 

 

無料 

 

１２０～６５０円 

 

無料 

 

無料 

 

大人 １００円 

小人  ５０円 

無料 

（※但し、手数料として、

１日当たり 300 円徴収。）

無料 

（※但し、手数料として、 

１日当たり 300 円徴収。） 

 

車両の保有 

台数 

 

 

交通局保有 

 

町保有１両（１３人乗） 

 

町保有２両（１０人乗） 

       （２９人乗） 

 

町保有１両（２９人乗） 

 

町保有１両（１５人乗） 

 

町保有１両（２６人乗） 

 

タクシー会社保有 

事業費 

（平成１４年度

決算） 

（千円） 

収入            0 

 

支出（委託料）   8,120 

収入           350

 

支出（委託料）    1,740

収入            0 

 

支出（委託料）     3,540 

収入            0

 

支出（委託料）     1,713

収入（運賃）       386

   （単独町費）   2,978

支出（運営費）     3,364

収入（手数料）      346

 

支出（運営費）    2,160

≪病院会計より支出≫ 

収入（手数料）     863 

 

支出（委託料）     8,343 

≪病院会計より支出≫ 

   * 由宇町、玖珂町、本郷村には運行がない。 

 

問 題 点 ・ 課 題 点 調 整 方 針 具 体 的 調 整 内 容 

 

１  ８市町村の路線バス、自主運行バス、患者輸送バス等については、運行形

態が異なる。 

 

２  路線バスについては、合併後に路線延長を行うなどして、運行系統を検討

する必要がある。 

 

３  新市の本庁舎と総合支所を結ぶ路線を検討する必要がある。 

（    ）１ 現行のまま新市に引き継ぐ。 

（    ）２ （              ）市・町・村の例により調整する。 

（    ）３ 新たに制度等を創設する。 

（    ）４ 新市移行後、速やかに調整する。    
（    ）５ 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

(    )６ 廃止の方向で検討する。 

（ ◎  ）７ その他 

 

１  路線バス及び自主運行バスについては、当面、現行のとおりとする。 

   なお、相互乗り入れ路線の拡充や岩国市営バスの路線等については、新

市に移行後、速やかに調整する。 

 

２  患者輸送バス等の利用対象者、運賃等については、当面、現行のとおりと

し、新市において速やかに調整する。 

   

 


